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東通原子力発電所第１号機の施設管理の実施に関する計画を変更したので，実用発

電用原子炉の設置、運転等に関する規則第５７条の３第４項の規定により，その評価

の結果を記載した書類を別紙のとおり提出します。 

 



別紙 

 

１．定期事業者検査報告書及びその変更の内容を説明する書類番号 

令和２年４月１日の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律改正前に，同法に基

づき実施した施設定期検査申請およびその変更の内容を説明する書類は以下のとおり。 

 

東通原子力発電所第１号機 

施設定期検査申請書番号 

東北電原運 第６８号（平成２２年１２月２７日） 

以下，施設定期検査申請書の変更の内容を説明する書類番号 

  東北電原運 第２３号（平成２３年 ５月２５日） 

  東北電原運 第１６号（平成２５年 ６月２５日） 

  東北電原運 第２１号（平成２７年 ７月２４日） 

  東北電原運 第４３号（平成３１年 ３月２０日） 

 

令和２年４月１日の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律改正後に，同法に基

づき実施した定期事業者検査報告書およびその変更の内容を説明する書類は以下のとおり。 

東北電原運 第５３号（令和 ３年 ３月３０日） 

 

 ２．変更理由 

 長期保管計画に変更が生じたことから，特別な保全計画に関する計画を変更した。 

 

 

 

  



３．変更内容 

３．１ 添付書類三 施設管理の実施に関する計画 

 本文，別紙－１，２および参考資料を別添－１のとおり変更する。 

  

  ３．２ 添付書類五 保全の有効性評価の結果に関する説明書 

 添付－１，２を別添－２のとおり変更する。 
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別添－１ 

添付書類三 施設管理の実施に関する計画 

変更前 変更後 変更理由 

ており，経年的な劣化に起因する故障等が発生した場合，早急な対応が困難となるた

め，エリア・プロセスモニタの更新工事を実施する。 

○予定時期 

第４保全サイクル（原子炉停止中） 

 

（１４）放水路立坑修繕工事 

（使用前事業者検査対象） 

○工事概要 

放水路立坑内のコンクリート側壁を修繕するため，一時的に補機冷却用水を流下さ

せるための仮設連絡水路を構築し，放水路立坑内を断水したのち修繕を実施する。 

○予定時期 

第４保全サイクル（原子炉停止中） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ており，経年的な劣化に起因する故障等が発生した場合，早急な対応が困難となるた

め，エリア・プロセスモニタの更新工事を実施する。 

○予定時期 

第４保全サイクル（原子炉停止中） 

 

（１４）放水路立坑修繕工事 

（使用前事業者検査対象） 

○工事概要 

放水路立坑内のコンクリート側壁を修繕するため，一時的に補機冷却用水を流下さ

せるための仮設連絡水路を構築し，放水路立坑内を断水したのち修繕を実施する。 

○予定時期 

第４保全サイクル（原子炉停止中） 

 

（１５）原子炉補機冷却系熱交換器伝熱管修繕 

（使用前事業者検査対象） 

○工事概要 

原子炉補機冷却水系熱交換器伝熱管の渦流探傷試験を行ったところ，減肉が確認さ

れた伝熱管４本について取替えを実施する。 

○予定時期 

第４保全サイクル（原子炉停止中） 

 

（１６）ＲＷ設備定期点検工事(機械)のうち洗濯廃液サンプルタンク(Ｂ)出口弁修繕 

（使用前事業者検査対象） 

○工事概要 

洗濯廃液サンプルタンク（Ｂ）出口弁の弁体シート面に非破壊試験（ＰＴ）の判定

基準を超える指示模様が確認されたことから，当該弁の取替えを実施する。 

○予定時期 

第４保全サイクル（原子炉停止中） 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
対象工事の追加 
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別添－１ 

添付書類三 施設管理の実施に関する計画 

変更前 変更後 変更理由 

 

Ⅲ 発電用原子炉施設の点検，検査等の方法，実施頻度および時期 

   東通原子力発電所第１号機第４保全サイクルの保全計画について以下のとおり策定 

した。 

１．点検計画 

    定期事業者検査中およびプラント運転中の点検について，予め保全方式を設定し， 

点検の方法ならびにそれらの実施頻度および時期を定めた点検計画を「原子力ＱＭＳ 

保修業務運用要領」に従い策定した。 

    点検計画のうち，定期事業者検査対象機器等に係る主要な点検の計画を別紙１に 

記載する。 

    ただし，「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則」（原子力 

規制委員会規則第六号，平成２５年６月２８日）ならびに「実用発電用原子炉及び 

その附属施設の技術基準に関する規則の解釈」（最終改定：平成３１年３月１３日原 

規技発第 1903132 号 原子力規制委員会決定）を踏まえた，原子炉設置変更許可申請 

および工事計画認可申請内容を勘案したうえで定期事業者検査項目ごとに新規制基 

準の施行に伴う点検計画の変更の有無を精査し，必要に応じ点検計画の見直しを行 

うものとし，それまでは自主的な検査による点検を行うものとする。 

    なお，付帯設備も含めた各機器の詳細な点検計画は，「計画保修作業手順書」に規 

定している。 

    点検計画を策定または変更するにあたっては，保全活動から得られた情報等から， 

保全の有効性を評価し，保全が有効に機能していることを確認するとともに，継続 

的な改善につなげる。なお，保全の有効性評価は，以下の情報を適切に組み合わせ 

て行った。 

    ・保全活動管理指標の監視結果 

    ・保全データの推移および経年劣化の長期的な傾向監視の実績 

・トラブルなど運転経験 

    ・高経年化技術評価および定期安全レビュー結果 

    ・他プラントのトラブルおよび経年劣化傾向に係るデータ 

    ・リスク情報，科学的知見 

    さらに，設備の保全方式および点検頻度は，以下の観点を考慮し，信頼性向上を 

目指した。 

    ・設計，据付不良等による初期故障期での故障発生の低減 

    ・状態監視による異常兆候の早期把握 

   

 

 

Ⅲ 発電用原子炉施設の点検，検査等の方法，実施頻度および時期 

   東通原子力発電所第１号機第４保全サイクルの保全計画について以下のとおり策定 

した。 

１．点検計画 

    定期事業者検査中およびプラント運転中の点検について，予め保全方式を設定し， 

点検の方法ならびにそれらの実施頻度および時期を定めた点検計画を「原子力ＱＭＳ 

保修業務運用要領」に従い策定した。 

    点検計画のうち，定期事業者検査対象機器等に係る主要な点検の計画を別紙１に 

記載する。 

    ただし，「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則」（原子力 

規制委員会規則第六号，平成２５年６月２８日）ならびに「実用発電用原子炉及び 

その附属施設の技術基準に関する規則の解釈」（最終改定：令和４年２月２４日 原 

規技発第 2202246 号 原子力規制委員会決定）を踏まえた，原子炉設置変更許可申請 

および工事計画認可申請内容を勘案したうえで定期事業者検査項目ごとに新規制基 

準の施行に伴う点検計画の変更の有無を精査し，必要に応じ点検計画の見直しを行 

うものとし，それまでは自主的な検査による点検を行うものとする。 

    なお，付帯設備も含めた各機器の詳細な点検計画は，「計画保修作業手順書」に規 

定している。 

    点検計画を策定または変更するにあたっては，保全活動から得られた情報等から， 

保全の有効性を評価し，保全が有効に機能していることを確認するとともに，継続 

的な改善につなげる。なお，保全の有効性評価は，以下の情報を適切に組み合わせ 

て行った。 

    ・保全活動管理指標の監視結果 

    ・保全データの推移および経年劣化の長期的な傾向監視の実績 

    ・トラブルなど運転経験 

    ・高経年化技術評価および定期安全レビュー結果 

    ・他プラントのトラブルおよび経年劣化傾向に係るデータ 

    ・リスク情報，科学的知見 

    さらに，設備の保全方式および点検頻度は，以下の観点を考慮し，信頼性向上を 

目指した。 

    ・設計，据付不良等による初期故障期での故障発生の低減 

    ・状態監視による異常兆候の早期把握 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
法令改正に伴う変更 
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別添－１ 

添付書類三 施設管理の実施に関する計画 

変更前 変更後 変更理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
保全の有効性評価結果の反映 
（「点検および試験・検査の項
目」の変更） 
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Ａ
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添付書類三 施設管理の実施に関する計画 

変更前 変更後 変更理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
保全の有効性評価結果の反映 
（「保全方式または頻度」の変
更） 

 

 

東
通
原
子
力
発
電
所
第
１
号
機
　
点
検
計
画

機
器

ま
た

は
系

統
名

実
施

数
（

機
器

名
）

点
検

お
よ

び
試

験
・

検
査
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項

目
保
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保
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方

式
ま

た
は

頻
度

検
査

名
備

考
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）

内
は

適
用

す
る

設
備

診
断

技
術

非
常

用
ガ

ス
処

理
系

非
常

用
ガ

ス
処

理
系

排
風

機
（

Ｂ
）

分
解

点
検

Ａ
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Ｍ

－
（

振
動

診
断

　
頻

度
は

回
転

機
械

振
動

診
断

手
順

書
に

よ
る

）

非
常

用
ガ

ス
処

理
系

非
常

用
ガ

ス
処

理
系

排
風

機
（

Ｂ
）

簡
易

点
検

Ａ
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5
Ｍ

－

非
常

用
ガ

ス
処

理
系

非
常
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処
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風

機
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）

【
電
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解
点

検
Ａ
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（
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動

診
断

　
頻

度
は

回
転

機
械
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動

診
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手
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書
に

よ
る

）

非
常

用
ガ

ス
処

理
系

非
常

用
ガ

ス
処
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系

空
気

乾
燥

装
置

（
Ａ

）
開

放
点

検
（
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ス

ケ
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ト
取
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）
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4
Ｍ

－
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検
時

期
に
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い

て
は
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イ
ク
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転
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し
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。

非
常
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燥
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検
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。
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用
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系
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用
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ィ
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能
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能
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験
Ａ

1
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非
常

用
ガ

ス
処

理
系
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ィ

ル
タ

性
能

検
査

非
常

用
ガ

ス
処

理
系

非
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用
ガ

ス
処
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系

フ
ィ
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タ

装
置

開
放

点
検

（
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検
時

期
に

つ
い

て
は

，
保

全
サ

イ
ク

ル
の

実
運

転
期

間
（

1
3
M
）

を
考

慮
し

て
設

定
す

る
。

非
常

用
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ス
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チ
ャ

コ
ー

ル
エ

ア
フ
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ル

タ
機

能
・
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能
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験

Ａ
1
Ｃ

－

非
常

用
ガ

ス
処

理
系
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性

能
エ

ア
フ

ィ
ル

タ
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能
・

性
能

試
験

Ａ
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Ｃ
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非
常

用
ガ

ス
処

理
系

中
性

能
エ

ア
フ

ィ
ル

タ
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能
・

性
能
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験

Ａ
1
Ｃ
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非
常

用
ガ

ス
処

理
系

非
常

用
ガ

ス
処
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系

配
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一

式
漏

え
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試
験

Ａ
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Ｃ
1
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非
常

用
ガ

ス
処

理
系

非
常

用
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ス
処

理
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入
口
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（

Ａ
）

分
解

点
検
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5
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主
要

弁
検

査
（

定
検
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原

子
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系
）

非
常

用
ガ

ス
処

理
系

非
常

用
ガ

ス
処

理
系

入
口

弁
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）

【
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動

部
】
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解

点
検

Ａ
6
5
Ｍ
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非
常

用
ガ

ス
処

理
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非
常

用
ガ
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処
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系

入
口

弁
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分
解
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検
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5
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弁
検

査
（

定
検
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子
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系
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非
常

用
ガ

ス
処

理
系
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用
ガ

ス
処

理
系

入
口
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【
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検

Ａ
6
5
Ｍ

－

非
常

用
ガ

ス
処

理
系

非
常

用
ガ

ス
処

理
系

空
気

乾
燥

装
置

（
Ａ

）
入

口
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検

Ａ
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Ｍ
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常

用
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常

用
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検
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検

Ａ
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Ｍ
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検
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検
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検
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ス
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常

用
ガ

ス
処

理
系

フ
ィ

ル
タ

装
置

出
口

弁
（

Ａ
）

【
弁

駆
動

部
】

分
解

点
検

Ａ
6
5
Ｍ

－

添
付
2
（1
0
0/
12
9）
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別添－１ 

添付書類三 施設管理の実施に関する計画 

変更前 変更後 変更理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
保全の有効性評価結果の反映 
（「保全方式または頻度」の変
更） 

 

  

東
通
原
子
力
発
電
所
第
１
号
機
　
点
検
計
画

機
器

ま
た

は
系

統
名

実
施

数
（

機
器

名
）

点
検

お
よ

び
試

験
・

検
査

の
項

目
保

全
の

重
要

度
保

全
方

式
ま

た
は

頻
度

検
査

名
備

考
（

　
）

内
は

適
用

す
る

設
備

診
断

技
術

非
常

用
ガ

ス
処

理
系

非
常

用
ガ

ス
処

理
系

フ
ィ

ル
タ

装
置

出
口

弁
（

Ｂ
）

分
解

点
検

Ａ
19

5
Ｍ

主
要

弁
検

査
（

定
検

：
原

子
炉

系
）

非
常

用
ガ

ス
処

理
系

非
常

用
ガ

ス
処

理
系

フ
ィ

ル
タ

装
置

出
口

弁
（

Ｂ
）

【
弁

駆
動

部
】

分
解

点
検

Ａ
6
5
Ｍ

－

非
常

用
ガ

ス
処

理
系

非
常

用
ガ

ス
処

理
系

の
弁

　
一

式
分

解
点

検
Ｃ

3
9

19
5
Ｍ

～
Ｍ

－

非
常

用
ガ

ス
処

理
系

非
常

用
ガ

ス
処

理
系

空
気

乾
燥

装
置

電
気

ヒ
ー

タ
機

能
・

性
能

試
験

Ａ
1
Ｃ

－

非
常

用
ガ

ス
処

理
系

流
量

計
測

装
置

　
一

式
特

性
試

験
Ａ

2
4
Ｍ

安
全

保
護

系
保

護
検

出
要

素
性

能
（

校
正

）
検

査
（

そ
の

他
）

点
検

時
期

に
つ

い
て

は
，

保
全

サ
イ

ク
ル

の
実

運
転

期
間

（
1
3
M
）

を
考

慮
し

て
設

定
す

る
。

ド
ラ

イ
ウ

ェ
ル

冷
却

系
ド

ラ
イ

ウ
ェ

ル
冷

却
系

上
部

送
風

機
（

Ａ
）

（
Ｂ

）
（

Ｃ
）

開
放

点
検

Ａ
1
Ｃ

－

ド
ラ

イ
ウ

ェ
ル

冷
却

系
ド

ラ
イ

ウ
ェ

ル
冷

却
系

上
部

送
風

機
（

Ａ
）

（
Ｂ

）
（

Ｃ
）

【
電

動
機

】
分

解
点

検
Ａ

2
6
Ｍ

－

ド
ラ

イ
ウ

ェ
ル

冷
却

系
ド

ラ
イ

ウ
ェ

ル
冷

却
系

下
部

送
風

機
（

Ａ
）

（
Ｂ

）
（

Ｃ
）

開
放

点
検

Ａ
1
Ｃ

－

ド
ラ

イ
ウ

ェ
ル

冷
却

系
ド

ラ
イ

ウ
ェ

ル
冷

却
系

下
部

送
風

機
（

Ａ
）

（
Ｂ

）
（

Ｃ
）

【
電

動
機

】
分

解
点

検
Ａ

2
6
Ｍ

－

ド
ラ

イ
ウ

ェ
ル

冷
却

系
ド

ラ
イ

ウ
ェ

ル
冷

却
系

下
部

送
風

機
（

Ａ
）

（
Ｂ

）
（

Ｃ
）

【
電

動
機

】
部

品
取

替
（

グ
リ

ー
ス

）
Ａ

2
4
Ｍ

－
点

検
時

期
に

つ
い

て
は

，
保

全
サ

イ
ク

ル
の

実
運

転
期

間
（

1
3
M
）

を
考

慮
し

て
設

定
す

る
。

ド
ラ

イ
ウ

ェ
ル

冷
却

系
Ｄ

Ｗ
Ｃ

系
ダ

ク
ト

外
観

点
検

Ａ
，

Ｃ
1
Ｃ

－

ド
ラ

イ
ウ

ェ
ル

冷
却

系
流

量
計

測
装

置
　

一
式

特
性

試
験

Ｃ
2
4
Ｍ

安
全

保
護

系
保

護
検

出
要

素
性

能
（

校
正

）
検

査
（

そ
の

他
）

点
検

時
期

に
つ

い
て

は
，

保
全

サ
イ

ク
ル

の
実

運
転

期
間

（
1
3
M
）

を
考

慮
し

て
設

定
す

る
。

ド
ラ

イ
ウ

ェ
ル

冷
却

系
流

量
計

測
装

置
　

一
式

部
品

取
替

（
リ

ー
ド

ス
イ

ッ
チ

）
Ｃ

2
4
Ｍ

－
点

検
時

期
に

つ
い

て
は

，
保

全
サ

イ
ク

ル
の

実
運

転
期

間
（

1
3
M
）

を
考

慮
し

て
設

定
す

る
。

ド
ラ

イ
ウ

ェ
ル

冷
却

系
流

量
計

測
装

置
　

一
式

特
性

試
験

Ｃ
1
Ｃ

安
全

保
護

系
保

護
検

出
要

素
性

能
（

校
正

）
検

査
（

そ
の

他
）

ド
ラ

イ
ウ

ェ
ル

冷
却

系
流

量
計

測
装

置
　

一
式

機
能

・
性

能
試

験
Ｃ

1
Ｃ

安
全

保
護

系
保

護
検

出
要

素
性

能
（

校
正

）
検

査
（

そ
の

他
）

原
子

炉
格

納
容

器
調

気
系

液
体

窒
素

貯
槽

外
観

点
検

Ａ
1
Ｃ

－

原
子

炉
格

納
容

器
調

気
系

常
時

補
給

用
液

体
窒

素
蒸

発
器

（
送

ガ
ス

用
）

外
観

点
検

Ａ
1
Ｃ

－

原
子

炉
格

納
容

器
調

気
系

常
時

補
給

用
液

体
窒

素
蒸

発
器

（
送

ガ
ス

用
）

簡
易

点
検

Ａ
10

4
Ｍ

－

原
子

炉
格

納
容

器
調

気
系

パ
ー

ジ
用

液
体

窒
素

蒸
発

器
外

観
点

検
Ａ

1
Ｃ

－

原
子

炉
格

納
容

器
調

気
系

パ
ー

ジ
用

液
体

窒
素

蒸
発

器
簡

易
点

検
Ａ

10
4
Ｍ

－

原
子

炉
格

納
容

器
調

気
系

Ａ
Ｃ

補
給

用
窒

素
ガ

ス
加

温
器

出
口

ス
ト

レ
ー

ナ
開

放
点

検
Ａ

6
5
Ｍ

－

添
付
2（
10
1/
12
9
）

東
通
原
子
力
発
電
所
第
１
号
機
　
点
検
計
画

機
器

ま
た

は
系

統
名

実
施

数
（

機
器

名
）

点
検

お
よ

び
試

験
・

検
査

の
項

目
保

全
の

重
要

度
保

全
方

式
ま

た
は

頻
度

検
査

名
備

考
（

　
）

内
は

適
用

す
る

設
備

診
断

技
術

非
常

用
ガ

ス
処

理
系

非
常

用
ガ

ス
処

理
系

フ
ィ

ル
タ

装
置

出
口

弁
（

Ｂ
）

分
解

点
検

Ａ
7
8
Ｍ

主
要

弁
検

査
（

定
検

：
原

子
炉

系
）

非
常

用
ガ

ス
処

理
系

非
常

用
ガ

ス
処

理
系

フ
ィ

ル
タ

装
置

出
口

弁
（

Ｂ
）

【
弁

駆
動

部
】

分
解

点
検

Ａ
6
5
Ｍ

－

非
常

用
ガ

ス
処

理
系

非
常

用
ガ

ス
処

理
系

の
弁

　
一

式
分

解
点

検
Ｃ

3
9

1
9
5
Ｍ

～
Ｍ

－

非
常

用
ガ

ス
処

理
系

非
常

用
ガ

ス
処

理
系

空
気

乾
燥

装
置

電
気

ヒ
ー

タ
機

能
・

性
能

試
験

Ａ
1
Ｃ

－

非
常

用
ガ

ス
処

理
系

流
量

計
測

装
置

　
一

式
特

性
試

験
Ａ

2
4
Ｍ

安
全

保
護

系
保

護
検

出
要

素
性

能
（

校
正

）
検

査
（

そ
の

他
）

点
検

時
期

に
つ

い
て

は
，

保
全

サ
イ

ク
ル

の
実

運
転

期
間

（
1
3
M
）

を
考

慮
し

て
設

定
す

る
。

ド
ラ

イ
ウ

ェ
ル

冷
却

系
ド

ラ
イ

ウ
ェ

ル
冷

却
系

上
部

送
風

機
（

Ａ
）

（
Ｂ

）
（

Ｃ
）

開
放

点
検

Ａ
1
Ｃ

－

ド
ラ

イ
ウ

ェ
ル

冷
却

系
ド

ラ
イ

ウ
ェ

ル
冷

却
系

上
部

送
風

機
（

Ａ
）

（
Ｂ

）
（

Ｃ
）

【
電

動
機

】
分

解
点

検
Ａ

2
6
Ｍ

－

ド
ラ

イ
ウ

ェ
ル

冷
却

系
ド

ラ
イ

ウ
ェ

ル
冷

却
系

下
部

送
風

機
（

Ａ
）

（
Ｂ

）
（

Ｃ
）

開
放

点
検

Ａ
1
Ｃ

－

ド
ラ

イ
ウ

ェ
ル

冷
却

系
ド

ラ
イ

ウ
ェ

ル
冷

却
系

下
部

送
風

機
（

Ａ
）

（
Ｂ

）
（

Ｃ
）

【
電

動
機

】
分

解
点

検
Ａ

2
6
Ｍ

－

ド
ラ

イ
ウ

ェ
ル

冷
却

系
ド

ラ
イ

ウ
ェ

ル
冷

却
系

下
部

送
風

機
（

Ａ
）

（
Ｂ

）
（

Ｃ
）

【
電

動
機

】
部

品
取

替
（

グ
リ

ー
ス

）
Ａ

2
4
Ｍ

－
点

検
時

期
に

つ
い

て
は

，
保

全
サ

イ
ク

ル
の

実
運

転
期

間
（

1
3
M
）

を
考

慮
し

て
設

定
す

る
。

ド
ラ

イ
ウ

ェ
ル

冷
却

系
Ｄ

Ｗ
Ｃ

系
ダ

ク
ト

外
観

点
検

Ａ
，

Ｃ
1
Ｃ

－

ド
ラ

イ
ウ

ェ
ル

冷
却

系
流

量
計

測
装

置
　

一
式

特
性

試
験

Ｃ
2
4
Ｍ

安
全

保
護

系
保

護
検

出
要

素
性

能
（

校
正

）
検

査
（

そ
の

他
）

点
検

時
期

に
つ

い
て

は
，

保
全

サ
イ

ク
ル

の
実

運
転

期
間

（
1
3
M
）

を
考

慮
し

て
設

定
す

る
。

ド
ラ

イ
ウ

ェ
ル

冷
却

系
流

量
計

測
装

置
　

一
式

部
品

取
替

（
リ

ー
ド

ス
イ

ッ
チ

）
Ｃ

2
4
Ｍ

－
点

検
時

期
に

つ
い

て
は

，
保

全
サ

イ
ク

ル
の

実
運

転
期

間
（

1
3
M
）

を
考

慮
し

て
設

定
す

る
。

ド
ラ

イ
ウ

ェ
ル

冷
却

系
流

量
計

測
装

置
　

一
式

特
性

試
験

Ｃ
1
Ｃ

安
全

保
護

系
保

護
検

出
要

素
性

能
（

校
正

）
検

査
（

そ
の

他
）

ド
ラ

イ
ウ

ェ
ル

冷
却

系
流

量
計

測
装

置
　

一
式

機
能

・
性

能
試

験
Ｃ

1
Ｃ

安
全

保
護

系
保

護
検

出
要

素
性

能
（

校
正

）
検

査
（

そ
の

他
）

原
子

炉
格

納
容

器
調

気
系

液
体

窒
素

貯
槽

外
観

点
検

Ａ
1
Ｃ

－

原
子

炉
格

納
容

器
調

気
系

常
時

補
給

用
液

体
窒

素
蒸

発
器

（
送

ガ
ス

用
）

外
観

点
検

Ａ
1
Ｃ

－

原
子

炉
格

納
容

器
調

気
系

常
時

補
給

用
液

体
窒

素
蒸

発
器

（
送

ガ
ス

用
）

簡
易

点
検

Ａ
1
0
4
Ｍ

－

原
子

炉
格

納
容

器
調

気
系

パ
ー

ジ
用

液
体

窒
素

蒸
発

器
外

観
点

検
Ａ

1
Ｃ

－

原
子

炉
格

納
容

器
調

気
系

パ
ー

ジ
用

液
体

窒
素

蒸
発

器
簡

易
点

検
Ａ

1
0
4
Ｍ

－

原
子

炉
格

納
容

器
調

気
系

Ａ
Ｃ

補
給

用
窒

素
ガ

ス
加

温
器

出
口

ス
ト

レ
ー

ナ
開

放
点

検
Ａ

6
5
Ｍ

－

添
付
2
（1
0
1/
12
9）



（6/31） 

 

別添－１ 

添付書類三 施設管理の実施に関する計画 

変更前 変更後 変更理由 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ターニング運用取止めによる変

更 
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別添－１ 

添付書類三 施設管理の実施に関する計画 

変更前 変更後 変更理由 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
①ターニング運用取止めによる
変更 

 
 
 
 
 
②高電導度廃液系処理水の放出
に伴う希釈方法の運用変更に
よる変更 

 

 

① 

① 

① 

① 

② 

② 
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別添－１ 

添付書類三 施設管理の実施に関する計画 

変更前 変更後 変更理由 

 

 

 

 

 
 
 
保全の有効性評価結果の反映 
（「備考」追記） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
設備運用開始に伴う変更 
（「実施計画」の追加） 
 
 
 
 
 
 
 
 
保全の有効性評価結果の反映 
（「保全方式または頻度」の変
更） 

 

 

機
器
ま

た
は
系
統
名

実
施
数
（

機
器
名
）

点
検
お
よ
び
試
験

・
検
査
の
項
目

保
全

の
重
要
度

保
全
方
式

ま
た
は
頻

度
今
回
の

実
施
計
画

前
回
実
施
時
期

（
定
検
回
数
）

検
査
名

備
考

（
　
）
内
は
適
用
す

る
設
備
診
断
技

術

廃
ス
ラ

ッ
ジ
系

浄
化
系
沈
降

分
離
槽
ス
ラ
ッ
ジ

ポ
ン
プ

分
解
点
検

Ｃ
39

Ｍ
－

－
－

平
成
３
０
年

設
置

プ
ラ
ン
ト
運

転
中

廃
ス
ラ

ッ
ジ
系

浄
化
系
沈
降

分
離
槽
ス
ラ
ッ
ジ

ポ
ン
プ

機
能
・

性
能
試
験

Ｃ
39

Ｍ
－

－
固
体

廃
棄
物
処
理
系
設

備
検
査

平
成
３
０
年

設
置

プ
ラ
ン
ト
運

転
中

廃
ス
ラ

ッ
ジ
系

浄
化
系
沈
降

分
離
槽
ス
ラ
ッ
ジ

ポ
ン
プ
【
電
動
機

】
分
解
点
検

Ｃ
10
4
Ｍ

－
－

－
平
成
３
０
年

設
置

プ
ラ
ン
ト
運

転
中

廃
ス
ラ

ッ
ジ
系

浄
化
系
沈
降

分
離
槽
ス
ラ
ッ
ジ

ポ
ン
プ
【
電
動
機

】
機
能
・

性
能
試
験

Ｃ
10
4
Ｍ

－
－

固
体

廃
棄
物
処
理
系
設

備
検
査

平
成
３
０
年

設
置

プ
ラ
ン
ト
運

転
中

廃
ス
ラ

ッ
ジ
系

使
用
済
樹
脂

貯
蔵
槽
（
Ａ
）

外
観
点
検

Ｃ
10

Ｃ
○

－
固
体

廃
棄
物
処
理
系
設

備
検
査

プ
ラ
ン
ト
運

転
中

廃
ス
ラ

ッ
ジ
系

使
用
済
樹
脂

貯
蔵
槽
（
Ｂ
）

外
観
点
検

Ｃ
10

Ｃ
○

－
固
体

廃
棄
物
処
理
系
設

備
検
査

プ
ラ
ン
ト
運

転
中

廃
ス
ラ

ッ
ジ
系

使
用
済
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別添－１ 

添付書類三 施設管理の実施に関する計画 

変更前 変更後 変更理由 

  

 
 

保全の有効性評価結果の反映 

（「備考」追記） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
保全の有効性評価結果の反映 
（「保全方式または頻度」の変
更） 
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Ａ
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検

Ａ
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Ｍ
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反
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○
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○
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Ａ
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別添－１ 

添付書類三 施設管理の実施に関する計画 

変更前 変更後 変更理由 

  

 
 

保全の有効性評価結果の反映 

（「備考」追記） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
保全の有効性評価結果の反映 
（「保全方式または頻度」の変
更） 
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動
機
】

分
解
点
検

Ａ
26

Ｍ
○

３
回

－

ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
冷
却
系

ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
冷
却
系
下
部
送
風
機
（
Ａ

）
（
Ｂ
）

（
Ｃ
）
【
電
動
機
】

部
品
取
替
（
グ
リ
ー
ス

）
Ａ

24
Ｍ

○
３
回

－
有
効
性
評
価
No
.8
3の

反
映

点
検
時
期
に
つ
い
て
は
，
保
全
サ
イ
ク
ル
の
実
運
転

期
間
（
13
M）

を
考
慮
し
て
設
定
す
る
。

ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
冷
却
系

Ｄ
Ｗ
Ｃ
系
ダ
ク
ト

外
観
点
検

Ａ
，
Ｃ

1
Ｃ

○
３
回

－

ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
冷
却
系

流
量
計
測
装
置
　
一
式

特
性
試
験

Ｃ
24

Ｍ
○

３
回

安
全

保
護
系
保
護
検
出
要
素
性
能
（
校
正
）
検

査
（
そ
の
他
）

有
効
性
評
価
No
.3
7の

反
映

点
検
時
期
に
つ
い
て
は
，
保
全
サ
イ
ク
ル
の
実
運
転

期
間
（
13
M）

を
考
慮
し
て
設
定
す
る
。

ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
冷
却
系

流
量
計
測
装
置
　
一
式

部
品
取
替

（
リ
ー
ド
ス
イ
ッ
チ
）

Ｃ
24

Ｍ
○

３
回

－
有
効
性
評
価
No
.3
7の

反
映

点
検
時
期
に
つ
い
て
は
，
保
全
サ
イ
ク
ル
の
実
運
転

期
間
（
13
M）

を
考
慮
し
て
設
定
す
る
。

ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
冷
却
系

流
量
計
測
装
置
　
一
式

特
性
試
験

Ｃ
1
Ｃ

○
３
回

安
全

保
護
系
保
護
検
出
要
素
性
能
（
校
正
）
検

査
（
そ
の
他
）

ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
冷
却
系

流
量
計
測
装
置
　
一
式

機
能
・
性
能
試
験

Ｃ
1
Ｃ

○
３
回

安
全

保
護
系
保
護
検
出
要
素
性
能
（
校
正
）
検

査
（
そ
の
他
）

原
子
炉
格
納
容
器
調
気
系

液
体
窒
素
貯
槽

外
観
点
検

Ａ
1
Ｃ

○
３
回

－

原
子
炉
格
納
容
器
調
気
系

常
時
補
給
用
液
体
窒
素
蒸
発
器
（
送
ガ
ス
用

）
外
観
点
検

Ａ
1
Ｃ

○
３
回

－

原
子
炉
格
納
容
器
調
気
系

常
時
補
給
用
液
体
窒
素
蒸
発
器
（
送
ガ
ス
用

）
簡
易
点
検

Ａ
10
4
Ｍ

○
－

－

原
子
炉
格
納
容
器
調
気
系

パ
ー
ジ
用
液
体
窒
素
蒸
発
器

外
観
点
検

Ａ
1
Ｃ

○
３
回

－

原
子
炉
格
納
容
器
調
気
系

パ
ー
ジ
用
液
体
窒
素
蒸
発
器

簡
易
点
検

Ａ
10
4
Ｍ

－
－

－

原
子
炉
格
納
容
器
調
気
系

Ａ
Ｃ
補
給
用
窒
素
ガ
ス
加
温
器
出
口
ス
ト

レ
ー
ナ

開
放
点
検

Ａ
65

Ｍ
○

－
－

東
通
原
子
力
発
電
所
第
１
号
機
　
点
検
計
画

参
考
1
（1
0
1
/1
2
9
）

機
器
ま
た
は
系
統
名

実
施
数
（

機
器
名
）

点
検
お
よ
び
試
験
・
検
査
の
項
目

保
全
の
重
要
度

保
全
方
式

ま
た
は
頻
度

今
回
の
実
施
計
画

前
回
実
施
時
期

（
定
検
回
数
）

検
査
名

備
考

（
　
）
内
は
適
用
す
る
設
備

診
断
技
術

非
常
用
ガ
ス
処
理
系

非
常
用
ガ
ス
処
理
系
フ
ィ
ル
タ
装
置
出
口
弁
（
Ｂ
）

分
解
点
検

Ａ
78

Ｍ
－

３
回

主
要

弁
検
査
（
定
検
：
原
子
炉
系
）

有
効
性
評
価
No
.2
82
の
反
映

非
常
用
ガ
ス
処
理
系

非
常
用
ガ
ス
処
理
系
フ
ィ
ル
タ
装
置
出
口
弁
（
Ｂ
）

【
弁
駆
動
部
】

分
解
点
検

Ａ
65

Ｍ
○

２
回

－

非
常
用
ガ
ス
処
理
系

非
常
用
ガ
ス
処
理
系
の
弁
　
一
式

分
解
点
検

Ｃ
39 19
5
Ｍ
～

Ｍ
○

３
回

－
一
部
実
施

非
常
用
ガ
ス
処
理
系

非
常
用
ガ
ス
処
理
系
空
気
乾
燥
装
置
電
気
ヒ
ー
タ

機
能
・
性
能
試
験

Ａ
1
Ｃ

○
３
回

－

非
常
用
ガ
ス
処
理
系

流
量
計
測
装
置
　
一
式

特
性
試
験

Ａ
24

Ｍ
○

３
回

安
全

保
護
系
保
護
検
出
要
素
性
能
（
校
正
）
検

査
（

そ
の
他
）

有
効
性
評
価
No
.8
4の

反
映

点
検
時
期
に
つ
い
て
は
，
保
全
サ
イ
ク
ル
の
実
運
転

期
間
（
13
M）

を
考
慮
し
て
設
定
す
る
。

ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
冷
却
系

ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
冷
却
系
上
部
送
風
機
（
Ａ
）
（
Ｂ
）

（
Ｃ
）

開
放
点
検

Ａ
1
Ｃ

○
３
回

－

ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
冷
却
系

ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
冷
却
系
上
部
送
風
機
（
Ａ
）
（
Ｂ
）

（
Ｃ
）
【
電
動
機
】

分
解
点
検

Ａ
26

Ｍ
○

３
回

－

ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
冷
却
系

ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
冷
却
系
下
部
送
風
機
（
Ａ
）
（
Ｂ
）

（
Ｃ
）

開
放
点
検

Ａ
1
Ｃ

○
３
回

－

ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
冷
却
系

ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
冷
却
系
下
部
送
風
機
（
Ａ
）
（
Ｂ
）

（
Ｃ
）
【
電
動
機
】

分
解
点
検

Ａ
26

Ｍ
○

３
回

－

ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
冷
却
系

ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
冷
却
系
下
部
送
風
機
（
Ａ
）
（
Ｂ
）

（
Ｃ
）
【
電
動
機
】

部
品
取
替
（
グ
リ
ー
ス
）

Ａ
24

Ｍ
○

３
回

－
有
効
性
評
価
No
.8
3の

反
映

点
検
時
期
に
つ
い
て
は
，
保
全
サ
イ
ク
ル
の
実
運
転

期
間
（
13
M）

を
考
慮
し
て
設
定
す
る
。

ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
冷
却
系

Ｄ
Ｗ
Ｃ
系
ダ
ク
ト

外
観
点
検

Ａ
，
Ｃ

1
Ｃ

○
３
回

－

ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
冷
却
系

流
量
計
測
装
置
　
一
式

特
性
試
験

Ｃ
24

Ｍ
○

３
回

安
全

保
護
系
保
護
検
出
要
素
性
能
（
校
正
）
検

査
（

そ
の
他
）

有
効
性
評
価
No
.3
7の

反
映

点
検
時
期
に
つ
い
て
は
，
保
全
サ
イ
ク
ル
の
実
運
転

期
間
（
13
M）

を
考
慮
し
て
設
定
す
る
。

ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
冷
却
系

流
量
計
測
装
置
　
一
式

部
品
取
替

（
リ
ー
ド
ス
イ
ッ
チ
）

Ｃ
24

Ｍ
○

３
回

－
有
効
性
評
価
No
.3
7の

反
映

点
検
時
期
に
つ
い
て
は
，
保
全
サ
イ
ク
ル
の
実
運
転

期
間
（
13
M）

を
考
慮
し
て
設
定
す
る
。

ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
冷
却
系

流
量
計
測
装
置
　
一
式

特
性
試
験

Ｃ
1
Ｃ

○
３
回

安
全

保
護
系
保
護
検
出
要
素
性
能
（
校
正
）
検

査
（

そ
の
他
）

ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
冷
却
系

流
量
計
測
装
置
　
一
式

機
能
・
性
能
試
験

Ｃ
1
Ｃ

○
３
回

安
全

保
護
系
保
護
検
出
要
素
性
能
（
校
正
）
検

査
（

そ
の
他
）

原
子
炉
格
納
容
器
調
気
系

液
体
窒
素
貯
槽

外
観
点
検

Ａ
1
Ｃ

○
３
回

－

原
子
炉
格
納
容
器
調
気
系

常
時
補
給
用
液
体
窒
素
蒸
発
器
（
送
ガ
ス
用
）

外
観
点
検

Ａ
1
Ｃ

○
３
回

－

原
子
炉
格
納
容
器
調
気
系

常
時
補
給
用
液
体
窒
素
蒸
発
器
（
送
ガ
ス
用
）

簡
易
点
検

Ａ
10
4
Ｍ

○
－

－

原
子
炉
格
納
容
器
調
気
系

パ
ー
ジ
用
液
体
窒
素
蒸
発
器

外
観
点
検

Ａ
1
Ｃ

○
３
回

－

原
子
炉
格
納
容
器
調
気
系

パ
ー
ジ
用
液
体
窒
素
蒸
発
器

簡
易
点
検

Ａ
10
4
Ｍ

－
－

－

原
子
炉
格
納
容
器
調
気
系

Ａ
Ｃ
補
給
用
窒
素
ガ
ス
加
温
器
出
口
ス
ト
レ
ー
ナ

開
放
点
検

Ａ
65

Ｍ
○

－
－

東
通
原
子
力
発
電
所
第
１
号
機
　
点
検
計
画

参
考
1
（1
0
1/
1
2
9）
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別添－１ 

添付書類三 施設管理の実施に関する計画 

変更前 変更後 変更理由 

  

 

 

記載の適正化 

（備考に記載の「追加点検含む」

を削除） 

 

 

機
器
ま
た
は
系
統

名
実
施
数
（
機
器
名
）

点
検
お
よ

び
試
験
・
検
査
の
項
目

保
全
の
重
要
度

保
全
方
式

ま
た
は
頻
度

今
回
の

実
施
計
画

前
回
実
施
時
期

（
定
検
回
数
）

検
査
名

備
考

（
　
）

内
は
適
用
す
る
設
備
診
断
技
術

原
子

炉
建
屋
原
子
炉
棟
換
気
空
調
系

Ｒ
Ｈ
Ｒ
ポ
ン
プ
（
Ａ
）
室
空
調
機
【
電
動

機
】

分
解
点
検

Ａ
5
2
Ｍ

○
１
回

－
（

振
動
診
断
　
頻
度
は
回
転
機
械
振
動
診
断
手
順
書
に
よ

る
）

有
効

性
評
価
N
o
.
1
1
4
の
反
映

原
子

炉
建
屋
原
子
炉
棟
換
気
空
調
系

Ｒ
Ｈ
Ｒ
ポ
ン
プ
（
Ｂ
）
室
空
調
機

開
放
点
検

Ａ
7
8
Ｍ

○
２
回

－
（

振
動
診
断
　
頻
度
は
回
転
機
械
振
動
診
断
手
順
書
に
よ

る
）

有
効

性
評
価
N
o
.
1
1
3
,
N
o
.
2
0
4
お
よ
び
N
o
.
2
6
9
の
反
映

原
子

炉
建
屋
原
子
炉
棟
換
気
空
調
系

Ｒ
Ｈ
Ｒ
ポ
ン
プ
（
Ｂ
）
室
空
調
機
【
電
動

機
】

分
解
点
検

Ａ
5
2
Ｍ

○
２
回

－
（

振
動
診
断
　
頻
度
は
回
転
機
械
振
動
診
断
手
順
書
に
よ

る
）

有
効

性
評
価
N
o
.
1
1
4
の
反
映

原
子

炉
建
屋
原
子
炉
棟
換
気
空
調
系

Ｒ
Ｈ
Ｒ
ポ
ン
プ
（
Ｃ
）
室
空
調
機

開
放
点
検

Ａ
7
8
Ｍ

○
３
回

－
（

振
動
診
断
　
頻
度
は
回
転
機
械
振
動
診
断
手
順
書
に
よ

る
）

有
効

性
評
価
N
o
.
1
1
3
,
N
o
.
2
0
4
お
よ
び
N
o
.
2
6
9
の
反
映

原
子

炉
建
屋
原
子
炉
棟
換
気
空
調
系

Ｒ
Ｈ
Ｒ
ポ
ン
プ
（
Ｃ
）
室
空
調
機
【
電
動

機
】

分
解
点
検

Ａ
5
2
Ｍ

○
３
回

－
（

振
動
診
断
　
頻
度
は
回
転
機
械
振
動
診
断
手
順
書
に
よ

る
）

有
効

性
評
価
N
o
.
1
1
4
の
反
映

原
子

炉
建
屋
原
子
炉
棟
換
気
空
調
系

Ｓ
Ｇ
Ｔ
Ｓ
室
空
調
機
（
Ａ
）

開
放
点
検

Ａ
7
8
Ｍ

○
３
回

－
（

振
動
診
断
　
頻
度
は
回
転
機
械
振
動
診
断
手
順
書
に
よ

る
）

有
効

性
評
価
N
o
.
1
1
9
,
N
o
.
2
0
4
お
よ
び
N
o
.
2
6
9
の
反
映

原
子

炉
建
屋
原
子
炉
棟
換
気
空
調
系

Ｓ
Ｇ
Ｔ
Ｓ
室
空
調
機
（
Ａ
）
【
電
動

機
】

分
解
点
検

Ａ
5
2
Ｍ

○
３
回

－
（

振
動
診
断
　
頻
度
は
回
転
機
械
振
動
診
断
手
順
書
に
よ

る
）

有
効

性
評
価
N
o
.
1
2
0
の
反
映

原
子

炉
建
屋
原
子
炉
棟
換
気
空
調
系

Ｓ
Ｇ
Ｔ
Ｓ
室
空
調
機
（
Ｂ
）

開
放
点
検

Ａ
7
8
Ｍ

○
－

－
（

振
動
診
断
　
頻
度
は
回
転
機
械
振
動
診
断
手
順
書
に
よ

る
）

有
効

性
評
価
N
o
.
1
1
9
,
N
o
.
2
0
4
お
よ
び
N
o
.
2
6
9
の
反
映

原
子

炉
建
屋
原
子
炉
棟
換
気
空
調
系

Ｓ
Ｇ
Ｔ
Ｓ
室
空
調
機
（
Ｂ
）
【
電
動

機
】

分
解
点
検

Ａ
5
2
Ｍ

○
－

－

（
振
動
診
断
　
頻
度
は
回
転
機
械
振
動
診
断
手
順
書
に
よ

る
）

有
効

性
評
価
N
o
.
1
2
0
の
反
映

追
加

点
検
含
む

原
子

炉
建
屋
原
子
炉
棟
換
気
空
調
系

原
子
炉
棟
給
気
隔
離
弁
（
Ａ
）

機
能
・
性
能
試
験

Ａ
1
Ｃ

○
３
回

非
常
用
ガ
ス
処
理
系
機
能
検
査

原
子

炉
建
屋
原
子
炉
棟
換
気
空
調
系

原
子
炉
棟
給
気
隔
離
弁
（
Ａ
）
用
ア
キ

ュ
ム
レ
ー
タ

開
放
点
検

Ａ
9
1
Ｍ

○
－

－

原
子

炉
建
屋
原
子
炉
棟
換
気
空
調
系

原
子
炉
棟
給
気
隔
離
弁
（
Ａ
）
【
弁
駆

動
部
】

分
解
点
検

Ａ
6
5
Ｍ

○
－

－

原
子

炉
建
屋
原
子
炉
棟
換
気
空
調
系

原
子
炉
棟
給
気
隔
離
弁
（
Ａ
）
【
弁
駆

動
部
】

機
能
・
性
能
試
験

Ａ
1
Ｃ

○
３
回

非
常
用
ガ
ス
処
理
系
機
能
検
査

原
子

炉
建
屋
原
子
炉
棟
換
気
空
調
系

原
子
炉
棟
給
気
隔
離
弁
（
Ｂ
）

機
能
・
性
能
試
験

Ａ
1
Ｃ

○
３
回

非
常
用
ガ
ス
処
理
系
機
能
検
査

原
子

炉
建
屋
原
子
炉
棟
換
気
空
調
系

原
子
炉
棟
給
気
隔
離
弁
（
Ｂ
）
用
ア
キ

ュ
ム
レ
ー
タ

開
放
点
検

Ａ
9
1
Ｍ

○
－

－

原
子

炉
建
屋
原
子
炉
棟
換
気
空
調
系

原
子
炉
棟
給
気
隔
離
弁
（
Ｂ
）
【
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別添－１ 

添付書類三 施設管理の実施に関する計画 

変更前 変更後 変更理由 

          

 
①頁追加による総頁の変更 

 

②維持規格の追加適用により別

計画として新規追加するため計

画削除および備考へ記載 

 

 

 

③維持規格の追加適用により変

更 
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(
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(
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(
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(
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(
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(
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(
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(
N
6
A
)

W
-
2
1
6
1
(
N
6
B
)

W
-
2
1
6
2
(
N
6
C
)

W
-
2
1
7
0
(
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(
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(
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(
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％

Ｃ
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接
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1
(
3
組

)

1
(
2
組

)

1
5

1
5

1
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4
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組

)

1
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組

)
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2
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)
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)
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)
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1
(
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)
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(
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)
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(
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)
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(
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)

1
(
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)
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(
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)
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(
1
組
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台
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)
原
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ベ
ン
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系
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台
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組
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Ｃ
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台

Ｃ
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台
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レ
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台
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台
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Ｃ
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Ｃ
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台

(
1
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蒸
気
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台
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1
台
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台
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Ｃ
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台
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０
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％
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台
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％
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台
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ボ
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Ｃ
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ボ
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検
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蓋
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台
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ボ
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Ａ
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近
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－
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Ｔ
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検
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検
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Ｃ
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３
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検
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２
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３
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追
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績
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(
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通
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間
中
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第
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検
査
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隔
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０
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査
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検
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法

(
2
)

R
P
V
ス

タ
ビ

ラ
イ

ザ
ブ

ラ
ケ

ッ
ト

8
箇

所
Ｐ

Ｔ
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Ｃ
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蒸
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台
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％

Ｃ
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Ｔ
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％

Ｃ
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％

Ｃ
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Ｃ
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Ｃ
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％

Ｃ
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Ｔ

2
5
％

Ｃ
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熱
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Ｃ
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Ｔ
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台

と
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エ
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ド
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）
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所
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Ｔ
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％

Ｃ
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％

検
査

カ
テ
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検
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設
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Ｔ
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R
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)

　
　

　
　
　
　

　
　
　
　

VT
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目
視
検

査
　
　
　

　
Ｕ
Ｔ

：
超
音
波

探
傷
検
査

Ａ
：

構
造
上

並
び
に
放

射
線
レ
ベ

ル
上
か

ら
接
近
不

可
能

第
１
，
２

回
定
検
は

維
持
規
格

20
02
年

版
を
適
用

注
－

１
　
検
査

方
法
　
　

VT
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：

漏
え
い
検

査
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Ｔ

：
浸
透
探

傷
検
査

　
　

注
－
２

　
接
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：

検
査
方

法
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開
発
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予
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検
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４
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追
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２
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３
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４
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追
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７
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Ｔ

＊
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％
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Ｔ

＊
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％
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Ｔ

＊
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％
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Ｔ

＊
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％

(
8
)

残
留

熱
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Ｔ

＊
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％
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Ｔ

＊
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Ｔ

＊
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蒸
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Ｔ

＊
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％
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台
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Ｔ
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％

Ｃ
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＊
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％

Ｃ
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台
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＊
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Ｃ
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頁追加による総頁の変更 
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維持規格の追加適用により変更 
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表

－
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（
5
/
1
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VT
-
1,

3：
目

視
検

査
　

　
　

　
Ｕ

Ｔ
：

超
音

波
探

傷
検
査

Ａ
：

構
造

上
並

び
に

放
射

線
レ

ベ
ル

上
か

ら
接

近
不

可
能

注
－

１
　

検
査

方
法

　
　

VT
-
2：

漏
え

い
検

査
　

　
　

　
Ｐ

Ｔ
：

浸
透

探
傷

検
査

　
　

注
－

２
　

接
近

性
Ｂ

：
検

査
方

法
の

開
発

，
十

分
な

予
備

調
査

が
必

要
第

１
，

２
回

定
検

は
維

持
規

格
20

02
年

版
を

適
用

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

MV
T
-1

：
目

視
検

査
　

　
　

　
　

　
　

　
　

Ｃ
：

現
状

で
検

査
可

能
第

３
回

定
検

よ
り

維
持

規
格
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00
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年

版
を

適
用
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度

第
１

回
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２
回

第
３
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追
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査
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５

回
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６
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７

回
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1
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1
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1

1
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1
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管
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ケ
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シ
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の
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接
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－
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付
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プ
ケ
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所
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を
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を
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を
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通

原
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力

発
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第
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ラ
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１

機
器
供

用
期
間

中
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査

　
第
１

検
査
間
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０
年
計

画
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査
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定
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法
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Ｃ
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Ｔ
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Ｃ
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除
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箇

所
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Ｔ
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Ｃ

Ｐ
Ｔ
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Ｃ
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台
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Ｃ
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台

Ｃ
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Ｐ

Ｔ
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Ｃ
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Ｐ

Ｔ
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台
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Ｃ
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Ｔ
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Ｃ
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Ｔ
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Ｃ
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蒸
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Ｐ

Ｔ

Ｃ
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冷
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浄
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Ｔ
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Ｃ

(
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Ｐ

Ｔ
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Ｔ
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Ｃ
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Ｃ
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検
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Ａ
：
構
造
上
並
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１
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２
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検
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検
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Ｔ
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２
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法
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分
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検
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度
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検
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２
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３
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追
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７
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を
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－

Ｋ
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付
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接
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ス
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用
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中

検
査

　
第

１
検

査
間
隔

　
１

０
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台
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台
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台

Ｐ
Ｔ
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台
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台
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Ｔ
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Ｐ

Ｔ
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％
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Ｐ

Ｔ
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蒸
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Ｐ

Ｔ
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Ｐ
Ｔ
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Ｐ

Ｔ
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Ｔ
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Ｃ
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Ｔ
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Ｃ
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熱
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Ｃ
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Ｔ
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Ｃ
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音
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傷
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査
Ａ
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造
上
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び
に
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注
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方
法
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漏
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検
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浸
透
探
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注
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２
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性
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査
方

法
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分
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予
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検

査
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：

現
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検
査
可
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３
回

定
検
よ
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格
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00
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度

第
１

回
第

２
回

第
３

回
第

４
回

第
４

回
（

追
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検
査

）
第

５
回

第
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回
第

７
回
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1
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1

1

1
1
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3
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1
1
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1
1

1

1
1
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1
1
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1

B
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M
-
2

弁
本

体
の

内
表

面
（

呼
び

径
1
0
0
A
を

超
え

る
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箱
）

Ｂ
－

Ｐ
全

て
の

耐
圧

機
器

ク
ラ

ス
１

機
器

（
ク

ラ
ス

１
機

器
か

ら
除

外
さ

れ
る

機
器

及
び

小
口

径
配

管
の

最
も

近
い

弁
ま

で
を

含
む

）
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通

原
子

力
発

電
所
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１

号
機
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ラ

ス
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機
器
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用

期
間

中
検

査
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検
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間
隔
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０
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蒸
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Ｃ
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台
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台

Ｃ
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熱
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台
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台

Ｃ
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台
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台
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台
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台
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検
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Ｔ
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検
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検
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２
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７
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れ
る

機
器

及
び

小
口

径
配

管
の

最
も

近
い

弁
ま

で
を

含
む

）

V
T
-
3

3
台

定
期

事
業

者
検

査
毎

V
T
-
3

1
式

V
T
-
2

3
台

(
6
)

低
圧

炉
心

ス
プ

レ
イ

系
3
台

(
7
)

原
子

炉
冷

却
材

浄
化

系

検
査

カ
テ

ゴ
リ

Ｃ Ｃ

V
T
-
3

1
台

3
台

(
2
)

主
蒸

気
系

ＣＣ

2
3
台

V
T
-
3

2
台

Ｃ

(
3
)

給
水

系
6
台

V
T
-
3

3
台

Ｃ

(
4
)

残
留

熱
除

去
系

1
8
台

V
T
-
3

8
台

Ｃ

高
圧

炉
心

ス
プ

レ
イ

系
3
台

V
T
-
3

3
台

Ｃ

検
査

箇
所

設
備

数

(
1
)

原
子

炉
再

循
環

系
4
台



（20/31） 

 

 

 

別添－１ 

添付書類三 施設管理の実施に関する計画 

変更前 変更後 変更理由 

        

頁追加による総頁の変更 

 

 

 

 

 

 

 

維持規格の追加適用により変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

別
表

－
１

（
7
/
1
9
)

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
VT
-1

,3
：
目
視

検
査
　

　
　
　

Ｕ
Ｔ
：

超
音
波
探

傷
検
査

Ａ
：

構
造
上

並
び
に

放
射
線
レ

ベ
ル
上

か
ら
接

近
不
可

能

注
－
１

　
検
査

方
法
　

　
VT
-2

：
漏
え
い

検
査
　

　
　
　

Ｐ
Ｔ
：

浸
透
探
傷

検
査

　
　
注

－
２
　
接

近
性

Ｂ
：

検
査
方

法
の
開

発
，
十
分

な
予
備

調
査
が

必
要

第
１
，

２
回
定

検
は
維
持

規
格
2
00
2年

版
を
適
用

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
MV
T-

1：
目
視

検
査

　
　

　
　
　

　
　
　

　
Ｃ
：

現
状
で

検
査
可

能
第
３
回

定
検
よ

り
維
持
規

格
20
0
8年

版
を

適
用

程
度

第
１

回
第

２
回

第
３

回
第

４
回

第
４

回
（

追
加

検
査
）

第
５

回
第

６
回

第
７

回

1
1

1
2

3
2

2
3

1

1
1

2
3

1
2

1
1

2
3

1
1

1

1
1

1
1

1

1
1

1
1

1
1

1
1

1

1
1

2

1

1
1

Ｆ
－

Ａ
支

持
構

造
物

配
管

(
8
)

原
子

炉
冷

却
材

浄
化

系

(
9
)

主
蒸

気
ド

レ
ン

系

(
1
0
)
原

子
炉

ド
レ

ン
系

(
1
1
)

8
箇

所
V
T
-
3

2
5
％

Ｃ

8
箇

所
V
T
-
3

2
5
％

Ｃ

原
子

炉
ベ

ン
ト

系
1
1
箇

所
V
T
-
3

2
5
％

Ｃ

ポ
ン

プ
(
1
2
)
原

子
炉

再
循

環
系

1
3
箇

所
×

2
台

V
T
-
3

代
表

1
台

の
2
5
％

Ｃ
A
号

機
を

行
う

原
子

炉
圧

力
容

器

(
1
3
)
支

持
ス

カ
ー

ト
及

び
基

礎
ボ

ル
ト

1
式

V
T
-
3

2
5
％

Ｃ

(
1
4
)
ス

タ
ビ

ラ
イ

ザ
8
箇

所
V
T
-
3

2
5
％

Ｃ

東
通
原

子
力
発
電

所
第
１
号

機
　
ク
ラ
ス

１
機
器
供

用
期
間
中
検

査
　
第
１

検
査
間
隔

　
１
０
年
計

画

検
査

接 近 性

検
査

実
績

検
査

予
定

備
考

方
法

(
2
)

主
蒸

気
系

4
4
箇

所
V
T
-
3

2
5
％

Ｃ

(
3
)

給
水

系
2
8
箇

所
V
T
-
3

2
5
％

Ｃ

(
4
)

残
留

熱
除

去
系

3
7
箇

所
V
T
-
3

2
5
％

Ｃ

V
T
-
3

(
5
)

高
圧

炉
心

ス
プ

レ
イ

系
1
0
箇

所
2
5
％

Ｃ Ｃ

6
箇

所
V
T
-
3

2
5
％

Ｃ

(
7
)

原
子

炉
隔

離
時

冷
却

系
9
箇

所
V
T
-
3

(
6
)

低
圧

炉
心

ス
プ

レ
イ

系
8
箇

所
V
T
-
3

V
T
-
3

2
5
％

Ｃ

2
5
％

Ｃ

2
5
％

検
査

カ
テ

ゴ
リ

検
査

箇
所

設
備

数

(
1
)

原
子

炉
再

循
環

系
1
8
箇

所

別
表

－
１

（
7/

2
0)

　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
VT
-
1,
3：

目
視
検

査
　
　

　
　

Ｕ
Ｔ
：

超
音

波
探
傷

検
査

Ａ
：

構
造
上

並
び

に
放
射

線
レ
ベ

ル
上

か
ら
接

近
不

可
能

第
１
，

２
回
定

検
は

維
持
規

格
20

02
年
版

を
適
用

注
－

１
　

検
査
方

法
　

　
VT
-
2：

漏
え
い
検

査
　
　

　
　

Ｐ
Ｔ
：

浸
透

探
傷
検

査
　

　
注

－
２
　

接
近

性
Ｂ
：

検
査
方

法
の

開
発
，

十
分
な

予
備

調
査
が

必
要

第
３
，

４
回
定

検
（

20
19
年

度
ま

で
）
は

「
維
持

規
格

20
08
年

版
」

を
適
用

　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
MV
T
-1
：
目

視
検

査
　

　
　
　

　
　

　
　
　

Ｃ
：

現
状
で

検
査

可
能

第
４
回

定
検
（

20
20

年
度
以

降
）

よ
り
「

維
持

規
格
20

12
年
版

（
20

14
年
追

補
ま

で
含
む

）
」

を
適
用

程
度

第
１

回
第

２
回

第
３

回
第

４
回

第
４

回
（
追

加
検
査

）
第

５
回

第
６

回
第

７
回

1
1

1
2

3
2

2
3

1

1
1

2
3

1
2

1
1

2
3

1
1

1

1
1

1
1

1

1
1

1
1

1
1

1
1

1

1
1

2

1

1
1

(
5
)

Ｆ
－

Ａ
支

持
構

造
物

配
管

(
8
)

原
子

炉
冷

却
材

浄
化

系

(
9
)

主
蒸

気
ド

レ
ン

系

(
1
0
)
原

子
炉

ド
レ

ン
系

8
箇

所
V
T
-
3

2
5
％

東
通
原
子

力
発
電

所
第
１

号
機

　
ク
ラ

ス
１
機

器
供

用
期
間

中
検
査

　
第
１

検
査

間
隔
　

１
０
年

計
画

検
査

接 近 性

検
査

実
績

検
査

予
定

備
考

方
法

Ｃ

8
箇

所
V
T
-
3

2
5
％

Ｃ

(
1
1
)
原

子
炉

ベ
ン

ト
系

1
1
箇

所
V
T
-
3

2
5
％

Ｃ

ポ
ン

プ
(
1
2
)
原

子
炉

再
循

環
系

1
3
箇

所
×

2
台

V
T
-
3

代
表

1
台

の
2
5
％

Ｃ
A
号

機
を

行
う

原
子

炉
圧

力
容

器

(
1
3
)
支

持
ス

カ
ー

ト
及

び
基

礎
ボ

ル
ト

1
式

V
T
-
3

2
5
％

Ｃ

(
1
4
)
ス

タ
ビ

ラ
イ

ザ
8
箇

所
V
T
-
3

2
5
％

Ｃ

V
T
-
3

2
5
％

2
5
％

V
T
-
3

6
箇

所
V
T
-
3

2
5
％

(
6
)

低
圧

炉
心

ス
プ

レ
イ

系
8
箇

所

(
7
)

原
子

炉
隔

離
時

冷
却

系

検
査

カ
テ

ゴ
リ

Ｃ Ｃ

V
T
-
3

2
5
％

9
箇

所

(
2
)

主
蒸

気
系

ＣＣ

4
4
箇

所
V
T
-
3

2
5
％

Ｃ

(
3
)

給
水

系
2
8
箇

所
V
T
-
3

2
5
％

Ｃ

(
4
)

残
留

熱
除

去
系

3
7
箇

所
V
T
-
3

2
5
％

Ｃ

高
圧

炉
心

ス
プ

レ
イ

系
1
0
箇

所
V
T
-
3

2
5
％

Ｃ

検
査

箇
所

設
備

数

(
1
)

原
子

炉
再

循
環

系
1
8
箇

所



（21/31） 

 

 

 

別添－１ 

添付書類三 施設管理の実施に関する計画 

変更前 変更後 変更理由 

   

頁追加による総頁の変更 

 

 

 

 

 

維持規格の追加適用により変更 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

別
表

－
１

（
8
/
1
9
)

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

VT
-1

,3
：

目
視
検

査
　

　
　

　
Ｕ

Ｔ
：

超
音

波
探

傷
検

査
Ａ

：
構

造
上

並
び

に
放

射
線

レ
ベ

ル
上

か
ら

接
近

不
可

能

注
－

１
　

検
査

方
法

　
　

VT
-2

：
漏

え
い
検

査
　

　
　

　
Ｐ

Ｔ
：

浸
透

探
傷

検
査

　
　
注

－
２

　
接

近
性

Ｂ
：

検
査
方

法
の

開
発

，
十

分
な

予
備

調
査

が
必
要

第
１

，
２

回
定

検
は

維
持

規
格

20
0
2年

版
を
適

用

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

MV
T-

1：
目
視

検
査

　
　

　
　

　
　
　

　
　

Ｃ
：

現
状
で

検
査

可
能

第
３

回
定

検
よ

り
維

持
規

格
20

08
年

版
を

適
用

程
度

第
１

回
第

２
回

第
３

回
第

４
回

第
４

回
（

追
加

検
査

）
第

５
回

第
６

回
第

７
回

(
2
)
*

2

1
(
2
)
*

1

1

1

(
2
)
*

1

(
2
)
*

2

1
(
4
)
*

2
(
2
組

)
1
(
2
組

)

1

1

1

1

1

1 1 1

(
8
)

給
水

ス
パ

ー
ジ

ャ
ブ

ラ
ケ

ッ
ト

(
9
)

炉
心

ス
プ

レ
イ

ラ
イ

ン
ブ

ラ
ケ

ッ
ト

(
1
0
)
ド

ラ
イ

ヤ
サ

ポ
ー

ト
ブ

ラ
ケ

ッ
ト

(
1
1
)

6
箇

所
×

2
組

V
T
-
3

対
象

性
の

最
小

範
囲

Ｃ
単

位
:
箇

所

4
箇

所
V
T
-
3

任
意

の
一

体
Ｃ

ガ
イ

ド
ロ

ッ
ド

ブ
ラ

ケ
ッ

ト
2
箇

所
V
T
-
3

任
意

の
一

体
Ｃ

(
1
2
)
ド

ラ
イ

ヤ
ホ

ー
ル

ド
ダ

ウ
ン

ブ
ラ

ケ
ッ

ト
4
箇

所
V
T
-
3

任
意

の
一

体
Ｃ

(
1
3
)
差

圧
検

出
･
ほ

う
酸

水
注

入
系

配
管

1
箇

所
V
T
-
3

全
範

囲
Ｃ

(
1
4
)
ガ

イ
ド

ロ
ッ

ド
2
箇

所
V
T
-
3

任
意

の
一

体
Ｃ

G
-
B
-
1

沸
騰

水
型

原
子

炉
圧

力
容

器
内

部
の

構
造

物
・

取
付

け
物

容
器

内
部

内
部

取
付

物

(
1
5
)
ド

ラ
イ

ヤ
1
式

＊
維

持
規

格
2
0
0
2
年

版
で

の
実

績
数

（
V
T
-
1
で

実
施

）

＊
維

持
規

格
2
0
0
2
年

版
で

の
実

績
数

（
V
T
-
1
で

実
施

）

＊
維

持
規

格
2
0
0
2
年

版
で

の
実

績
数

V
T
-
3

7
.
5
％

Ｃ

(
1
6
)
セ

パ
レ

ー
タ

1
式

V
T
-
3

＊
維

持
規

格
2
0
0
2
年

版
で

の
実

績
数

7
.
5
％

Ｃ

(
1
7
)
ヘ

ッ
ド

ス
プ

レ
イ

ノ
ズ

ル
1
箇

所
V
T
-
3

東
通

原
子

力
発

電
所

第
１

号
機

　
ク

ラ
ス

１
機
器

供
用

期
間

中
検

査
　

第
１

検
査

間
隔

　
１

０
年

計
画

検
査

接 近 性

検
査

実
績

検
査

予
定

備
考

方
法

全
範

囲
Ｃ

(
2
)

給
水

ス
パ

ー
ジ

ャ
6
系

列
V
T
-
3

任
意

の
一

体
Ｃ

＊
維

持
規

格
2
0
0
2
年

版
で

の
実

績
数

(
3
)

炉
心

ス
プ

レ
イ

ス
パ

ー
ジ

ャ
及

び
配

管
2
系

列
V
T
-
3

任
意

の
一

体
Ｃ

(
4
)

ジ
ェ

ッ
ト

ポ
ン

プ
1
0
組

V
T
-
3

任
意

の
一

体
Ｃ

V
T
-
3

(
5
)

L
P
C
I
カ

ッ
プ

リ
ン

グ
3
箇

所
任

意
の

一
体

Ｃ Ｃ

1
2
箇

所
V
T
-
3

任
意

の
一

体
Ｃ

(
7
)

監
視

試
験

片
支

持
ブ

ラ
ケ

ッ
ト

6
箇

所
V
T
-
3

(
6
)

ジ
ェ

ッ
ト

ポ
ン

プ
ラ

イ
ザ

ブ
レ

ー
ス

1
0
箇

所
V
T
-
3

V
T
-
3

対
象

性
の

最
小

範
囲

Ｃ

任
意

の
一

体
Ｃ

対
象

性
の

最
小

範
囲

検
査

カ
テ

ゴ
リ

検
査

箇
所

設
備

数

(
1
)

圧
力

容
器

胴
内

面
の

肉
盛

6
箇

所

別
表

－
１

（
8
/
2
0
)

　
　

　
　
　

　
　
　

　
　

VT
-
1,

3：
目
視

検
査

　
　

　
　
Ｕ

Ｔ
：

超
音

波
探

傷
検

査
Ａ

：
構

造
上

並
び

に
放

射
線

レ
ベ

ル
上

か
ら
接

近
不

可
能

第
１

，
２

回
定

検
は

維
持
規

格
20

02
年

版
を

適
用

注
－

１
　
検

査
方
法

　
　

VT
-
2：

漏
え
い

検
査

　
　

　
　
Ｐ

Ｔ
：

浸
透

探
傷

検
査

　
　

注
－
２

　
接

近
性

Ｂ
：
検

査
方

法
の

開
発

，
十

分
な
予

備
調

査
が

必
要

第
３

，
４

回
定

検
（

20
19
年

度
ま

で
）

は
「

維
持

規
格

20
0
8年

版
」

を
適

用

　
　

　
　
　

　
　
　

　
　

MV
T
-1

：
目

視
検
査

　
　

　
　

　
　

　
　
　

Ｃ
：
現

状
で

検
査

可
能

第
４

回
定

検
（

20
2
0年

度
以

降
）

よ
り

「
維

持
規

格
20

12
年

版
（
2
01

4年
追
補

ま
で

含
む

）
」

を
適

用

程
度

第
１

回
第

２
回

第
３

回
第

４
回

第
４

回
（

追
加

検
査

）
第

５
回

第
６

回
第

７
回

(
2
)
*

2

1
(
2
)
*

1

1

1

(
2
)
*

1

(
2
)
*

2

1
(
4
)
*

2
(
2
組

)
1
(
2
組

)

1

1

1

1

1

1 1 1

＊
維

持
規

格
2
0
0
2
年

版
で

の
実

績
数

（
V
T
-
1
で

実
施

）

＊
維

持
規

格
2
0
0
2
年

版
で

の
実

績
数

（
V
T
-
1
で

実
施

）

＊
維

持
規

格
2
0
0
2
年

版
で

の
実

績
数

(
5
)

G
-
B
-
1

(
8
)

給
水

ス
パ

ー
ジ

ャ
ブ

ラ
ケ

ッ
ト

(
9
)

炉
心

ス
プ

レ
イ

ラ
イ

ン
ブ

ラ
ケ

ッ
ト

(
1
0
)
ド

ラ
イ

ヤ
サ

ポ
ー

ト
ブ

ラ
ケ

ッ
ト

＊
維

持
規

格
2
0
0
2
年

版
で

の
実

績
数

6
箇

所
×

2
組

V
T
-
3

対
象

性
の

最
小

範
囲

東
通

原
子
力

発
電

所
第

１
号

機
　

ク
ラ

ス
１

機
器

供
用

期
間

中
検

査
　

第
１

検
査

間
隔

　
１

０
年

計
画

検
査

接 近 性

検
査

実
績

検
査

予
定

備
考

方
法

Ｃ
単

位
:
箇

所

4
箇

所
V
T
-
3

任
意

の
一

体
Ｃ

(
1
1
)
ガ

イ
ド

ロ
ッ

ド
ブ

ラ
ケ

ッ
ト

2
箇

所
V
T
-
3

任
意

の
一

体
Ｃ

(
1
2
)
ド

ラ
イ

ヤ
ホ

ー
ル

ド
ダ

ウ
ン

ブ
ラ

ケ
ッ

ト
4
箇

所
V
T
-
3

任
意

の
一

体
Ｃ

(
1
3
)
差

圧
検

出
･
ほ

う
酸

水
注

入
系

配
管

1
箇

所
V
T
-
3

全
範

囲
Ｃ

(
1
4
)
ガ

イ
ド

ロ
ッ

ド
2
箇

所
V
T
-
3

任
意

の
一

体
Ｃ

沸
騰

水
型

原
子

炉
圧

力
容

器
内

部
の

構
造

物
・

取
付

け
物

容
器

内
部

内
部

取
付

物

(
1
5
)

V
T
-
3

任
意

の
一

体

ド
ラ

イ
ヤ

1
式

(
1
6
)
セ

パ
レ

ー
タ

1
式

V
T
-
3

7
.
5
％

Ｃ

V
T
-
3

7
.
5
％

Ｃ

(
1
7
)
ヘ

ッ
ド

ス
プ

レ
イ

ノ
ズ

ル
1
箇

所
V
T
-
3

全
範

囲
Ｃ

任
意

の
一

体

V
T
-
3

1
2
箇

所
V
T
-
3

対
象

性
の

最
小

範
囲

(
6
)

ジ
ェ

ッ
ト

ポ
ン

プ
ラ

イ
ザ

ブ
レ

ー
ス

1
0
箇

所

(
7
)

監
視

試
験

片
支

持
ブ

ラ
ケ

ッ
ト

検
査

カ
テ

ゴ
リ

Ｃ Ｃ

V
T
-
3

対
象

性
の

最
小

範
囲

6
箇

所

(
2
)

給
水

ス
パ

ー
ジ

ャ

ＣＣ

6
系

列
V
T
-
3

任
意

の
一

体
Ｃ

＊
維

持
規

格
2
0
0
2
年

版
で

の
実

績
数

(
3
)

炉
心

ス
プ

レ
イ

ス
パ

ー
ジ

ャ
及

び
配

管
2
系

列
V
T
-
3

任
意

の
一

体
Ｃ

(
4
)

ジ
ェ

ッ
ト

ポ
ン

プ
1
0
組

V
T
-
3

任
意

の
一

体
Ｃ

L
P
C
I
カ

ッ
プ

リ
ン

グ
3
箇

所
V
T
-
3

任
意

の
一

体
Ｃ

検
査

箇
所

設
備

数

(
1
)

圧
力

容
器

胴
内

面
の

肉
盛

6
箇

所
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別添－１ 

添付書類三 施設管理の実施に関する計画 

変更前 変更後 変更理由 

 
   

 

頁追加による総頁の変更 

 

 

 

 

 

維持規格の追加適用により変更 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

別
表

－
１

（
9
/
1
9
)

　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
VT

-1
,3
：
目
視
検
査
　

　
　
　
Ｕ
Ｔ
：
超
音

波
探
傷
検
査

Ａ
：
構
造
上
並
び
に
放

射
線
レ
ベ
ル
上
か
ら

接
近
不
可
能

注
－
１

　
検
査
方
法
　
　
VT

-2
：
漏
え
い
検
査
　

　
　
　
Ｐ
Ｔ
：
浸
透

探
傷
検
査

　
　
注
－

２
　
接
近
性

Ｂ
：
検
査
方
法
の
開
発

，
十
分
な
予
備
調
査

が
必
要

第
１

，
２
回
定
検
は
維
持

規
格
20
02
年
版
を

適
用

　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
MV

T-
1：

目
視
検
査

　
　
　

　
　
　
　
　
　

Ｃ
：
現
状
で
検
査
可
能

第
３

回
定
検
よ
り
維
持
規

格
20
08
年
版
を
適

用

程
度

第
１

回
第

２
回

第
３

回
第

４
回

第
４

回
（

追
加

検
査

）
第

５
回

第
６

回
第

７
回

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

(
8
)

I
C
M
ハ

ウ
ジ

ン
グ

(
9
)

燃
料

支
持

金
具

(
1
0
)
周

辺
燃

料
支

持
金

具

(
1
1
)

G
-
B
-
2

沸
騰

水
型

原
子

炉
圧

力
容

器
の

炉
心

支
持

構
造

物
炉

心
支

持
構

造
物

1
8
5
箇

所
V
T
-
3

任
意

の
一

体
Ｃ

2
4
箇

所
V
T
-
3

任
意

の
一

体
Ｃ

ガ
イ

ド
チ

ュ
ー

ブ
1
8
5
箇

所
V
T
-
3

任
意

の
一

体
Ｃ

(
1
)

ハ
ウ

ジ
ン

グ
取

付
溶

接
継

手
（

高
ニ

ッ
ケ

ル
合

金
溶

接
継

手
）

5
5
箇

所
V
T
-
2

1
0
0
％

中
性

子
計

測
ハ

ウ
ジ

ン
グ

Ｃ
第

1
検

査
間

隔
で

は
実

施
せ

ず

(
1
)

ハ
ウ

ジ
ン

グ
取

付
溶

接
継

手
及

び
ス

タ
ブ

チ
ュ

ー
ブ

取
付

溶
接

継
手

1
8
5
箇

所
V
T
-
2

1
0
0
％

制
御

棒
駆

動
ハ

ウ
ジ

ン
グ

Ｃ
第

1
検

査
間

隔
で

は
実

施
せ

ず

(
1
)

配
管

取
付

溶
接

継
手

1
箇

所
V
T
-
2

1
0
0
％

Ｃ
第

1
検

査
間

隔
で

は
実

施
せ

ず

M
V
T
-
1

-
Ｃ

I
J
B
-
B
-
1

I
J
B
-
B
-
2

I
J
B
-
B
-
3

差
圧

検
出

／
ほ

う
酸

水
注

入
系

配
管

(
1
)

周
方

向
継

手
内

外
面

1
式

周
溶

接
継

手
H
8
～

1
1

I
J
G
-
B
-
1

シ
ュ

ラ
ウ

ド
サ

ポ
ー

ト

I
J
G
-
B
-
2

シ
ュ

ラ
ウ

ド
(
1
)

周
方

向
継

手

内
外

面
1
式

周
溶

接
継

手
H
1
～

4
H6

a,
H6

b,
H7
a
,H
7b

M
V
T
-
1

-
Ｃ

第
1
検

査
間

隔
で

は
実

施
せ

ず

第
1
検

査
間

隔
で

は
実

施
せ

ず

接
近

可
能

な
表

面
の

7.
5
％

を
実

施

東
通

原
子

力
発

電
所

第
１

号
機

　
ク

ラ
ス

１
機

器
供

用
期

間
中

検
査

　
第
１

検
査

間
隔

　
１

０
年

計
画

検
査

接 近 性

検
査

実
績

検
査

予
定

備
考

方
法

I
J
G
-
B
-
3

上
部

格
子

板
(
1
)

レ
ス

ト
レ

イ
ン

ト
1
式

V
T
-
3

-
Ｃ

第
1
検

査
間

隔
で

は
実

施
せ

ず

I
J
G
-
B
-
4

ジ
ェ

ッ
ト

ポ
ン

プ

(
1
)

周
方

向
溶

接
継

手
1
0
式

M
V
T
-
1

-
Ｃ

第
1
検

査
間

隔
で

は
実

施
せ

ず

(
2
)

シ
ュ

ラ
ウ

ド
サ

ポ
ー

ト
1
式

V
T
-
3

7
.
5
％

Ｃ
接

近
可

能
な

表
面

の
7.

5
％

を
実

施
サ

ポ
ー

ト
リ

ン
グ

，
サ

ポ
ー

ト
シ

リ
ン

ダ
含

む

(
3
)

シ
ュ

ラ
ウ

ド
サ

ポ
ー

ト
レ

グ
1
2
箇

所
V
T
-
3

7
.
5
％

Ｃ

(
4
)

上
部

格
子

板
1
式

V
T
-
3

7
.
5
％

Ｃ

V
T
-
3

(
5
)

炉
心

支
持

板
1
式

(
2
)

ラ
イ

ザ
ブ

レ
ー

ス
の

溶
接

継
手

1
0
式

7
.
5
％

Ｃ

M
V
T
-
1

-
Ｃ

第
1
検

査
間

隔
で

は
実

施
せ

ず

(
3
)

ブ
ラ

ケ
ッ

ト
と

ラ
イ

ザ
管

の
溶

接
継

手
2
0
式

M
V
T
-
1

-
Ｃ

第
1
検

査
間

隔
で

は
実

施
せ

ず

I
J
G
-
B
-
5

炉
心

ス
プ

レ
イ

／
ス

パ
ー

ジ
ャ

(
1
)

T
ボ

ッ
ク

ス
及

び
直

管
溶

接
継

手
2
式

M
V
T
-
1

-
Ｃ

第
1
検

査
間

隔
で

は
実

施
せ

ず

Ｃ

5
5
箇

所
V
T
-
3

任
意

の
一

体
Ｃ

(
7
)

C
R
D
ハ

ウ
ジ

ン
グ

1
8
5
箇

所
V
T
-
3

(
6
)

ア
ク

セ
ス

ホ
ー

ル
カ

バ
ー

2
箇

所
V
T
-
3

V
T
-
3

7
.
5
％

Ｃ

任
意

の
一

体
Ｃ

任
意

の
一

体

検
査

カ
テ

ゴ
リ

検
査

箇
所

設
備

数

(
1
)

シ
ュ

ラ
ウ

ド
1
式

別
表

－
１

（
9
/
2
0
)

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
VT

-1
,
3：

目
視

検
査
　

　
　

　
Ｕ

Ｔ
：
超

音
波

探
傷

検
査

Ａ
：

構
造
上

並
び
に

放
射

線
レ

ベ
ル
上

か
ら
接

近
不

可
能

第
１

，
２
回

定
検
は

維
持
規

格
20

02
年

版
を
適

用

注
－
１

　
検
査

方
法
　

　
VT

-2
：

漏
え
い

検
査
　

　
　

　
Ｐ

Ｔ
：
浸

透
探

傷
検

査
　

　
注

－
２

　
接
近

性
Ｂ
：

検
査
方

法
の
開

発
，

十
分

な
予
備

調
査
が

必
要

第
３

，
４
回

定
検
（

20
19
年

度
ま

で
）

は
「
維

持
規
格

2
00
8
年
版

」
を
適

用

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
MV

T-
1
：
目

視
検
査

　
　

　
　

　
　

　
　

　
Ｃ
：

現
状
で

検
査
可

能
第

４
回

定
検

（
20
2
0年

度
以

降
）

よ
り

「
維
持

規
格
2
01

2年
版
（

20
14
年

追
補
ま

で
含

む
）

」
を
適

用

程
度

第
１

回
第

２
回

第
３

回
第

４
回

第
４

回
（

追
加

検
査

）
第

５
回

第
６

回
第

７
回

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

G
-
B
-
2

沸
騰

水
型

原
子

炉
圧

力
容

器
の

炉
心

支
持

構
造

物
炉

心
支

持
構

造
物

(
1
)

I
J
B
-
B
-
1

シ
ュ

ラ
ウ

ド
1
式

(
2
)

シ
ュ

ラ
ウ

ド
サ

ポ
ー

ト
1
式

(
3
)

V
T
-
3

7
.
5
％

Ｃ
接

近
可

能
な

表
面

の
7
.
5
％

を
実

施

東
通

原
子

力
発

電
所

第
１

号
機

　
ク

ラ
ス

１
機

器
供

用
期

間
中

検
査

　
第

１
検

査
間

隔
　
１

０
年

計
画

検
査

接 近 性

検
査

実
績

検
査

予
定

備
考

方
法

V
T
-
3

7
.
5
％

Ｃ
接

近
可

能
な

表
面

の
7
.
5
％

を
実

施
サ

ポ
ー

ト
リ

ン
グ

，
サ

ポ
ー

ト
シ

リ
ン

ダ
含

む

シ
ュ

ラ
ウ

ド
サ

ポ
ー

ト
レ

グ
1
2
箇

所
V
T
-
3

7
.
5
％

Ｃ

(
4
)

上
部

格
子

板
1
式

V
T
-
3

7
.
5
％

Ｃ

(
5
)

炉
心

支
持

板
1
式

V
T
-
3

7
.
5
％

Ｃ

(
6
)

ア
ク

セ
ス

ホ
ー

ル
カ

バ
ー

2
箇

所
V
T
-
3

任
意

の
一

体
Ｃ

(
7
)

C
R
D
ハ

ウ
ジ

ン
グ

1
8
5
箇

所

(
8
)

I
C
M
ハ

ウ
ジ

ン
グ

(
9
)

燃
料

支
持

金
具

V
T
-
3

任
意

の
一

体
Ｃ

5
5
箇

所
V
T
-
3

任
意

の
一

体
Ｃ

1
8
5
箇

所
V
T
-
3

任
意

の
一

体

(
1
0
)
周

辺
燃

料
支

持
金

具
2
4
箇

所

Ｃ

V
T
-
3

任
意

の
一

体
Ｃ

(
1
1
)
ガ

イ
ド

チ
ュ

ー
ブ

1
8
5
箇

所
V
T
-
3

任
意

の
一

体
Ｃ

中
性

子
計

測
ハ

ウ
ジ

ン
グ

(
1
)

ハ
ウ

ジ
ン

グ
取

付
溶

接
継

手
（

高
ニ

ッ
ケ

ル
合

金
溶

接
継

手
）

5
5
箇

所
V
T
-
2

I
J
G
-
B
-
2

シ
ュ

ラ
ウ

ド
(
1
)

1
0
0
％

I
J
B
-
B
-
2

制
御

棒
駆

動
ハ

ウ
ジ

ン
グ

(
1
)

ハ
ウ

ジ
ン

グ
取

付
溶

接
継

手
及

び
ス

タ
ブ

チ
ュ

ー
ブ

取
付

溶
接

継
手

Ｃ
第

1
検

査
間

隔
で

は
実

施
せ

ず

1
8
5
箇

所
V
T
-
2

1
0
0
％

Ｃ
第

1
検

査
間

隔
で

は
実

施
せ

ず

I
J
B
-
B
-
3

差
圧

検
出

／
ほ

う
酸

水
注

入
系

配
管

(
1
)

配
管

取
付

溶
接

継
手

1
箇

所
V
T
-
2

1
0
0
％

Ｃ

検
査

カ
テ

ゴ
リ

第
1
検

査
間

隔
で

は
実

施
せ

ず

I
J
G
-
B
-
1

シ
ュ

ラ
ウ

ド
サ

ポ
ー

ト
(
1
)

周
方

向
継

手
内

外
面

1
式

周
溶

接
継

手
H
8
～

1
1

M
V
T
-
1

-
Ｃ

第
1
検

査
間

隔
で

は
実

施
せ

ず

周
方

向
継

手

内
外

面
1
式

周
溶

接
継

手
H
1
～

4
H
6a

,H
6b

,H
7a

,H
7b

M
V
T
-
1

-
Ｃ

第
1
検

査
間

隔
で

は
実

施
せ

ず

I
J
G
-
B
-
3

上
部

格
子

板

I
J
G
-
B
-
4

ジ
ェ

ッ
ト

ポ
ン

プ

I
J
G
-
B
-
5

炉
心

ス
プ

レ
イ

／
ス

パ
ー

ジ
ャ

(
1
)

レ
ス

ト
レ

イ
ン

ト
1
式

V
T
-
3

-
Ｃ

第
1
検

査
間

隔
で

は
実

施
せ

ず

(
1
)

周
方

向
溶

接
継

手
1
0
式

M
V
T
-
1

-
Ｃ

第
1
検
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検
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０
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熱
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別添－１ 

添付書類三 施設管理の実施に関する計画 

変更前 変更後 変更理由 

  

 
頁追加による頁変更 

 

維持規格の追加適用により変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

維持規格追加適用により検査方

法について注記追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

維持規格追加適用により検査方

法について注記追加 
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Ａ
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近
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２
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３
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３
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検
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２
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３
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追
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－

Ａ
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付
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熱
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Ｃ
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Ｃ
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熱
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熱
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熱
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熱
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検
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検
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近
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検
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近
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検
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検
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検
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追
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検
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Ａ
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V
T
-
3

代
表

1
基

の
7
.
5
％

Ｃ
A
号

機
を

行
う

東
通

原
子
力

発
電
所

第
１
号

機
　
供
用

期
間
中

検
査
　

第
２
検

査
間
隔
　

１
０
年

計
画
（

常
用
系

機
器
）

別
表

－
１

（
1
9
/
20

)

注
１

　
検

査
方

法
V
T
-
1
,
3
：

目
視

検
査

Ａ
：

構
造

上
並

び
に

放
射

線
レ

ベ
ル

上
か

ら
接

近
不

可
能

　
注

２
　

接
近

性
Ｂ

：
検

査
方

法
の

開
発

，
十

分
な

予
備

調
査

が
必

要
第

１
，

２
回

定
検

は
「

維
持

規
格

2
0
0
2
年

版
」

を
適

用
Ｃ

：
現

状
で

検
査

可
能

第
３

，
４

回
定

検
（

2
0
1
9
年

度
ま

で
）

は
「

維
持

規
格

2
0
0
8
年

版
」

を
適

用
第

４
回

定
検

（
2
0
2
0
年

度
以

降
）

よ
り

「
維

持
規

格
2
0
1
2
年

版
（

2
0
1
4
年

追
補

ま
で

含
む

）
」

を
適

用

程
度

１
年

目
２

年
目

３
年

目
４

年
目

５
年

目
６

年
目

７
年

目
８

年
目

９
年

目
１

０
年

目

1 1

東
通
原

子
力
発

電
所
第

１
号

機
　
供

用
期

間
中
検

査
　

第
２
検

査
間
隔

　
１

０
年
計

画
（

常
用
系

機
器

）

検
査

カ
テ

ゴ
リ

検
査

箇
所

設
備

数
検

査
接 近 性

検
査

予
定

備
考

第
１

検
査

時
期

第
２

検
査

時
期

第
３

検
査

時
期

方
法

Ｄ
－

Ａ
容

器
，

管
，

ポ
ン

プ
お

よ
び

弁
の

支
持

部
材

取
付

け
溶

接
継

手
容

器
(
1
)

燃
料

プ
ー

ル
冷

却
浄

化
系

熱
交

換
器

2
基

V
T
-
1

代
表

1
基

の
7
.
5
％

Ｃ
A
号

機
を

行
う

Ｆ
－

Ａ
支

持
構

造
物

容
器

(
1
)

燃
料

プ
ー

ル
冷

却
浄

化
系

熱
交

換
器

2
基

V
T
-
3

代
表

1
基

の
7
.
5
％

Ｃ
A
号

機
を

行
う
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別添－１ 

添付書類三 施設管理の実施に関する計画 

変更前 変更後 変更理由 

 

 

 

 

 

頁追加による頁変更 

 

 

 

 

 

 
維持規格の追加適用により変更 

 

 

別
表

－
１

（
1
9
/
1
9
)

注
１

　
検

査
方

法
VT

-
2
：

漏
え

い
検

査
Ａ

：
構

造
上

並
び

に
放

射
線

レ
ベ

ル
上

か
ら

接
近

不
可

能
注

２
　

接
近

性
Ｂ

：
検

査
方

法
の

開
発

，
十

分
な

予
備

調
査

が
必

要
第

１
，

２
回

定
検

は
「

維
持

規
格

2
0
0
2年

版
」

を
適

用
Ｃ

：
現

状
で

検
査

可
能

第
３

回
定

検
よ

り
「

維
持

規
格

2
0
0
8
年

版
」

を
適

用

程
度

１
年

目
２

年
目

３
年

目
４

年
目

５
年

目
６

年
目

７
年

目
８

年
目

９
年

目
１

０
年

目

1
全

て
の

耐
圧

機
器

Ｃ

設
備

数
検

査
接 近 性

検
査

予
定

第
１

検
査

時
期

第
２

検
査

時
期

第
３

検
査

時
期

方
法

1
V
T-

2

検
査

カ
テ

ゴ
リ

検
査

箇
所

検
査

圧
力

(M
P
a
)

備
考

Ｄ
－

Ｂ
(
1
)

燃
料

プ
ー

ル
冷

却
浄

化
系

0.
0
0

10
0
％

東
通
原

子
力
発

電
所
第

１
号
機

　
供
用

期
間
中

検
査
（
漏

え
い
検

査
）
　

第
２
検

査
間
隔

　
１
０

年
計
画
（

常
用
系

機
器
）

別
表

－
１

（
2
0
/
2
0
)

注
１

　
検

査
方

法
V
T
-
2
：

漏
え

い
検

査
Ａ

：
構

造
上

並
び

に
放

射
線

レ
ベ

ル
上

か
ら

接
近

不
可

能
注

２
　

接
近

性
Ｂ

：
検

査
方

法
の

開
発

，
十

分
な

予
備

調
査

が
必

要
第

１
，

２
回

定
検

は
「

維
持

規
格

2
0
0
2
年

版
」

を
適

用
Ｃ

：
現

状
で

検
査

可
能

第
３

，
４

回
定

検
（

2
0
1
9
年

度
ま

で
）

は
「

維
持

規
格

2
0
0
8
年

版
」

を
適

用
第

４
回

定
検

（
2
0
2
0
年

度
以

降
）

よ
り

「
維

持
規

格
2
0
1
2
年

版
（

2
0
1
4
年

追
補

ま
で

含
む

）
」

を
適

用

程
度

１
年

目
２

年
目

３
年

目
４

年
目

５
年

目
６

年
目

７
年

目
８

年
目

９
年

目
１

０
年

目

1

設
備

数
検

査

方
法

全
て

の
耐

圧
機

器

接 近 性

検
査

予
定

第
１

検
査

時
期

Ｃ

東
通
原
子

力
発
電
所
第
１
号
機
　
供
用
期
間
中

検
査
（
漏
え
い
検
査
）
　
第
２
検

査
間
隔
　
１
０
年
計
画
（
常
用
系

機
器
）

検
査

カ
テ

ゴ
リ

検
査

箇
所

検
査

圧
力

(
M
P
a
)

備
考

第
２

検
査

時
期

第
３

検
査

時
期

Ｄ
－

Ｂ
(
1
)

燃
料

プ
ー

ル
冷

却
浄

化
系

0
.
0
0

1
V
T
-
2

1
0
0
％
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別添－２ 

添付書類五 保全の有効性評価の結果に関する説明書 

変更前 変更後 変更理由 

  

 
 
記載の適正化 
（保全の有効性評価の対象期間
を反映） 
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別添－２ 

添付書類五 保全の有効性評価の結果に関する説明書 

変更前 変更後 変更理由 

    

      

 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
頁追加による総頁の変更 

 

１
．
保
全
活
動
管
理
指
標
へ
の
反
映

保
全
活
動
管
理
指
標
へ
の
反
映
内
容

評
価

項
目

変
更
前

変
更
後

イ
ン
プ
ッ
ト

情
報
の
項
目

※
事
象
の
概
要

評
価
内
容

－
な
し

－
－

－
－

－
－

－

※
イ
ン
プ
ッ
ト
項
目
は
添
付
－
１
の
定
期
的
な
評
価
の
イ
ン
プ
ッ
ト
分
類
２
と
対
応

添
付
－
２
（1
／
6
4）

保
全
の
有
効
性
評
価
の
結
果
等
よ
り
保
全
へ
反
映
し
た
事
項

N
o
.

系
統
・
機
器
名

備
考

(関
連
す
る
定
期
事
業
者
検
査
等
)

１
．
保
全
活
動
管
理
指
標
へ
の
反
映

保
全
活
動
管
理
指
標
へ
の
反
映
内
容

評
価

項
目

変
更
前

変
更
後

イ
ン
プ
ッ
ト

情
報
の
項
目

※
事
象
の
概
要

評
価
内
容

－
な
し

－
－

－
－

－
－

－

※
イ
ン
プ
ッ
ト
項
目
は
添
付
－
１
の
定
期
的
な
評
価
の
イ
ン
プ
ッ
ト
分
類
２
と
対
応

添
付
－
２
（
1／
6
5
）

保
全
の
有
効
性
評
価
の
結
果
等
よ
り
保
全
へ
反
映
し
た
事
項

N
o
.

系
統
・
機
器
名

備
考

(関
連
す
る
定
期
事
業
者
検
査
等
)



（3/66） 

別添－２ 

添付書類五 保全の有効性評価の結果に関する説明書 

変更前 変更後 変更理由 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
頁追加による総頁の変更 

２
．
点
検
計
画
へ
の
反
映

保
全
へ
の
反
映
内
容

評
価

項
目

変
更
前

変
更
後

1
原
子
炉
再
循
環
ポ
ン

プ
簡
易
点
検

（
メ
カ
ニ
カ
ル

シ
ー
ル
取
替

他
）

１
３
Ｍ

２
４
Ｍ

③
　
原
子
炉
停
止
間
隔
に
影
響
す
る
点
検
で
あ
る

た
め
，
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
詳
細
な
技
術

評
価
を
実
施
し
た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
メ
カ
ニ
カ
ル
シ
ー
ル
，
ガ
ス

ケ
ッ
ト
）
は
，
現
在
１
３
ヶ
月
毎
に
点
検
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い

て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で

あ
る
と
評
価
し
た
。

　
ま
た
，
使
用
条
件
・
使
用
環
境
を
考
慮
し
た
他
プ
ラ
ン
ト
の
類
似
機
器
に
お
い

て
，
２
６
ヶ
月
以
上
使
用
し
た
実
績
が
あ
り
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
が
発
生

し
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
２
４
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
た
だ
し
，
実
際
の
点
検
時
期
に
つ
い
て
は
，
点
検
頻
度
お
よ
び
保
全
サ
イ
ク
ル

の
実
運
転
期
間
を
考
慮
し
て
設
定
す
る
。

　
な
お
，
当
該
機
器
の
軸
受
等
の
部
品
に
起
因
す
る
異
常
の
早
期
検
知
を
目
的

に
，
運
転
中
の
状
態
監
視
（
振
動
診
断
）
を
継
続
実
施
し
，
信
頼
性
の
向
上
を
図

る
。

①
④

・
原
子
炉
再
循
環
系
機
能
検
査

・
振
動
診
断
：
頻
度
は
回
転
機
械
振

動
診
断
手
順
書
に
よ
る
。

2
タ
ー
ビ
ン
駆
動
原
子

炉
給
水
ポ
ン
プ

簡
易
点
検

（
カ
ッ
プ
リ
ン
グ

部
点
検
）

１
３
Ｍ

２
４
Ｍ

③
　
原
子
炉
停
止
間
隔
に
影
響
す
る
点
検
で
あ
る

た
め
，
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
詳
細
な
技
術

評
価
を
実
施
し
た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
カ
ッ
プ
リ
ン
グ
カ
バ
ー
点
検

カ
バ
ー
用
パ
ッ
キ
ン
，
カ
ッ
プ
リ
ン
グ
注
油
管
用
パ
ッ
キ
ン
，
カ
ッ
プ
リ
ン
グ
カ
バ
ー

用
パ
ッ
キ
ン
，
潤
滑
油
配
管
用
パ
ッ
キ
ン
，
カ
ッ
プ
リ
ン
グ
カ
バ
ー
用
グ
ラ
ン
ド

パ
ッ
キ
ン
）
は
，
現
在
２
６
ヶ
月
毎
の
分
解
点
検
と
簡
易
点
検
を
交
互
に
実
施
し
て

い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ

れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
ま
た
，
使
用
条
件
・
使
用
環
境
を
考
慮
し
た
他
プ
ラ
ン
ト
の
類
似
機
器
に
お
い

て
，
２
６
ヶ
月
以
上
使
用
し
た
実
績
が
あ
り
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
が
発
生

し
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
２
４
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
た
だ
し
，
実
際
の
点
検
時
期
に
つ
い
て
は
，
点
検
頻
度
お
よ
び
保
全
サ
イ
ク
ル

の
実
運
転
期
間
を
考
慮
し
て
設
定
す
る
。

　
な
お
，
当
該
機
器
の
軸
受
等
の
部
品
に
起
因
す
る
異
常
の
早
期
検
知
を
目
的

に
，
運
転
中
の
状
態
監
視
（
振
動
診
断
）
を
導
入
し
，
信
頼
性
の
向
上
を
図
る
。

①
④

・
給
・
復
水
系
設
備
検
査
（
機
械
設

備
）
・
耐
震
健
全
性
検
査
（
タ
-
ビ
ン
系
）

・
振
動
診
断
：
頻
度
は
回
転
機
械
振

動
診
断
手
順
書
に
よ
る
。

※
イ
ン
プ
ッ
ト
項
目
は
添
付
－
１
の
定
期
的
な
評
価
の
イ
ン
プ
ッ
ト
分
類
２
と
対
応

　
　
　
　
　
　
　
　
　
添
付
－
２
（
2
／
6
4
）

評
価
内
容

４
つ
の

評
価
項
目

※
※

保
全
の
有
効
性
評
価
の
結
果
等
よ
り
保
全
へ
反
映
し
た
事
項

N
o
.

系
統
・
機
器
名

備
考

(関
連
す
る
定
期
事
業
者
検
査
等
)

点
検
計
画
の

保
全
方
式
ま
た
は
点
検
内
容
の
変
更

イ
ン
プ
ッ
ト

情
報
の
項
目

※
事
象
の
概
要

※
※
点
検
頻
度
の
変
更
に
適
用
し
た
評
価
方
法

①
点
検
お
よ
び
取
替
結
果
の
評
価

②
劣
化
ト
レ
ン
ド
に
よ
る
評
価

③
研
究
成
果
に
よ
る
評
価

④
類
似
機
器
等
の
使
用
実
績
に
よ
る
評
価

２
．
点
検
計
画
へ
の
反
映

保
全
へ
の
反
映
内
容

評
価

項
目

変
更
前

変
更
後

1
原
子
炉
再
循
環
ポ
ン

プ
簡
易
点
検

（
メ
カ
ニ
カ
ル

シ
ー
ル
取
替

他
）

１
３
Ｍ

２
４
Ｍ

③
　
原
子
炉
停
止
間
隔
に
影
響
す
る
点
検
で
あ
る
た

め
，
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
詳
細
な
技
術
評

価
を
実
施
し
た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
メ
カ
ニ
カ
ル
シ
ー
ル
，
ガ
ス

ケ
ッ
ト
）
は
，
現
在
１
３
ヶ
月
毎
に
点
検
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い

て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で

あ
る
と
評
価
し
た
。

　
ま
た
，
使
用
条
件
・
使
用
環
境
を
考
慮
し
た
他
プ
ラ
ン
ト
の
類
似
機
器
に
お
い

て
，
２
６
ヶ
月
以
上
使
用
し
た
実
績
が
あ
り
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
が
発
生

し
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
２
４
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
た
だ
し
，
実
際
の
点
検
時
期
に
つ
い
て
は
，
点
検
頻
度
お
よ
び
保
全
サ
イ
ク
ル

の
実
運
転
期
間
を
考
慮
し
て
設
定
す
る
。

　
な
お
，
当
該
機
器
の
軸
受
等
の
部
品
に
起
因
す
る
異
常
の
早
期
検
知
を
目
的

に
，
運
転
中
の
状
態
監
視
（
振
動
診
断
）
を
継
続
実
施
し
，
信
頼
性
の
向
上
を
図

る
。

①
④

・
原
子
炉
再
循
環
系
機
能
検
査

・
振
動
診
断
：
頻
度
は
回
転
機
械
振

動
診
断
手
順
書
に
よ
る
。

2
タ
ー
ビ
ン
駆
動
原
子

炉
給
水
ポ
ン
プ

簡
易
点
検

（
カ
ッ
プ
リ
ン
グ

部
点
検
）

１
３
Ｍ

２
４
Ｍ

③
　
原
子
炉
停
止
間
隔
に
影
響
す
る
点
検
で
あ
る
た

め
，
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
詳
細
な
技
術
評

価
を
実
施
し
た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
カ
ッ
プ
リ
ン
グ
カ
バ
ー
点
検

カ
バ
ー
用
パ
ッ
キ
ン
，
カ
ッ
プ
リ
ン
グ
注
油
管
用
パ
ッ
キ
ン
，
カ
ッ
プ
リ
ン
グ
カ
バ
ー

用
パ
ッ
キ
ン
，
潤
滑
油
配
管
用
パ
ッ
キ
ン
，
カ
ッ
プ
リ
ン
グ
カ
バ
ー
用
グ
ラ
ン
ド

パ
ッ
キ
ン
）
は
，
現
在
２
６
ヶ
月
毎
の
分
解
点
検
と
簡
易
点
検
を
交
互
に
実
施
し
て

い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ

れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
ま
た
，
使
用
条
件
・
使
用
環
境
を
考
慮
し
た
他
プ
ラ
ン
ト
の
類
似
機
器
に
お
い

て
，
２
６
ヶ
月
以
上
使
用
し
た
実
績
が
あ
り
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
が
発
生

し
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
２
４
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
た
だ
し
，
実
際
の
点
検
時
期
に
つ
い
て
は
，
点
検
頻
度
お
よ
び
保
全
サ
イ
ク
ル

の
実
運
転
期
間
を
考
慮
し
て
設
定
す
る
。

　
な
お
，
当
該
機
器
の
軸
受
等
の
部
品
に
起
因
す
る
異
常
の
早
期
検
知
を
目
的

に
，
運
転
中
の
状
態
監
視
（
振
動
診
断
）
を
導
入
し
，
信
頼
性
の
向
上
を
図
る
。

①
④

・
給
・
復
水
系
設
備
検
査
（
機
械
設

備
）

・
耐
震
健
全
性
検
査
（
タ
-
ビ
ン
系
）

・
振
動
診
断
：
頻
度
は
回
転
機
械
振

動
診
断
手
順
書
に
よ
る
。

※
イ
ン
プ
ッ
ト
項
目
は
添
付
－
１
の
定
期
的
な
評
価
の
イ
ン
プ
ッ
ト
分
類
２
と
対
応

　
　
　
　
　
　
　
　
　
添
付
－
２
（
2
／
6
5
）

評
価
内
容

４
つ
の

評
価
項
目

※
※

保
全
の
有
効
性
評
価
の
結
果
等
よ
り
保
全
へ
反
映
し
た
事
項

N
o
.

系
統
・
機
器
名

備
考

(関
連
す
る
定
期
事
業
者
検
査
等
)

点
検
計
画
の

保
全
方
式
ま
た
は
点
検
内
容
の
変
更

イ
ン
プ
ッ
ト

情
報
の
項
目

※
事
象
の
概
要

※
※
点
検
頻
度
の
変
更
に
適
用
し
た
評
価
方
法

①
点
検
お
よ
び
取
替
結
果
の
評
価

②
劣
化
ト
レ
ン
ド
に
よ
る
評
価

③
研
究
成
果
に
よ
る
評
価

④
類
似
機
器
等
の
使
用
実
績
に
よ
る
評
価
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添付書類五 保全の有効性評価の結果に関する説明書 

変更前 変更後 変更理由 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

頁追加による総頁の変更 

 

保
全
へ
の
反
映
内
容

評
価

項
目

変
更
前

変
更
後

3
原
子
炉
補
機
冷
却
海

水
ポ
ン
プ

分
解
点
検

（
ガ
ス
ケ
ッ
ト
取

替
他
）

１
３
Ｍ

２
４
Ｍ

③
　
原
子
炉
停
止
間
隔
に
影
響
す
る
点
検
で
あ
る

た
め
，
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
詳
細
な
技
術

評
価
を
実
施
し
た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
ガ
ス
ケ
ッ
ト
［
ケ
ー
シ
ン
グ

部
，
揚
水
管
部
，
グ
ラ
ン
ド
部
］
，
グ
ラ
ン
ド
パ
ッ
キ
ン
，
パ
ッ
キ
ン
ス
リ
ー
ブ
）
は
，

現
在
１
３
ヶ
月
毎
に
点
検
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に

起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
と
評
価

し
た
。

　
ガ
ス
ケ
ッ
ト
お
よ
び
グ
ラ
ン
ド
パ
ッ
キ
ン
に
つ
い
て
は
，
使
用
条
件
・
使
用
環
境

を
考
慮
し
た
他
プ
ラ
ン
ト
の
類
似
機
器
に
お
い
て
，
２
６
ヶ
月
以
上
使
用
し
た
実
績

が
あ
り
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
が
発
生
し
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
ま
た
，
パ
ッ
キ
ン
ス
リ
ー
ブ
に
つ
い
て
は
，
外
径
磨
耗
量
の
評
価
結
果
か
ら
，
２

６
ヶ
月
以
上
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
２
４
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
た
だ
し
，
実
際
の
点
検
時
期
に
つ
い
て
は
，
点
検
頻
度
お
よ
び
保
全
サ
イ
ク
ル

の
実
運
転
期
間
を
考
慮
し
て
設
定
す
る
。

　
な
お
，
当
該
機
器
の
軸
受
等
の
部
品
に
起
因
す
る
異
常
の
早
期
検
知
を
目
的

に
，
運
転
中
の
状
態
監
視
（
振
動
診
断
）
を
継
続
実
施
し
，
信
頼
性
の
向
上
を
図

る
。

①
② ④

・
原
子
炉
補
機
冷
却
水
系
ポ
ン
プ
検

査 ・
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
，
高

圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発

電
機
，
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
，
低

圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
，
低
圧
注
水

系
，
原
子
炉
補
機
冷
却
水
系
機
能

検
査
・
耐
震
健
全
性
検
査
（
原
子
炉
系
）

・
振
動
診
断
：
頻
度
は
回
転
機
械
振

動
診
断
手
順
書
に
よ
る
。

4
原
子
炉
補
機
冷
却
水

系
熱
交
換
器

開
放
点
検

（
ガ
ス
ケ
ッ
ト
取

替
）

１
３
Ｍ

２
４
Ｍ

③
　
原
子
炉
停
止
間
隔
に
影
響
す
る
点
検
で
あ
る

た
め
，
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
詳
細
な
技
術

評
価
を
実
施
し
た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
ガ
ス
ケ
ッ
ト
［
水
室
フ
ラ
ン
ジ

部
］
，
管
板
側
水
室
(A
)フ
ラ
ン
ジ
ガ
ス
ケ
ッ
ト
，
管
板
側
水
室
(B
)フ
ラ
ン
ジ
ガ
ス

ケ
ッ
ト
，
水
室
蓋
側
水
室
(A
)フ
ラ
ン
ジ
ガ
ス
ケ
ッ
ト
，
ガ
ス
ケ
ッ
ト
［
マ
ン
ホ
ー
ル

部
，
ハ
ン
ド
ホ
ー
ル
部
]，
水
室
(B
)マ
ン
ホ
ー
ル
用
ガ
ス
ケ
ッ
ト
，
水
室
(B
)ハ
ン
ド

ホ
ー
ル
用
ガ
ス
ケ
ッ
ト
）
は
，
現
在
１
３
ヶ
月
毎
に
点
検
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点

検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続

使
用
が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
ま
た
，
使
用
条
件
・
使
用
環
境
を
考
慮
し
た
東
通
原
子
力
発
電
所
第
１
号
機
の

類
似
機
器
に
お
い
て
，
２
６
ヶ
月
以
上
使
用
し
た
実
績
が
あ
り
，
劣
化
に
起
因
す

る
不
具
合
が
発
生
し
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
２
４
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
た
だ
し
，
実
際
の
点
検
時
期
に
つ
い
て
は
，
点
検
頻
度
お
よ
び
保
全
サ
イ
ク
ル

の
実
運
転
期
間
を
考
慮
し
て
設
定
す
る
。

①
④

・
原
子
炉
補
機
冷
却
水
系
容
器
検

査 ・
耐
震
健
全
性
検
査
（
原
子
炉
系
）

※
イ
ン
プ
ッ
ト
項
目
は
添
付
－
１
の
定
期
的
な
評
価
の
イ
ン
プ
ッ
ト
分
類
２
と
対
応

　
　
　
　
　
　
　
　
　
添
付
－
２
（
3
／
6
4
）

評
価
内
容

４
つ
の

評
価
項
目

※
※

保
全
の
有
効
性
評
価
の
結
果
等
よ
り
保
全
へ
反
映
し
た
事
項

N
o
.

系
統
・
機
器
名

備
考

(関
連
す
る
定
期
事
業
者
検
査
等
)

点
検
計
画
の

保
全
方
式
ま
た
は
点
検
内
容
の
変
更

イ
ン
プ
ッ
ト

情
報
の
項
目

※
事
象
の
概
要

※
※
点
検
頻
度
の
変
更
に
適
用
し
た
評
価
方
法

①
点
検
お
よ
び
取
替
結
果
の
評
価

②
劣
化
ト
レ
ン
ド
に
よ
る
評
価

③
研
究
成
果
に
よ
る
評
価

④
類
似
機
器
等
の
使
用
実
績
に
よ
る
評
価

保
全
へ
の
反
映
内
容

評
価

項
目

変
更
前

変
更
後

3
原
子
炉
補
機
冷
却
海

水
ポ
ン
プ

分
解
点
検

（
ガ
ス
ケ
ッ
ト
取

替
他
）

１
３
Ｍ

２
４
Ｍ

③
　
原
子
炉
停
止
間
隔
に
影
響
す
る
点
検
で
あ
る
た

め
，
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
詳
細
な
技
術
評

価
を
実
施
し
た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
ガ
ス
ケ
ッ
ト
［
ケ
ー
シ
ン
グ

部
，
揚
水
管
部
，
グ
ラ
ン
ド
部
］
，
グ
ラ
ン
ド
パ
ッ
キ
ン
，
パ
ッ
キ
ン
ス
リ
ー
ブ
）
は
，

現
在
１
３
ヶ
月
毎
に
点
検
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に

起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
と
評
価

し
た
。

　
ガ
ス
ケ
ッ
ト
お
よ
び
グ
ラ
ン
ド
パ
ッ
キ
ン
に
つ
い
て
は
，
使
用
条
件
・
使
用
環
境

を
考
慮
し
た
他
プ
ラ
ン
ト
の
類
似
機
器
に
お
い
て
，
２
６
ヶ
月
以
上
使
用
し
た
実
績

が
あ
り
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
が
発
生
し
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
ま
た
，
パ
ッ
キ
ン
ス
リ
ー
ブ
に
つ
い
て
は
，
外
径
磨
耗
量
の
評
価
結
果
か
ら
，
２

６
ヶ
月
以
上
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
２
４
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
た
だ
し
，
実
際
の
点
検
時
期
に
つ
い
て
は
，
点
検
頻
度
お
よ
び
保
全
サ
イ
ク
ル

の
実
運
転
期
間
を
考
慮
し
て
設
定
す
る
。

　
な
お
，
当
該
機
器
の
軸
受
等
の
部
品
に
起
因
す
る
異
常
の
早
期
検
知
を
目
的

に
，
運
転
中
の
状
態
監
視
（
振
動
診
断
）
を
継
続
実
施
し
，
信
頼
性
の
向
上
を
図

る
。

①
②
④

・
原
子
炉
補
機
冷
却
水
系
ポ
ン
プ
検

査 ・
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
，
高

圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発

電
機
，
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
，
低
圧

炉
心
ス
プ
レ
イ
系
，
低
圧
注
水
系
，
原

子
炉
補
機
冷
却
水
系
機
能
検
査

・
耐
震
健
全
性
検
査
（
原
子
炉
系
）

・
振
動
診
断
：
頻
度
は
回
転
機
械
振

動
診
断
手
順
書
に
よ
る
。

4
原
子
炉
補
機
冷
却
水

系
熱
交
換
器

開
放
点
検

（
ガ
ス
ケ
ッ
ト
取

替
）

１
３
Ｍ

２
４
Ｍ

③
　
原
子
炉
停
止
間
隔
に
影
響
す
る
点
検
で
あ
る
た

め
，
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
詳
細
な
技
術
評

価
を
実
施
し
た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
ガ
ス
ケ
ッ
ト
［
水
室
フ
ラ
ン
ジ

部
］
，
管
板
側
水
室
(A
)フ
ラ
ン
ジ
ガ
ス
ケ
ッ
ト
，
管
板
側
水
室
(B
)フ
ラ
ン
ジ
ガ
ス

ケ
ッ
ト
，
水
室
蓋
側
水
室
(A
)フ
ラ
ン
ジ
ガ
ス
ケ
ッ
ト
，
ガ
ス
ケ
ッ
ト
［
マ
ン
ホ
ー
ル

部
，
ハ
ン
ド
ホ
ー
ル
部
]，
水
室
(B
)マ
ン
ホ
ー
ル
用
ガ
ス
ケ
ッ
ト
，
水
室
(B
)ハ
ン
ド

ホ
ー
ル
用
ガ
ス
ケ
ッ
ト
）
は
，
現
在
１
３
ヶ
月
毎
に
点
検
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点

検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続

使
用
が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
ま
た
，
使
用
条
件
・
使
用
環
境
を
考
慮
し
た
東
通
原
子
力
発
電
所
第
１
号
機
の

類
似
機
器
に
お
い
て
，
２
６
ヶ
月
以
上
使
用
し
た
実
績
が
あ
り
，
劣
化
に
起
因
す

る
不
具
合
が
発
生
し
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
２
４
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
た
だ
し
，
実
際
の
点
検
時
期
に
つ
い
て
は
，
点
検
頻
度
お
よ
び
保
全
サ
イ
ク
ル

の
実
運
転
期
間
を
考
慮
し
て
設
定
す
る
。

①
④

・
原
子
炉
補
機
冷
却
水
系
容
器
検
査

・
耐
震
健
全
性
検
査
（
原
子
炉
系
）

※
イ
ン
プ
ッ
ト
項
目
は
添
付
－
１
の
定
期
的
な
評
価
の
イ
ン
プ
ッ
ト
分
類
２
と
対
応

　
　
　
　
　
　
　
　
　
添
付
－
２
（
3
／
6
5
）

評
価
内
容

４
つ
の

評
価
項
目

※
※

保
全
の
有
効
性
評
価
の
結
果
等
よ
り
保
全
へ
反
映
し
た
事
項

N
o
.

系
統
・
機
器
名

備
考

(関
連
す
る
定
期
事
業
者
検
査
等
)

点
検
計
画
の

保
全
方
式
ま
た
は
点
検
内
容
の
変
更

イ
ン
プ
ッ
ト

情
報
の
項
目

※
事
象
の
概
要

※
※
点
検
頻
度
の
変
更
に
適
用
し
た
評
価
方
法

①
点
検
お
よ
び
取
替
結
果
の
評
価

②
劣
化
ト
レ
ン
ド
に
よ
る
評
価

③
研
究
成
果
に
よ
る
評
価

④
類
似
機
器
等
の
使
用
実
績
に
よ
る
評
価
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別添－２ 

添付書類五 保全の有効性評価の結果に関する説明書 

変更前 変更後 変更理由 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
頁追加による総頁の変更 

 

保
全
へ
の
反
映
内
容

評
価

項
目

変
更
前

変
更
後

5
復
水
器

開
放
点
検

（
ガ
ス
ケ
ッ
ト
取

替
）

１
３
Ｍ

２
４
Ｍ

③
　
原
子
炉
停
止
間
隔
に
影
響
す
る
点
検
で
あ
る
た

め
，
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
詳
細
な
技
術
評

価
を
実
施
し
た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
ガ
ス
ケ
ッ
ト
［
ホ
ッ
ト
ウ
ェ
ル

マ
ン
ホ
ー
ル
用
，
排
気
室
マ
ン
ホ
ー
ル
用
，
フ
ラ
ッ
シ
ュ
ボ
ッ
ク
ス
マ
ン
ホ
ー
ル

用
，
水
室
マ
ン
ホ
ー
ル
用
，
水
室
換
気
座
用
]）
は
，
現
在
１
３
ヶ
月
毎
に
点
検
し

て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
確
認

さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
ま
た
，
使
用
条
件
・
使
用
環
境
を
考
慮
し
た
東
通
原
子
力
発
電
所
第
１
号
機
お

よ
び
他
プ
ラ
ン
ト
の
類
似
機
器
に
お
い
て
，
２
６
ヶ
月
以
上
使
用
し
た
実
績
が
あ

り
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
が
発
生
し
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
２
４
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
た
だ
し
，
実
際
の
点
検
時
期
に
つ
い
て
は
，
点
検
頻
度
お
よ
び
保
全
サ
イ
ク
ル

の
実
運
転
期
間
を
考
慮
し
て
設
定
す
る
。

①
④

・
蒸
気
タ
ー
ビ
ン
開
放
検
査

・
耐
震
健
全
性
検
査
（
タ
ー
ビ
ン
系
）

6
原
子
炉
再
循
環
ポ
ン

プ
用
電
動
機

部
品
取
替

（
潤
滑
油
補

給
）

１
３
Ｍ

２
４
Ｍ

③
　
原
子
炉
停
止
間
隔
に
影
響
す
る
点
検
で
あ
る
た

め
，
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
詳
細
な
技
術
評

価
を
実
施
し
た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
軸
受
潤
滑
油
）
は
，
現
在
１

３
ヶ
月
毎
に
点
検
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す

る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
過
去
の
点
検
実
績
か
ら
，
潤
滑
油
を
２
６
ヶ
月
毎
に
補
給
し
て
も
管
理
値
の
範

囲
で
推
移
し
，
十
分
な
運
転
裕
度
を
有
す
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
２
４
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
た
だ
し
，
実
際
の
点
検
時
期
に
つ
い
て
は
，
点
検
頻
度
お
よ
び
保
全
サ
イ
ク
ル

の
実
運
転
期
間
を
考
慮
し
て
設
定
す
る
。

　
な
お
，
当
該
機
器
の
軸
受
等
の
部
品
に
起
因
す
る
異
常
の
早
期
検
知
を
目
的

に
，
運
転
中
の
状
態
監
視
（
振
動
診
断
）
を
継
続
実
施
し
，
信
頼
性
の
向
上
を
図

る
。

①
②

・
原
子
炉
再
循
環
系
機
能
検
査

・
耐
震
健
全
性
検
査
（
電
気
設
備
）

・
振
動
診
断
：
頻
度
は
回
転
機
械
振

動
診
断
手
順
書
に
よ
る
。

※
イ
ン
プ
ッ
ト
項
目
は
添
付
－
１
の
定
期
的
な
評
価
の
イ
ン
プ
ッ
ト
分
類
２
と
対
応

　
　
　
　
　
　
　
　
　
添
付
－
２
（
4
／
6
5
）

評
価
内
容

４
つ
の

評
価
項
目

※
※

保
全
の
有
効
性
評
価
の
結
果
等
よ
り
保
全
へ
反
映
し
た
事
項

N
o
.

系
統
・
機
器
名

備
考

(関
連
す
る
定
期
事
業
者
検
査
等
)

点
検
計
画
の

保
全
方
式
ま
た
は
点
検
内
容
の
変
更

イ
ン
プ
ッ
ト

情
報
の
項
目

※
事
象
の
概
要

※
※
点
検
頻
度
の
変
更
に
適
用
し
た
評
価
方
法

①
点
検
お
よ
び
取
替
結
果
の
評
価

②
劣
化
ト
レ
ン
ド
に
よ
る
評
価

③
研
究
成
果
に
よ
る
評
価

④
類
似
機
器
等
の
使
用
実
績
に
よ
る
評
価

保
全
へ
の
反
映
内
容

評
価

項
目

変
更
前

変
更
後

5
復
水
器

開
放
点
検

（
ガ
ス
ケ
ッ
ト
取

替
）

１
３
Ｍ

２
４
Ｍ

③
　
原
子
炉
停
止
間
隔
に
影
響
す
る
点
検
で
あ
る
た

め
，
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
詳
細
な
技
術
評

価
を
実
施
し
た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
ガ
ス
ケ
ッ
ト
［
ホ
ッ
ト
ウ
ェ
ル

マ
ン
ホ
ー
ル
用
，
排
気
室
マ
ン
ホ
ー
ル
用
，
フ
ラ
ッ
シ
ュ
ボ
ッ
ク
ス
マ
ン
ホ
ー
ル

用
，
水
室
マ
ン
ホ
ー
ル
用
，
水
室
換
気
座
用
]）
は
，
現
在
１
３
ヶ
月
毎
に
点
検
し

て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
確
認

さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
ま
た
，
使
用
条
件
・
使
用
環
境
を
考
慮
し
た
東
通
原
子
力
発
電
所
第
１
号
機
お

よ
び
他
プ
ラ
ン
ト
の
類
似
機
器
に
お
い
て
，
２
６
ヶ
月
以
上
使
用
し
た
実
績
が
あ

り
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
が
発
生
し
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
２
４
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
た
だ
し
，
実
際
の
点
検
時
期
に
つ
い
て
は
，
点
検
頻
度
お
よ
び
保
全
サ
イ
ク
ル

の
実
運
転
期
間
を
考
慮
し
て
設
定
す
る
。

①
④

・
蒸
気
タ
ー
ビ
ン
開
放
検
査

・
耐
震
健
全
性
検
査
（
タ
ー
ビ
ン
系
）

6
原
子
炉
再
循
環
ポ
ン

プ
用
電
動
機

部
品
取
替

（
潤
滑
油
補

給
）

１
３
Ｍ

２
４
Ｍ

③
　
原
子
炉
停
止
間
隔
に
影
響
す
る
点
検
で
あ
る
た

め
，
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
詳
細
な
技
術
評

価
を
実
施
し
た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
軸
受
潤
滑
油
）
は
，
現
在
１

３
ヶ
月
毎
に
点
検
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す

る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
過
去
の
点
検
実
績
か
ら
，
潤
滑
油
を
２
６
ヶ
月
毎
に
補
給
し
て
も
管
理
値
の
範

囲
で
推
移
し
，
十
分
な
運
転
裕
度
を
有
す
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
２
４
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
た
だ
し
，
実
際
の
点
検
時
期
に
つ
い
て
は
，
点
検
頻
度
お
よ
び
保
全
サ
イ
ク
ル

の
実
運
転
期
間
を
考
慮
し
て
設
定
す
る
。

　
な
お
，
当
該
機
器
の
軸
受
等
の
部
品
に
起
因
す
る
異
常
の
早
期
検
知
を
目
的

に
，
運
転
中
の
状
態
監
視
（
振
動
診
断
）
を
継
続
実
施
し
，
信
頼
性
の
向
上
を
図

る
。

①
②

・
原
子
炉
再
循
環
系
機
能
検
査

・
耐
震
健
全
性
検
査
（
電
気
設
備
）

・
振
動
診
断
：
頻
度
は
回
転
機
械
振

動
診
断
手
順
書
に
よ
る
。

※
イ
ン
プ
ッ
ト
項
目
は
添
付
－
１
の
定
期
的
な
評
価
の
イ
ン
プ
ッ
ト
分
類
２
と
対
応

　
　
　
　
　
　
　
　
　
添
付
－
２
（
4
／
6
5
）

評
価
内
容

４
つ
の

評
価
項
目

※
※

保
全
の
有
効
性
評
価
の
結
果
等
よ
り
保
全
へ
反
映
し
た
事
項

N
o
.

系
統
・
機
器
名

備
考

(関
連
す
る
定
期
事
業
者
検
査
等
)

点
検
計
画
の

保
全
方
式
ま
た
は
点
検
内
容
の
変
更

イ
ン
プ
ッ
ト

情
報
の
項
目

※
事
象
の
概
要

※
※
点
検
頻
度
の
変
更
に
適
用
し
た
評
価
方
法

①
点
検
お
よ
び
取
替
結
果
の
評
価

②
劣
化
ト
レ
ン
ド
に
よ
る
評
価

③
研
究
成
果
に
よ
る
評
価

④
類
似
機
器
等
の
使
用
実
績
に
よ
る
評
価
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変更前 変更後 変更理由 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
頁追加による総頁の変更 

 

保
全
へ
の
反
映
内
容

評
価

項
目

変
更
前

変
更
後

7
原
子
炉
圧
力
容
器

開
放
点
検

（
Ｏ
リ
ン
グ
取

替
）

１
３
Ｍ

２
４
Ｍ

③
　
原
子
炉
停
止
間
隔
に
影
響
す
る
点
検
で
あ
る

た
め
，
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
詳
細
な
技
術

評
価
を
実
施
し
た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
Ｏ
リ
ン
グ
）
は
，
現
在
１
３
ヶ

月
毎
に
点
検
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る

不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
Ｏ
リ
ン
グ
に
使
用
さ
れ
て
い
る
イ
ン
コ
ネ
ル
７
１
８
に
つ
い
て
は
，
高
温
領
域
（
５
４

０
～
６
０
０
℃
程
度
）
に
お
い
て
，
供
用
開
始
後
か
ら
応
力
緩
和
が
進
行
す
る
が
，

時
間
の
経
過
と
と
も
に
そ
の
進
行
の
程
度
は
緩
や
か
に
な
る
こ
と
，
ま
た
，
温
度

が
低
け
れ
ば
緩
和
の
程
度
は
小
さ
く
な
る
こ
と
，
と
の
知
見
が
あ
る
。
Ｂ
Ｗ
Ｒ
プ
ラ

ン
ト
で
は
５
４
０
℃
よ
り
も
十
分
低
い
温
度
（
約
２
９
０
℃
）
で
あ
る
こ
と
か
ら
，
応
力
緩

和
は
時
間
が
経
過
し
て
も
ほ
と
ん
ど
進
行
し
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

　
ま
た
，
使
用
条
件
・
使
用
環
境
を
考
慮
し
た
他
プ
ラ
ン
ト
の
類
似
機
器
に
お
い

て
最
長
２
５
．
５
ヶ
月
の
使
用
実
績
，
お
よ
び
東
通
原
子
力
発
電
所
第
１
号
機
に

お
い
て
２
４
ヶ
月
程
度
の
使
用
実
績
が
あ
り
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
が
発
生

し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
，
２
６
ヶ
月
以
上
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
２
４
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
た
だ
し
，
実
際
の
点
検
時
期
に
つ
い
て
は
，
点
検
頻
度
お
よ
び
保
全
サ
イ
ク
ル

の
実
運
転
期
間
を
考
慮
し
て
設
定
す
る
。

　
な
お
，
当
該
機
器
の
軸
受
等
の
部
品
に
起
因
す
る
異
常
の
早
期
検
知
を
目
的

に
，
運
転
中
の
状
態
監
視
（
振
動
診
断
）
を
継
続
実
施
し
，
信
頼
性
の
向
上
を
図

る
。

①
③

・
ク
ラ
ス
１
機
器
供
用
期
間
中
検
査

8
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
主
フ
ラ

ン
ジ

開
放
点
検

（
ガ
ス
ケ
ッ
ト
取

替
）

１
３
Ｍ

２
４
Ｍ

③
　
原
子
炉
停
止
間
隔
に
影
響
す
る
点
検
で
あ
る

た
め
，
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
詳
細
な
技
術

評
価
を
実
施
し
た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
主
フ
ラ
ン
ジ
用
ガ
ス
ケ
ッ
ト
）

は
，
現
在
１
３
ヶ
月
毎
に
点
検
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣

化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
と

評
価
し
た
。

　
ま
た
，
研
究
成
果
等
に
よ
る
評
価
か
ら
，
性
能
劣
化
に
影
響
を
与
え
る
要
因
と

考
え
ら
れ
る
主
フ
ラ
ン
ジ
用
ガ
ス
ケ
ッ
ト
の
ゴ
ム
は
，
５
年
経
過
し
て
も
安
定
し
た
特

性
結
果
が
得
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
２
４
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
た
だ
し
，
実
際
の
点
検
時
期
に
つ
い
て
は
，
点
検
頻
度
お
よ
び
保
全
サ
イ
ク
ル

の
実
運
転
期
間
を
考
慮
し
て
設
定
す
る
。

①
③

・
原
子
炉
格
納
容
器
全
体
漏
え
い
率

検
査

※
イ
ン
プ
ッ
ト
項
目
は
添
付
－
１
の
定
期
的
な
評
価
の
イ
ン
プ
ッ
ト
分
類
２
と
対
応

　
　
　
　
　
　
　
　
　
添
付
－
２
（
5
／
6
4
）

評
価
内
容

４
つ
の

評
価
項
目

※
※

保
全
の
有
効
性
評
価
の
結
果
等
よ
り
保
全
へ
反
映
し
た
事
項

N
o
.

系
統
・
機
器
名

備
考

(関
連
す
る
定
期
事
業
者
検
査
等
)

点
検
計
画
の

保
全
方
式
ま
た
は
点
検
内
容
の
変
更

イ
ン
プ
ッ
ト

情
報
の
項
目

※
事
象
の
概
要

※
※
点
検
頻
度
の
変
更
に
適
用
し
た
評
価
方
法

①
点
検
お
よ
び
取
替
結
果
の
評
価

②
劣
化
ト
レ
ン
ド
に
よ
る
評
価

③
研
究
成
果
に
よ
る
評
価

④
類
似
機
器
等
の
使
用
実
績
に
よ
る
評
価

保
全
へ
の
反
映
内
容

評
価

項
目

変
更
前

変
更
後

7
原
子
炉
圧
力
容
器

開
放
点
検

（
Ｏ
リ
ン
グ
取

替
）

１
３
Ｍ

２
４
Ｍ

③
　
原
子
炉
停
止
間
隔
に
影
響
す
る
点
検
で
あ
る
た

め
，
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
詳
細
な
技
術
評

価
を
実
施
し
た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
Ｏ
リ
ン
グ
）
は
，
現
在
１
３
ヶ

月
毎
に
点
検
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る

不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
Ｏ
リ
ン
グ
に
使
用
さ
れ
て
い
る
イ
ン
コ
ネ
ル
７
１
８
に
つ
い
て
は
，
高
温
領
域
（
５
４

０
～
６
０
０
℃
程
度
）
に
お
い
て
，
供
用
開
始
後
か
ら
応
力
緩
和
が
進
行
す
る
が
，

時
間
の
経
過
と
と
も
に
そ
の
進
行
の
程
度
は
緩
や
か
に
な
る
こ
と
，
ま
た
，
温
度

が
低
け
れ
ば
緩
和
の
程
度
は
小
さ
く
な
る
こ
と
，
と
の
知
見
が
あ
る
。
Ｂ
Ｗ
Ｒ
プ
ラ

ン
ト
で
は
５
４
０
℃
よ
り
も
十
分
低
い
温
度
（
約
２
９
０
℃
）
で
あ
る
こ
と
か
ら
，
応
力
緩

和
は
時
間
が
経
過
し
て
も
ほ
と
ん
ど
進
行
し
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

　
ま
た
，
使
用
条
件
・
使
用
環
境
を
考
慮
し
た
他
プ
ラ
ン
ト
の
類
似
機
器
に
お
い

て
最
長
２
５
．
５
ヶ
月
の
使
用
実
績
，
お
よ
び
東
通
原
子
力
発
電
所
第
１
号
機
に

お
い
て
２
４
ヶ
月
程
度
の
使
用
実
績
が
あ
り
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
が
発
生

し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
，
２
６
ヶ
月
以
上
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
２
４
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
た
だ
し
，
実
際
の
点
検
時
期
に
つ
い
て
は
，
点
検
頻
度
お
よ
び
保
全
サ
イ
ク
ル

の
実
運
転
期
間
を
考
慮
し
て
設
定
す
る
。

　
な
お
，
当
該
機
器
の
軸
受
等
の
部
品
に
起
因
す
る
異
常
の
早
期
検
知
を
目
的

に
，
運
転
中
の
状
態
監
視
（
振
動
診
断
）
を
継
続
実
施
し
，
信
頼
性
の
向
上
を
図

る
。

①
③

・
ク
ラ
ス
１
機
器
供
用
期
間
中
検
査

8
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
主
フ
ラ

ン
ジ

開
放
点
検

（
ガ
ス
ケ
ッ
ト
取

替
）

１
３
Ｍ

２
４
Ｍ

③
　
原
子
炉
停
止
間
隔
に
影
響
す
る
点
検
で
あ
る
た

め
，
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
詳
細
な
技
術
評

価
を
実
施
し
た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
主
フ
ラ
ン
ジ
用
ガ
ス
ケ
ッ
ト
）

は
，
現
在
１
３
ヶ
月
毎
に
点
検
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣

化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
と

評
価
し
た
。

　
ま
た
，
研
究
成
果
等
に
よ
る
評
価
か
ら
，
性
能
劣
化
に
影
響
を
与
え
る
要
因
と

考
え
ら
れ
る
主
フ
ラ
ン
ジ
用
ガ
ス
ケ
ッ
ト
の
ゴ
ム
は
，
５
年
経
過
し
て
も
安
定
し
た
特

性
結
果
が
得
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
２
４
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
た
だ
し
，
実
際
の
点
検
時
期
に
つ
い
て
は
，
点
検
頻
度
お
よ
び
保
全
サ
イ
ク
ル

の
実
運
転
期
間
を
考
慮
し
て
設
定
す
る
。

①
③

・
原
子
炉
格
納
容
器
全
体
漏
え
い
率

検
査

※
イ
ン
プ
ッ
ト
項
目
は
添
付
－
１
の
定
期
的
な
評
価
の
イ
ン
プ
ッ
ト
分
類
２
と
対
応

　
　
　
　
　
　
　
　
　
添
付
－
２
（
5
／
6
5
）

評
価
内
容

４
つ
の

評
価
項
目

※
※

保
全
の
有
効
性
評
価
の
結
果
等
よ
り
保
全
へ
反
映
し
た
事
項

N
o
.

系
統
・
機
器
名

備
考

(関
連
す
る
定
期
事
業
者
検
査
等
)

点
検
計
画
の

保
全
方
式
ま
た
は
点
検
内
容
の
変
更

イ
ン
プ
ッ
ト

情
報
の
項
目

※
事
象
の
概
要

※
※
点
検
頻
度
の
変
更
に
適
用
し
た
評
価
方
法

①
点
検
お
よ
び
取
替
結
果
の
評
価

②
劣
化
ト
レ
ン
ド
に
よ
る
評
価

③
研
究
成
果
に
よ
る
評
価

④
類
似
機
器
等
の
使
用
実
績
に
よ
る
評
価
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変更前 変更後 変更理由 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
頁追加による総頁の変更 

 

保
全
へ
の
反
映
内
容

評
価

項
目

変
更
前

変
更
後

9
原
子
炉
格
納
容
器

ハ
ッ
チ
（
制
御
棒
駆
動

機
構
搬
出
入
口
，
機

器
搬
出
入
用
ハ
ッ

チ
，
逃
が
し
安
全
弁

搬
出
入
口
，
サ
プ
レ
ッ

シ
ョ
ン
チ
ェ
ン
バ
出
入

口
，
ＩＳ
Ｉ用
ハ
ッ
チ
，

所
員
用
エ
ア
ロ
ッ
ク
）

開
放
点
検

（
ガ
ス
ケ
ッ
ト
取

替
）

１
３
Ｍ

２
４
Ｍ

③
　
原
子
炉
停
止
間
隔
に
影
響
す
る
点
検
で
あ
る

た
め
，
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
詳
細
な
技
術

評
価
を
実
施
し
た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
ガ
ス
ケ
ッ
ト
）
は
，
現
在
１

３
ヶ
月
毎
に
点
検
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す

る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
ま
た
，
研
究
成
果
等
に
よ
る
評
価
か
ら
，
性
能
劣
化
に
影
響
を
与
え
る
要
因
と

考
え
ら
れ
る
主
フ
ラ
ン
ジ
用
ガ
ス
ケ
ッ
ト
の
ゴ
ム
は
，
５
年
経
過
し
て
も
安
定
し
た
特

性
結
果
が
得
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
２
４
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
た
だ
し
，
実
際
の
点
検
時
期
に
つ
い
て
は
，
点
検
頻
度
お
よ
び
保
全
サ
イ
ク
ル

の
実
運
転
期
間
を
考
慮
し
て
設
定
す
る
。

①
③

・
原
子
炉
格
納
容
器
全
体
漏
え
い
率

検
査

1
0
原
子
炉
補
機
冷
却
海

水
系
ス
ト
レ
ー
ナ

開
放
点
検

（
ガ
ス
ケ
ッ
ト
取

替
）

１
３
Ｍ

２
４
Ｍ

③
　
原
子
炉
停
止
間
隔
に
影
響
す
る
点
検
で
あ
る

た
め
，
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
詳
細
な
技
術

評
価
を
実
施
し
た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
ガ
ス
ケ
ッ
ト
）
は
，
現
在
１

３
ヶ
月
毎
に
点
検
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す

る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
ま
た
，
使
用
条
件
・
使
用
環
境
を
考
慮
し
た
他
プ
ラ
ン
ト
の
類
似
機
器
に
お
い

て
，
２
６
ヶ
月
以
上
使
用
し
た
実
績
が
あ
り
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
が
発
生

し
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
２
４
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
た
だ
し
，
実
際
の
点
検
時
期
に
つ
い
て
は
，
点
検
頻
度
お
よ
び
保
全
サ
イ
ク
ル

の
実
運
転
期
間
を
考
慮
し
て
設
定
す
る
。

①
④

・
耐
震
健
全
性
検
査
（
原
子
炉
系
）

1
1
抽
気
配
管

開
放
点
検

（
ガ
ス
ケ
ッ
ト
取

替
）

１
３
Ｍ

２
４
Ｍ

③
　
原
子
炉
停
止
間
隔
に
影
響
す
る
点
検
で
あ
る

た
め
，
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
詳
細
な
技
術

評
価
を
実
施
し
た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
ガ
ス
ケ
ッ
ト
）
は
，
現
在
１

３
ヶ
月
毎
に
点
検
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す

る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
ま
た
，
使
用
条
件
・
使
用
環
境
を
考
慮
し
た
東
通
原
子
力
発
電
所
第
１
号
機
の

類
似
機
器
に
お
い
て
，
２
６
ヶ
月
以
上
使
用
し
た
実
績
が
あ
り
，
劣
化
に
起
因
す

る
不
具
合
が
発
生
し
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
２
４
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
た
だ
し
，
実
際
の
点
検
時
期
に
つ
い
て
は
，
点
検
頻
度
お
よ
び
保
全
サ
イ
ク
ル

の
実
運
転
期
間
を
考
慮
し
て
設
定
す
る
。

①
④

・
蒸
気
タ
-
ビ
ン
開
放
検
査

・
耐
震
健
全
性
検
査
（
タ
-
ビ
ン
系
）

※
イ
ン
プ
ッ
ト
項
目
は
添
付
－
１
の
定
期
的
な
評
価
の
イ
ン
プ
ッ
ト
分
類
２
と
対
応

　
　
　
　
　
　
　
　
　
添
付
－
２
（
6
／
6
4
）

評
価
内
容

４
つ
の

評
価
項
目

※
※

保
全
の
有
効
性
評
価
の
結
果
等
よ
り
保
全
へ
反
映
し
た
事
項

N
o
.

系
統
・
機
器
名

備
考

(関
連
す
る
定
期
事
業
者
検
査
等
)

点
検
計
画
の

保
全
方
式
ま
た
は
点
検
内
容
の
変
更

イ
ン
プ
ッ
ト

情
報
の
項
目

※
事
象
の
概
要

※
※
点
検
頻
度
の
変
更
に
適
用
し
た
評
価
方
法

①
点
検
お
よ
び
取
替
結
果
の
評
価

②
劣
化
ト
レ
ン
ド
に
よ
る
評
価

③
研
究
成
果
に
よ
る
評
価

④
類
似
機
器
等
の
使
用
実
績
に
よ
る
評
価

保
全
へ
の
反
映
内
容

評
価

項
目

変
更
前

変
更
後

9
原
子
炉
格
納
容
器

ハ
ッ
チ
（
制
御
棒
駆
動

機
構
搬
出
入
口
，
機

器
搬
出
入
用
ハ
ッ

チ
，
逃
が
し
安
全
弁

搬
出
入
口
，
サ
プ
レ
ッ

シ
ョ
ン
チ
ェ
ン
バ
出
入

口
，
ＩＳ
Ｉ用
ハ
ッ
チ
，

所
員
用
エ
ア
ロ
ッ
ク
）

開
放
点
検

（
ガ
ス
ケ
ッ
ト
取

替
）

１
３
Ｍ

２
４
Ｍ

③
　
原
子
炉
停
止
間
隔
に
影
響
す
る
点
検
で
あ
る
た

め
，
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
詳
細
な
技
術
評

価
を
実
施
し
た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
ガ
ス
ケ
ッ
ト
）
は
，
現
在
１

３
ヶ
月
毎
に
点
検
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す

る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
ま
た
，
研
究
成
果
等
に
よ
る
評
価
か
ら
，
性
能
劣
化
に
影
響
を
与
え
る
要
因
と

考
え
ら
れ
る
主
フ
ラ
ン
ジ
用
ガ
ス
ケ
ッ
ト
の
ゴ
ム
は
，
５
年
経
過
し
て
も
安
定
し
た
特

性
結
果
が
得
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
２
４
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
た
だ
し
，
実
際
の
点
検
時
期
に
つ
い
て
は
，
点
検
頻
度
お
よ
び
保
全
サ
イ
ク
ル

の
実
運
転
期
間
を
考
慮
し
て
設
定
す
る
。

①
③

・
原
子
炉
格
納
容
器
全
体
漏
え
い
率

検
査

1
0
原
子
炉
補
機
冷
却
海

水
系
ス
ト
レ
ー
ナ

開
放
点
検

（
ガ
ス
ケ
ッ
ト
取

替
）

１
３
Ｍ

２
４
Ｍ

③
　
原
子
炉
停
止
間
隔
に
影
響
す
る
点
検
で
あ
る
た

め
，
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
詳
細
な
技
術
評

価
を
実
施
し
た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
ガ
ス
ケ
ッ
ト
）
は
，
現
在
１

３
ヶ
月
毎
に
点
検
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す

る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
ま
た
，
使
用
条
件
・
使
用
環
境
を
考
慮
し
た
他
プ
ラ
ン
ト
の
類
似
機
器
に
お
い

て
，
２
６
ヶ
月
以
上
使
用
し
た
実
績
が
あ
り
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
が
発
生

し
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
２
４
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
た
だ
し
，
実
際
の
点
検
時
期
に
つ
い
て
は
，
点
検
頻
度
お
よ
び
保
全
サ
イ
ク
ル

の
実
運
転
期
間
を
考
慮
し
て
設
定
す
る
。

①
④

・
耐
震
健
全
性
検
査
（
原
子
炉
系
）

1
1
抽
気
配
管

開
放
点
検

（
ガ
ス
ケ
ッ
ト
取

替
）

１
３
Ｍ

２
４
Ｍ

③
　
原
子
炉
停
止
間
隔
に
影
響
す
る
点
検
で
あ
る
た

め
，
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
詳
細
な
技
術
評

価
を
実
施
し
た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
ガ
ス
ケ
ッ
ト
）
は
，
現
在
１

３
ヶ
月
毎
に
点
検
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す

る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
ま
た
，
使
用
条
件
・
使
用
環
境
を
考
慮
し
た
東
通
原
子
力
発
電
所
第
１
号
機
の

類
似
機
器
に
お
い
て
，
２
６
ヶ
月
以
上
使
用
し
た
実
績
が
あ
り
，
劣
化
に
起
因
す

る
不
具
合
が
発
生
し
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
２
４
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
た
だ
し
，
実
際
の
点
検
時
期
に
つ
い
て
は
，
点
検
頻
度
お
よ
び
保
全
サ
イ
ク
ル

の
実
運
転
期
間
を
考
慮
し
て
設
定
す
る
。

①
④

・
蒸
気
タ
-
ビ
ン
開
放
検
査

・
耐
震
健
全
性
検
査
（
タ
-
ビ
ン
系
）

※
イ
ン
プ
ッ
ト
項
目
は
添
付
－
１
の
定
期
的
な
評
価
の
イ
ン
プ
ッ
ト
分
類
２
と
対
応

　
　
　
　
　
　
　
　
　
添
付
－
２
（
6
／
6
5
）

評
価
内
容

４
つ
の

評
価
項
目

※
※

保
全
の
有
効
性
評
価
の
結
果
等
よ
り
保
全
へ
反
映
し
た
事
項

N
o
.

系
統
・
機
器
名

備
考

(関
連
す
る
定
期
事
業
者
検
査
等
)

点
検
計
画
の

保
全
方
式
ま
た
は
点
検
内
容
の
変
更

イ
ン
プ
ッ
ト

情
報
の
項
目

※
事
象
の
概
要

※
※
点
検
頻
度
の
変
更
に
適
用
し
た
評
価
方
法

①
点
検
お
よ
び
取
替
結
果
の
評
価

②
劣
化
ト
レ
ン
ド
に
よ
る
評
価

③
研
究
成
果
に
よ
る
評
価
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添付書類五 保全の有効性評価の結果に関する説明書 

変更前 変更後 変更理由 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
頁追加による総頁の変更 

 

保
全
へ
の
反
映
内
容

評
価

項
目

変
更
前

変
更
後

1
2
循
環
水
配
管

開
放
点
検

（
パ
ッ
キ
ン
取

替
）

１
３
Ｍ

２
４
Ｍ

③
　
原
子
炉
停
止
間
隔
に
影
響
す
る
点
検
で
あ
る

た
め
，
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
詳
細
な
技
術

評
価
を
実
施
し
た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
マ
ン
ホ
ー
ル
パ
ッ
キ
ン
）

は
，
現
在
１
３
ヶ
月
毎
に
点
検
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣

化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
と

評
価
し
た
。

　
ま
た
，
使
用
条
件
・
使
用
環
境
を
考
慮
し
た
東
通
原
子
力
発
電
所
第
１
号
機
の

類
似
機
器
に
お
い
て
，
２
６
ヶ
月
以
上
使
用
し
た
実
績
が
あ
り
，
劣
化
に
起
因
す

る
不
具
合
が
発
生
し
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
２
４
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
た
だ
し
，
実
際
の
点
検
時
期
に
つ
い
て
は
，
点
検
頻
度
お
よ
び
保
全
サ
イ
ク
ル

の
実
運
転
期
間
を
考
慮
し
て
設
定
す
る
。

①
④

・
構
造
健
全
性
検
査
（
定
検
）

1
3
主
蒸
気
逃
が
し
安
全

弁
【
弁
本
体
】

分
解
点
検

（
ガ
ス
ケ
ッ
ト
取

替
）

【
弁
駆
動
部
】

分
解
点
検

（
Ｏ
リ
ン
グ
取

替
）

１
３
Ｍ

２
４
Ｍ

③
　
原
子
炉
停
止
間
隔
に
影
響
す
る
点
検
で
あ
る

た
め
，
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
詳
細
な
技
術

評
価
を
実
施
し
た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
ガ
ス
ケ
ッ
ト
［カ
バ
ー
用
，
入

口
／
出
口
フ
ラ
ン
ジ
用
]，
Ｏ
リ
ン
グ
［
シ
リ
ン
ダ
ー
用
］）
は
，
現
在
１
３
ヶ
月
毎
に

点
検
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合

は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
ま
た
，
使
用
条
件
・
使
用
環
境
を
考
慮
し
た
他
プ
ラ
ン
ト
の
類
似
機
器
に
お
い

て
，
２
６
ヶ
月
以
上
使
用
し
た
実
績
が
あ
り
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
が
発
生

し
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
２
４
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
た
だ
し
，
実
際
の
点
検
時
期
に
つ
い
て
は
，
点
検
頻
度
お
よ
び
保
全
サ
イ
ク
ル

の
実
運
転
期
間
を
考
慮
し
て
設
定
す
る
。

①
④

・
主
蒸
気
逃
が
し
安
全
弁
・
安
全
弁

機
能
検
査

・
主
蒸
気
逃
が
し
安
全
弁
・
逃
が
し

弁
機
能
検
査

・
主
蒸
気
逃
が
し
安
全
弁
分
解
検
査

・
自
動
減
圧
系
機
能
検
査

1
4
主
蒸
気
隔
離
弁

【
弁
本
体
】

簡
易
点
検

（
パ
ッ
キ
ン
取

替
）

【
弁
駆
動
部
】

分
解
点
検

（
Ｏ
リ
ン
グ
取

替
他
）

１
３
Ｍ

２
４
Ｍ

③
　
原
子
炉
停
止
間
隔
に
影
響
す
る
点
検
で
あ
る

た
め
，
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
詳
細
な
技
術

評
価
を
実
施
し
た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
パ
ッ
キ
ン
［
グ
ラ
ン
ド
パ
ッ
キ

ン
]，
Ｏ
リ
ン
グ
・
Ｕ
リ
ン
グ
・
バ
ル
ブ
［
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
パ
ネ
ル
用
］）
は
，
現
在
１
３
ヶ

月
毎
に
点
検
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る

不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
ま
た
，
使
用
条
件
・
使
用
環
境
を
考
慮
し
た
東
通
原
子
力
発
電
所
第
１
号
機
お

よ
び
他
プ
ラ
ン
ト
の
類
似
機
器
に
お
い
て
，
２
６
ヶ
月
以
上
使
用
し
た
実
績
が
あ

り
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
が
発
生
し
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
２
４
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
た
だ
し
，
実
際
の
点
検
時
期
に
つ
い
て
は
，
点
検
頻
度
お
よ
び
保
全
サ
イ
ク
ル

の
実
運
転
期
間
を
考
慮
し
て
設
定
す
る
。

①
④

・
主
蒸
気
隔
離
弁
機
能
検
査

・
主
蒸
気
隔
離
弁
漏
え
い
率
検
査

・
主
蒸
気
隔
離
弁
分
解
検
査

・
監
視
機
能
健
全
性
確
認
検
査
（
プ

ロ
セ
ス
計
装
）

※
イ
ン
プ
ッ
ト
項
目
は
添
付
－
１
の
定
期
的
な
評
価
の
イ
ン
プ
ッ
ト
分
類
２
と
対
応

　
　
　
　
　
　
　
　
　
添
付
－
２
（7
／
64
）

イ
ン
プ
ッ
ト

情
報
の
項
目

※
事
象
の
概
要

N
o.

系
統
・機
器
名

備
考

(関
連
す
る
定
期
事
業
者
検
査
等
)

点
検
計
画
の

保
全
方
式
ま
た
は
点
検
内
容
の
変
更

評
価
内
容

４
つ
の

評
価
項
目

※
※

保
全
の
有
効
性
評
価
の
結
果
等
よ
り
保
全
へ
反
映
し
た
事
項

※
※
点
検
頻
度
の
変
更
に
適
用
し
た
評
価
方
法

①
点
検
お
よ
び
取
替
結
果
の
評
価

②
劣
化
ト
レ
ン
ド
に
よ
る
評
価

③
研
究
成
果
に
よ
る
評
価

④
類
似
機
器
等
の
使
用
実
績
に
よ
る
評
価

保
全
へ
の
反
映
内
容

評
価

項
目

変
更
前

変
更
後

1
2
循
環
水
配
管

開
放
点
検

（
パ
ッ
キ
ン
取

替
）

１
３
Ｍ

２
４
Ｍ

③
　
原
子
炉
停
止
間
隔
に
影
響
す
る
点
検
で
あ
る
た

め
，
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
詳
細
な
技
術
評

価
を
実
施
し
た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
マ
ン
ホ
ー
ル
パ
ッ
キ
ン
）

は
，
現
在
１
３
ヶ
月
毎
に
点
検
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣

化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
と

評
価
し
た
。

　
ま
た
，
使
用
条
件
・
使
用
環
境
を
考
慮
し
た
東
通
原
子
力
発
電
所
第
１
号
機
の

類
似
機
器
に
お
い
て
，
２
６
ヶ
月
以
上
使
用
し
た
実
績
が
あ
り
，
劣
化
に
起
因
す

る
不
具
合
が
発
生
し
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
２
４
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
た
だ
し
，
実
際
の
点
検
時
期
に
つ
い
て
は
，
点
検
頻
度
お
よ
び
保
全
サ
イ
ク
ル

の
実
運
転
期
間
を
考
慮
し
て
設
定
す
る
。

①
④

・
構
造
健
全
性
検
査
（
定
検
）

1
3
主
蒸
気
逃
が
し
安
全

弁
【
弁
本
体
】

分
解
点
検

（
ガ
ス
ケ
ッ
ト
取

替
）
【
弁
駆
動
部
】

分
解
点
検

（
Ｏ
リ
ン
グ
取

替
）

１
３
Ｍ

２
４
Ｍ

③
　
原
子
炉
停
止
間
隔
に
影
響
す
る
点
検
で
あ
る
た

め
，
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
詳
細
な
技
術
評

価
を
実
施
し
た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
ガ
ス
ケ
ッ
ト
［
カ
バ
ー
用
，
入

口
／
出
口
フ
ラ
ン
ジ
用
]，
Ｏ
リ
ン
グ
［シ
リ
ン
ダ
ー
用
］
）
は
，
現
在
１
３
ヶ
月
毎
に

点
検
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合

は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
ま
た
，
使
用
条
件
・
使
用
環
境
を
考
慮
し
た
他
プ
ラ
ン
ト
の
類
似
機
器
に
お
い

て
，
２
６
ヶ
月
以
上
使
用
し
た
実
績
が
あ
り
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
が
発
生

し
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
２
４
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
た
だ
し
，
実
際
の
点
検
時
期
に
つ
い
て
は
，
点
検
頻
度
お
よ
び
保
全
サ
イ
ク
ル

の
実
運
転
期
間
を
考
慮
し
て
設
定
す
る
。

①
④

・
主
蒸
気
逃
が
し
安
全
弁
・
安
全
弁

機
能
検
査

・
主
蒸
気
逃
が
し
安
全
弁
・
逃
が
し
弁

機
能
検
査

・
主
蒸
気
逃
が
し
安
全
弁
分
解
検
査

・
自
動
減
圧
系
機
能
検
査

1
4
主
蒸
気
隔
離
弁

【
弁
本
体
】

簡
易
点
検

（
パ
ッ
キ
ン
取

替
）
【
弁
駆
動
部
】

分
解
点
検

（
Ｏ
リ
ン
グ
取

替
他
）

１
３
Ｍ

２
４
Ｍ

③
　
原
子
炉
停
止
間
隔
に
影
響
す
る
点
検
で
あ
る
た

め
，
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
詳
細
な
技
術
評

価
を
実
施
し
た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
パ
ッ
キ
ン
［
グ
ラ
ン
ド
パ
ッ
キ

ン
]，
Ｏ
リ
ン
グ
・Ｕ
リ
ン
グ
・
バ
ル
ブ
［
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
パ
ネ
ル
用
］
）
は
，
現
在
１
３
ヶ

月
毎
に
点
検
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る

不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
ま
た
，
使
用
条
件
・
使
用
環
境
を
考
慮
し
た
東
通
原
子
力
発
電
所
第
１
号
機
お

よ
び
他
プ
ラ
ン
ト
の
類
似
機
器
に
お
い
て
，
２
６
ヶ
月
以
上
使
用
し
た
実
績
が
あ

り
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
が
発
生
し
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
２
４
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
た
だ
し
，
実
際
の
点
検
時
期
に
つ
い
て
は
，
点
検
頻
度
お
よ
び
保
全
サ
イ
ク
ル

の
実
運
転
期
間
を
考
慮
し
て
設
定
す
る
。

①
④

・
主
蒸
気
隔
離
弁
機
能
検
査

・
主
蒸
気
隔
離
弁
漏
え
い
率
検
査

・
主
蒸
気
隔
離
弁
分
解
検
査

・
監
視
機
能
健
全
性
確
認
検
査
（プ

ロ
セ
ス
計
装
）

※
イ
ン
プ
ッ
ト
項
目
は
添
付
－
１
の
定
期
的
な
評
価
の
イ
ン
プ
ッ
ト
分
類
２
と
対
応

　
　
　
　
　
　
　
　
　
添
付
－
２
（
7／
65
）

イ
ン
プ
ッ
ト

情
報
の
項
目

※
事
象
の
概
要

評
価
内
容

４
つ
の

評
価
項
目

※
※

保
全
の
有
効
性
評
価
の
結
果
等
よ
り
保
全
へ
反
映
し
た
事
項

N
o
.

系
統
・機
器
名

備
考

(関
連
す
る
定
期
事
業
者
検
査
等
)

点
検
計
画
の

保
全
方
式
ま
た
は
点
検
内
容
の
変
更

※
※
点
検
頻
度
の
変
更
に
適
用
し
た
評
価
方
法

①
点
検
お
よ
び
取
替
結
果
の
評
価

②
劣
化
ト
レ
ン
ド
に
よ
る
評
価

③
研
究
成
果
に
よ
る
評
価

④
類
似
機
器
等
の
使
用
実
績
に
よ
る
評
価
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別添－２ 

添付書類五 保全の有効性評価の結果に関する説明書 

変更前 変更後 変更理由 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

頁追加による総頁の変更 

 

保
全
へ
の
反
映
内
容

評
価

項
目

変
更
前

変
更
後

1
5
Ｒ
Ｃ
ＩＣ
タ
ー
ビ
ン
排
気

ラ
イ
ン
逆
止
弁

分
解
点
検

（
ガ
ス
ケ
ッ
ト
取

替
）

１
３
Ｍ

２
４
Ｍ

③
　
原
子
炉
停
止
間
隔
に
影
響
す
る
点
検
で
あ
る

た
め
，
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
詳
細
な
技
術

評
価
を
実
施
し
た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
ガ
ス
ケ
ッ
ト
［フ
タ
用
／
プ
ラ

グ
用
]）
は
，
現
在
１
３
ヶ
月
毎
に
点
検
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い

て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で

あ
る
と
評
価
し
た
。

　
ま
た
，
使
用
条
件
・
使
用
環
境
を
考
慮
し
た
東
通
原
子
力
発
電
所
第
１
号
機
の

類
似
機
器
に
お
い
て
，
２
６
ヶ
月
以
上
使
用
し
た
実
績
が
あ
り
，
劣
化
に
起
因
す

る
不
具
合
が
発
生
し
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
２
４
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
た
だ
し
，
実
際
の
点
検
時
期
に
つ
い
て
は
，
点
検
頻
度
お
よ
び
保
全
サ
イ
ク
ル

の
実
運
転
期
間
を
考
慮
し
て
設
定
す
る
。

①
④

・
構
造
健
全
性
検
査
（
定
検
）

1
6
Ｄ
／
Ｗ
　
Ｌ
Ｃ
Ｗ
サ
ン

プ
ポ
ン
プ
吐
出
逆
止

弁

分
解
点
検

（
ガ
ス
ケ
ッ
ト
取

替
）

１
３
Ｍ

２
４
Ｍ

③
　
原
子
炉
停
止
間
隔
に
影
響
す
る
点
検
で
あ
る

た
め
，
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
詳
細
な
技
術

評
価
を
実
施
し
た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
ガ
ス
ケ
ッ
ト
［フ
タ
用
／
プ
ラ

グ
用
]）
は
，
現
在
１
３
ヶ
月
毎
に
点
検
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い

て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で

あ
る
と
評
価
し
た
。

　
ま
た
，
使
用
条
件
・
使
用
環
境
を
考
慮
し
た
他
プ
ラ
ン
ト
の
類
似
機
器
に
お
い

て
，
２
６
ヶ
月
以
上
使
用
し
た
実
績
が
あ
り
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
が
発
生

し
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
２
４
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
た
だ
し
，
実
際
の
点
検
時
期
に
つ
い
て
は
，
点
検
頻
度
お
よ
び
保
全
サ
イ
ク
ル

の
実
運
転
期
間
を
考
慮
し
て
設
定
す
る
。

①
④

・
構
造
健
全
性
検
査
（
定
検
）

1
7
Ｔ
Ｄ
－
Ｒ
Ｆ
Ｐ
ミ
ニ
マ
ム

フ
ロ
ー
弁

分
解
点
検

（
ガ
ス
ケ
ッ
ト
取

替
他
）

１
３
Ｍ

２
４
Ｍ

③
　
原
子
炉
停
止
間
隔
に
影
響
す
る
点
検
で
あ
る

た
め
，
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
詳
細
な
技
術

評
価
を
実
施
し
た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
ボ
ン
ネ
ッ
ト
ガ
ス
ケ
ッ
ト
，
ボ

デ
ィ
ー
ガ
ス
ケ
ッ
ト
，
パ
ッ
キ
ン
リ
ン
グ
，
シ
ー
ト
シ
ー
ル
リ
ン
グ
，
ゲ
ー
ジ
シ
ー
ル
リ

ン
グ
，
プ
ラ
グ
シ
ー
ル
リ
ン
グ
）
は
，
現
在
１
３
ヶ
月
毎
に
点
検
し
て
い
る
が
，
過
去

の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，

継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
ま
た
，
使
用
条
件
・
使
用
環
境
を
考
慮
し
た
東
通
原
子
力
発
電
所
第
１
号
機
お

よ
び
他
プ
ラ
ン
ト
の
類
似
機
器
に
お
い
て
，
２
６
ヶ
月
以
上
使
用
し
た
実
績
が
あ

り
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
が
発
生
し
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
２
４
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
た
だ
し
，
実
際
の
点
検
時
期
に
つ
い
て
は
，
点
検
頻
度
お
よ
び
保
全
サ
イ
ク
ル

の
実
運
転
期
間
を
考
慮
し
て
設
定
す
る
。

①
④

・
構
造
健
全
性
検
査
（
定
検
）

※
イ
ン
プ
ッ
ト
項
目
は
添
付
－
１
の
定
期
的
な
評
価
の
イ
ン
プ
ッ
ト
分
類
２
と
対
応

　
　
　
　
　
　
　
　
　
添
付
－
２
（8
／
64
）

イ
ン
プ
ッ
ト

情
報
の
項
目

※
事
象
の
概
要

N
o.

系
統
・機
器
名

備
考

(関
連
す
る
定
期
事
業
者
検
査
等
)

点
検
計
画
の

保
全
方
式
ま
た
は
点
検
内
容
の
変
更

評
価
内
容

４
つ
の

評
価
項
目

※
※

保
全
の
有
効
性
評
価
の
結
果
等
よ
り
保
全
へ
反
映
し
た
事
項

※
※
点
検
頻
度
の
変
更
に
適
用
し
た
評
価
方
法

①
点
検
お
よ
び
取
替
結
果
の
評
価

②
劣
化
ト
レ
ン
ド
に
よ
る
評
価

③
研
究
成
果
に
よ
る
評
価

④
類
似
機
器
等
の
使
用
実
績
に
よ
る
評
価

保
全
へ
の
反
映
内
容

評
価

項
目

変
更
前

変
更
後

1
5
Ｒ
Ｃ
ＩＣ
タ
ー
ビ
ン
排
気

ラ
イ
ン
逆
止
弁

分
解
点
検

（
ガ
ス
ケ
ッ
ト
取

替
）

１
３
Ｍ

２
４
Ｍ

③
　
原
子
炉
停
止
間
隔
に
影
響
す
る
点
検
で
あ
る
た

め
，
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
詳
細
な
技
術
評

価
を
実
施
し
た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
ガ
ス
ケ
ッ
ト
［
フ
タ
用
／
プ
ラ

グ
用
]）
は
，
現
在
１
３
ヶ
月
毎
に
点
検
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い

て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で

あ
る
と
評
価
し
た
。

　
ま
た
，
使
用
条
件
・
使
用
環
境
を
考
慮
し
た
東
通
原
子
力
発
電
所
第
１
号
機
の

類
似
機
器
に
お
い
て
，
２
６
ヶ
月
以
上
使
用
し
た
実
績
が
あ
り
，
劣
化
に
起
因
す

る
不
具
合
が
発
生
し
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
２
４
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
た
だ
し
，
実
際
の
点
検
時
期
に
つ
い
て
は
，
点
検
頻
度
お
よ
び
保
全
サ
イ
ク
ル

の
実
運
転
期
間
を
考
慮
し
て
設
定
す
る
。

①
④

・
構
造
健
全
性
検
査
（
定
検
）

1
6
Ｄ
／
Ｗ
　
Ｌ
Ｃ
Ｗ
サ
ン

プ
ポ
ン
プ
吐
出
逆
止

弁

分
解
点
検

（
ガ
ス
ケ
ッ
ト
取

替
）

１
３
Ｍ

２
４
Ｍ

③
　
原
子
炉
停
止
間
隔
に
影
響
す
る
点
検
で
あ
る
た

め
，
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
詳
細
な
技
術
評

価
を
実
施
し
た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
ガ
ス
ケ
ッ
ト
［
フ
タ
用
／
プ
ラ

グ
用
]）
は
，
現
在
１
３
ヶ
月
毎
に
点
検
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い

て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で

あ
る
と
評
価
し
た
。

　
ま
た
，
使
用
条
件
・
使
用
環
境
を
考
慮
し
た
他
プ
ラ
ン
ト
の
類
似
機
器
に
お
い

て
，
２
６
ヶ
月
以
上
使
用
し
た
実
績
が
あ
り
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
が
発
生

し
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
２
４
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
た
だ
し
，
実
際
の
点
検
時
期
に
つ
い
て
は
，
点
検
頻
度
お
よ
び
保
全
サ
イ
ク
ル

の
実
運
転
期
間
を
考
慮
し
て
設
定
す
る
。

①
④

・
構
造
健
全
性
検
査
（
定
検
）

1
7
Ｔ
Ｄ
－
Ｒ
Ｆ
Ｐ
ミ
ニ
マ
ム

フ
ロ
ー
弁

分
解
点
検

（
ガ
ス
ケ
ッ
ト
取

替
他
）

１
３
Ｍ

２
４
Ｍ

③
　
原
子
炉
停
止
間
隔
に
影
響
す
る
点
検
で
あ
る
た

め
，
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
詳
細
な
技
術
評

価
を
実
施
し
た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
ボ
ン
ネ
ッ
ト
ガ
ス
ケ
ッ
ト
，
ボ

デ
ィ
ー
ガ
ス
ケ
ッ
ト
，
パ
ッ
キ
ン
リ
ン
グ
，
シ
ー
ト
シ
ー
ル
リ
ン
グ
，
ゲ
ー
ジ
シ
ー
ル
リ

ン
グ
，
プ
ラ
グ
シ
ー
ル
リ
ン
グ
）
は
，
現
在
１
３
ヶ
月
毎
に
点
検
し
て
い
る
が
，
過
去

の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，

継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
ま
た
，
使
用
条
件
・
使
用
環
境
を
考
慮
し
た
東
通
原
子
力
発
電
所
第
１
号
機
お

よ
び
他
プ
ラ
ン
ト
の
類
似
機
器
に
お
い
て
，
２
６
ヶ
月
以
上
使
用
し
た
実
績
が
あ

り
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
が
発
生
し
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
２
４
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
た
だ
し
，
実
際
の
点
検
時
期
に
つ
い
て
は
，
点
検
頻
度
お
よ
び
保
全
サ
イ
ク
ル

の
実
運
転
期
間
を
考
慮
し
て
設
定
す
る
。

①
④

・
構
造
健
全
性
検
査
（
定
検
）

※
イ
ン
プ
ッ
ト
項
目
は
添
付
－
１
の
定
期
的
な
評
価
の
イ
ン
プ
ッ
ト
分
類
２
と
対
応

　
　
　
　
　
　
　
　
　
添
付
－
２
（
8／
65
）

イ
ン
プ
ッ
ト

情
報
の
項
目

※
事
象
の
概
要

評
価
内
容

４
つ
の

評
価
項
目

※
※

保
全
の
有
効
性
評
価
の
結
果
等
よ
り
保
全
へ
反
映
し
た
事
項

N
o
.

系
統
・機
器
名

備
考

(関
連
す
る
定
期
事
業
者
検
査
等
)

点
検
計
画
の

保
全
方
式
ま
た
は
点
検
内
容
の
変
更

※
※
点
検
頻
度
の
変
更
に
適
用
し
た
評
価
方
法

①
点
検
お
よ
び
取
替
結
果
の
評
価

②
劣
化
ト
レ
ン
ド
に
よ
る
評
価

③
研
究
成
果
に
よ
る
評
価

④
類
似
機
器
等
の
使
用
実
績
に
よ
る
評
価



（10/66） 

別添－２ 

添付書類五 保全の有効性評価の結果に関する説明書 

変更前 変更後 変更理由 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
頁追加による総頁の変更 

 

保
全
へ
の
反
映
内
容

評
価

項
目

変
更
前

変
更
後

1
8
Ｍ
Ｄ
－
Ｒ
Ｆ
Ｐ
ミ
ニ
マ
ム

フ
ロ
ー
弁

分
解
点
検

（
ガ
ス
ケ
ッ
ト
取

替
他
）

１
３
Ｍ

２
４
Ｍ

③
　
原
子
炉
停
止
間
隔
に
影
響
す
る
点
検
で
あ
る

た
め
，
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
詳
細
な
技
術

評
価
を
実
施
し
た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
ボ
ン
ネ
ッ
ト
ガ
ス
ケ
ッ
ト
，

ケ
ー
ジ
ガ
ス
ケ
ッ
ト
，
パ
ッ
キ
ン
リ
ン
グ
，
Ｏ
リ
ン
グ
）
は
，
現
在
１
３
ヶ
月
毎
に
点
検

し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
確

認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
ま
た
，
使
用
条
件
・
使
用
環
境
を
考
慮
し
た
東
通
原
子
力
発
電
所
第
１
号
機
お

よ
び
他
プ
ラ
ン
ト
の
類
似
機
器
に
お
い
て
，
２
６
ヶ
月
以
上
使
用
し
た
実
績
が
あ

り
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
が
発
生
し
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
２
４
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
た
だ
し
，
実
際
の
点
検
時
期
に
つ
い
て
は
，
点
検
頻
度
お
よ
び
保
全
サ
イ
ク
ル

の
実
運
転
期
間
を
考
慮
し
て
設
定
す
る
。

①
④

・
構
造
健
全
性
検
査
（
定
検
）

1
9
グ
ラ
ン
ド
蒸
気
補
助
ボ

イ
ラ
ー
蒸
気
減
圧
弁

分
解
点
検

（
パ
ッ
キ
ン
グ

取
替
他
）

１
３
Ｍ

２
４
Ｍ

③
　
原
子
炉
停
止
間
隔
に
影
響
す
る
点
検
で
あ
る

た
め
，
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
詳
細
な
技
術

評
価
を
実
施
し
た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
パ
ッ
キ
ン
グ
，
ボ
デ
ー
ガ
ス

ケ
ッ
ト
，
シ
ー
ト
リ
ン
グ
ガ
ス
ケ
ッ
ト
）
は
，
現
在
１
３
ヶ
月
毎
に
点
検
し
て
い
る
が
，
過

去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら

ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
ま
た
，
使
用
条
件
・
使
用
環
境
を
考
慮
し
た
東
通
原
子
力
発
電
所
第
１
号
機
の

類
似
機
器
に
お
い
て
，
２
６
ヶ
月
以
上
使
用
し
た
実
績
が
あ
り
，
劣
化
に
起
因
す

る
不
具
合
が
発
生
し
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
な
お
，
当
該
機
器
は
，
第
２
回
定
期
検
査
時
に
発
生
し
た
不
適
合
に
よ
り
，
点

検
頻
度
を
３
サ
イ
ク
ル
か
ら
１
３
ヶ
月
に
変
更
し
て
い
る
。
不
適
合
の
原
因
は
，
長

期
停
止
の
た
め
蒸
気
が
冷
や
さ
れ
た
こ
と
で
薬
注
成
分
が
析
出
・
ス
ケ
ー
ル
生

成
し
，
ス
テ
ィ
ッ
ク
に
至
っ
た
も
の
で
あ
り
，
そ
れ
に
伴
う
不
具
合
は
偶
発
事
象
と

判
断
で
き
る
。
よ
っ
て
，
１
３
ヶ
月
運
転
が
２
６
ヶ
月
運
転
に
な
っ
た
と
し
て
も
停
止

期
間
に
変
更
が
な
い
こ
と
か
ら
，
当
該
偶
発
事
象
は
点
検
間
隔
変
更
に
影
響
を

与
え
る
も
の
で
は
な
い
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
２
４
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
た
だ
し
，
実
際
の
点
検
時
期
に
つ
い
て
は
，
点
検
頻
度
お
よ
び
保
全
サ
イ
ク
ル

の
実
運
転
期
間
を
考
慮
し
て
設
定
す
る
。

①
④

・
構
造
健
全
性
検
査
（
定
検
）

※
イ
ン
プ
ッ
ト
項
目
は
添
付
－
１
の
定
期
的
な
評
価
の
イ
ン
プ
ッ
ト
分
類
２
と
対
応

　
　
　
　
　
　
　
　
　
添
付
－
２
（9
／
64
）

イ
ン
プ
ッ
ト

情
報
の
項
目

※
事
象
の
概
要

N
o.

系
統
・機
器
名

備
考

(関
連
す
る
定
期
事
業
者
検
査
等
)

点
検
計
画
の

保
全
方
式
ま
た
は
点
検
内
容
の
変
更

評
価
内
容

４
つ
の

評
価
項
目

※
※

保
全
の
有
効
性
評
価
の
結
果
等
よ
り
保
全
へ
反
映
し
た
事
項

※
※
点
検
頻
度
の
変
更
に
適
用
し
た
評
価
方
法

①
点
検
お
よ
び
取
替
結
果
の
評
価

②
劣
化
ト
レ
ン
ド
に
よ
る
評
価

③
研
究
成
果
に
よ
る
評
価

④
類
似
機
器
等
の
使
用
実
績
に
よ
る
評
価

保
全
へ
の
反
映
内
容

評
価

項
目

変
更
前

変
更
後

1
8
Ｍ
Ｄ
－
Ｒ
Ｆ
Ｐ
ミ
ニ
マ
ム

フ
ロ
ー
弁

分
解
点
検

（
ガ
ス
ケ
ッ
ト
取

替
他
）

１
３
Ｍ

２
４
Ｍ

③
　
原
子
炉
停
止
間
隔
に
影
響
す
る
点
検
で
あ
る
た

め
，
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
詳
細
な
技
術
評

価
を
実
施
し
た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
ボ
ン
ネ
ッ
ト
ガ
ス
ケ
ッ
ト
，

ケ
ー
ジ
ガ
ス
ケ
ッ
ト
，
パ
ッ
キ
ン
リ
ン
グ
，
Ｏ
リ
ン
グ
）
は
，
現
在
１
３
ヶ
月
毎
に
点
検

し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
確

認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
ま
た
，
使
用
条
件
・
使
用
環
境
を
考
慮
し
た
東
通
原
子
力
発
電
所
第
１
号
機
お

よ
び
他
プ
ラ
ン
ト
の
類
似
機
器
に
お
い
て
，
２
６
ヶ
月
以
上
使
用
し
た
実
績
が
あ

り
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
が
発
生
し
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
２
４
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
た
だ
し
，
実
際
の
点
検
時
期
に
つ
い
て
は
，
点
検
頻
度
お
よ
び
保
全
サ
イ
ク
ル

の
実
運
転
期
間
を
考
慮
し
て
設
定
す
る
。

①
④

・
構
造
健
全
性
検
査
（
定
検
）

1
9
グ
ラ
ン
ド
蒸
気
補
助
ボ

イ
ラ
ー
蒸
気
減
圧
弁

分
解
点
検

（
パ
ッ
キ
ン
グ

取
替
他
）

１
３
Ｍ

２
４
Ｍ

③
　
原
子
炉
停
止
間
隔
に
影
響
す
る
点
検
で
あ
る
た

め
，
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
詳
細
な
技
術
評

価
を
実
施
し
た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
パ
ッ
キ
ン
グ
，
ボ
デ
ー
ガ
ス

ケ
ッ
ト
，
シ
ー
ト
リ
ン
グ
ガ
ス
ケ
ッ
ト
）
は
，
現
在
１
３
ヶ
月
毎
に
点
検
し
て
い
る
が
，
過

去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら

ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
ま
た
，
使
用
条
件
・
使
用
環
境
を
考
慮
し
た
東
通
原
子
力
発
電
所
第
１
号
機
の

類
似
機
器
に
お
い
て
，
２
６
ヶ
月
以
上
使
用
し
た
実
績
が
あ
り
，
劣
化
に
起
因
す

る
不
具
合
が
発
生
し
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
な
お
，
当
該
機
器
は
，
第
２
回
定
期
検
査
時
に
発
生
し
た
不
適
合
に
よ
り
，
点

検
頻
度
を
３
サ
イ
ク
ル
か
ら
１
３
ヶ
月
に
変
更
し
て
い
る
。
不
適
合
の
原
因
は
，
長

期
停
止
の
た
め
蒸
気
が
冷
や
さ
れ
た
こ
と
で
薬
注
成
分
が
析
出
・
ス
ケ
ー
ル
生

成
し
，
ス
テ
ィ
ッ
ク
に
至
っ
た
も
の
で
あ
り
，
そ
れ
に
伴
う
不
具
合
は
偶
発
事
象
と

判
断
で
き
る
。
よ
っ
て
，
１
３
ヶ
月
運
転
が
２
６
ヶ
月
運
転
に
な
っ
た
と
し
て
も
停
止

期
間
に
変
更
が
な
い
こ
と
か
ら
，
当
該
偶
発
事
象
は
点
検
間
隔
変
更
に
影
響
を

与
え
る
も
の
で
は
な
い
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
２
４
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
た
だ
し
，
実
際
の
点
検
時
期
に
つ
い
て
は
，
点
検
頻
度
お
よ
び
保
全
サ
イ
ク
ル

の
実
運
転
期
間
を
考
慮
し
て
設
定
す
る
。

①
④

・
構
造
健
全
性
検
査
（
定
検
）

※
イ
ン
プ
ッ
ト
項
目
は
添
付
－
１
の
定
期
的
な
評
価
の
イ
ン
プ
ッ
ト
分
類
２
と
対
応

　
　
　
　
　
　
　
　
　
添
付
－
２
（9
／
65
）

イ
ン
プ
ッ
ト

情
報
の
項
目

※
事
象
の
概
要

評
価
内
容

４
つ
の

評
価
項
目

※
※

保
全
の
有
効
性
評
価
の
結
果
等
よ
り
保
全
へ
反
映
し
た
事
項

N
o
.

系
統
・機
器
名

備
考

(関
連
す
る
定
期
事
業
者
検
査
等
)

点
検
計
画
の

保
全
方
式
ま
た
は
点
検
内
容
の
変
更

※
※
点
検
頻
度
の
変
更
に
適
用
し
た
評
価
方
法

①
点
検
お
よ
び
取
替
結
果
の
評
価

②
劣
化
ト
レ
ン
ド
に
よ
る
評
価

③
研
究
成
果
に
よ
る
評
価

④
類
似
機
器
等
の
使
用
実
績
に
よ
る
評
価
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別添－２ 

添付書類五 保全の有効性評価の結果に関する説明書 

変更前 変更後 変更理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

頁追加による総頁の変更 

 

保
全
へ
の
反
映
内
容

評
価

項
目

変
更
前

変
更
後

20
Ｒ
Ｓ
Ｗ
ス
ト
レ
ー
ナ
ド
レ

ン
弁
・ベ
ン
ト
弁

Ｒ
Ｃ
Ｗ
熱
交
換
器
管

側
ド
レ
ン
弁
・ベ
ン
ト

弁 Ｒ
Ｓ
Ｗ
ポ
ン
プ
吐
出
側

ド
レ
ン
弁
・ベ
ン
ト
弁

Ｒ
Ｃ
Ｗ
熱
交
換
器
海

水
出
口
管
ベ
ン
ト
弁

Ｒ
Ｓ
Ｗ
放
水
流
量
調

整
オ
リ
フ
ィ
ス
出
口
管

ド
レ
ン
弁

Ｒ
Ｓ
Ｗ
ス
ト
レ
ー
ナ
ブ

ロ
ー
ラ
イ
ン
ベ
ン
ト
弁

Ｈ
Ｐ
Ｃ
Ｗ
熱
交
換
器

管
側
ド
レ
ン
弁
・
ベ
ン

ト
弁
Ｈ
Ｐ
Ｓ
Ｗ
ポ
ン
プ
吐
出

管
ド
レ
ン
弁

Ｈ
Ｐ
Ｃ
Ｗ
熱
交
換
器

海
水
入
口
管
ド
レ
ン

弁 Ｈ
Ｐ
Ｃ
Ｗ
熱
交
換
器

海
水
出
口
管
ド
レ
ン

弁

分
解
点
検

（
パ
ッ
キ
ン
取

替
他
）

１
３
Ｍ

２
４
Ｍ

③
　
原
子
炉
停
止
間
隔
に
影
響
す
る
点
検
で
あ
る

た
め
，
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
詳
細
な
技
術

評
価
を
実
施
し
た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（パ
ッ
キ
ン
，
ガ
ス
ケ
ッ
ト
）

は
，
現
在
１
３
ヶ
月
毎
に
点
検
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣

化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
と

評
価
し
た
。

　
ま
た
，
使
用
条
件
・
使
用
環
境
を
考
慮
し
た
他
プ
ラ
ン
ト
の
類
似
機
器
に
お
い

て
，
２
６
ヶ
月
以
上
使
用
し
た
実
績
が
あ
り
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
が
発
生

し
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
２
４
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
た
だ
し
，
実
際
の
点
検
時
期
に
つ
い
て
は
，
点
検
頻
度
お
よ
び
保
全
サ
イ
ク
ル

の
実
運
転
期
間
を
考
慮
し
て
設
定
す
る
。

①
④

・構
造
健
全
性
検
査
（
定
検
）

21
低
圧
タ
ー
ビ
ン

外
観
点
検

（
ガ
ス
ケ
ッ
ト
取

替
）

１
３
Ｍ

２
４
Ｍ

③
　
原
子
炉
停
止
間
隔
に
影
響
す
る
点
検
で
あ
る

た
め
，
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
詳
細
な
技
術

評
価
を
実
施
し
た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（低
圧
外
部
車
室
マ
ン
ホ
ー

ル
部
ガ
ス
ケ
ッ
ト
）
は
，
現
在
１
３
ヶ
月
毎
に
点
検
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実

績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
ま
た
，
使
用
条
件
・
使
用
環
境
を
考
慮
し
た
東
通
原
子
力
発
電
所
第
１
号
機
の

類
似
機
器
に
お
い
て
，
２
６
ヶ
月
以
上
使
用
し
た
実
績
が
あ
り
，
劣
化
に
起
因
す

る
不
具
合
が
発
生
し
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
２
４
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
た
だ
し
，
実
際
の
点
検
時
期
に
つ
い
て
は
，
点
検
頻
度
お
よ
び
保
全
サ
イ
ク
ル

の
実
運
転
期
間
を
考
慮
し
て
設
定
す
る
。

①
④

・蒸
気
タ
ー
ビ
ン
開
放
検
査

・総
合
負
荷
性
能
検
査

・耐
震
健
全
性
検
査
（
タ
ー
ビ
ン
系
）

※
イ
ン
プ
ッ
ト
項
目
は
添
付
－
１
の
定
期
的
な
評
価
の
イ
ン
プ
ッ
ト
分
類
２
と
対
応

　
　
　
　
　
　
　
　
　
添
付
－
２
（1
0／
64
）

イ
ン
プ
ッ
ト

情
報
の
項
目

※
事
象
の
概
要

N
o
.

系
統
・機
器
名

備
考

(関
連
す
る
定
期
事
業
者
検
査
等
)

点
検
計
画
の

保
全
方
式
ま
た
は
点
検
内
容
の
変
更

評
価
内
容

４
つ
の

評
価
項
目

※
※

保
全
の
有
効
性
評
価
の
結
果
等
よ
り
保
全
へ
反
映
し
た
事
項

※
※
点
検
頻
度
の
変
更
に
適
用
し
た
評
価
方
法

①
点
検
お
よ
び
取
替
結
果
の
評
価

②
劣
化
ト
レ
ン
ド
に
よ
る
評
価

③
研
究
成
果
に
よ
る
評
価

④
類
似
機
器
等
の
使
用
実
績
に
よ
る
評
価

保
全
へ
の
反
映
内
容

評
価

項
目

変
更
前

変
更
後

2
0
Ｒ
Ｓ
Ｗ
ス
ト
レ
ー
ナ
ド
レ

ン
弁
・ベ
ン
ト
弁

Ｒ
Ｃ
Ｗ
熱
交
換
器
管

側
ド
レ
ン
弁
・
ベ
ン
ト

弁 Ｒ
Ｓ
Ｗ
ポ
ン
プ
吐
出
側

ド
レ
ン
弁
・ベ
ン
ト
弁

Ｒ
Ｃ
Ｗ
熱
交
換
器
海

水
出
口
管
ベ
ン
ト
弁

Ｒ
Ｓ
Ｗ
放
水
流
量
調

整
オ
リ
フ
ィ
ス
出
口
管

ド
レ
ン
弁

Ｒ
Ｓ
Ｗ
ス
ト
レ
ー
ナ
ブ

ロ
ー
ラ
イ
ン
ベ
ン
ト
弁

Ｈ
Ｐ
Ｃ
Ｗ
熱
交
換
器

管
側
ド
レ
ン
弁
・
ベ
ン

ト
弁
Ｈ
Ｐ
Ｓ
Ｗ
ポ
ン
プ
吐
出

管
ド
レ
ン
弁

Ｈ
Ｐ
Ｃ
Ｗ
熱
交
換
器

海
水
入
口
管
ド
レ
ン

弁 Ｈ
Ｐ
Ｃ
Ｗ
熱
交
換
器

海
水
出
口
管
ド
レ
ン

弁

分
解
点
検

（パ
ッ
キ
ン
取

替
他
）

１
３
Ｍ

２
４
Ｍ

③
　
原
子
炉
停
止
間
隔
に
影
響
す
る
点
検
で
あ
る
た

め
，
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
詳
細
な
技
術
評

価
を
実
施
し
た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
パ
ッ
キ
ン
，
ガ
ス
ケ
ッ
ト
）

は
，
現
在
１
３
ヶ
月
毎
に
点
検
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣

化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
と

評
価
し
た
。

　
ま
た
，
使
用
条
件
・
使
用
環
境
を
考
慮
し
た
他
プ
ラ
ン
ト
の
類
似
機
器
に
お
い

て
，
２
６
ヶ
月
以
上
使
用
し
た
実
績
が
あ
り
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
が
発
生

し
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
２
４
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
た
だ
し
，
実
際
の
点
検
時
期
に
つ
い
て
は
，
点
検
頻
度
お
よ
び
保
全
サ
イ
ク
ル

の
実
運
転
期
間
を
考
慮
し
て
設
定
す
る
。

①
④

・構
造
健
全
性
検
査
（
定
検
）

2
1
低
圧
タ
ー
ビ
ン

外
観
点
検

（ガ
ス
ケ
ッ
ト
取

替
）

１
３
Ｍ

２
４
Ｍ

③
　
原
子
炉
停
止
間
隔
に
影
響
す
る
点
検
で
あ
る
た

め
，
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
詳
細
な
技
術
評

価
を
実
施
し
た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
低
圧
外
部
車
室
マ
ン
ホ
ー

ル
部
ガ
ス
ケ
ッ
ト
）
は
，
現
在
１
３
ヶ
月
毎
に
点
検
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実

績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
ま
た
，
使
用
条
件
・
使
用
環
境
を
考
慮
し
た
東
通
原
子
力
発
電
所
第
１
号
機
の

類
似
機
器
に
お
い
て
，
２
６
ヶ
月
以
上
使
用
し
た
実
績
が
あ
り
，
劣
化
に
起
因
す

る
不
具
合
が
発
生
し
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
２
４
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
た
だ
し
，
実
際
の
点
検
時
期
に
つ
い
て
は
，
点
検
頻
度
お
よ
び
保
全
サ
イ
ク
ル

の
実
運
転
期
間
を
考
慮
し
て
設
定
す
る
。

①
④

・蒸
気
タ
ー
ビ
ン
開
放
検
査

・総
合
負
荷
性
能
検
査

・耐
震
健
全
性
検
査
（
タ
ー
ビ
ン
系
）

※
イ
ン
プ
ッ
ト
項
目
は
添
付
－
１
の
定
期
的
な
評
価
の
イ
ン
プ
ッ
ト
分
類
２
と
対
応

　
　
　
　
　
　
　
　
　
添
付
－
２
（1
0／
65
）

イ
ン
プ
ッ
ト

情
報
の
項
目

※
事
象
の
概
要

評
価
内
容

４
つ
の

評
価
項
目

※
※

保
全
の
有
効
性
評
価
の
結
果
等
よ
り
保
全
へ
反
映
し
た
事
項

N
o
.

系
統
・機
器
名

備
考

(関
連
す
る
定
期
事
業
者
検
査
等
)

点
検
計
画
の

保
全
方
式
ま
た
は
点
検
内
容
の
変
更

※
※
点
検
頻
度
の
変
更
に
適
用
し
た
評
価
方
法

①
点
検
お
よ
び
取
替
結
果
の
評
価

②
劣
化
ト
レ
ン
ド
に
よ
る
評
価

③
研
究
成
果
に
よ
る
評
価

④
類
似
機
器
等
の
使
用
実
績
に
よ
る
評
価
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頁追加による総頁の変更 

 

保
全
へ
の
反
映
内
容

評
価

項
目

変
更
前

変
更
後

2
2
主
蒸
気
止
め
弁

分
解
点
検

（
グ
ラ
ン
ド
パ
ッ

キ
ン
取
替
他
）

１
３
Ｍ

２
４
Ｍ

③
　
原
子
炉
停
止
間
隔
に
影
響
す
る
点
検
で
あ
る

た
め
，
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
詳
細
な
技
術

評
価
を
実
施
し
た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
グ
ラ
ン
ド
パ
ッ
キ
ン
，
ガ
ス

ケ
ッ
ト
［
上
蓋
／
案
内
片
上
部
用
，
案
内
片
下
部
用
］
）
は
，
現
在
１
３
ヶ
月
毎
に

点
検
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合

は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
ま
た
，
使
用
条
件
・
使
用
環
境
を
考
慮
し
た
他
プ
ラ
ン
ト
の
類
似
機
器
に
お
い

て
，
２
６
ヶ
月
以
上
使
用
し
た
実
績
が
あ
り
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
が
発
生

し
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
２
４
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
た
だ
し
，
実
際
の
点
検
時
期
に
つ
い
て
は
，
点
検
頻
度
お
よ
び
保
全
サ
イ
ク
ル

の
実
運
転
期
間
を
考
慮
し
て
設
定
す
る
。

①
④

・
蒸
気
タ
-
ビ
ン
開
放
検
査

・
監
視
機
能
健
全
性
確
認
検
査
（
プ

ロ
セ
ス
計
装
）

2
3
油
清
浄
機

開
放
点
検

（
パ
ッ
キ
ン
取

替
）

１
３
Ｍ

２
４
Ｍ

③
　
原
子
炉
停
止
間
隔
に
影
響
す
る
点
検
で
あ
る

た
め
，
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
詳
細
な
技
術

評
価
を
実
施
し
た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
上
蓋
用
パ
ッ
キ
ン
）
は
，
現

在
１
３
ヶ
月
毎
に
点
検
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起

因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し

た
。
　
ま
た
，
使
用
条
件
・
使
用
環
境
を
考
慮
し
た
他
プ
ラ
ン
ト
の
類
似
機
器
に
お
い

て
，
２
６
ヶ
月
以
上
使
用
し
た
実
績
が
あ
り
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
が
発
生

し
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
２
４
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
た
だ
し
，
実
際
の
点
検
時
期
に
つ
い
て
は
，
点
検
頻
度
お
よ
び
保
全
サ
イ
ク
ル

の
実
運
転
期
間
を
考
慮
し
て
設
定
す
る
。

①
④

・
構
造
健
全
性
検
査
（
定
検
）

2
4
タ
ー
ビ
ン
バ
イ
パ
ス
弁
分
解
点
検

（
グ
ラ
ン
ド
パ
ッ

キ
ン
取
替
他
）

１
３
Ｍ

２
４
Ｍ

③
　
原
子
炉
停
止
間
隔
に
影
響
す
る
点
検
で
あ
る

た
め
，
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
詳
細
な
技
術

評
価
を
実
施
し
た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
グ
ラ
ン
ド
パ
ッ
キ
ン
，
ガ
ス

ケ
ッ
ト
［
弁
ふ
た
用
］
）
は
，
現
在
１
３
ヶ
月
毎
に
点
検
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検

実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使

用
が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
ま
た
，
使
用
条
件
・
使
用
環
境
を
考
慮
し
た
他
プ
ラ
ン
ト
の
類
似
機
器
に
お
い

て
，
２
６
ヶ
月
以
上
使
用
し
た
実
績
が
あ
り
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
が
発
生

し
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
２
４
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
た
だ
し
，
実
際
の
点
検
時
期
に
つ
い
て
は
，
点
検
頻
度
お
よ
び
保
全
サ
イ
ク
ル

の
実
運
転
期
間
を
考
慮
し
て
設
定
す
る
。

①
④

・
主
要
制
御
系
お
よ
び
タ
-
ビ
ン
バ
イ

パ
ス
弁
機
能
検
査

・
構
造
健
全
性
検
査
（
定
検
）

※
イ
ン
プ
ッ
ト
項
目
は
添
付
－
１
の
定
期
的
な
評
価
の
イ
ン
プ
ッ
ト
分
類
２
と
対
応

　
　
　
　
　
　
　
　
　
添
付
－
２
（
1
1／
64
）

イ
ン
プ
ッ
ト

情
報
の
項
目

※
事
象
の
概
要

N
o.

系
統
・機
器
名

備
考

(関
連
す
る
定
期
事
業
者
検
査
等
)

点
検
計
画
の

保
全
方
式
ま
た
は
点
検
内
容
の
変
更

評
価
内
容

４
つ
の

評
価
項
目

※
※

保
全
の
有
効
性
評
価
の
結
果
等
よ
り
保
全
へ
反
映
し
た
事
項

※
※
点
検
頻
度
の
変
更
に
適
用
し
た
評
価
方
法

①
点
検
お
よ
び
取
替
結
果
の
評
価

②
劣
化
ト
レ
ン
ド
に
よ
る
評
価

③
研
究
成
果
に
よ
る
評
価

④
類
似
機
器
等
の
使
用
実
績
に
よ
る
評
価

保
全
へ
の
反
映
内
容

評
価

項
目

変
更
前

変
更
後

2
2
主
蒸
気
止
め
弁

分
解
点
検

（
グ
ラ
ン
ド
パ
ッ

キ
ン
取
替
他
）

１
３
Ｍ

２
４
Ｍ

③
　
原
子
炉
停
止
間
隔
に
影
響
す
る
点
検
で
あ
る
た

め
，
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
詳
細
な
技
術
評

価
を
実
施
し
た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
グ
ラ
ン
ド
パ
ッ
キ
ン
，
ガ
ス

ケ
ッ
ト
［
上
蓋
／
案
内
片
上
部
用
，
案
内
片
下
部
用
］
）
は
，
現
在
１
３
ヶ
月
毎
に

点
検
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合

は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
ま
た
，
使
用
条
件
・
使
用
環
境
を
考
慮
し
た
他
プ
ラ
ン
ト
の
類
似
機
器
に
お
い

て
，
２
６
ヶ
月
以
上
使
用
し
た
実
績
が
あ
り
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
が
発
生

し
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
２
４
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
た
だ
し
，
実
際
の
点
検
時
期
に
つ
い
て
は
，
点
検
頻
度
お
よ
び
保
全
サ
イ
ク
ル

の
実
運
転
期
間
を
考
慮
し
て
設
定
す
る
。

①
④

・
蒸
気
タ
-
ビ
ン
開
放
検
査

・
監
視
機
能
健
全
性
確
認
検
査
（
プ

ロ
セ
ス
計
装
）

2
3
油
清
浄
機

開
放
点
検

（
パ
ッ
キ
ン
取

替
）

１
３
Ｍ

２
４
Ｍ

③
　
原
子
炉
停
止
間
隔
に
影
響
す
る
点
検
で
あ
る
た

め
，
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
詳
細
な
技
術
評

価
を
実
施
し
た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
上
蓋
用
パ
ッ
キ
ン
）
は
，
現

在
１
３
ヶ
月
毎
に
点
検
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起

因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し

た
。
　
ま
た
，
使
用
条
件
・
使
用
環
境
を
考
慮
し
た
他
プ
ラ
ン
ト
の
類
似
機
器
に
お
い

て
，
２
６
ヶ
月
以
上
使
用
し
た
実
績
が
あ
り
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
が
発
生

し
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
２
４
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
た
だ
し
，
実
際
の
点
検
時
期
に
つ
い
て
は
，
点
検
頻
度
お
よ
び
保
全
サ
イ
ク
ル

の
実
運
転
期
間
を
考
慮
し
て
設
定
す
る
。

①
④

・
構
造
健
全
性
検
査
（
定
検
）

2
4
タ
ー
ビ
ン
バ
イ
パ
ス
弁
分
解
点
検

（
グ
ラ
ン
ド
パ
ッ

キ
ン
取
替
他
）

１
３
Ｍ

２
４
Ｍ

③
　
原
子
炉
停
止
間
隔
に
影
響
す
る
点
検
で
あ
る
た

め
，
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
詳
細
な
技
術
評

価
を
実
施
し
た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
グ
ラ
ン
ド
パ
ッ
キ
ン
，
ガ
ス

ケ
ッ
ト
［
弁
ふ
た
用
］
）
は
，
現
在
１
３
ヶ
月
毎
に
点
検
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検

実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使

用
が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
ま
た
，
使
用
条
件
・
使
用
環
境
を
考
慮
し
た
他
プ
ラ
ン
ト
の
類
似
機
器
に
お
い

て
，
２
６
ヶ
月
以
上
使
用
し
た
実
績
が
あ
り
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
が
発
生

し
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
２
４
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
た
だ
し
，
実
際
の
点
検
時
期
に
つ
い
て
は
，
点
検
頻
度
お
よ
び
保
全
サ
イ
ク
ル

の
実
運
転
期
間
を
考
慮
し
て
設
定
す
る
。

①
④

・
主
要
制
御
系
お
よ
び
タ
-
ビ
ン
バ
イ

パ
ス
弁
機
能
検
査

・
構
造
健
全
性
検
査
（
定
検
）

※
イ
ン
プ
ッ
ト
項
目
は
添
付
－
１
の
定
期
的
な
評
価
の
イ
ン
プ
ッ
ト
分
類
２
と
対
応

　
　
　
　
　
　
　
　
　
添
付
－
２
（
1
1
／
6
5
）

イ
ン
プ
ッ
ト

情
報
の
項
目

※
事
象
の
概
要

評
価
内
容

４
つ
の

評
価
項
目

※
※

保
全
の
有
効
性
評
価
の
結
果
等
よ
り
保
全
へ
反
映
し
た
事
項

N
o
.

系
統
・機
器
名

備
考

(関
連
す
る
定
期
事
業
者
検
査
等
)

点
検
計
画
の

保
全
方
式
ま
た
は
点
検
内
容
の
変
更

※
※
点
検
頻
度
の
変
更
に
適
用
し
た
評
価
方
法

①
点
検
お
よ
び
取
替
結
果
の
評
価

②
劣
化
ト
レ
ン
ド
に
よ
る
評
価

③
研
究
成
果
に
よ
る
評
価

④
類
似
機
器
等
の
使
用
実
績
に
よ
る
評
価
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頁追加による総頁の変更 

 

保
全
へ
の
反
映
内
容

評
価

項
目

変
更
前

変
更
後

2
5
非
常
用
ガ
ス
処
理
系

空
気
乾
燥
装
置

開
放
点
検

（
ガ
ス
ケ
ッ
ト
取

替
）

１
３
Ｍ

２
４
Ｍ

③
　
原
子
炉
停
止
間
隔
に
影
響
す
る
点
検
で
あ
る

た
め
，
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
詳
細
な
技
術

評
価
を
実
施
し
た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
ガ
ス
ケ
ッ
ト
）
は
，
現
在
１

３
ヶ
月
毎
に
点
検
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す

る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
ま
た
，
使
用
条
件
・
使
用
環
境
を
考
慮
し
た
他
プ
ラ
ン
ト
の
類
似
機
器
に
お
い

て
，
２
６
ヶ
月
以
上
使
用
し
た
実
績
が
あ
り
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
が
発
生

し
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
２
４
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
た
だ
し
，
実
際
の
点
検
時
期
に
つ
い
て
は
，
点
検
頻
度
お
よ
び
保
全
サ
イ
ク
ル

の
実
運
転
期
間
を
考
慮
し
て
設
定
す
る
。

①
④

・
耐
震
健
全
性
検
査
（
原
子
炉
系
）

2
6
非
常
用
ガ
ス
処
理
系

フ
ィ
ル
タ
装
置

開
放
点
検

（
ガ
ス
ケ
ッ
ト
取

替
）

１
Ｃ

２
４
Ｍ

③
　
原
子
炉
停
止
間
隔
に
影
響
す
る
点
検
で
あ
る

た
め
，
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
詳
細
な
技
術

評
価
を
実
施
し
た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
ガ
ス
ケ
ッ
ト
）
は
，
現
在
１

３
ヶ
月
毎
に
点
検
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す

る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
ま
た
，
使
用
条
件
・
使
用
環
境
を
考
慮
し
た
他
プ
ラ
ン
ト
の
類
似
機
器
に
お
い

て
，
２
６
ヶ
月
以
上
使
用
し
た
実
績
が
あ
り
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
が
発
生

し
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
２
４
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
た
だ
し
，
実
際
の
点
検
時
期
に
つ
い
て
は
，
点
検
頻
度
お
よ
び
保
全
サ
イ
ク
ル

の
実
運
転
期
間
を
考
慮
し
て
設
定
す
る
。

①
④

・
耐
震
健
全
性
検
査
（
原
子
炉
系
）

2
7
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル

機
関
付
動
弁
注
油
タ

ン
ク

簡
易
点
検

（
ガ
ス
ケ
ッ
ト
取

替
）

１
３
Ｍ

２
４
Ｍ

③
　
原
子
炉
停
止
間
隔
に
影
響
す
る
点
検
で
あ
る

た
め
，
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
詳
細
な
技
術

評
価
を
実
施
し
た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
ガ
ス
ケ
ッ
ト
）
は
，
現
在
１

３
ヶ
月
毎
に
点
検
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す

る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
ま
た
，
使
用
条
件
・
使
用
環
境
を
考
慮
し
た
他
プ
ラ
ン
ト
の
類
似
機
器
に
お
い

て
，
２
６
ヶ
月
以
上
使
用
し
た
実
績
が
あ
り
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
が
発
生

し
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
２
４
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
た
だ
し
，
実
際
の
点
検
時
期
に
つ
い
て
は
，
点
検
頻
度
お
よ
び
保
全
サ
イ
ク
ル

の
実
運
転
期
間
を
考
慮
し
て
設
定
す
る
。

①
④

・
非
常
用
予
備
発
電
装
置
検
査
（
機

械
設
備
：
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
機

関
）

※
イ
ン
プ
ッ
ト
項
目
は
添
付
－
１
の
定
期
的
な
評
価
の
イ
ン
プ
ッ
ト
分
類
２
と
対
応

　
　
　
　
　
　
　
　
　
添
付
－
２
（
1
2／
64
）

イ
ン
プ
ッ
ト

情
報
の
項
目

※
事
象
の
概
要

N
o.

系
統
・機
器
名

備
考

(関
連
す
る
定
期
事
業
者
検
査
等
)

点
検
計
画
の

保
全
方
式
ま
た
は
点
検
内
容
の
変
更

評
価
内
容

４
つ
の

評
価
項
目

※
※

保
全
の
有
効
性
評
価
の
結
果
等
よ
り
保
全
へ
反
映
し
た
事
項

※
※
点
検
頻
度
の
変
更
に
適
用
し
た
評
価
方
法

①
点
検
お
よ
び
取
替
結
果
の
評
価

②
劣
化
ト
レ
ン
ド
に
よ
る
評
価

③
研
究
成
果
に
よ
る
評
価

④
類
似
機
器
等
の
使
用
実
績
に
よ
る
評
価

保
全
へ
の
反
映
内
容

評
価

項
目

変
更
前

変
更
後

2
5
非
常
用
ガ
ス
処
理
系

空
気
乾
燥
装
置

開
放
点
検

（
ガ
ス
ケ
ッ
ト
取

替
）

１
３
Ｍ

２
４
Ｍ

③
　
原
子
炉
停
止
間
隔
に
影
響
す
る
点
検
で
あ
る
た

め
，
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
詳
細
な
技
術
評

価
を
実
施
し
た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
ガ
ス
ケ
ッ
ト
）
は
，
現
在
１

３
ヶ
月
毎
に
点
検
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す

る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
ま
た
，
使
用
条
件
・
使
用
環
境
を
考
慮
し
た
他
プ
ラ
ン
ト
の
類
似
機
器
に
お
い

て
，
２
６
ヶ
月
以
上
使
用
し
た
実
績
が
あ
り
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
が
発
生

し
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
２
４
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
た
だ
し
，
実
際
の
点
検
時
期
に
つ
い
て
は
，
点
検
頻
度
お
よ
び
保
全
サ
イ
ク
ル

の
実
運
転
期
間
を
考
慮
し
て
設
定
す
る
。

①
④

・
耐
震
健
全
性
検
査
（
原
子
炉
系
）

2
6
非
常
用
ガ
ス
処
理
系

フ
ィ
ル
タ
装
置

開
放
点
検

（
ガ
ス
ケ
ッ
ト
取

替
）

１
Ｃ

２
４
Ｍ

③
　
原
子
炉
停
止
間
隔
に
影
響
す
る
点
検
で
あ
る
た

め
，
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
詳
細
な
技
術
評

価
を
実
施
し
た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
ガ
ス
ケ
ッ
ト
）
は
，
現
在
１

３
ヶ
月
毎
に
点
検
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す

る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
ま
た
，
使
用
条
件
・
使
用
環
境
を
考
慮
し
た
他
プ
ラ
ン
ト
の
類
似
機
器
に
お
い

て
，
２
６
ヶ
月
以
上
使
用
し
た
実
績
が
あ
り
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
が
発
生

し
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
２
４
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
た
だ
し
，
実
際
の
点
検
時
期
に
つ
い
て
は
，
点
検
頻
度
お
よ
び
保
全
サ
イ
ク
ル

の
実
運
転
期
間
を
考
慮
し
て
設
定
す
る
。

①
④

・
耐
震
健
全
性
検
査
（
原
子
炉
系
）

2
7
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル

機
関
付
動
弁
注
油
タ

ン
ク

簡
易
点
検

（
ガ
ス
ケ
ッ
ト
取

替
）

１
３
Ｍ

２
４
Ｍ

③
　
原
子
炉
停
止
間
隔
に
影
響
す
る
点
検
で
あ
る
た

め
，
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
詳
細
な
技
術
評

価
を
実
施
し
た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
ガ
ス
ケ
ッ
ト
）
は
，
現
在
１

３
ヶ
月
毎
に
点
検
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す

る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
ま
た
，
使
用
条
件
・
使
用
環
境
を
考
慮
し
た
他
プ
ラ
ン
ト
の
類
似
機
器
に
お
い

て
，
２
６
ヶ
月
以
上
使
用
し
た
実
績
が
あ
り
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
が
発
生

し
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
２
４
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
た
だ
し
，
実
際
の
点
検
時
期
に
つ
い
て
は
，
点
検
頻
度
お
よ
び
保
全
サ
イ
ク
ル

の
実
運
転
期
間
を
考
慮
し
て
設
定
す
る
。

①
④

・
非
常
用
予
備
発
電
装
置
検
査
（
機

械
設
備
：
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
機
関
）

※
イ
ン
プ
ッ
ト
項
目
は
添
付
－
１
の
定
期
的
な
評
価
の
イ
ン
プ
ッ
ト
分
類
２
と
対
応

　
　
　
　
　
　
　
　
　
添
付
－
２
（
1
2
／
6
5
）

イ
ン
プ
ッ
ト

情
報
の
項
目

※
事
象
の
概
要

評
価
内
容

４
つ
の

評
価
項
目

※
※

保
全
の
有
効
性
評
価
の
結
果
等
よ
り
保
全
へ
反
映
し
た
事
項

N
o
.

系
統
・機
器
名

備
考

(関
連
す
る
定
期
事
業
者
検
査
等
)

点
検
計
画
の

保
全
方
式
ま
た
は
点
検
内
容
の
変
更

※
※
点
検
頻
度
の
変
更
に
適
用
し
た
評
価
方
法

①
点
検
お
よ
び
取
替
結
果
の
評
価

②
劣
化
ト
レ
ン
ド
に
よ
る
評
価

③
研
究
成
果
に
よ
る
評
価

④
類
似
機
器
等
の
使
用
実
績
に
よ
る
評
価
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添付書類五 保全の有効性評価の結果に関する説明書 

変更前 変更後 変更理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

頁追加による総頁の変更 

 

保
全
へ
の
反
映
内
容

評
価

項
目

変
更
前

変
更
後

2
8
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル

機
関

簡
易
点
検

（パ
ッ
キ
ン
取

替
他
）

１
３
Ｍ

２
４
Ｍ

③
　
原
子
炉
停
止
間
隔
に
影
響
す
る
点
検
で
あ
る

た
め
，
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
詳
細
な
技
術

評
価
を
実
施
し
た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（シ
リ
ン
ダ
ヘ
ッ
ド
［
ボ
ン
ネ
ッ

ト
蓋
側
］
-
ゴ
ム
板
パ
ッ
キ
ン
，
始
動
弁
［
本
体
取
付
用
］
-
ガ
ス
ケ
ッ
ト
，
始
動
空
気

分
配
弁
［
蓋
Ｌ
Ｒ
用
］
-
ガ
ス
ケ
ッ
ト
，
燃
料
弁
［
本
体
取
付
用
ノ
ズ
ル
ナ
ッ
ト
側
］-

ガ
ス
ケ
ッ
ト
，
燃
料
弁
［
本
体
取
付
用
反
ノ
ズ
ル
ナ
ッ
ト
側
］
-
ガ
ス
ケ
ッ
ト
，
ク
ラ
ン
ク

室
ド
ア
パ
ッ
キ
ン
，
燃
料
弁
［
本
体
用
］
-
O
リ
ン
グ
）は
，
現
在
１
３
ヶ
月
毎
に
点
検

し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
確

認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
ま
た
，
使
用
条
件
・
使
用
環
境
を
考
慮
し
た
他
プ
ラ
ン
ト
の
類
似
機
器
に
お
い

て
，
２
６
ヶ
月
以
上
使
用
し
た
実
績
が
あ
り
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
が
発
生

し
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
２
４
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
た
だ
し
，
実
際
の
点
検
時
期
に
つ
い
て
は
，
点
検
頻
度
お
よ
び
保
全
サ
イ
ク
ル

の
実
運
転
期
間
を
考
慮
し
て
設
定
す
る
。

①
④

・
非
常
用
デ
ィ
-
ゼ
ル
発
電
機
，
高
圧

炉
心
ス
プ
レ
イ
系
デ
ィ
-
ゼ
ル
発
電

機
，
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
，
低
圧

炉
心
ス
プ
レ
イ
系
，
低
圧
注
水
系
，

原
子
炉
補
機
冷
却
水
系
機
能
検
査

・
非
常
用
デ
ィ
-
ゼ
ル
機
関
分
解
検

査 ・
非
常
用
予
備
発
電
装
置
検
査
（
機

械
設
備
：
非
常
用
デ
ィ
-
ゼ
ル
機
関
）

・
耐
震
健
全
性
検
査
（
タ
-
ビ
ン
系
）

2
9
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル

機
関
調
速
保
安
装
置

高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ

系
デ
ィ
ー
ゼ
ル
機
関

調
速
保
安
装
置

機
能
・
性
能
試

験
（
潤
滑
油
取

替
）

１
３
Ｍ

２
４
Ｍ

③
　
原
子
炉
停
止
間
隔
に
影
響
す
る
点
検
で
あ
る

た
め
，
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
詳
細
な
技
術

評
価
を
実
施
し
た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（潤
滑
油
）
は
，
現
在
１
３
ヶ

月
毎
に
点
検
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る

不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
ま
た
，
使
用
条
件
・
使
用
環
境
を
考
慮
し
た
他
プ
ラ
ン
ト
の
類
似
機
器
に
お
い

て
，
２
６
ヶ
月
以
上
使
用
し
た
実
績
が
あ
り
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
が
発
生

し
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
２
４
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
た
だ
し
，
実
際
の
点
検
時
期
に
つ
い
て
は
，
点
検
頻
度
お
よ
び
保
全
サ
イ
ク
ル

の
実
運
転
期
間
を
考
慮
し
て
設
定
す
る
。

①
④

・
非
常
用
予
備
発
電
装
置
検
査
（
機

械
設
備
：
非
常
用
デ
ィ
-
ゼ
ル
機
関
）

・
非
常
用
予
備
発
電
装
置
検
査
（
機

械
設
備
：
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系

デ
ィ
-
ゼ
ル
機
関
）

3
0
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル

機
関
付
過
給
機

簡
易
点
検

（パ
ッ
キ
ン
取

替
）

１
３
Ｍ

２
４
Ｍ

③
　
原
子
炉
停
止
間
隔
に
影
響
す
る
点
検
で
あ
る

た
め
，
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
詳
細
な
技
術

評
価
を
実
施
し
た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（タ
ー
ビ
ン
入
口
ケ
ー
ス
Ｅ
Ｎ

カ
バ
パ
ッ
キ
ン
，
コ
ン
プ
レ
ッ
サ
ー
出
口
ケ
ー
ス
Ｅ
Ｎ
カ
バ
パ
ッ
キ
ン
）
は
，
現
在
１

３
ヶ
月
毎
に
点
検
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す

る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
ま
た
，
使
用
条
件
・
使
用
環
境
を
考
慮
し
た
他
プ
ラ
ン
ト
の
類
似
機
器
に
お
い

て
，
２
６
ヶ
月
以
上
使
用
し
た
実
績
が
あ
り
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
が
発
生

し
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
２
４
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
た
だ
し
，
実
際
の
点
検
時
期
に
つ
い
て
は
，
点
検
頻
度
お
よ
び
保
全
サ
イ
ク
ル

の
実
運
転
期
間
を
考
慮
し
て
設
定
す
る
。

①
④

・
非
常
用
予
備
発
電
装
置
検
査
（
機

械
設
備
：
非
常
用
デ
ィ
-
ゼ
ル
機
関
）

※
イ
ン
プ
ッ
ト
項
目
は
添
付
－
１
の
定
期
的
な
評
価
の
イ
ン
プ
ッ
ト
分
類
２
と
対
応

　
　
　
　
　
　
　
　
　
添
付
－
２
（
1
3
／
6
4
）

イ
ン
プ
ッ
ト

情
報
の
項
目

※
事
象
の
概
要

N
o
.

系
統
・機
器
名

備
考

(関
連
す
る
定
期
事
業
者
検
査
等
)

点
検
計
画
の

保
全
方
式
ま
た
は
点
検
内
容
の
変
更

評
価
内
容

４
つ
の

評
価
項
目

※
※

保
全
の
有
効
性
評
価
の
結
果
等
よ
り
保
全
へ
反
映
し
た
事
項

※
※
点
検
頻
度
の
変
更
に
適
用
し
た
評
価
方
法

①
点
検
お
よ
び
取
替
結
果
の
評
価

②
劣
化
ト
レ
ン
ド
に
よ
る
評
価

③
研
究
成
果
に
よ
る
評
価

④
類
似
機
器
等
の
使
用
実
績
に
よ
る
評
価

保
全
へ
の
反
映
内
容

評
価

項
目

変
更
前

変
更
後

2
8
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル

機
関

簡
易
点
検

（
パ
ッ
キ
ン
取

替
他
）

１
３
Ｍ

２
４
Ｍ

③
　
原
子
炉
停
止
間
隔
に
影
響
す
る
点
検
で
あ
る
た

め
，
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
詳
細
な
技
術
評

価
を
実
施
し
た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
シ
リ
ン
ダ
ヘ
ッ
ド
［
ボ
ン
ネ
ッ

ト
蓋
側
］
-
ゴ
ム
板
パ
ッ
キ
ン
，
始
動
弁
［
本
体
取
付
用
］
-
ガ
ス
ケ
ッ
ト
，
始
動
空
気

分
配
弁
［
蓋
Ｌ
Ｒ
用
］
-
ガ
ス
ケ
ッ
ト
，
燃
料
弁
［
本
体
取
付
用
ノ
ズ
ル
ナ
ッ
ト
側
］
-

ガ
ス
ケ
ッ
ト
，
燃
料
弁
［
本
体
取
付
用
反
ノ
ズ
ル
ナ
ッ
ト
側
］
-
ガ
ス
ケ
ッ
ト
，
ク
ラ
ン
ク

室
ド
ア
パ
ッ
キ
ン
，
燃
料
弁
［
本
体
用
］
-
O
リ
ン
グ
）
は
，
現
在
１
３
ヶ
月
毎
に
点
検

し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
確

認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
ま
た
，
使
用
条
件
・
使
用
環
境
を
考
慮
し
た
他
プ
ラ
ン
ト
の
類
似
機
器
に
お
い

て
，
２
６
ヶ
月
以
上
使
用
し
た
実
績
が
あ
り
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
が
発
生

し
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
２
４
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
た
だ
し
，
実
際
の
点
検
時
期
に
つ
い
て
は
，
点
検
頻
度
お
よ
び
保
全
サ
イ
ク
ル

の
実
運
転
期
間
を
考
慮
し
て
設
定
す
る
。

①
④

・
非
常
用
デ
ィ
-
ゼ
ル
発
電
機
，
高
圧

炉
心
ス
プ
レ
イ
系
デ
ィ
-
ゼ
ル
発
電

機
，
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
，
低
圧
炉

心
ス
プ
レ
イ
系
，
低
圧
注
水
系
，
原
子

炉
補
機
冷
却
水
系
機
能
検
査

・
非
常
用
デ
ィ
-
ゼ
ル
機
関
分
解
検
査

・
非
常
用
予
備
発
電
装
置
検
査
（
機

械
設
備
：
非
常
用
デ
ィ
-
ゼ
ル
機
関
）

・
耐
震
健
全
性
検
査
（
タ
-
ビ
ン
系
）

2
9
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル

機
関
調
速
保
安
装
置

高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ

系
デ
ィ
ー
ゼ
ル
機
関

調
速
保
安
装
置

機
能
・
性
能
試

験
（
潤
滑
油
取

替
）

１
３
Ｍ

２
４
Ｍ

③
　
原
子
炉
停
止
間
隔
に
影
響
す
る
点
検
で
あ
る
た

め
，
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
詳
細
な
技
術
評

価
を
実
施
し
た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
潤
滑
油
）
は
，
現
在
１
３
ヶ

月
毎
に
点
検
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る

不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
ま
た
，
使
用
条
件
・
使
用
環
境
を
考
慮
し
た
他
プ
ラ
ン
ト
の
類
似
機
器
に
お
い

て
，
２
６
ヶ
月
以
上
使
用
し
た
実
績
が
あ
り
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
が
発
生

し
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
２
４
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
た
だ
し
，
実
際
の
点
検
時
期
に
つ
い
て
は
，
点
検
頻
度
お
よ
び
保
全
サ
イ
ク
ル

の
実
運
転
期
間
を
考
慮
し
て
設
定
す
る
。

①
④

・
非
常
用
予
備
発
電
装
置
検
査
（
機

械
設
備
：
非
常
用
デ
ィ
-
ゼ
ル
機
関
）

・
非
常
用
予
備
発
電
装
置
検
査
（
機

械
設
備
：
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
デ
ィ

-
ゼ
ル
機
関
）

3
0
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル

機
関
付
過
給
機

簡
易
点
検

（
パ
ッ
キ
ン
取

替
）

１
３
Ｍ

２
４
Ｍ

③
　
原
子
炉
停
止
間
隔
に
影
響
す
る
点
検
で
あ
る
た

め
，
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
詳
細
な
技
術
評

価
を
実
施
し
た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
タ
ー
ビ
ン
入
口
ケ
ー
ス
Ｅ
Ｎ

カ
バ
パ
ッ
キ
ン
，
コ
ン
プ
レ
ッ
サ
ー
出
口
ケ
ー
ス
Ｅ
Ｎ
カ
バ
パ
ッ
キ
ン
）
は
，
現
在
１

３
ヶ
月
毎
に
点
検
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す

る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
ま
た
，
使
用
条
件
・
使
用
環
境
を
考
慮
し
た
他
プ
ラ
ン
ト
の
類
似
機
器
に
お
い

て
，
２
６
ヶ
月
以
上
使
用
し
た
実
績
が
あ
り
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
が
発
生

し
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
２
４
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
た
だ
し
，
実
際
の
点
検
時
期
に
つ
い
て
は
，
点
検
頻
度
お
よ
び
保
全
サ
イ
ク
ル

の
実
運
転
期
間
を
考
慮
し
て
設
定
す
る
。

①
④

・
非
常
用
予
備
発
電
装
置
検
査
（
機

械
設
備
：
非
常
用
デ
ィ
-
ゼ
ル
機
関
）

※
イ
ン
プ
ッ
ト
項
目
は
添
付
－
１
の
定
期
的
な
評
価
の
イ
ン
プ
ッ
ト
分
類
２
と
対
応

　
　
　
　
　
　
　
　
　
添
付
－
２
（
1
3
／
6
5
）

イ
ン
プ
ッ
ト

情
報
の
項
目

※
事
象
の
概
要

評
価
内
容

４
つ
の

評
価
項
目

※
※

保
全
の
有
効
性
評
価
の
結
果
等
よ
り
保
全
へ
反
映
し
た
事
項

N
o
.

系
統
・機
器
名

備
考

(関
連
す
る
定
期
事
業
者
検
査
等
)

点
検
計
画
の

保
全
方
式
ま
た
は
点
検
内
容
の
変
更

※
※
点
検
頻
度
の
変
更
に
適
用
し
た
評
価
方
法

①
点
検
お
よ
び
取
替
結
果
の
評
価

②
劣
化
ト
レ
ン
ド
に
よ
る
評
価

③
研
究
成
果
に
よ
る
評
価

④
類
似
機
器
等
の
使
用
実
績
に
よ
る
評
価
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添付書類五 保全の有効性評価の結果に関する説明書 
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頁追加による総頁の変更 

 

保
全
へ
の
反
映
内
容

評
価

項
目

変
更
前

変
更
後

3
1
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル

機
関
動
弁
注
油
フ
ィ

ル
タ

開
放
点
検

（
パ
ッ
キ
ン
取

替
他
）

１
３
Ｍ

２
４
Ｍ

③
　
原
子
炉
停
止
間
隔
に
影
響
す
る
点
検
で
あ
る

た
め
，
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
詳
細
な
技
術

評
価
を
実
施
し
た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
パ
ッ
キ
ン
，
Ｏ
リ
ン
グ
）
は
，

現
在
１
３
ヶ
月
毎
に
点
検
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に

起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
と
評
価

し
た
。

　
ま
た
，
使
用
条
件
・
使
用
環
境
を
考
慮
し
た
他
プ
ラ
ン
ト
の
類
似
機
器
に
お
い

て
，
２
６
ヶ
月
以
上
使
用
し
た
実
績
が
あ
り
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
が
発
生

し
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
２
４
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
た
だ
し
，
実
際
の
点
検
時
期
に
つ
い
て
は
，
点
検
頻
度
お
よ
び
保
全
サ
イ
ク
ル

の
実
運
転
期
間
を
考
慮
し
て
設
定
す
る
。

①
④

・
非
常
用
予
備
発
電
装
置
検
査
（
機

械
設
備
：
非
常
用
デ
ィ
-
ゼ
ル
機
関
）

3
2
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル

機
関
動
弁
注
油
タ
ン

ク
ス
ト
レ
ー
ナ

開
放
点
検

（
Ｏ
リ
ン
グ
取

替
他
）

１
３
Ｍ

２
４
Ｍ

③
　
原
子
炉
停
止
間
隔
に
影
響
す
る
点
検
で
あ
る

た
め
，
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
詳
細
な
技
術

評
価
を
実
施
し
た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
Ｏ
リ
ン
グ
，
パ
ッ
キ
ン
）
は
，

現
在
１
３
ヶ
月
毎
に
点
検
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に

起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
と
評
価

し
た
。

　
ま
た
，
使
用
条
件
・
使
用
環
境
を
考
慮
し
た
他
プ
ラ
ン
ト
の
類
似
機
器
に
お
い

て
，
２
６
ヶ
月
以
上
使
用
し
た
実
績
が
あ
り
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
が
発
生

し
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
２
４
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
た
だ
し
，
実
際
の
点
検
時
期
に
つ
い
て
は
，
点
検
頻
度
お
よ
び
保
全
サ
イ
ク
ル

の
実
運
転
期
間
を
考
慮
し
て
設
定
す
る
。

①
④

・
非
常
用
予
備
発
電
装
置
検
査
（
機

械
設
備
：
非
常
用
デ
ィ
-
ゼ
ル
機
関
）

3
3
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル

機
関
潤
滑
油
フ
ィ
ル

タ 高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ

系
デ
ィ
ー
ゼ
ル
機
関

付
潤
滑
油
フ
ィ
ル
タ

開
放
点
検

（
Ｏ
リ
ン
グ
取

替
）

１
３
Ｍ

２
４
Ｍ

③
　
原
子
炉
停
止
間
隔
に
影
響
す
る
点
検
で
あ
る

た
め
，
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
詳
細
な
技
術

評
価
を
実
施
し
た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
Ｏ
リ
ン
グ
）
は
，
現
在
１
３
ヶ

月
毎
に
点
検
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る

不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
ま
た
，
使
用
条
件
・
使
用
環
境
を
考
慮
し
た
他
プ
ラ
ン
ト
の
類
似
機
器
に
お
い

て
，
２
６
ヶ
月
以
上
使
用
し
た
実
績
が
あ
り
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
が
発
生

し
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
２
４
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
た
だ
し
，
実
際
の
点
検
時
期
に
つ
い
て
は
，
点
検
頻
度
お
よ
び
保
全
サ
イ
ク
ル

の
実
運
転
期
間
を
考
慮
し
て
設
定
す
る
。

①
④

・
非
常
用
予
備
発
電
装
置
検
査
（
機

械
設
備
：
非
常
用
デ
ィ
-
ゼ
ル
機
関
）

・
非
常
用
予
備
発
電
装
置
検
査
（
機

械
設
備
：
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系

デ
ィ
-
ゼ
ル
機
関
）

・
耐
震
健
全
性
検
査
（
タ
-
ビ
ン
系
）

※
イ
ン
プ
ッ
ト
項
目
は
添
付
－
１
の
定
期
的
な
評
価
の
イ
ン
プ
ッ
ト
分
類
２
と
対
応

　
　
　
　
　
　
　
　
　
添
付
－
２
（
1
4／
64
）

イ
ン
プ
ッ
ト

情
報
の
項
目

※
事
象
の
概
要

N
o.

系
統
・機
器
名

備
考

(関
連
す
る
定
期
事
業
者
検
査
等
)

点
検
計
画
の

保
全
方
式
ま
た
は
点
検
内
容
の
変
更

評
価
内
容

４
つ
の

評
価
項
目

※
※

保
全
の
有
効
性
評
価
の
結
果
等
よ
り
保
全
へ
反
映
し
た
事
項

※
※
点
検
頻
度
の
変
更
に
適
用
し
た
評
価
方
法

①
点
検
お
よ
び
取
替
結
果
の
評
価

②
劣
化
ト
レ
ン
ド
に
よ
る
評
価

③
研
究
成
果
に
よ
る
評
価

④
類
似
機
器
等
の
使
用
実
績
に
よ
る
評
価

保
全
へ
の
反
映
内
容

評
価

項
目

変
更
前

変
更
後

3
1
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル

機
関
動
弁
注
油
フ
ィ

ル
タ

開
放
点
検

（
パ
ッ
キ
ン
取

替
他
）

１
３
Ｍ

２
４
Ｍ

③
　
原
子
炉
停
止
間
隔
に
影
響
す
る
点
検
で
あ
る
た

め
，
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
詳
細
な
技
術
評

価
を
実
施
し
た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
パ
ッ
キ
ン
，
Ｏ
リ
ン
グ
）
は
，

現
在
１
３
ヶ
月
毎
に
点
検
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に

起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
と
評
価

し
た
。

　
ま
た
，
使
用
条
件
・
使
用
環
境
を
考
慮
し
た
他
プ
ラ
ン
ト
の
類
似
機
器
に
お
い

て
，
２
６
ヶ
月
以
上
使
用
し
た
実
績
が
あ
り
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
が
発
生

し
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
２
４
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
た
だ
し
，
実
際
の
点
検
時
期
に
つ
い
て
は
，
点
検
頻
度
お
よ
び
保
全
サ
イ
ク
ル

の
実
運
転
期
間
を
考
慮
し
て
設
定
す
る
。

①
④

・
非
常
用
予
備
発
電
装
置
検
査
（
機

械
設
備
：
非
常
用
デ
ィ
-
ゼ
ル
機
関
）

3
2
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル

機
関
動
弁
注
油
タ
ン

ク
ス
ト
レ
ー
ナ

開
放
点
検

（
Ｏ
リ
ン
グ
取

替
他
）

１
３
Ｍ

２
４
Ｍ

③
　
原
子
炉
停
止
間
隔
に
影
響
す
る
点
検
で
あ
る
た

め
，
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
詳
細
な
技
術
評

価
を
実
施
し
た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
Ｏ
リ
ン
グ
，
パ
ッ
キ
ン
）
は
，

現
在
１
３
ヶ
月
毎
に
点
検
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に

起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
と
評
価

し
た
。

　
ま
た
，
使
用
条
件
・
使
用
環
境
を
考
慮
し
た
他
プ
ラ
ン
ト
の
類
似
機
器
に
お
い

て
，
２
６
ヶ
月
以
上
使
用
し
た
実
績
が
あ
り
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
が
発
生

し
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
２
４
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
た
だ
し
，
実
際
の
点
検
時
期
に
つ
い
て
は
，
点
検
頻
度
お
よ
び
保
全
サ
イ
ク
ル

の
実
運
転
期
間
を
考
慮
し
て
設
定
す
る
。

①
④

・
非
常
用
予
備
発
電
装
置
検
査
（
機

械
設
備
：
非
常
用
デ
ィ
-
ゼ
ル
機
関
）

3
3
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル

機
関
潤
滑
油
フ
ィ
ル

タ 高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ

系
デ
ィ
ー
ゼ
ル
機
関

付
潤
滑
油
フ
ィ
ル
タ

開
放
点
検

（
Ｏ
リ
ン
グ
取

替
）

１
３
Ｍ

２
４
Ｍ

③
　
原
子
炉
停
止
間
隔
に
影
響
す
る
点
検
で
あ
る
た

め
，
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
詳
細
な
技
術
評

価
を
実
施
し
た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
Ｏ
リ
ン
グ
）
は
，
現
在
１
３
ヶ

月
毎
に
点
検
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る

不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
ま
た
，
使
用
条
件
・
使
用
環
境
を
考
慮
し
た
他
プ
ラ
ン
ト
の
類
似
機
器
に
お
い

て
，
２
６
ヶ
月
以
上
使
用
し
た
実
績
が
あ
り
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
が
発
生

し
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
２
４
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
た
だ
し
，
実
際
の
点
検
時
期
に
つ
い
て
は
，
点
検
頻
度
お
よ
び
保
全
サ
イ
ク
ル

の
実
運
転
期
間
を
考
慮
し
て
設
定
す
る
。

①
④

・
非
常
用
予
備
発
電
装
置
検
査
（
機

械
設
備
：
非
常
用
デ
ィ
-
ゼ
ル
機
関
）

・
非
常
用
予
備
発
電
装
置
検
査
（
機

械
設
備
：
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
デ
ィ

-
ゼ
ル
機
関
）

・
耐
震
健
全
性
検
査
（
タ
-
ビ
ン
系
）

※
イ
ン
プ
ッ
ト
項
目
は
添
付
－
１
の
定
期
的
な
評
価
の
イ
ン
プ
ッ
ト
分
類
２
と
対
応

　
　
　
　
　
　
　
　
　
添
付
－
２
（
1
4
／
6
5
）

イ
ン
プ
ッ
ト

情
報
の
項
目

※
事
象
の
概
要

評
価
内
容

４
つ
の

評
価
項
目

※
※

保
全
の
有
効
性
評
価
の
結
果
等
よ
り
保
全
へ
反
映
し
た
事
項

N
o
.

系
統
・機
器
名

備
考

(関
連
す
る
定
期
事
業
者
検
査
等
)

点
検
計
画
の

保
全
方
式
ま
た
は
点
検
内
容
の
変
更

※
※
点
検
頻
度
の
変
更
に
適
用
し
た
評
価
方

法
①
点
検
お
よ
び
取
替
結
果
の
評
価

②
劣
化
ト
レ
ン
ド
に
よ
る
評
価

③
研
究
成
果
に
よ
る
評
価

④
類
似
機
器
等
の
使
用
実
績
に
よ
る
評
価
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添付書類五 保全の有効性評価の結果に関する説明書 

変更前 変更後 変更理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

頁追加による総頁の変更 

 

保
全
へ
の
反
映
内
容

評
価

項
目

変
更
前

変
更
後

3
4
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル

機
関
始
動
用
空
気
Ｙ

型
ス
ト
レ
ー
ナ

高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ

系
デ
ィ
ー
ゼ
ル
機
関

始
動
用
空
気
Ｙ
型
ス
ト

レ
ー
ナ

開
放
点
検

（
ガ
ス
ケ
ッ
ト
取

替
他
）

１
３
Ｍ

２
４
Ｍ

③
　
原
子
炉
停
止
間
隔
に
影
響
す
る
点
検
で
あ
る

た
め
，
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
詳
細
な
技
術

評
価
を
実
施
し
た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
ガ
ス
ケ
ッ
ト
，
Ｏ
リ
ン
グ
）は
，

現
在
１
３
ヶ
月
毎
に
点
検
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に

起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
と
評
価

し
た
。

　
ま
た
，
使
用
条
件
・
使
用
環
境
を
考
慮
し
た
他
プ
ラ
ン
ト
の
類
似
機
器
に
お
い

て
，
２
６
ヶ
月
以
上
使
用
し
た
実
績
が
あ
り
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
が
発
生

し
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
２
４
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
た
だ
し
，
実
際
の
点
検
時
期
に
つ
い
て
は
，
点
検
頻
度
お
よ
び
保
全
サ
イ
ク
ル

の
実
運
転
期
間
を
考
慮
し
て
設
定
す
る
。

①
④

・
非
常
用
予
備
発
電
装
置
検
査
（
機

械
設
備
：非
常
用
デ
ィ
-ゼ
ル
機
関
）

・
非
常
用
予
備
発
電
装
置
検
査
（
機

械
設
備
：高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系

デ
ィ
-ゼ
ル
機
関
）

3
5
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ

系
デ
ィ
ー
ゼ
ル
機
関
簡
易
点
検

（
パ
ッ
キ
ン
取

替
他
）

１
３
Ｍ

２
４
Ｍ

③
　
原
子
炉
停
止
間
隔
に
影
響
す
る
点
検
で
あ
る

た
め
，
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
詳
細
な
技
術

評
価
を
実
施
し
た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
ク
ラ
ン
ク
室
ド
ア
パ
ッ
キ
ン
，

始
動
弁
［
本
体
用
］
-
ガ
ス
ケ
ッ
ト
，
始
動
空
気
分
配
弁
［
ガ
ス
カ
バ
ー
用
］-
ガ
ス

ケ
ッ
ト
，
燃
料
弁
［
本
体
用
］-
O
リ
ン
グ
，
始
動
弁
［
カ
バ
ー
用
］-
Ｏ
リ
ン
グ
）は
，

現
在
１
３
ヶ
月
毎
に
点
検
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に

起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
と
評
価

し
た
。

　
ま
た
，
使
用
条
件
・
使
用
環
境
を
考
慮
し
た
東
通
原
子
力
発
電
所
第
１
号
機
お

よ
び
他
プ
ラ
ン
ト
の
類
似
機
器
に
お
い
て
，
２
６
ヶ
月
以
上
使
用
し
た
実
績
が
あ

り
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
が
発
生
し
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
２
４
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
た
だ
し
，
実
際
の
点
検
時
期
に
つ
い
て
は
，
点
検
頻
度
お
よ
び
保
全
サ
イ
ク
ル

の
実
運
転
期
間
を
考
慮
し
て
設
定
す
る
。

①
④

・
非
常
用
デ
ィ
-
ゼ
ル
発
電
機
，
高
圧

炉
心
ス
プ
レ
イ
系
デ
ィ
-ゼ
ル
発
電

機
，
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
，
低
圧

炉
心
ス
プ
レ
イ
系
，
低
圧
注
水
系
，

原
子
炉
補
機
冷
却
水
系
機
能
検
査

・
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
デ
ィ
-
ゼ
ル

機
関
分
解
検
査

・
非
常
用
予
備
発
電
装
置
検
査
（
機

械
設
備
：高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系

デ
ィ
-ゼ
ル
機
関
）

・
耐
震
健
全
性
検
査
（
タ
-
ビ
ン
系
）

3
6
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ

系
デ
ィ
ー
ゼ
ル
機
関

排
気
タ
ー
ビ
ン
過
給

機

簡
易
点
検

（
パ
ッ
キ
ン
取

替
）

１
３
Ｍ

２
４
Ｍ

③
　
原
子
炉
停
止
間
隔
に
影
響
す
る
点
検
で
あ
る

た
め
，
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
詳
細
な
技
術

評
価
を
実
施
し
た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
タ
ー
ビ
ン
入
口
ケ
ー
ス
Ｅ
Ｎ

カ
バ
パ
ッ
キ
ン
，
コ
ン
プ
レ
ッ
サ
出
口
ケ
ー
ス
Ｅ
Ｎ
カ
バ
パ
ッ
キ
ン
）
は
，
現
在
１
３
ヶ

月
毎
に
点
検
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る

不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
ま
た
，
使
用
条
件
・
使
用
環
境
を
考
慮
し
た
他
プ
ラ
ン
ト
の
類
似
機
器
に
お
い

て
，
２
６
ヶ
月
以
上
使
用
し
た
実
績
が
あ
り
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
が
発
生

し
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
２
４
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
た
だ
し
，
実
際
の
点
検
時
期
に
つ
い
て
は
，
点
検
頻
度
お
よ
び
保
全
サ
イ
ク
ル

の
実
運
転
期
間
を
考
慮
し
て
設
定
す
る
。

①
④

・
非
常
用
予
備
発
電
装
置
検
査
（
機

械
設
備
：高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系

デ
ィ
-ゼ
ル
機
関
）

※
イ
ン
プ
ッ
ト
項
目
は
添
付
－
１
の
定
期
的
な
評
価
の
イ
ン
プ
ッ
ト
分
類
２
と
対
応

　
　
　
　
　
　
　
　
　
添
付
－
２
（1
5／
64
）

イ
ン
プ
ッ
ト

情
報
の
項
目

※
事
象
の
概
要

N
o.

系
統
・機
器
名

備
考

(関
連
す
る
定
期
事
業
者
検
査
等
)

点
検
計
画
の

保
全
方
式
ま
た
は
点
検
内
容
の
変
更

評
価
内
容

４
つ
の

評
価
項
目

※
※

保
全
の
有
効
性
評
価
の
結
果
等
よ
り
保
全
へ
反
映
し
た
事
項

※
※
点
検
頻
度
の
変
更
に
適
用
し
た
評
価
方

法
①
点
検
お
よ
び
取
替
結
果
の
評
価

②
劣
化
ト
レ
ン
ド
に
よ
る
評
価

③
研
究
成
果
に
よ
る
評
価

④
類
似
機
器
等
の
使
用
実
績
に
よ
る
評
価

保
全
へ
の
反
映
内
容

評
価

項
目

変
更
前

変
更
後

3
4
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル

機
関
始
動
用
空
気
Ｙ

型
ス
ト
レ
ー
ナ

高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ

系
デ
ィ
ー
ゼ
ル
機
関

始
動
用
空
気
Ｙ
型
ス
ト

レ
ー
ナ

開
放
点
検

（
ガ
ス
ケ
ッ
ト
取

替
他
）

１
３
Ｍ

２
４
Ｍ

③
　
原
子
炉
停
止
間
隔
に
影
響
す
る
点
検
で
あ
る
た

め
，
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
詳
細
な
技
術
評

価
を
実
施
し
た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
ガ
ス
ケ
ッ
ト
，
Ｏ
リ
ン
グ
）
は
，

現
在
１
３
ヶ
月
毎
に
点
検
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に

起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
と
評
価

し
た
。

　
ま
た
，
使
用
条
件
・
使
用
環
境
を
考
慮
し
た
他
プ
ラ
ン
ト
の
類
似
機
器
に
お
い

て
，
２
６
ヶ
月
以
上
使
用
し
た
実
績
が
あ
り
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
が
発
生

し
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
２
４
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
た
だ
し
，
実
際
の
点
検
時
期
に
つ
い
て
は
，
点
検
頻
度
お
よ
び
保
全
サ
イ
ク
ル

の
実
運
転
期
間
を
考
慮
し
て
設
定
す
る
。

①
④

・
非
常
用
予
備
発
電
装
置
検
査
（
機

械
設
備
：
非
常
用
デ
ィ
-
ゼ
ル
機
関
）

・
非
常
用
予
備
発
電
装
置
検
査
（
機

械
設
備
：
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
デ
ィ

-
ゼ
ル
機
関
）

3
5
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ

系
デ
ィ
ー
ゼ
ル
機
関
簡
易
点
検

（
パ
ッ
キ
ン
取

替
他
）

１
３
Ｍ

２
４
Ｍ

③
　
原
子
炉
停
止
間
隔
に
影
響
す
る
点
検
で
あ
る
た

め
，
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
詳
細
な
技
術
評

価
を
実
施
し
た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
ク
ラ
ン
ク
室
ド
ア
パ
ッ
キ
ン
，

始
動
弁
［
本
体
用
］
-
ガ
ス
ケ
ッ
ト
，
始
動
空
気
分
配
弁
［
ガ
ス
カ
バ
ー
用
］
-
ガ
ス

ケ
ッ
ト
，
燃
料
弁
［
本
体
用
］
-
O
リ
ン
グ
，
始
動
弁
［
カ
バ
ー
用
］
-
Ｏ
リ
ン
グ
）
は
，

現
在
１
３
ヶ
月
毎
に
点
検
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に

起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
と
評
価

し
た
。

　
ま
た
，
使
用
条
件
・
使
用
環
境
を
考
慮
し
た
東
通
原
子
力
発
電
所
第
１
号
機
お

よ
び
他
プ
ラ
ン
ト
の
類
似
機
器
に
お
い
て
，
２
６
ヶ
月
以
上
使
用
し
た
実
績
が
あ

り
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
が
発
生
し
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
２
４
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
た
だ
し
，
実
際
の
点
検
時
期
に
つ
い
て
は
，
点
検
頻
度
お
よ
び
保
全
サ
イ
ク
ル

の
実
運
転
期
間
を
考
慮
し
て
設
定
す
る
。

①
④

・
非
常
用
デ
ィ
-
ゼ
ル
発
電
機
，
高
圧

炉
心
ス
プ
レ
イ
系
デ
ィ
-
ゼ
ル
発
電

機
，
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
，
低
圧
炉

心
ス
プ
レ
イ
系
，
低
圧
注
水
系
，
原
子

炉
補
機
冷
却
水
系
機
能
検
査

・
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
デ
ィ
-
ゼ
ル

機
関
分
解
検
査

・
非
常
用
予
備
発
電
装
置
検
査
（
機

械
設
備
：
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
デ
ィ

-
ゼ
ル
機
関
）

・
耐
震
健
全
性
検
査
（
タ
-
ビ
ン
系
）

3
6
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ

系
デ
ィ
ー
ゼ
ル
機
関

排
気
タ
ー
ビ
ン
過
給

機

簡
易
点
検

（
パ
ッ
キ
ン
取

替
）

１
３
Ｍ

２
４
Ｍ

③
　
原
子
炉
停
止
間
隔
に
影
響
す
る
点
検
で
あ
る
た

め
，
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
詳
細
な
技
術
評

価
を
実
施
し
た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
タ
ー
ビ
ン
入
口
ケ
ー
ス
Ｅ
Ｎ

カ
バ
パ
ッ
キ
ン
，
コ
ン
プ
レ
ッ
サ
出
口
ケ
ー
ス
Ｅ
Ｎ
カ
バ
パ
ッ
キ
ン
）
は
，
現
在
１
３
ヶ

月
毎
に
点
検
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る

不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
ま
た
，
使
用
条
件
・
使
用
環
境
を
考
慮
し
た
他
プ
ラ
ン
ト
の
類
似
機
器
に
お
い

て
，
２
６
ヶ
月
以
上
使
用
し
た
実
績
が
あ
り
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
が
発
生

し
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
２
４
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
た
だ
し
，
実
際
の
点
検
時
期
に
つ
い
て
は
，
点
検
頻
度
お
よ
び
保
全
サ
イ
ク
ル

の
実
運
転
期
間
を
考
慮
し
て
設
定
す
る
。

①
④

・
非
常
用
予
備
発
電
装
置
検
査
（
機

械
設
備
：
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
デ
ィ

-
ゼ
ル
機
関
）

※
イ
ン
プ
ッ
ト
項
目
は
添
付
－
１
の
定
期
的
な
評
価
の
イ
ン
プ
ッ
ト
分
類
２
と
対
応

　
　
　
　
　
　
　
　
　
添
付
－
２
（
1
5
／
6
5
）

イ
ン
プ
ッ
ト

情
報
の
項
目

※
事
象
の
概
要

評
価
内
容

４
つ
の

評
価
項
目

※
※

保
全
の
有
効
性
評
価
の
結
果
等
よ
り
保
全
へ
反
映
し
た
事
項

N
o
.

系
統
・機
器
名

備
考

(関
連
す
る
定
期
事
業
者
検
査
等
)

点
検
計
画
の

保
全
方
式
ま
た
は
点
検
内
容
の
変
更

※
※
点
検
頻
度
の
変
更
に
適
用
し
た
評
価
方

法
①
点
検
お
よ
び
取
替
結
果
の
評
価

②
劣
化
ト
レ
ン
ド
に
よ
る
評
価

③
研
究
成
果
に
よ
る
評
価

④
類
似
機
器
等
の
使
用
実
績
に
よ
る
評
価



（17/66） 

別添－２ 

添付書類五 保全の有効性評価の結果に関する説明書 

変更前 変更後 変更理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

頁追加による総頁の変更 

 

保
全
へ
の
反
映
内
容

評
価

項
目

変
更
前

変
更
後

3
7
計
測
制
御
系
統
設
備
特
性
試
験

部
品
取
替

１
３
Ｍ

２
４
Ｍ

③
　
原
子
炉
停
止
間
隔
に
影
響
す
る
点
検
で
あ
る

た
め
，
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
詳
細
な
技
術

評
価
を
実
施
し
た
。

　
当
該
設
備
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
圧
力
伝
送
器
，
圧
力
検
出

器
，
差
圧
伝
送
器
，
流
量
検
出
器
，
地
震
加
速
度
検
出
器
，
信
号
変
換
処
理

部
，
記
録
計
，
指
示
計
，
位
置
検
出
器
）
は
，
現
在
１
３
ヶ
月
毎
に
点
検
し
て
い
る

が
，
過
去
の
点
検
実
績
，
劣
化
ト
レ
ン
ド
，
研
究
成
果
等
お
よ
び
類
似
機
器
の
使

用
実
績
に
よ
る
評
価
か
ら
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
な
お
，
当
該
設
備
の
劣
化
ト
レ
ン
ド
に
よ
る
評
価
に
お
い
て
，
一
部
の
安
全
保

護
系
計
器
等
に
つ
い
て
は
，
ド
リ
フ
ト
評
価
結
果
に
基
づ
き
セ
ッ
ト
値
を
見
直
す
こ

と
に
よ
り
，
要
求
さ
れ
る
機
能
に
影
響
が
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
ま
た
，
使
用
条
件
・
使
用
環
境
を
考
慮
し
た
他
プ
ラ
ン
ト
の
類
似
機
器
に
お
い

て
，
２
６
ヶ
月
以
上
使
用
し
た
実
績
が
あ
り
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
が
発
生

し
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
２
４
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
た
だ
し
，
実
際
の
点
検
時
期
に
つ
い
て
は
，
点
検
頻
度
お
よ
び
保
全
サ
イ
ク
ル

の
実
運
転
期
間
を
考
慮
し
て
設
定
す
る
。

①
②
③
④

・
安
全
保
護
系
設
定
値
確
認
検
査

（
プ
ロ
セ
ス
計
装
）
等

3
8
制
御
棒
駆
動
機
構

分
解
点
検

９
１
Ｍ

１
３
０
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
お
よ
び
研
究
成
果
等
を
基
に
，
詳

細
な
評
価
を
実
施
し
た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
ボ
ー
ル
，
シ
ー
ル
リ
ン
グ
，

コ
レ
ッ
ト
シ
ー
ル
リ
ン
グ
，
Ｏ
リ
ン
グ
）
は
，
現
在
９
１
ヶ
月
毎
に
点
検
し
て
い
る
が
，

過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら

ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
ま
た
，
研
究
成
果
等
に
よ
る
評
価
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
１
３
０
ヶ
月

に
延
長
で
き
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
１
３
０
ヶ
月
へ
の
延

長
が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

①
③

・
制
御
棒
駆
動
水
圧
系
機
能
検
査

・
制
御
棒
駆
動
機
構
分
解
検
査

・
制
御
棒
駆
動
機
構
機
能
検
査

3
9
Ｐ
Ｌ
Ｒ
ポ
ン
プ
パ
ー
ジ

ラ
イ
ン
流
量
調
整
器

分
解
点
検

１
３
Ｍ

２
４
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し

た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
Ｏ
リ
ン
グ
［
本
体
，
弁
棒
ガ
イ

ド
，
プ
ラ
グ
部
］
，
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
リ
ン
グ
，
角
リ
ン
グ
，
シ
ー
ル
，
Ｏ
リ
ン
グ
［
弁
座

部
，
ガ
イ
ド
部
］
）
は
，
現
在
１
３
ヶ
月
毎
に
点
検
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績

に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が

可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
２
４
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
た
だ
し
，
実
際
の
点
検
時
期
に
つ
い
て
は
，
点
検
頻
度
お
よ
び
保
全
サ
イ
ク
ル

の
実
運
転
期
間
を
考
慮
し
て
設
定
す
る
。

①
－

※
イ
ン
プ
ッ
ト
項
目
は
添
付
－
１
の
定
期
的
な
評
価
の
イ
ン
プ
ッ
ト
分
類
２
と
対
応

　
　
　
　
　
　
　
　
　
添
付
－
２
（
16
／
64
）

イ
ン
プ
ッ
ト

情
報
の
項
目

※
事
象
の
概
要

N
o
.

系
統
・機
器
名

備
考

(関
連
す
る
定
期
事
業
者
検
査
等
)

点
検
計
画
の

保
全
方
式
ま
た
は
点
検
内
容
の
変
更

評
価
内
容

４
つ
の

評
価
項
目

※
※

保
全
の
有
効
性
評
価
の
結
果
等
よ
り
保
全
へ
反
映
し
た
事
項

※
※
点
検
頻
度
の
変
更
に
適
用
し
た
評
価
方

法
①
点
検
お
よ
び
取
替
結
果
の
評
価

②
劣
化
ト
レ
ン
ド
に
よ
る
評
価

③
研
究
成
果
に
よ
る
評
価

④
類
似
機
器
等
の
使
用
実
績
に
よ
る
評
価

保
全
へ
の
反
映
内
容

評
価

項
目

変
更
前

変
更
後

3
7
計
測
制
御
系
統
設
備
特
性
試
験

部
品
取
替

１
３
Ｍ

２
４
Ｍ

③
　
原
子
炉
停
止
間
隔
に
影
響
す
る
点
検
で
あ
る
た

め
，
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
詳
細
な
技
術
評

価
を
実
施
し
た
。

　
当
該
設
備
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
圧
力
伝
送
器
，
圧
力
検
出

器
，
差
圧
伝
送
器
，
流
量
検
出
器
，
地
震
加
速
度
検
出
器
，
信
号
変
換
処
理

部
，
記
録
計
，
指
示
計
，
位
置
検
出
器
）
は
，
現
在
１
３
ヶ
月
毎
に
点
検
し
て
い
る

が
，
過
去
の
点
検
実
績
，
劣
化
ト
レ
ン
ド
，
研
究
成
果
等
お
よ
び
類
似
機
器
の
使

用
実
績
に
よ
る
評
価
か
ら
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
な
お
，
当
該
設
備
の
劣
化
ト
レ
ン
ド
に
よ
る
評
価
に
お
い
て
，
一
部
の
安
全
保

護
系
計
器
等
に
つ
い
て
は
，
ド
リ
フ
ト
評
価
結
果
に
基
づ
き
セ
ッ
ト
値
を
見
直
す
こ

と
に
よ
り
，
要
求
さ
れ
る
機
能
に
影
響
が
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
ま
た
，
使
用
条
件
・
使
用
環
境
を
考
慮
し
た
他
プ
ラ
ン
ト
の
類
似
機
器
に
お
い

て
，
２
６
ヶ
月
以
上
使
用
し
た
実
績
が
あ
り
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
が
発
生

し
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
２
４
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
た
だ
し
，
実
際
の
点
検
時
期
に
つ
い
て
は
，
点
検
頻
度
お
よ
び
保
全
サ
イ
ク
ル

の
実
運
転
期
間
を
考
慮
し
て
設
定
す
る
。

①
②
③
④

・
安
全
保
護
系
設
定
値
確
認
検
査

（
プ
ロ
セ
ス
計
装
）
等

3
8
制
御
棒
駆
動
機
構

分
解
点
検

９
１
Ｍ

１
３
０
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
お
よ
び
研
究
成
果
等
を
基
に
，
詳

細
な
評
価
を
実
施
し
た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
ボ
ー
ル
，
シ
ー
ル
リ
ン
グ
，

コ
レ
ッ
ト
シ
ー
ル
リ
ン
グ
，
Ｏ
リ
ン
グ
）
は
，
現
在
９
１
ヶ
月
毎
に
点
検
し
て
い
る
が
，

過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら

ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
ま
た
，
研
究
成
果
等
に
よ
る
評
価
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
１
３
０
ヶ
月

に
延
長
で
き
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
１
３
０
ヶ
月
へ
の
延

長
が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

①
③

・
制
御
棒
駆
動
水
圧
系
機
能
検
査

・
制
御
棒
駆
動
機
構
分
解
検
査

・
制
御
棒
駆
動
機
構
機
能
検
査

3
9
Ｐ
Ｌ
Ｒ
ポ
ン
プ
パ
ー
ジ

ラ
イ
ン
流
量
調
整
器

分
解
点
検

１
３
Ｍ

２
４
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
Ｏ
リ
ン
グ
［
本
体
，
弁
棒
ガ
イ

ド
，
プ
ラ
グ
部
］
，
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
リ
ン
グ
，
角
リ
ン
グ
，
シ
ー
ル
，
Ｏ
リ
ン
グ
［
弁
座

部
，
ガ
イ
ド
部
］
）
は
，
現
在
１
３
ヶ
月
毎
に
点
検
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績

に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が

可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
２
４
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
た
だ
し
，
実
際
の
点
検
時
期
に
つ
い
て
は
，
点
検
頻
度
お
よ
び
保
全
サ
イ
ク
ル

の
実
運
転
期
間
を
考
慮
し
て
設
定
す
る
。

①
－

※
イ
ン
プ
ッ
ト
項
目
は
添
付
－
１
の
定
期
的
な
評
価
の
イ
ン
プ
ッ
ト
分
類
２
と
対
応

　
　
　
　
　
　
　
　
　
添
付
－
２
（
1
6
／
6
5）

イ
ン
プ
ッ
ト

情
報
の
項
目

※
事
象
の
概
要

評
価
内
容

４
つ
の

評
価
項
目

※
※

保
全
の
有
効
性
評
価
の
結
果
等
よ
り
保
全
へ
反
映
し
た
事
項

N
o
.

系
統
・機
器
名

備
考

(関
連
す
る
定
期
事
業
者
検
査
等
)

点
検
計
画
の

保
全
方
式
ま
た
は
点
検
内
容
の
変
更

※
※
点
検
頻
度
の
変
更
に
適
用
し
た
評
価
方

法
①
点
検
お
よ
び
取
替
結
果
の
評
価

②
劣
化
ト
レ
ン
ド
に
よ
る
評
価

③
研
究
成
果
に
よ
る
評
価

④
類
似
機
器
等
の
使
用
実
績
に
よ
る
評
価



（18/66） 

別添－２ 

添付書類五 保全の有効性評価の結果に関する説明書 

変更前 変更後 変更理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

頁追加による総頁の変更 

 

保
全
へ
の
反
映
内
容

評
価

項
目

変
更
前

変
更
後

4
0
制
御
棒
駆
動
水
ポ
ン

プ
簡
易
点
検

１
３
Ｍ

２
４
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し

た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
メ
カ
ニ
カ
ル
シ
ー
ル
，
シ
ー

ト
パ
ッ
キ
ン
，
Ｏ
リ
ン
グ
）
は
，
現
在
１
３
ヶ
月
毎
に
点
検
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点

検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続

使
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
２
４
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
た
だ
し
，
実
際
の
点
検
時
期
に
つ
い
て
は
，
点
検
頻
度
お
よ
び
保
全
サ
イ
ク
ル

の
実
運
転
期
間
を
考
慮
し
て
設
定
す
る
。

　
な
お
，
当
該
機
器
の
軸
受
等
の
部
品
に
起
因
す
る
異
常
の
早
期
検
知
を
目
的

に
，
運
転
中
の
状
態
監
視
（
潤
滑
油
診
断
）
を
導
入
し
，
信
頼
性
の
向
上
を
図

る
。

①
・
制
御
棒
駆
動
機
構
機
能
検
査

・
耐
震
健
全
性
検
査
（
原
子
炉
系
）

・
潤
滑
油
診
断
：
頻
度
は
潤
滑
油
診

断
手
順
書
に
よ
る
。

4
1
Ｃ
Ｒ
Ｄ
ポ
ン
プ
吸
込
配

管
ス
ト
レ
ー
ナ

開
放
点
検

１
３
Ｍ

２
４
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し

た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
ガ
ス
ケ
ッ
ト
）
は
，
現
在
１

３
ヶ
月
毎
に
点
検
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す

る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し

た
。
　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
２
４
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
た
だ
し
，
実
際
の
点
検
時
期
に
つ
い
て
は
，
点
検
頻
度
お
よ
び
保
全
サ
イ
ク
ル

の
実
運
転
期
間
を
考
慮
し
て
設
定
す
る
。

①
－

4
2
Ｃ
Ｒ
Ｄ
ポ
ン
プ
ミ
ニ
マ

ム
フ
ロ
ー
弁

分
解
点
検

１
３
Ｍ

２
４
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し

た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
パ
ッ
キ
ン
，
ガ
ス
ケ
ッ
ト
）

は
，
現
在
１
３
ヶ
月
毎
に
点
検
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣

化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と

を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
２
４
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
た
だ
し
，
実
際
の
点
検
時
期
に
つ
い
て
は
，
点
検
頻
度
お
よ
び
保
全
サ
イ
ク
ル

の
実
運
転
期
間
を
考
慮
し
て
設
定
す
る
。

①
－

4
3
Ｃ
Ｒ
Ｄ
流
量
調
節
弁

分
解
点
検

１
３
Ｍ

２
４
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し

た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
パ
ッ
キ
ン
，
ガ
ス
ケ
ッ
ト
）

は
，
現
在
１
３
ヶ
月
毎
に
点
検
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣

化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と

を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
２
４
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
た
だ
し
，
実
際
の
点
検
時
期
に
つ
い
て
は
，
点
検
頻
度
お
よ
び
保
全
サ
イ
ク
ル

の
実
運
転
期
間
を
考
慮
し
て
設
定
す
る
。

①
－

※
イ
ン
プ
ッ
ト
項
目
は
添
付
－
１
の
定
期
的
な
評
価
の
イ
ン
プ
ッ
ト
分
類
２
と
対
応

　
　
　
　
　
　
　
　
　
添
付
－
２
（
1
7
／
6
4
）

イ
ン
プ
ッ
ト

情
報
の
項
目

※
事
象
の
概
要

N
o
.

系
統
・機
器
名

備
考

(関
連
す
る
定
期
事
業
者
検
査
等
)

点
検
計
画
の

保
全
方
式
ま
た
は
点
検
内
容
の
変
更

評
価
内
容

４
つ
の

評
価
項
目

※
※

保
全
の
有
効
性
評
価
の
結
果
等
よ
り
保
全
へ
反
映
し
た
事
項

※
※
点
検
頻
度
の
変
更
に
適
用
し
た
評
価
方
法

①
点
検
お
よ
び
取
替
結
果
の
評
価

②
劣
化
ト
レ
ン
ド
に
よ
る
評
価

③
研
究
成
果
に
よ
る
評
価

④
類
似
機
器
等
の
使
用
実
績
に
よ
る
評
価

保
全
へ
の
反
映
内
容

評
価

項
目

変
更
前

変
更
後

4
0
制
御
棒
駆
動
水
ポ
ン

プ
簡
易
点
検

１
３
Ｍ

２
４
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
メ
カ
ニ
カ
ル
シ
ー
ル
，
シ
ー

ト
パ
ッ
キ
ン
，
Ｏ
リ
ン
グ
）
は
，
現
在
１
３
ヶ
月
毎
に
点
検
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点

検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続

使
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
２
４
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
た
だ
し
，
実
際
の
点
検
時
期
に
つ
い
て
は
，
点
検
頻
度
お
よ
び
保
全
サ
イ
ク
ル

の
実
運
転
期
間
を
考
慮
し
て
設
定
す
る
。

　
な
お
，
当
該
機
器
の
軸
受
等
の
部
品
に
起
因
す
る
異
常
の
早
期
検
知
を
目
的

に
，
運
転
中
の
状
態
監
視
（
潤
滑
油
診
断
）
を
導
入
し
，
信
頼
性
の
向
上
を
図

る
。

①
・
制
御
棒
駆
動
機
構
機
能
検
査

・
耐
震
健
全
性
検
査
（
原
子
炉
系
）

・
潤
滑
油
診
断
：
頻
度
は
潤
滑
油
診

断
手
順
書
に
よ
る
。

4
1
Ｃ
Ｒ
Ｄ
ポ
ン
プ
吸
込
配

管
ス
ト
レ
ー
ナ

開
放
点
検

１
３
Ｍ

２
４
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
ガ
ス
ケ
ッ
ト
）
は
，
現
在
１

３
ヶ
月
毎
に
点
検
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す

る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し

た
。
　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
２
４
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
た
だ
し
，
実
際
の
点
検
時
期
に
つ
い
て
は
，
点
検
頻
度
お
よ
び
保
全
サ
イ
ク
ル

の
実
運
転
期
間
を
考
慮
し
て
設
定
す
る
。

①
－

4
2
Ｃ
Ｒ
Ｄ
ポ
ン
プ
ミ
ニ
マ

ム
フ
ロ
ー
弁

分
解
点
検

１
３
Ｍ

２
４
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
パ
ッ
キ
ン
，
ガ
ス
ケ
ッ
ト
）

は
，
現
在
１
３
ヶ
月
毎
に
点
検
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣

化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と

を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
２
４
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
た
だ
し
，
実
際
の
点
検
時
期
に
つ
い
て
は
，
点
検
頻
度
お
よ
び
保
全
サ
イ
ク
ル

の
実
運
転
期
間
を
考
慮
し
て
設
定
す
る
。

①
－

4
3
Ｃ
Ｒ
Ｄ
流
量
調
節
弁

分
解
点
検

１
３
Ｍ

２
４
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
パ
ッ
キ
ン
，
ガ
ス
ケ
ッ
ト
）

は
，
現
在
１
３
ヶ
月
毎
に
点
検
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣

化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と

を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
２
４
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
た
だ
し
，
実
際
の
点
検
時
期
に
つ
い
て
は
，
点
検
頻
度
お
よ
び
保
全
サ
イ
ク
ル

の
実
運
転
期
間
を
考
慮
し
て
設
定
す
る
。

①
－

※
イ
ン
プ
ッ
ト
項
目
は
添
付
－
１
の
定
期
的
な
評
価
の
イ
ン
プ
ッ
ト
分
類
２
と
対
応

　
　
　
　
　
　
　
　
　
添
付
－
２
（
1
7
／
6
5
）

イ
ン
プ
ッ
ト

情
報
の
項
目

※
事
象
の
概
要

評
価
内
容

４
つ
の

評
価
項
目

※
※

保
全
の
有
効
性
評
価
の
結
果
等
よ
り
保
全
へ
反
映
し
た
事
項

N
o
.

系
統
・機
器
名

備
考

(関
連
す
る
定
期
事
業
者
検
査
等
)

点
検
計
画
の

保
全
方
式
ま
た
は
点
検
内
容
の
変
更

※
※
点
検
頻
度
の
変
更
に
適
用
し
た
評
価
方

法
①
点
検
お
よ
び
取
替
結
果
の
評
価

②
劣
化
ト
レ
ン
ド
に
よ
る
評
価

③
研
究
成
果
に
よ
る
評
価

④
類
似
機
器
等
の
使
用
実
績
に
よ
る
評
価
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頁追加による総頁の変更 

 

保
全
へ
の
反
映
内
容

評
価

項
目

変
更
前

変
更
後

4
4
換
気
空
調
補
機
非
常

用
冷
却
水
系
冷
凍
機
簡
易
点
検

１
３
Ｍ

２
４
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し

た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
ガ
ス
ケ
ッ
ト
，
Ｏ
リ
ン
グ
，
潤

滑
油
ス
ト
レ
ー
ナ
，
潤
滑
油
ド
ラ
イ
ヤ
）
は
，
現
在
１
３
ヶ
月
毎
に
点
検
し
て
い
る

が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て

お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
２
４
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
た
だ
し
，
実
際
の
点
検
時
期
に
つ
い
て
は
，
点
検
頻
度
お
よ
び
保
全
サ
イ
ク
ル

の
実
運
転
期
間
を
考
慮
し
て
設
定
す
る
。

①
・
耐
震
健
全
性
検
査
（
原
子
炉
系
）

4
5
Ｈ
Ｐ
ＩＮ
非
常
用
フ
ィ

ル
タ

開
放
点
検

１
３
Ｍ

２
４
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し

た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
ガ
ス
ケ
ッ
ト
）
は
，
現
在
１

３
ヶ
月
毎
に
点
検
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す

る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し

た
。
　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
２
４
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
た
だ
し
，
実
際
の
点
検
時
期
に
つ
い
て
は
，
点
検
頻
度
お
よ
び
保
全
サ
イ
ク
ル

の
実
運
転
期
間
を
考
慮
し
て
設
定
す
る
。

①
－

4
6
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ

補
機
冷
却
海
水
系
ス

ト
レ
ー
ナ

開
放
点
検

１
３
Ｍ

２
４
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し

た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
ガ
ス
ケ
ッ
ト
）
は
，
現
在
１

３
ヶ
月
毎
に
点
検
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す

る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し

た
。
　
ま
た
，
使
用
条
件
・
使
用
環
境
を
考
慮
し
た
他
プ
ラ
ン
ト
の
類
似
機
器
に
お
い

て
，
２
６
ヶ
月
以
上
使
用
し
た
実
績
が
あ
り
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
が
発
生

し
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
２
４
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
た
だ
し
，
実
際
の
点
検
時
期
に
つ
い
て
は
，
点
検
頻
度
お
よ
び
保
全
サ
イ
ク
ル

の
実
運
転
期
間
を
考
慮
し
て
設
定
す
る
。

①
④

・
耐
震
健
全
性
検
査
（
原
子
炉
系
）

4
7
Ｈ
Ｐ
Ｓ
Ｗ
ス
ト
レ
ー
ナ
ド

レ
ン
弁

分
解
点
検

１
３
Ｍ

２
４
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し

た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
パ
ッ
キ
ン
，
ガ
ス
ケ
ッ
ト
）

は
，
現
在
１
３
ヶ
月
毎
に
点
検
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣

化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と

を
確
認
し
た
。

　
ま
た
，
使
用
条
件
・
使
用
環
境
を
考
慮
し
た
他
プ
ラ
ン
ト
の
類
似
機
器
に
お
い

て
，
２
６
ヶ
月
以
上
使
用
し
た
実
績
が
あ
り
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
が
発
生

し
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
２
４
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
た
だ
し
，
実
際
の
点
検
時
期
に
つ
い
て
は
，
点
検
頻
度
お
よ
び
保
全
サ
イ
ク
ル

の
実
運
転
期
間
を
考
慮
し
て
設
定
す
る
。

①
④

－

※
イ
ン
プ
ッ
ト
項
目
は
添
付
－
１
の
定
期
的
な
評
価
の
イ
ン
プ
ッ
ト
分
類
２
と
対
応

　
　
　
　
　
　
　
　
　
添
付
－
２
（
1
8
／
6
4
）

イ
ン
プ
ッ
ト

情
報
の
項
目

※
事
象
の
概
要

N
o
.

系
統
・機
器
名

備
考

(関
連
す
る
定
期
事
業
者
検
査
等
)

点
検
計
画
の

保
全
方
式
ま
た
は
点
検
内
容
の
変
更

評
価
内
容

４
つ
の

評
価
項
目

※
※

保
全
の
有
効
性
評
価
の
結
果
等
よ
り
保
全
へ
反
映
し
た
事
項

※
※
点
検
頻
度
の
変
更
に
適
用
し
た
評
価
方
法

①
点
検
お
よ
び
取
替
結
果
の
評
価

②
劣
化
ト
レ
ン
ド
に
よ
る
評
価

③
研
究
成
果
に
よ
る
評
価

④
類
似
機
器
等
の
使
用
実
績
に
よ
る
評
価

保
全
へ
の
反
映
内
容

評
価

項
目

変
更
前

変
更
後

4
4
換
気
空
調
補
機
非
常

用
冷
却
水
系
冷
凍
機
簡
易
点
検

１
３
Ｍ

２
４
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
ガ
ス
ケ
ッ
ト
，
Ｏ
リ
ン
グ
，
潤

滑
油
ス
ト
レ
ー
ナ
，
潤
滑
油
ド
ラ
イ
ヤ
）
は
，
現
在
１
３
ヶ
月
毎
に
点
検
し
て
い
る

が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て

お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
２
４
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
た
だ
し
，
実
際
の
点
検
時
期
に
つ
い
て
は
，
点
検
頻
度
お
よ
び
保
全
サ
イ
ク
ル

の
実
運
転
期
間
を
考
慮
し
て
設
定
す
る
。

①
・
耐
震
健
全
性
検
査
（
原
子
炉
系
）

4
5
Ｈ
Ｐ
ＩＮ
非
常
用
フ
ィ

ル
タ

開
放
点
検

１
３
Ｍ

２
４
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
ガ
ス
ケ
ッ
ト
）
は
，
現
在
１

３
ヶ
月
毎
に
点
検
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す

る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し

た
。
　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
２
４
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
た
だ
し
，
実
際
の
点
検
時
期
に
つ
い
て
は
，
点
検
頻
度
お
よ
び
保
全
サ
イ
ク
ル

の
実
運
転
期
間
を
考
慮
し
て
設
定
す
る
。

①
－

4
6
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ

補
機
冷
却
海
水
系
ス

ト
レ
ー
ナ

開
放
点
検

１
３
Ｍ

２
４
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
ガ
ス
ケ
ッ
ト
）
は
，
現
在
１

３
ヶ
月
毎
に
点
検
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す

る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し

た
。
　
ま
た
，
使
用
条
件
・
使
用
環
境
を
考
慮
し
た
他
プ
ラ
ン
ト
の
類
似
機
器
に
お
い

て
，
２
６
ヶ
月
以
上
使
用
し
た
実
績
が
あ
り
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
が
発
生

し
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
２
４
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
た
だ
し
，
実
際
の
点
検
時
期
に
つ
い
て
は
，
点
検
頻
度
お
よ
び
保
全
サ
イ
ク
ル

の
実
運
転
期
間
を
考
慮
し
て
設
定
す
る
。

①
④

・
耐
震
健
全
性
検
査
（
原
子
炉
系
）

4
7
Ｈ
Ｐ
Ｓ
Ｗ
ス
ト
レ
ー
ナ
ド

レ
ン
弁

分
解
点
検

１
３
Ｍ

２
４
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
パ
ッ
キ
ン
，
ガ
ス
ケ
ッ
ト
）

は
，
現
在
１
３
ヶ
月
毎
に
点
検
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣

化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と

を
確
認
し
た
。

　
ま
た
，
使
用
条
件
・
使
用
環
境
を
考
慮
し
た
他
プ
ラ
ン
ト
の
類
似
機
器
に
お
い

て
，
２
６
ヶ
月
以
上
使
用
し
た
実
績
が
あ
り
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
が
発
生

し
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
２
４
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
た
だ
し
，
実
際
の
点
検
時
期
に
つ
い
て
は
，
点
検
頻
度
お
よ
び
保
全
サ
イ
ク
ル

の
実
運
転
期
間
を
考
慮
し
て
設
定
す
る
。

①
④

－

※
イ
ン
プ
ッ
ト
項
目
は
添
付
－
１
の
定
期
的
な
評
価
の
イ
ン
プ
ッ
ト
分
類
２
と
対
応

　
　
　
　
　
　
　
　
　
添
付
－
２
（
1
8
／
6
5
）

イ
ン
プ
ッ
ト

情
報
の
項
目

※
事
象
の
概
要

評
価
内
容

４
つ
の

評
価
項
目

※
※

保
全
の
有
効
性
評
価
の
結
果
等
よ
り
保
全
へ
反
映
し
た
事
項

N
o
.

系
統
・機
器
名

備
考

(関
連
す
る
定
期
事
業
者
検
査
等
)

点
検
計
画
の

保
全
方
式
ま
た
は
点
検
内
容
の
変
更

※
※
点
検
頻
度
の
変
更
に
適
用
し
た
評
価
方
法

①
点
検
お
よ
び
取
替
結
果
の
評
価

②
劣
化
ト
レ
ン
ド
に
よ
る
評
価

③
研
究
成
果
に
よ
る
評
価

④
類
似
機
器
等
の
使
用
実
績
に
よ
る
評
価
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頁追加による総頁の変更 

 

保
全
へ
の
反
映
内
容

評
価

項
目

変
更
前

変
更
後

4
8
Ｈ
Ｐ
Ｓ
Ｗ
ス
ト
レ
ー
ナ

ベ
ン
ト
弁

分
解
点
検

１
３
Ｍ

２
４
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し

た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
パ
ッ
キ
ン
，
ガ
ス
ケ
ッ
ト
）

は
，
現
在
１
３
ヶ
月
毎
に
点
検
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣

化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と

を
確
認
し
た
。

　
ま
た
，
使
用
条
件
・
使
用
環
境
を
考
慮
し
た
他
プ
ラ
ン
ト
の
類
似
機
器
に
お
い

て
，
２
６
ヶ
月
以
上
使
用
し
た
実
績
が
あ
り
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
が
発
生

し
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
２
４
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
た
だ
し
，
実
際
の
点
検
時
期
に
つ
い
て
は
，
点
検
頻
度
お
よ
び
保
全
サ
イ
ク
ル

の
実
運
転
期
間
を
考
慮
し
て
設
定
す
る
。

①
④

－

4
9
第
３
軸
受
給
油
ダ
ブ

ル
ス
ト
レ
ー
ナ

開
放
点
検

１
３
Ｍ

２
４
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
お
よ
び
類
似
機
器
の
使
用
実
績
を

基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
Ｏ
リ
ン
グ
）
は
，
現
在
１
３
ヶ

月
毎
に
点
検
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る

不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
ま
た
，
使
用
条
件
・
使
用
環
境
を
考
慮
し
た
東
通
原
子
力
発
電
所
第
１
号
機
の

類
似
機
器
に
お
い
て
，
２
６
ヶ
月
以
上
使
用
し
た
実
績
が
あ
り
，
劣
化
に
起
因
す

る
不
具
合
が
発
生
し
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
２
４
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
た
だ
し
，
実
際
の
点
検
時
期
に
つ
い
て
は
，
点
検
頻
度
お
よ
び
保
全
サ
イ
ク
ル

の
実
運
転
期
間
を
考
慮
し
て
設
定
す
る
。

①
④

－

5
0
第
４
，
５
軸
受
給
油
ダ

ブ
ル
ス
ト
レ
ー
ナ

開
放
点
検

１
３
Ｍ

２
４
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
お
よ
び
類
似
機
器
の
使
用
実
績
を

基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
Ｏ
リ
ン
グ
）
は
，
現
在
１
３
ヶ

月
毎
に
点
検
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る

不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
ま
た
，
使
用
条
件
・
使
用
環
境
を
考
慮
し
た
東
通
原
子
力
発
電
所
第
１
号
機
の

類
似
機
器
に
お
い
て
，
２
６
ヶ
月
以
上
使
用
し
た
実
績
が
あ
り
，
劣
化
に
起
因
す

る
不
具
合
が
発
生
し
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
２
４
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
た
だ
し
，
実
際
の
点
検
時
期
に
つ
い
て
は
，
点
検
頻
度
お
よ
び
保
全
サ
イ
ク
ル

の
実
運
転
期
間
を
考
慮
し
て
設
定
す
る
。

①
④

－

5
1
第
６
，
７
軸
受
給
油
ダ

ブ
ル
ス
ト
レ
ー
ナ

開
放
点
検

１
３
Ｍ

２
４
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
お
よ
び
類
似
機
器
の
使
用
実
績
を

基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
Ｏ
リ
ン
グ
）
は
，
現
在
１
３
ヶ

月
毎
に
点
検
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る

不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
ま
た
，
使
用
条
件
・
使
用
環
境
を
考
慮
し
た
東
通
原
子
力
発
電
所
第
１
号
機
の

類
似
機
器
に
お
い
て
，
２
６
ヶ
月
以
上
使
用
し
た
実
績
が
あ
り
，
劣
化
に
起
因
す

る
不
具
合
が
発
生
し
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
２
４
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
た
だ
し
，
実
際
の
点
検
時
期
に
つ
い
て
は
，
点
検
頻
度
お
よ
び
保
全
サ
イ
ク
ル

の
実
運
転
期
間
を
考
慮
し
て
設
定
す
る
。

①
④

－

※
イ
ン
プ
ッ
ト
項
目
は
添
付
－
１
の
定
期
的
な
評
価
の
イ
ン
プ
ッ
ト
分
類
２
と
対
応

　
　
　
　
　
　
　
　
　
添
付
－
２
（
1
9
／
6
4
）

イ
ン
プ
ッ
ト

情
報
の
項
目

※
事
象
の
概
要

N
o
.

系
統
・機
器
名

備
考

(関
連
す
る
定
期
事
業
者
検
査
等
)

点
検
計
画
の

保
全
方
式
ま
た
は
点
検
内
容
の
変
更

評
価
内
容

４
つ
の

評
価
項
目

※
※

保
全
の
有
効
性
評
価
の
結
果
等
よ
り
保
全
へ
反
映
し
た
事
項

※
※
点
検
頻
度
の
変
更
に
適
用
し
た
評
価
方
法

①
点
検
お
よ
び
取
替
結
果
の
評
価

②
劣
化
ト
レ
ン
ド
に
よ
る
評
価

③
研
究
成
果
に
よ
る
評
価

④
類
似
機
器
等
の
使
用
実
績
に
よ
る
評
価

保
全
へ
の
反
映
内
容

評
価

項
目

変
更
前

変
更
後

4
8
Ｈ
Ｐ
Ｓ
Ｗ
ス
ト
レ
ー
ナ

ベ
ン
ト
弁

分
解
点
検

１
３
Ｍ

２
４
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
パ
ッ
キ
ン
，
ガ
ス
ケ
ッ
ト
）

は
，
現
在
１
３
ヶ
月
毎
に
点
検
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣

化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と

を
確
認
し
た
。

　
ま
た
，
使
用
条
件
・
使
用
環
境
を
考
慮
し
た
他
プ
ラ
ン
ト
の
類
似
機
器
に
お
い

て
，
２
６
ヶ
月
以
上
使
用
し
た
実
績
が
あ
り
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
が
発
生

し
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
２
４
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
た
だ
し
，
実
際
の
点
検
時
期
に
つ
い
て
は
，
点
検
頻
度
お
よ
び
保
全
サ
イ
ク
ル

の
実
運
転
期
間
を
考
慮
し
て
設
定
す
る
。

①
④

－

4
9
第
３
軸
受
給
油
ダ
ブ

ル
ス
ト
レ
ー
ナ

開
放
点
検

１
３
Ｍ

２
４
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
お
よ
び
類
似
機
器
の
使
用
実
績
を

基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
Ｏ
リ
ン
グ
）
は
，
現
在
１
３
ヶ

月
毎
に
点
検
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る

不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
ま
た
，
使
用
条
件
・
使
用
環
境
を
考
慮
し
た
東
通
原
子
力
発
電
所
第
１
号
機
の

類
似
機
器
に
お
い
て
，
２
６
ヶ
月
以
上
使
用
し
た
実
績
が
あ
り
，
劣
化
に
起
因
す

る
不
具
合
が
発
生
し
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
２
４
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
た
だ
し
，
実
際
の
点
検
時
期
に
つ
い
て
は
，
点
検
頻
度
お
よ
び
保
全
サ
イ
ク
ル

の
実
運
転
期
間
を
考
慮
し
て
設
定
す
る
。

①
④

－

5
0
第
４
，
５
軸
受
給
油
ダ

ブ
ル
ス
ト
レ
ー
ナ

開
放
点
検

１
３
Ｍ

２
４
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
お
よ
び
類
似
機
器
の
使
用
実
績
を

基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
Ｏ
リ
ン
グ
）
は
，
現
在
１
３
ヶ

月
毎
に
点
検
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る

不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
ま
た
，
使
用
条
件
・
使
用
環
境
を
考
慮
し
た
東
通
原
子
力
発
電
所
第
１
号
機
の

類
似
機
器
に
お
い
て
，
２
６
ヶ
月
以
上
使
用
し
た
実
績
が
あ
り
，
劣
化
に
起
因
す

る
不
具
合
が
発
生
し
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
２
４
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
た
だ
し
，
実
際
の
点
検
時
期
に
つ
い
て
は
，
点
検
頻
度
お
よ
び
保
全
サ
イ
ク
ル

の
実
運
転
期
間
を
考
慮
し
て
設
定
す
る
。

①
④

－

5
1
第
６
，
７
軸
受
給
油
ダ

ブ
ル
ス
ト
レ
ー
ナ

開
放
点
検

１
３
Ｍ

２
４
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
お
よ
び
類
似
機
器
の
使
用
実
績
を

基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
Ｏ
リ
ン
グ
）
は
，
現
在
１
３
ヶ

月
毎
に
点
検
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る

不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
ま
た
，
使
用
条
件
・
使
用
環
境
を
考
慮
し
た
東
通
原
子
力
発
電
所
第
１
号
機
の

類
似
機
器
に
お
い
て
，
２
６
ヶ
月
以
上
使
用
し
た
実
績
が
あ
り
，
劣
化
に
起
因
す

る
不
具
合
が
発
生
し
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
２
４
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
た
だ
し
，
実
際
の
点
検
時
期
に
つ
い
て
は
，
点
検
頻
度
お
よ
び
保
全
サ
イ
ク
ル

の
実
運
転
期
間
を
考
慮
し
て
設
定
す
る
。

①
④

－

※
イ
ン
プ
ッ
ト
項
目
は
添
付
－
１
の
定
期
的
な
評
価
の
イ
ン
プ
ッ
ト
分
類
２
と
対
応

　
　
　
　
　
　
　
　
　
添
付
－
２
（
1
9
／
6
5
）

イ
ン
プ
ッ
ト

情
報
の
項
目

※
事
象
の
概
要

評
価
内
容

４
つ
の

評
価
項
目

※
※

保
全
の
有
効
性
評
価
の
結
果
等
よ
り
保
全
へ
反
映
し
た
事
項

N
o
.

系
統
・機
器
名

備
考

(関
連
す
る
定
期
事
業
者
検
査
等
)

点
検
計
画
の

保
全
方
式
ま
た
は
点
検
内
容
の
変
更

※
※
点
検
頻
度
の
変
更
に
適
用
し
た
評
価
方
法

①
点
検
お
よ
び
取
替
結
果
の
評
価

②
劣
化
ト
レ
ン
ド
に
よ
る
評
価

③
研
究
成
果
に
よ
る
評
価

④
類
似
機
器
等
の
使
用
実
績
に
よ
る
評
価
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頁追加による総頁の変更 

 

保
全
へ
の
反
映
内
容

評
価

項
目

変
更
前

変
更
後

5
2
第
８
，
９
軸
受
給
油
ダ

ブ
ル
ス
ト
レ
ー
ナ

開
放
点
検

１
３
Ｍ

２
４
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
お
よ
び
類
似
機
器
の
使
用
実
績
を

基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
Ｏ
リ
ン
グ
）
は
，
現
在
１
３
ヶ

月
毎
に
点
検
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る

不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
ま
た
，
使
用
条
件
・
使
用
環
境
を
考
慮
し
た
東
通
原
子
力
発
電
所
第
１
号
機
の

類
似
機
器
に
お
い
て
，
２
６
ヶ
月
以
上
使
用
し
た
実
績
が
あ
り
，
劣
化
に
起
因
す

る
不
具
合
が
発
生
し
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
２
４
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
た
だ
し
，
実
際
の
点
検
時
期
に
つ
い
て
は
，
点
検
頻
度
お
よ
び
保
全
サ
イ
ク
ル

の
実
運
転
期
間
を
考
慮
し
て
設
定
す
る
。

①
④

－

5
3
第
１
０
軸
受
給
油
ダ
ブ

ル
ス
ト
レ
ー
ナ

開
放
点
検

１
３
Ｍ

２
４
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
お
よ
び
類
似
機
器
の
使
用
実
績
を

基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
Ｏ
リ
ン
グ
）
は
，
現
在
１
３
ヶ

月
毎
に
点
検
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る

不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
ま
た
，
使
用
条
件
・
使
用
環
境
を
考
慮
し
た
東
通
原
子
力
発
電
所
第
１
号
機
の

類
似
機
器
に
お
い
て
，
２
６
ヶ
月
以
上
使
用
し
た
実
績
が
あ
り
，
劣
化
に
起
因
す

る
不
具
合
が
発
生
し
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
２
４
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
た
だ
し
，
実
際
の
点
検
時
期
に
つ
い
て
は
，
点
検
頻
度
お
よ
び
保
全
サ
イ
ク
ル

の
実
運
転
期
間
を
考
慮
し
て
設
定
す
る
。

①
④

－

5
4
タ
ー
ビ
ン
側
密
封
油

Ｈ
型
ダ
ブ
ル
ス
ト
レ
ー

ナ

開
放
点
検

１
３
Ｍ

２
４
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
お
よ
び
類
似
機
器
の
使
用
実
績
を

基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
Ｏ
リ
ン
グ
）
は
，
現
在
１
３
ヶ

月
毎
に
点
検
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る

不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
ま
た
，
使
用
条
件
・
使
用
環
境
を
考
慮
し
た
東
通
原
子
力
発
電
所
第
１
号
機
の

類
似
機
器
に
お
い
て
，
２
６
ヶ
月
以
上
使
用
し
た
実
績
が
あ
り
，
劣
化
に
起
因
す

る
不
具
合
が
発
生
し
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
２
４
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
た
だ
し
，
実
際
の
点
検
時
期
に
つ
い
て
は
，
点
検
頻
度
お
よ
び
保
全
サ
イ
ク
ル

の
実
運
転
期
間
を
考
慮
し
て
設
定
す
る
。

①
④

－

5
5
コ
レ
ク
タ
側
密
封
油
Ｈ

型
ダ
ブ
ル
ス
ト
レ
ー
ナ
開
放
点
検

１
３
Ｍ

２
４
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
お
よ
び
類
似
機
器
の
使
用
実
績
を

基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
Ｏ
リ
ン
グ
）
は
，
現
在
１
３
ヶ

月
毎
に
点
検
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る

不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
ま
た
，
使
用
条
件
・
使
用
環
境
を
考
慮
し
た
東
通
原
子
力
発
電
所
第
１
号
機
の

類
似
機
器
に
お
い
て
，
２
６
ヶ
月
以
上
使
用
し
た
実
績
が
あ
り
，
劣
化
に
起
因
す

る
不
具
合
が
発
生
し
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
２
４
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
た
だ
し
，
実
際
の
点
検
時
期
に
つ
い
て
は
，
点
検
頻
度
お
よ
び
保
全
サ
イ
ク
ル

の
実
運
転
期
間
を
考
慮
し
て
設
定
す
る
。

①
④

－

※
イ
ン
プ
ッ
ト
項
目
は
添
付
－
１
の
定
期
的
な
評
価
の
イ
ン
プ
ッ
ト
分
類
２
と
対
応

　
　
　
　
　
　
　
　
　
添
付
－
２
（
2
0
／
6
4
）

イ
ン
プ
ッ
ト

情
報
の
項
目

※
事
象
の
概
要

N
o
.

系
統
・機
器
名

備
考

(関
連
す
る
定
期
事
業
者
検
査
等
)

点
検
計
画
の

保
全
方
式
ま
た
は
点
検
内
容
の
変
更

評
価
内
容

４
つ
の

評
価
項
目

※
※

保
全
の
有
効
性
評
価
の
結
果
等
よ
り
保
全
へ
反
映
し
た
事
項

※
※
点
検
頻
度
の
変
更
に
適
用
し
た
評
価
方
法

①
点
検
お
よ
び
取
替
結
果
の
評
価

②
劣
化
ト
レ
ン
ド
に
よ
る
評
価

③
研
究
成
果
に
よ
る
評
価

④
類
似
機
器
等
の
使
用
実
績
に
よ
る
評
価

保
全
へ
の
反
映
内
容

評
価

項
目

変
更
前

変
更
後

5
2
第
８
，
９
軸
受
給
油
ダ

ブ
ル
ス
ト
レ
ー
ナ

開
放
点
検

１
３
Ｍ

２
４
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
お
よ
び
類
似
機
器
の
使
用
実
績
を

基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
Ｏ
リ
ン
グ
）
は
，
現
在
１
３
ヶ

月
毎
に
点
検
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る

不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
ま
た
，
使
用
条
件
・
使
用
環
境
を
考
慮
し
た
東
通
原
子
力
発
電
所
第
１
号
機
の

類
似
機
器
に
お
い
て
，
２
６
ヶ
月
以
上
使
用
し
た
実
績
が
あ
り
，
劣
化
に
起
因
す

る
不
具
合
が
発
生
し
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
２
４
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
た
だ
し
，
実
際
の
点
検
時
期
に
つ
い
て
は
，
点
検
頻
度
お
よ
び
保
全
サ
イ
ク
ル

の
実
運
転
期
間
を
考
慮
し
て
設
定
す
る
。

①
④

－

5
3
第
１
０
軸
受
給
油
ダ
ブ

ル
ス
ト
レ
ー
ナ

開
放
点
検

１
３
Ｍ

２
４
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
お
よ
び
類
似
機
器
の
使
用
実
績
を

基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
Ｏ
リ
ン
グ
）
は
，
現
在
１
３
ヶ

月
毎
に
点
検
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る

不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
ま
た
，
使
用
条
件
・
使
用
環
境
を
考
慮
し
た
東
通
原
子
力
発
電
所
第
１
号
機
の

類
似
機
器
に
お
い
て
，
２
６
ヶ
月
以
上
使
用
し
た
実
績
が
あ
り
，
劣
化
に
起
因
す

る
不
具
合
が
発
生
し
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
２
４
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
た
だ
し
，
実
際
の
点
検
時
期
に
つ
い
て
は
，
点
検
頻
度
お
よ
び
保
全
サ
イ
ク
ル

の
実
運
転
期
間
を
考
慮
し
て
設
定
す
る
。

①
④

－

5
4
タ
ー
ビ
ン
側
密
封
油

Ｈ
型
ダ
ブ
ル
ス
ト
レ
ー

ナ

開
放
点
検

１
３
Ｍ

２
４
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
お
よ
び
類
似
機
器
の
使
用
実
績
を

基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
Ｏ
リ
ン
グ
）
は
，
現
在
１
３
ヶ

月
毎
に
点
検
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る

不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
ま
た
，
使
用
条
件
・
使
用
環
境
を
考
慮
し
た
東
通
原
子
力
発
電
所
第
１
号
機
の

類
似
機
器
に
お
い
て
，
２
６
ヶ
月
以
上
使
用
し
た
実
績
が
あ
り
，
劣
化
に
起
因
す

る
不
具
合
が
発
生
し
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
２
４
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
た
だ
し
，
実
際
の
点
検
時
期
に
つ
い
て
は
，
点
検
頻
度
お
よ
び
保
全
サ
イ
ク
ル

の
実
運
転
期
間
を
考
慮
し
て
設
定
す
る
。

①
④

－

5
5
コ
レ
ク
タ
側
密
封
油
Ｈ

型
ダ
ブ
ル
ス
ト
レ
ー
ナ
開
放
点
検

１
３
Ｍ

２
４
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
お
よ
び
類
似
機
器
の
使
用
実
績
を

基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
Ｏ
リ
ン
グ
）
は
，
現
在
１
３
ヶ

月
毎
に
点
検
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る

不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
ま
た
，
使
用
条
件
・
使
用
環
境
を
考
慮
し
た
東
通
原
子
力
発
電
所
第
１
号
機
の

類
似
機
器
に
お
い
て
，
２
６
ヶ
月
以
上
使
用
し
た
実
績
が
あ
り
，
劣
化
に
起
因
す

る
不
具
合
が
発
生
し
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
２
４
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
た
だ
し
，
実
際
の
点
検
時
期
に
つ
い
て
は
，
点
検
頻
度
お
よ
び
保
全
サ
イ
ク
ル

の
実
運
転
期
間
を
考
慮
し
て
設
定
す
る
。

①
④

－

※
イ
ン
プ
ッ
ト
項
目
は
添
付
－
１
の
定
期
的
な
評
価
の
イ
ン
プ
ッ
ト
分
類
２
と
対
応

　
　
　
　
　
　
　
　
　
添
付
－
２
（
2
0
／
6
5
）

イ
ン
プ
ッ
ト

情
報
の
項
目

※
事
象
の
概
要

評
価
内
容

４
つ
の

評
価
項
目

※
※

保
全
の
有
効
性
評
価
の
結
果
等
よ
り
保
全
へ
反
映
し
た
事
項

N
o
.

系
統
・機
器
名

備
考

(関
連
す
る
定
期
事
業
者
検
査
等
)

点
検
計
画
の

保
全
方
式
ま
た
は
点
検
内
容
の
変
更

※
※
点
検
頻
度
の
変
更
に
適
用
し
た
評
価
方
法

①
点
検
お
よ
び
取
替
結
果
の
評
価

②
劣
化
ト
レ
ン
ド
に
よ
る
評
価

③
研
究
成
果
に
よ
る
評
価

④
類
似
機
器
等
の
使
用
実
績
に
よ
る
評
価
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頁追加による総頁の変更 

 

保
全
へ
の
反
映
内
容

評
価

項
目

変
更
前

変
更
後

5
6
発
電
機
入
口
ス
ト

レ
ー
ナ

開
放
点
検

１
３
Ｍ

２
４
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
お
よ
び
類
似
機
器
の
使
用
実
績
を

基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
ガ
ス
ケ
ッ
ト
）
は
，
現
在
１

３
ヶ
月
毎
に
点
検
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す

る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し

た
。
　
ま
た
，
使
用
条
件
・
使
用
環
境
を
考
慮
し
た
他
プ
ラ
ン
ト
の
類
似
機
器
に
お
い

て
，
２
６
ヶ
月
以
上
使
用
し
た
実
績
が
あ
り
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
が
発
生

し
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
２
４
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
た
だ
し
，
実
際
の
点
検
時
期
に
つ
い
て
は
，
点
検
頻
度
お
よ
び
保
全
サ
イ
ク
ル

の
実
運
転
期
間
を
考
慮
し
て
設
定
す
る
。

①
④

－

5
7
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル

機
関
潤
滑
油
サ
ン
プ

タ
ン
ク
バ
ケ
ッ
ト
ス
ト

レ
ー
ナ

開
放
点
検

１
３
Ｍ

２
４
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
お
よ
び
類
似
機
器
の
使
用
実
績
を

基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
ガ
ス
ケ
ッ
ト
［
ハ
ン
ド
ホ
ー
ル

部
]）
は
，
現
在
１
３
ヶ
月
毎
に
点
検
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い

て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で

あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
ま
た
，
使
用
条
件
・
使
用
環
境
を
考
慮
し
た
他
プ
ラ
ン
ト
の
類
似
機
器
に
お
い

て
，
２
６
ヶ
月
以
上
使
用
し
た
実
績
が
あ
り
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
が
発
生

し
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
２
４
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
た
だ
し
，
実
際
の
点
検
時
期
に
つ
い
て
は
，
点
検
頻
度
お
よ
び
保
全
サ
イ
ク
ル

の
実
運
転
期
間
を
考
慮
し
て
設
定
す
る
。

①
④

－

5
8
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル

機
関
燃
料
移
送
ポ
ン

プ
入
口
ス
ト
レ
ー
ナ

開
放
点
検

１
３
Ｍ

２
４
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
お
よ
び
類
似
機
器
の
使
用
実
績
を

基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
ガ
ス
ケ
ッ
ト
）
は
，
現
在
１

３
ヶ
月
毎
に
点
検
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す

る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し

た
。
　
ま
た
，
使
用
条
件
・
使
用
環
境
を
考
慮
し
た
他
プ
ラ
ン
ト
の
類
似
機
器
に
お
い

て
，
２
６
ヶ
月
以
上
使
用
し
た
実
績
が
あ
り
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
が
発
生

し
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
２
４
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
た
だ
し
，
実
際
の
点
検
時
期
に
つ
い
て
は
，
点
検
頻
度
お
よ
び
保
全
サ
イ
ク
ル

の
実
運
転
期
間
を
考
慮
し
て
設
定
す
る
。

①
④

－

5
9
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル

機
関
燃
料
移
送
ポ
ン

プ
出
口
フ
ィ
ル
タ

開
放
点
検

１
３
Ｍ

２
４
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
お
よ
び
類
似
機
器
の
使
用
実
績
を

基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
ガ
ス
ケ
ッ
ト
）
は
，
現
在
１

３
ヶ
月
毎
に
点
検
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す

る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し

た
。
　
ま
た
，
使
用
条
件
・
使
用
環
境
を
考
慮
し
た
他
プ
ラ
ン
ト
の
類
似
機
器
に
お
い

て
，
２
６
ヶ
月
以
上
使
用
し
た
実
績
が
あ
り
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
が
発
生

し
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
２
４
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
た
だ
し
，
実
際
の
点
検
時
期
に
つ
い
て
は
，
点
検
頻
度
お
よ
び
保
全
サ
イ
ク
ル

の
実
運
転
期
間
を
考
慮
し
て
設
定
す
る
。

①
④

－

※
イ
ン
プ
ッ
ト
項
目
は
添
付
－
１
の
定
期
的
な
評
価
の
イ
ン
プ
ッ
ト
分
類
２
と
対
応

　
　
　
　
　
　
　
　
　
添
付
－
２
（
2
1
／
6
4
）

イ
ン
プ
ッ
ト

情
報
の
項
目

※
事
象
の
概
要

N
o
.

系
統
・機
器
名

備
考

(関
連
す
る
定
期
事
業
者
検
査
等
)

点
検
計
画
の

保
全
方
式
ま
た
は
点
検
内
容
の
変
更

評
価
内
容

４
つ
の

評
価
項
目

※
※

保
全
の
有
効
性
評
価
の
結
果
等
よ
り
保
全
へ
反
映
し
た
事
項

※
※
点
検
頻
度
の
変
更
に
適
用
し
た
評
価
方
法

①
点
検
お
よ
び
取
替
結
果
の
評
価

②
劣
化
ト
レ
ン
ド
に
よ
る
評
価

③
研
究
成
果
に
よ
る
評
価

④
類
似
機
器
等
の
使
用
実
績
に
よ
る
評
価

保
全
へ
の
反
映
内
容

評
価

項
目

変
更
前

変
更
後

5
6
発
電
機
入
口
ス
ト

レ
ー
ナ

開
放
点
検

１
３
Ｍ

２
４
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
お
よ
び
類
似
機
器
の
使
用
実
績
を

基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
ガ
ス
ケ
ッ
ト
）
は
，
現
在
１

３
ヶ
月
毎
に
点
検
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す

る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し

た
。
　
ま
た
，
使
用
条
件
・
使
用
環
境
を
考
慮
し
た
他
プ
ラ
ン
ト
の
類
似
機
器
に
お
い

て
，
２
６
ヶ
月
以
上
使
用
し
た
実
績
が
あ
り
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
が
発
生

し
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
２
４
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
た
だ
し
，
実
際
の
点
検
時
期
に
つ
い
て
は
，
点
検
頻
度
お
よ
び
保
全
サ
イ
ク
ル

の
実
運
転
期
間
を
考
慮
し
て
設
定
す
る
。

①
④

－

5
7
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル

機
関
潤
滑
油
サ
ン
プ

タ
ン
ク
バ
ケ
ッ
ト
ス
ト

レ
ー
ナ

開
放
点
検

１
３
Ｍ

２
４
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
お
よ
び
類
似
機
器
の
使
用
実
績
を

基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
ガ
ス
ケ
ッ
ト
［
ハ
ン
ド
ホ
ー
ル

部
]）
は
，
現
在
１
３
ヶ
月
毎
に
点
検
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い

て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で

あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
ま
た
，
使
用
条
件
・
使
用
環
境
を
考
慮
し
た
他
プ
ラ
ン
ト
の
類
似
機
器
に
お
い

て
，
２
６
ヶ
月
以
上
使
用
し
た
実
績
が
あ
り
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
が
発
生

し
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
２
４
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
た
だ
し
，
実
際
の
点
検
時
期
に
つ
い
て
は
，
点
検
頻
度
お
よ
び
保
全
サ
イ
ク
ル

の
実
運
転
期
間
を
考
慮
し
て
設
定
す
る
。

①
④

－

5
8
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル

機
関
燃
料
移
送
ポ
ン

プ
入
口
ス
ト
レ
ー
ナ

開
放
点
検

１
３
Ｍ

２
４
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
お
よ
び
類
似
機
器
の
使
用
実
績
を

基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
ガ
ス
ケ
ッ
ト
）
は
，
現
在
１

３
ヶ
月
毎
に
点
検
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す

る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し

た
。
　
ま
た
，
使
用
条
件
・
使
用
環
境
を
考
慮
し
た
他
プ
ラ
ン
ト
の
類
似
機
器
に
お
い

て
，
２
６
ヶ
月
以
上
使
用
し
た
実
績
が
あ
り
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
が
発
生

し
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
２
４
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
た
だ
し
，
実
際
の
点
検
時
期
に
つ
い
て
は
，
点
検
頻
度
お
よ
び
保
全
サ
イ
ク
ル

の
実
運
転
期
間
を
考
慮
し
て
設
定
す
る
。

①
④

－

5
9
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル

機
関
燃
料
移
送
ポ
ン

プ
出
口
フ
ィ
ル
タ

開
放
点
検

１
３
Ｍ

２
４
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
お
よ
び
類
似
機
器
の
使
用
実
績
を

基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
ガ
ス
ケ
ッ
ト
）
は
，
現
在
１

３
ヶ
月
毎
に
点
検
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す

る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し

た
。
　
ま
た
，
使
用
条
件
・
使
用
環
境
を
考
慮
し
た
他
プ
ラ
ン
ト
の
類
似
機
器
に
お
い

て
，
２
６
ヶ
月
以
上
使
用
し
た
実
績
が
あ
り
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
が
発
生

し
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
２
４
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
た
だ
し
，
実
際
の
点
検
時
期
に
つ
い
て
は
，
点
検
頻
度
お
よ
び
保
全
サ
イ
ク
ル

の
実
運
転
期
間
を
考
慮
し
て
設
定
す
る
。

①
④

－

※
イ
ン
プ
ッ
ト
項
目
は
添
付
－
１
の
定
期
的
な
評
価
の
イ
ン
プ
ッ
ト
分
類
２
と
対
応

　
　
　
　
　
　
　
　
　
添
付
－
２
（
2
1
／
6
5
）

イ
ン
プ
ッ
ト

情
報
の
項
目

※
事
象
の
概
要

評
価
内
容

４
つ
の

評
価
項
目

※
※

保
全
の
有
効
性
評
価
の
結
果
等
よ
り
保
全
へ
反
映
し
た
事
項

N
o
.

系
統
・機
器
名

備
考

(関
連
す
る
定
期
事
業
者
検
査
等
)

点
検
計
画
の

保
全
方
式
ま
た
は
点
検
内
容
の
変
更

※
※
点
検
頻
度
の
変
更
に
適
用
し
た
評
価
方
法

①
点
検
お
よ
び
取
替
結
果
の
評
価

②
劣
化
ト
レ
ン
ド
に
よ
る
評
価

③
研
究
成
果
に
よ
る
評
価

④
類
似
機
器
等
の
使
用
実
績
に
よ
る
評
価
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頁追加による総頁の変更 

 

保
全
へ
の
反
映
内
容

評
価

項
目

変
更
前

変
更
後

6
0
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル

機
関
燃
料
油
フ
ィ
ル

タ

開
放
点
検

１
３
Ｍ

２
４
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
お
よ
び
類
似
機
器
の
使
用
実
績
を

基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
パ
ッ
キ
ン
［
蓋
部
，
空
気
栓

部
]）
は
，
現
在
１
３
ヶ
月
毎
に
点
検
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い

て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で

あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
ま
た
，
使
用
条
件
・
使
用
環
境
を
考
慮
し
た
東
通
原
子
力
発
電
所
第
１
号
機
お

お
び
他
プ
ラ
ン
ト
の
類
似
機
器
に
お
い
て
，
２
６
ヶ
月
以
上
使
用
し
た
実
績
が
あ

り
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
が
発
生
し
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
２
４
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
た
だ
し
，
実
際
の
点
検
時
期
に
つ
い
て
は
，
点
検
頻
度
お
よ
び
保
全
サ
イ
ク
ル

の
実
運
転
期
間
を
考
慮
し
て
設
定
す
る
。

①
④

・
耐
震
健
全
性
検
査
（
タ
-
ビ
ン
系
）

6
1
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル

機
関
燃
料
ド
レ
ン
ポ
ン

プ
Ｙ
型
ス
ト
レ
ー
ナ

開
放
点
検

１
３
Ｍ

２
４
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
お
よ
び
類
似
機
器
の
使
用
実
績
を

基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
ガ
ス
ケ
ッ
ト
）
は
，
現
在
１

３
ヶ
月
毎
に
点
検
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す

る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し

た
。
　
ま
た
，
使
用
条
件
・
使
用
環
境
を
考
慮
し
た
他
プ
ラ
ン
ト
の
類
似
機
器
に
お
い

て
，
２
６
ヶ
月
以
上
使
用
し
た
実
績
が
あ
り
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
が
発
生

し
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
２
４
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
た
だ
し
，
実
際
の
点
検
時
期
に
つ
い
て
は
，
点
検
頻
度
お
よ
び
保
全
サ
イ
ク
ル

の
実
運
転
期
間
を
考
慮
し
て
設
定
す
る
。

①
④

－

6
2
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ

系
デ
ィ
ー
ゼ
ル
機
関

潤
滑
油
補
給
ポ
ン
プ

Ｙ
型
ス
ト
レ
ー
ナ

開
放
点
検

１
３
Ｍ

２
４
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
お
よ
び
類
似
機
器
の
使
用
実
績
を

基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
ガ
ス
ケ
ッ
ト
）
は
，
現
在
１

３
ヶ
月
毎
に
点
検
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す

る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し

た
。
　
ま
た
，
使
用
条
件
・
使
用
環
境
を
考
慮
し
た
東
通
原
子
力
発
電
所
第
１
号
機
の

類
似
機
器
に
お
い
て
，
２
６
ヶ
月
以
上
使
用
し
た
実
績
が
あ
り
，
劣
化
に
起
因
す

る
不
具
合
が
発
生
し
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
２
４
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
た
だ
し
，
実
際
の
点
検
時
期
に
つ
い
て
は
，
点
検
頻
度
お
よ
び
保
全
サ
イ
ク
ル

の
実
運
転
期
間
を
考
慮
し
て
設
定
す
る
。

①
④

－

6
3
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ

系
デ
ィ
ー
ゼ
ル
機
関

燃
料
移
送
ポ
ン
プ
入

口
ス
ト
レ
ー
ナ

開
放
点
検

１
３
Ｍ

２
４
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
お
よ
び
類
似
機
器
の
使
用
実
績
を

基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
ガ
ス
ケ
ッ
ト
）
は
，
現
在
１

３
ヶ
月
毎
に
点
検
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す

る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し

た
。
　
ま
た
，
使
用
条
件
・
使
用
環
境
を
考
慮
し
た
他
プ
ラ
ン
ト
の
類
似
機
器
に
お
い

て
，
２
６
ヶ
月
以
上
使
用
し
た
実
績
が
あ
り
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
が
発
生

し
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
２
４
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
た
だ
し
，
実
際
の
点
検
時
期
に
つ
い
て
は
，
点
検
頻
度
お
よ
び
保
全
サ
イ
ク
ル

の
実
運
転
期
間
を
考
慮
し
て
設
定
す
る
。

①
④

－

※
イ
ン
プ
ッ
ト
項
目
は
添
付
－
１
の
定
期
的
な
評
価
の
イ
ン
プ
ッ
ト
分
類
２
と
対
応

　
　
　
　
　
　
　
　
　
添
付
－
２
（
2
2
／
6
4
）

イ
ン
プ
ッ
ト

情
報
の
項
目

※
事
象
の
概
要

N
o
.

系
統
・機
器
名

備
考

(関
連
す
る
定
期
事
業
者
検
査
等
)

点
検
計
画
の

保
全
方
式
ま
た
は
点
検
内
容
の
変
更

評
価
内
容

４
つ
の

評
価
項
目

※
※

保
全
の
有
効
性
評
価
の
結
果
等
よ
り
保
全
へ
反
映
し
た
事
項

※
※
点
検
頻
度
の
変
更
に
適
用
し
た
評
価
方
法

①
点
検
お
よ
び
取
替
結
果
の
評
価

②
劣
化
ト
レ
ン
ド
に
よ
る
評
価

③
研
究
成
果
に
よ
る
評
価

④
類
似
機
器
等
の
使
用
実
績
に
よ
る
評
価

保
全
へ
の
反
映
内
容

評
価

項
目

変
更
前

変
更
後

6
0
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル

機
関
燃
料
油
フ
ィ
ル

タ

開
放
点
検

１
３
Ｍ

２
４
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
お
よ
び
類
似
機
器
の
使
用
実
績
を

基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
パ
ッ
キ
ン
［
蓋
部
，
空
気
栓

部
]）
は
，
現
在
１
３
ヶ
月
毎
に
点
検
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い

て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で

あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
ま
た
，
使
用
条
件
・
使
用
環
境
を
考
慮
し
た
東
通
原
子
力
発
電
所
第
１
号
機
お

お
び
他
プ
ラ
ン
ト
の
類
似
機
器
に
お
い
て
，
２
６
ヶ
月
以
上
使
用
し
た
実
績
が
あ

り
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
が
発
生
し
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
２
４
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
た
だ
し
，
実
際
の
点
検
時
期
に
つ
い
て
は
，
点
検
頻
度
お
よ
び
保
全
サ
イ
ク
ル

の
実
運
転
期
間
を
考
慮
し
て
設
定
す
る
。

①
④

・
耐
震
健
全
性
検
査
（
タ
-
ビ
ン
系
）

6
1
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル

機
関
燃
料
ド
レ
ン
ポ
ン

プ
Ｙ
型
ス
ト
レ
ー
ナ

開
放
点
検

１
３
Ｍ

２
４
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
お
よ
び
類
似
機
器
の
使
用
実
績
を

基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
ガ
ス
ケ
ッ
ト
）
は
，
現
在
１

３
ヶ
月
毎
に
点
検
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す

る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し

た
。
　
ま
た
，
使
用
条
件
・
使
用
環
境
を
考
慮
し
た
他
プ
ラ
ン
ト
の
類
似
機
器
に
お
い

て
，
２
６
ヶ
月
以
上
使
用
し
た
実
績
が
あ
り
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
が
発
生

し
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
２
４
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
た
だ
し
，
実
際
の
点
検
時
期
に
つ
い
て
は
，
点
検
頻
度
お
よ
び
保
全
サ
イ
ク
ル

の
実
運
転
期
間
を
考
慮
し
て
設
定
す
る
。

①
④

－

6
2
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ

系
デ
ィ
ー
ゼ
ル
機
関

潤
滑
油
補
給
ポ
ン
プ

Ｙ
型
ス
ト
レ
ー
ナ

開
放
点
検

１
３
Ｍ

２
４
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
お
よ
び
類
似
機
器
の
使
用
実
績
を

基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
ガ
ス
ケ
ッ
ト
）
は
，
現
在
１

３
ヶ
月
毎
に
点
検
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す

る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し

た
。
　
ま
た
，
使
用
条
件
・
使
用
環
境
を
考
慮
し
た
東
通
原
子
力
発
電
所
第
１
号
機
の

類
似
機
器
に
お
い
て
，
２
６
ヶ
月
以
上
使
用
し
た
実
績
が
あ
り
，
劣
化
に
起
因
す

る
不
具
合
が
発
生
し
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
２
４
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
た
だ
し
，
実
際
の
点
検
時
期
に
つ
い
て
は
，
点
検
頻
度
お
よ
び
保
全
サ
イ
ク
ル

の
実
運
転
期
間
を
考
慮
し
て
設
定
す
る
。

①
④

－

6
3
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ

系
デ
ィ
ー
ゼ
ル
機
関

燃
料
移
送
ポ
ン
プ
入

口
ス
ト
レ
ー
ナ

開
放
点
検

１
３
Ｍ

２
４
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
お
よ
び
類
似
機
器
の
使
用
実
績
を

基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
ガ
ス
ケ
ッ
ト
）
は
，
現
在
１

３
ヶ
月
毎
に
点
検
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す

る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し

た
。
　
ま
た
，
使
用
条
件
・
使
用
環
境
を
考
慮
し
た
他
プ
ラ
ン
ト
の
類
似
機
器
に
お
い

て
，
２
６
ヶ
月
以
上
使
用
し
た
実
績
が
あ
り
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
が
発
生

し
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
２
４
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
た
だ
し
，
実
際
の
点
検
時
期
に
つ
い
て
は
，
点
検
頻
度
お
よ
び
保
全
サ
イ
ク
ル

の
実
運
転
期
間
を
考
慮
し
て
設
定
す
る
。

①
④

－

※
イ
ン
プ
ッ
ト
項
目
は
添
付
－
１
の
定
期
的
な
評
価
の
イ
ン
プ
ッ
ト
分
類
２
と
対
応

　
　
　
　
　
　
　
　
　
添
付
－
２
（
2
2
／
6
5
）

イ
ン
プ
ッ
ト

情
報
の
項
目

※
事
象
の
概
要

評
価
内
容

４
つ
の

評
価
項
目

※
※

保
全
の
有
効
性
評
価
の
結
果
等
よ
り
保
全
へ
反
映
し
た
事
項

N
o
.

系
統
・機
器
名

備
考

(関
連
す
る
定
期
事
業
者
検
査
等
)

点
検
計
画
の

保
全
方
式
ま
た
は
点
検
内
容
の
変
更

※
※
点
検
頻
度
の
変
更
に
適
用
し
た
評
価
方
法

①
点
検
お
よ
び
取
替
結
果
の
評
価

②
劣
化
ト
レ
ン
ド
に
よ
る
評
価

③
研
究
成
果
に
よ
る
評
価

④
類
似
機
器
等
の
使
用
実
績
に
よ
る
評
価
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頁追加による総頁の変更 

 

保
全
へ
の
反
映
内
容

評
価

項
目

変
更
前

変
更
後

6
4
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ

系
デ
ィ
ー
ゼ
ル
機
関

燃
料
油
フ
ィ
ル
タ

開
放
点
検

１
３
Ｍ

２
４
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
お
よ
び
類
似
機
器
の
使
用
実
績
を

基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
パ
ッ
キ
ン
［
蓋
部
，
空
気
栓

部
]）
は
，
現
在
１
３
ヶ
月
毎
に
点
検
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い

て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で

あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
ま
た
，
使
用
条
件
・
使
用
環
境
を
考
慮
し
た
東
通
原
子
力
発
電
所
第
１
号
機
お

よ
び
他
プ
ラ
ン
ト
の
類
似
機
器
に
お
い
て
，
２
６
ヶ
月
以
上
使
用
し
た
実
績
が
あ

り
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
が
発
生
し
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
２
４
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
た
だ
し
，
実
際
の
点
検
時
期
に
つ
い
て
は
，
点
検
頻
度
お
よ
び
保
全
サ
イ
ク
ル

の
実
運
転
期
間
を
考
慮
し
て
設
定
す
る
。

①
④

・
耐
震
健
全
性
検
査
（
タ
-
ビ
ン
系
）

6
5
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ

系
デ
ィ
ー
ゼ
ル
機
関

燃
料
ド
レ
ン
ポ
ン
プ
Ｙ

型
ス
ト
レ
ー
ナ

開
放
点
検

１
３
Ｍ

２
４
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
お
よ
び
類
似
機
器
の
使
用
実
績
を

基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
ガ
ス
ケ
ッ
ト
）
は
，
現
在
１

３
ヶ
月
毎
に
点
検
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す

る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し

た
。
　
ま
た
，
使
用
条
件
・
使
用
環
境
を
考
慮
し
た
他
プ
ラ
ン
ト
の
類
似
機
器
に
お
い

て
，
２
６
ヶ
月
以
上
使
用
し
た
実
績
が
あ
り
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
が
発
生

し
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
２
４
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
た
だ
し
，
実
際
の
点
検
時
期
に
つ
い
て
は
，
点
検
頻
度
お
よ
び
保
全
サ
イ
ク
ル

の
実
運
転
期
間
を
考
慮
し
て
設
定
す
る
。

①
④

－

6
6
主
油
ポ
ン
プ
増
速
機

入
口
ス
ト
レ
ー
ナ

開
放
点
検

１
３
Ｍ

２
４
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
お
よ
び
類
似
機
器
の
使
用
実
績
を

基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
パ
ッ
キ
ン
）
は
，
現
在
１
３
ヶ

月
毎
に
点
検
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る

不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
ま
た
，
使
用
条
件
・
使
用
環
境
を
考
慮
し
た
東
通
原
子
力
発
電
所
第
１
号
機
の

類
似
機
器
に
お
い
て
，
２
６
ヶ
月
以
上
使
用
し
た
実
績
が
あ
り
，
劣
化
に
起
因
す

る
不
具
合
が
発
生
し
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
２
４
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
た
だ
し
，
実
際
の
点
検
時
期
に
つ
い
て
は
，
点
検
頻
度
お
よ
び
保
全
サ
イ
ク
ル

の
実
運
転
期
間
を
考
慮
し
て
設
定
す
る
。

①
④

－

6
7
第
１
軸
受
給
油
オ
リ

フ
ィ
ス
ス
ト
レ
ー
ナ

開
放
点
検

１
３
Ｍ

２
４
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
お
よ
び
類
似
機
器
の
使
用
実
績
を

基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
パ
ッ
キ
ン
）
は
，
現
在
１
３
ヶ

月
毎
に
点
検
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る

不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
ま
た
，
使
用
条
件
・
使
用
環
境
を
考
慮
し
た
東
通
原
子
力
発
電
所
第
１
号
機
の

類
似
機
器
に
お
い
て
，
２
６
ヶ
月
以
上
使
用
し
た
実
績
が
あ
り
，
劣
化
に
起
因
す

る
不
具
合
が
発
生
し
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
２
４
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
た
だ
し
，
実
際
の
点
検
時
期
に
つ
い
て
は
，
点
検
頻
度
お
よ
び
保
全
サ
イ
ク
ル

の
実
運
転
期
間
を
考
慮
し
て
設
定
す
る
。

①
④

－

※
イ
ン
プ
ッ
ト
項
目
は
添
付
－
１
の
定
期
的
な
評
価
の
イ
ン
プ
ッ
ト
分
類
２
と
対
応

　
　
　
　
　
　
　
　
　
添
付
－
２
（
2
3
／
6
4
）

イ
ン
プ
ッ
ト

情
報
の
項
目

※
事
象
の
概
要

N
o
.

系
統
・機
器
名

備
考

(関
連
す
る
定
期
事
業
者
検
査
等
)

点
検
計
画
の

保
全
方
式
ま
た
は
点
検
内
容
の
変
更

評
価
内
容

４
つ
の

評
価
項
目

※
※

保
全
の
有
効
性
評
価
の
結
果
等
よ
り
保
全
へ
反
映
し
た
事
項

※
※
点
検
頻
度
の
変
更
に
適
用
し
た
評
価
方
法

①
点
検
お
よ
び
取
替
結
果
の
評
価

②
劣
化
ト
レ
ン
ド
に
よ
る
評
価

③
研
究
成
果
に
よ
る
評
価

④
類
似
機
器
等
の
使
用
実
績
に
よ
る
評
価

保
全
へ
の
反
映
内
容

評
価

項
目

変
更
前

変
更
後

6
4
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ

系
デ
ィ
ー
ゼ
ル
機
関

燃
料
油
フ
ィ
ル
タ

開
放
点
検

１
３
Ｍ

２
４
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
お
よ
び
類
似
機
器
の
使
用
実
績
を

基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
パ
ッ
キ
ン
［
蓋
部
，
空
気
栓

部
]）
は
，
現
在
１
３
ヶ
月
毎
に
点
検
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い

て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で

あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
ま
た
，
使
用
条
件
・
使
用
環
境
を
考
慮
し
た
東
通
原
子
力
発
電
所
第
１
号
機
お

よ
び
他
プ
ラ
ン
ト
の
類
似
機
器
に
お
い
て
，
２
６
ヶ
月
以
上
使
用
し
た
実
績
が
あ

り
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
が
発
生
し
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
２
４
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
た
だ
し
，
実
際
の
点
検
時
期
に
つ
い
て
は
，
点
検
頻
度
お
よ
び
保
全
サ
イ
ク
ル

の
実
運
転
期
間
を
考
慮
し
て
設
定
す
る
。

①
④

・
耐
震
健
全
性
検
査
（
タ
-
ビ
ン
系
）

6
5
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ

系
デ
ィ
ー
ゼ
ル
機
関

燃
料
ド
レ
ン
ポ
ン
プ
Ｙ

型
ス
ト
レ
ー
ナ

開
放
点
検

１
３
Ｍ

２
４
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
お
よ
び
類
似
機
器
の
使
用
実
績
を

基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
ガ
ス
ケ
ッ
ト
）
は
，
現
在
１

３
ヶ
月
毎
に
点
検
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す

る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し

た
。
　
ま
た
，
使
用
条
件
・
使
用
環
境
を
考
慮
し
た
他
プ
ラ
ン
ト
の
類
似
機
器
に
お
い

て
，
２
６
ヶ
月
以
上
使
用
し
た
実
績
が
あ
り
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
が
発
生

し
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
２
４
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
た
だ
し
，
実
際
の
点
検
時
期
に
つ
い
て
は
，
点
検
頻
度
お
よ
び
保
全
サ
イ
ク
ル

の
実
運
転
期
間
を
考
慮
し
て
設
定
す
る
。

①
④

－

6
6
主
油
ポ
ン
プ
増
速
機

入
口
ス
ト
レ
ー
ナ

開
放
点
検

１
３
Ｍ

２
４
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
お
よ
び
類
似
機
器
の
使
用
実
績
を

基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
パ
ッ
キ
ン
）
は
，
現
在
１
３
ヶ

月
毎
に
点
検
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る

不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
ま
た
，
使
用
条
件
・
使
用
環
境
を
考
慮
し
た
東
通
原
子
力
発
電
所
第
１
号
機
の

類
似
機
器
に
お
い
て
，
２
６
ヶ
月
以
上
使
用
し
た
実
績
が
あ
り
，
劣
化
に
起
因
す

る
不
具
合
が
発
生
し
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
２
４
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
た
だ
し
，
実
際
の
点
検
時
期
に
つ
い
て
は
，
点
検
頻
度
お
よ
び
保
全
サ
イ
ク
ル

の
実
運
転
期
間
を
考
慮
し
て
設
定
す
る
。

①
④

－

6
7
第
１
軸
受
給
油
オ
リ

フ
ィ
ス
ス
ト
レ
ー
ナ

開
放
点
検

１
３
Ｍ

２
４
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
お
よ
び
類
似
機
器
の
使
用
実
績
を

基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
パ
ッ
キ
ン
）
は
，
現
在
１
３
ヶ

月
毎
に
点
検
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る

不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
ま
た
，
使
用
条
件
・
使
用
環
境
を
考
慮
し
た
東
通
原
子
力
発
電
所
第
１
号
機
の

類
似
機
器
に
お
い
て
，
２
６
ヶ
月
以
上
使
用
し
た
実
績
が
あ
り
，
劣
化
に
起
因
す

る
不
具
合
が
発
生
し
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
２
４
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
た
だ
し
，
実
際
の
点
検
時
期
に
つ
い
て
は
，
点
検
頻
度
お
よ
び
保
全
サ
イ
ク
ル

の
実
運
転
期
間
を
考
慮
し
て
設
定
す
る
。

①
④

－

※
イ
ン
プ
ッ
ト
項
目
は
添
付
－
１
の
定
期
的
な
評
価
の
イ
ン
プ
ッ
ト
分
類
２
と
対
応

　
　
　
　
　
　
　
　
　
添
付
－
２
（
2
3
／
6
5
）

イ
ン
プ
ッ
ト

情
報
の
項
目

※
事
象
の
概
要

評
価
内
容

４
つ
の

評
価
項
目

※
※

保
全
の
有
効
性
評
価
の
結
果
等
よ
り
保
全
へ
反
映
し
た
事
項

N
o
.

系
統
・機
器
名

備
考

(関
連
す
る
定
期
事
業
者
検
査
等
)

点
検
計
画
の

保
全
方
式
ま
た
は
点
検
内
容
の
変
更

※
※
点
検
頻
度
の
変
更
に
適
用
し
た
評
価
方
法

①
点
検
お
よ
び
取
替
結
果
の
評
価

②
劣
化
ト
レ
ン
ド
に
よ
る
評
価

③
研
究
成
果
に
よ
る
評
価

④
類
似
機
器
等
の
使
用
実
績
に
よ
る
評
価
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頁追加による総頁の変更 

 

保
全
へ
の
反
映
内
容

評
価

項
目

変
更
前

変
更
後

6
8
第
２
軸
受
給
油
オ
リ

フ
ィ
ス
ス
ト
レ
ー
ナ

開
放
点
検

１
３
Ｍ

２
４
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
お
よ
び
類
似
機
器
の
使
用
実
績
を

基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
パ
ッ
キ
ン
）
は
，
現
在
１
３
ヶ

月
毎
に
点
検
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る

不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
ま
た
，
使
用
条
件
・
使
用
環
境
を
考
慮
し
た
東
通
原
子
力
発
電
所
第
１
号
機
の

類
似
機
器
に
お
い
て
，
２
６
ヶ
月
以
上
使
用
し
た
実
績
が
あ
り
，
劣
化
に
起
因
す

る
不
具
合
が
発
生
し
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
２
４
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
た
だ
し
，
実
際
の
点
検
時
期
に
つ
い
て
は
，
点
検
頻
度
お
よ
び
保
全
サ
イ
ク
ル

の
実
運
転
期
間
を
考
慮
し
て
設
定
す
る
。

①
④

－

6
9
第
３
軸
受
給
油
オ
リ

フ
ィ
ス
ス
ト
レ
ー
ナ

開
放
点
検

１
３
Ｍ

２
４
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
お
よ
び
類
似
機
器
の
使
用
実
績
を

基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
パ
ッ
キ
ン
）
は
，
現
在
１
３
ヶ

月
毎
に
点
検
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る

不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
ま
た
，
使
用
条
件
・
使
用
環
境
を
考
慮
し
た
東
通
原
子
力
発
電
所
第
１
号
機
の

類
似
機
器
に
お
い
て
，
２
６
ヶ
月
以
上
使
用
し
た
実
績
が
あ
り
，
劣
化
に
起
因
す

る
不
具
合
が
発
生
し
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
２
４
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
た
だ
し
，
実
際
の
点
検
時
期
に
つ
い
て
は
，
点
検
頻
度
お
よ
び
保
全
サ
イ
ク
ル

の
実
運
転
期
間
を
考
慮
し
て
設
定
す
る
。

①
④

－

7
0
第
４
軸
受
給
油
オ
リ

フ
ィ
ス
ス
ト
レ
ー
ナ

開
放
点
検

１
３
Ｍ

２
４
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
お
よ
び
類
似
機
器
の
使
用
実
績
を

基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
パ
ッ
キ
ン
）
は
，
現
在
１
３
ヶ

月
毎
に
点
検
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る

不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
ま
た
，
使
用
条
件
・
使
用
環
境
を
考
慮
し
た
東
通
原
子
力
発
電
所
第
１
号
機
の

類
似
機
器
に
お
い
て
，
２
６
ヶ
月
以
上
使
用
し
た
実
績
が
あ
り
，
劣
化
に
起
因
す

る
不
具
合
が
発
生
し
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
２
４
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
た
だ
し
，
実
際
の
点
検
時
期
に
つ
い
て
は
，
点
検
頻
度
お
よ
び
保
全
サ
イ
ク
ル

の
実
運
転
期
間
を
考
慮
し
て
設
定
す
る
。

①
④

－

7
1
第
５
軸
受
給
油
オ
リ

フ
ィ
ス
ス
ト
レ
ー
ナ

開
放
点
検

１
３
Ｍ

２
４
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
お
よ
び
類
似
機
器
の
使
用
実
績
を

基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
パ
ッ
キ
ン
）
は
，
現
在
１
３
ヶ

月
毎
に
点
検
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る

不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
ま
た
，
使
用
条
件
・
使
用
環
境
を
考
慮
し
た
東
通
原
子
力
発
電
所
第
１
号
機
の

類
似
機
器
に
お
い
て
，
２
６
ヶ
月
以
上
使
用
し
た
実
績
が
あ
り
，
劣
化
に
起
因
す

る
不
具
合
が
発
生
し
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
２
４
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
た
だ
し
，
実
際
の
点
検
時
期
に
つ
い
て
は
，
点
検
頻
度
お
よ
び
保
全
サ
イ
ク
ル

の
実
運
転
期
間
を
考
慮
し
て
設
定
す
る
。

①
④

－

※
イ
ン
プ
ッ
ト
項
目
は
添
付
－
１
の
定
期
的
な
評
価
の
イ
ン
プ
ッ
ト
分
類
２
と
対
応

　
　
　
　
　
　
　
　
　
添
付
－
２
（
2
4
／
6
4
）

イ
ン
プ
ッ
ト

情
報
の
項
目

※
事
象
の
概
要

N
o
.

系
統
・機
器
名

備
考

(関
連
す
る
定
期
事
業
者
検
査
等
)

点
検
計
画
の

保
全
方
式
ま
た
は
点
検
内
容
の
変
更

評
価
内
容

４
つ
の

評
価
項
目

※
※

保
全
の
有
効
性
評
価
の
結
果
等
よ
り
保
全
へ
反
映
し
た
事
項

※
※
点
検
頻
度
の
変
更
に
適
用
し
た
評
価
方
法

①
点
検
お
よ
び
取
替
結
果
の
評
価

②
劣
化
ト
レ
ン
ド
に
よ
る
評
価

③
研
究
成
果
に
よ
る
評
価

④
類
似
機
器
等
の
使
用
実
績
に
よ
る
評
価

保
全
へ
の
反
映
内
容

評
価

項
目

変
更
前

変
更
後

6
8
第
２
軸
受
給
油
オ
リ

フ
ィ
ス
ス
ト
レ
ー
ナ

開
放
点
検

１
３
Ｍ

２
４
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
お
よ
び
類
似
機
器
の
使
用
実
績
を

基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
パ
ッ
キ
ン
）
は
，
現
在
１
３
ヶ

月
毎
に
点
検
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る

不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
ま
た
，
使
用
条
件
・
使
用
環
境
を
考
慮
し
た
東
通
原
子
力
発
電
所
第
１
号
機
の

類
似
機
器
に
お
い
て
，
２
６
ヶ
月
以
上
使
用
し
た
実
績
が
あ
り
，
劣
化
に
起
因
す

る
不
具
合
が
発
生
し
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
２
４
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
た
だ
し
，
実
際
の
点
検
時
期
に
つ
い
て
は
，
点
検
頻
度
お
よ
び
保
全
サ
イ
ク
ル

の
実
運
転
期
間
を
考
慮
し
て
設
定
す
る
。

①
④

－

6
9
第
３
軸
受
給
油
オ
リ

フ
ィ
ス
ス
ト
レ
ー
ナ

開
放
点
検

１
３
Ｍ

２
４
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
お
よ
び
類
似
機
器
の
使
用
実
績
を

基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
パ
ッ
キ
ン
）
は
，
現
在
１
３
ヶ

月
毎
に
点
検
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る

不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
ま
た
，
使
用
条
件
・
使
用
環
境
を
考
慮
し
た
東
通
原
子
力
発
電
所
第
１
号
機
の

類
似
機
器
に
お
い
て
，
２
６
ヶ
月
以
上
使
用
し
た
実
績
が
あ
り
，
劣
化
に
起
因
す

る
不
具
合
が
発
生
し
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
２
４
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
た
だ
し
，
実
際
の
点
検
時
期
に
つ
い
て
は
，
点
検
頻
度
お
よ
び
保
全
サ
イ
ク
ル

の
実
運
転
期
間
を
考
慮
し
て
設
定
す
る
。

①
④

－

7
0
第
４
軸
受
給
油
オ
リ

フ
ィ
ス
ス
ト
レ
ー
ナ

開
放
点
検

１
３
Ｍ

２
４
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
お
よ
び
類
似
機
器
の
使
用
実
績
を

基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
パ
ッ
キ
ン
）
は
，
現
在
１
３
ヶ

月
毎
に
点
検
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る

不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
ま
た
，
使
用
条
件
・
使
用
環
境
を
考
慮
し
た
東
通
原
子
力
発
電
所
第
１
号
機
の

類
似
機
器
に
お
い
て
，
２
６
ヶ
月
以
上
使
用
し
た
実
績
が
あ
り
，
劣
化
に
起
因
す

る
不
具
合
が
発
生
し
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
２
４
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
た
だ
し
，
実
際
の
点
検
時
期
に
つ
い
て
は
，
点
検
頻
度
お
よ
び
保
全
サ
イ
ク
ル

の
実
運
転
期
間
を
考
慮
し
て
設
定
す
る
。

①
④

－

7
1
第
５
軸
受
給
油
オ
リ

フ
ィ
ス
ス
ト
レ
ー
ナ

開
放
点
検

１
３
Ｍ

２
４
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
お
よ
び
類
似
機
器
の
使
用
実
績
を

基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
パ
ッ
キ
ン
）
は
，
現
在
１
３
ヶ

月
毎
に
点
検
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る

不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
ま
た
，
使
用
条
件
・
使
用
環
境
を
考
慮
し
た
東
通
原
子
力
発
電
所
第
１
号
機
の

類
似
機
器
に
お
い
て
，
２
６
ヶ
月
以
上
使
用
し
た
実
績
が
あ
り
，
劣
化
に
起
因
す

る
不
具
合
が
発
生
し
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
２
４
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
た
だ
し
，
実
際
の
点
検
時
期
に
つ
い
て
は
，
点
検
頻
度
お
よ
び
保
全
サ
イ
ク
ル

の
実
運
転
期
間
を
考
慮
し
て
設
定
す
る
。

①
④

－

※
イ
ン
プ
ッ
ト
項
目
は
添
付
－
１
の
定
期
的
な
評
価
の
イ
ン
プ
ッ
ト
分
類
２
と
対
応

　
　
　
　
　
　
　
　
　
添
付
－
２
（
2
4
／
6
5
）

イ
ン
プ
ッ
ト

情
報
の
項
目

※
事
象
の
概
要

評
価
内
容

４
つ
の

評
価
項
目

※
※

保
全
の
有
効
性
評
価
の
結
果
等
よ
り
保
全
へ
反
映
し
た
事
項

N
o
.

系
統
・機
器
名

備
考

(関
連
す
る
定
期
事
業
者
検
査
等
)

点
検
計
画
の

保
全
方
式
ま
た
は
点
検
内
容
の
変
更

※
※
点
検
頻
度
の
変
更
に
適
用
し
た
評
価
方
法

①
点
検
お
よ
び
取
替
結
果
の
評
価

②
劣
化
ト
レ
ン
ド
に
よ
る
評
価

③
研
究
成
果
に
よ
る
評
価

④
類
似
機
器
等
の
使
用
実
績
に
よ
る
評
価
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頁追加による総頁の変更 

 

保
全
へ
の
反
映
内
容

評
価

項
目

変
更
前

変
更
後

7
2
第
６
軸
受
給
油
オ
リ

フ
ィ
ス
ス
ト
レ
ー
ナ

開
放
点
検

１
３
Ｍ

２
４
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
お
よ
び
類
似
機
器
の
使
用
実
績
を

基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
パ
ッ
キ
ン
）
は
，
現
在
１
３
ヶ

月
毎
に
点
検
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る

不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
ま
た
，
使
用
条
件
・
使
用
環
境
を
考
慮
し
た
東
通
原
子
力
発
電
所
第
１
号
機
の

類
似
機
器
に
お
い
て
，
２
６
ヶ
月
以
上
使
用
し
た
実
績
が
あ
り
，
劣
化
に
起
因
す

る
不
具
合
が
発
生
し
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
２
４
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
た
だ
し
，
実
際
の
点
検
時
期
に
つ
い
て
は
，
点
検
頻
度
お
よ
び
保
全
サ
イ
ク
ル

の
実
運
転
期
間
を
考
慮
し
て
設
定
す
る
。

①
④

－

7
3
第
７
軸
受
給
油
オ
リ

フ
ィ
ス
ス
ト
レ
ー
ナ

開
放
点
検

１
３
Ｍ

２
４
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
お
よ
び
類
似
機
器
の
使
用
実
績
を

基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
パ
ッ
キ
ン
）
は
，
現
在
１
３
ヶ

月
毎
に
点
検
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る

不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
ま
た
，
使
用
条
件
・
使
用
環
境
を
考
慮
し
た
東
通
原
子
力
発
電
所
第
１
号
機
の

類
似
機
器
に
お
い
て
，
２
６
ヶ
月
以
上
使
用
し
た
実
績
が
あ
り
，
劣
化
に
起
因
す

る
不
具
合
が
発
生
し
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
２
４
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
た
だ
し
，
実
際
の
点
検
時
期
に
つ
い
て
は
，
点
検
頻
度
お
よ
び
保
全
サ
イ
ク
ル

の
実
運
転
期
間
を
考
慮
し
て
設
定
す
る
。

①
④

－

7
4
第
８
軸
受
給
油
オ
リ

フ
ィ
ス
ス
ト
レ
ー
ナ

開
放
点
検

１
３
Ｍ

２
４
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
お
よ
び
類
似
機
器
の
使
用
実
績
を

基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
パ
ッ
キ
ン
）
は
，
現
在
１
３
ヶ

月
毎
に
点
検
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る

不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
ま
た
，
使
用
条
件
・
使
用
環
境
を
考
慮
し
た
東
通
原
子
力
発
電
所
第
１
号
機
の

類
似
機
器
に
お
い
て
，
２
６
ヶ
月
以
上
使
用
し
た
実
績
が
あ
り
，
劣
化
に
起
因
す

る
不
具
合
が
発
生
し
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
２
４
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
た
だ
し
，
実
際
の
点
検
時
期
に
つ
い
て
は
，
点
検
頻
度
お
よ
び
保
全
サ
イ
ク
ル

の
実
運
転
期
間
を
考
慮
し
て
設
定
す
る
。

①
④

－

7
5
第
９
軸
受
給
油
オ
リ

フ
ィ
ス
ス
ト
レ
ー
ナ

開
放
点
検

１
３
Ｍ

２
４
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
お
よ
び
類
似
機
器
の
使
用
実
績
を

基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
パ
ッ
キ
ン
）
は
，
現
在
１
３
ヶ

月
毎
に
点
検
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る

不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
ま
た
，
使
用
条
件
・
使
用
環
境
を
考
慮
し
た
東
通
原
子
力
発
電
所
第
１
号
機
の

類
似
機
器
に
お
い
て
，
２
６
ヶ
月
以
上
使
用
し
た
実
績
が
あ
り
，
劣
化
に
起
因
す

る
不
具
合
が
発
生
し
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
２
４
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
た
だ
し
，
実
際
の
点
検
時
期
に
つ
い
て
は
，
点
検
頻
度
お
よ
び
保
全
サ
イ
ク
ル

の
実
運
転
期
間
を
考
慮
し
て
設
定
す
る
。

①
④

－

※
イ
ン
プ
ッ
ト
項
目
は
添
付
－
１
の
定
期
的
な
評
価
の
イ
ン
プ
ッ
ト
分
類
２
と
対
応

　
　
　
　
　
　
　
　
　
添
付
－
２
（
2
5
／
6
4
）

イ
ン
プ
ッ
ト

情
報
の
項
目

※
事
象
の
概
要

N
o
.

系
統
・機
器
名

備
考

(関
連
す
る
定
期
事
業
者
検
査
等
)

点
検
計
画
の

保
全
方
式
ま
た
は
点
検
内
容
の
変
更

評
価
内
容

４
つ
の

評
価
項
目

※
※

保
全
の
有
効
性
評
価
の
結
果
等
よ
り
保
全
へ
反
映
し
た
事
項

※
※
点
検
頻
度
の
変
更
に
適
用
し
た
評
価
方
法

①
点
検
お
よ
び
取
替
結
果
の
評
価

②
劣
化
ト
レ
ン
ド
に
よ
る
評
価

③
研
究
成
果
に
よ
る
評
価

④
類
似
機
器
等
の
使
用
実
績
に
よ
る
評
価

保
全
へ
の
反
映
内
容

評
価

項
目

変
更
前

変
更
後

7
2
第
６
軸
受
給
油
オ
リ

フ
ィ
ス
ス
ト
レ
ー
ナ

開
放
点
検

１
３
Ｍ

２
４
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
お
よ
び
類
似
機
器
の
使
用
実
績
を

基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
パ
ッ
キ
ン
）
は
，
現
在
１
３
ヶ

月
毎
に
点
検
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る

不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
ま
た
，
使
用
条
件
・
使
用
環
境
を
考
慮
し
た
東
通
原
子
力
発
電
所
第
１
号
機
の

類
似
機
器
に
お
い
て
，
２
６
ヶ
月
以
上
使
用
し
た
実
績
が
あ
り
，
劣
化
に
起
因
す

る
不
具
合
が
発
生
し
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
２
４
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
た
だ
し
，
実
際
の
点
検
時
期
に
つ
い
て
は
，
点
検
頻
度
お
よ
び
保
全
サ
イ
ク
ル

の
実
運
転
期
間
を
考
慮
し
て
設
定
す
る
。

①
④

－

7
3
第
７
軸
受
給
油
オ
リ

フ
ィ
ス
ス
ト
レ
ー
ナ

開
放
点
検

１
３
Ｍ

２
４
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
お
よ
び
類
似
機
器
の
使
用
実
績
を

基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
パ
ッ
キ
ン
）
は
，
現
在
１
３
ヶ

月
毎
に
点
検
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る

不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
ま
た
，
使
用
条
件
・
使
用
環
境
を
考
慮
し
た
東
通
原
子
力
発
電
所
第
１
号
機
の

類
似
機
器
に
お
い
て
，
２
６
ヶ
月
以
上
使
用
し
た
実
績
が
あ
り
，
劣
化
に
起
因
す

る
不
具
合
が
発
生
し
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
２
４
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
た
だ
し
，
実
際
の
点
検
時
期
に
つ
い
て
は
，
点
検
頻
度
お
よ
び
保
全
サ
イ
ク
ル

の
実
運
転
期
間
を
考
慮
し
て
設
定
す
る
。

①
④

－

7
4
第
８
軸
受
給
油
オ
リ

フ
ィ
ス
ス
ト
レ
ー
ナ

開
放
点
検

１
３
Ｍ

２
４
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
お
よ
び
類
似
機
器
の
使
用
実
績
を

基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
パ
ッ
キ
ン
）
は
，
現
在
１
３
ヶ

月
毎
に
点
検
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る

不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
ま
た
，
使
用
条
件
・
使
用
環
境
を
考
慮
し
た
東
通
原
子
力
発
電
所
第
１
号
機
の

類
似
機
器
に
お
い
て
，
２
６
ヶ
月
以
上
使
用
し
た
実
績
が
あ
り
，
劣
化
に
起
因
す

る
不
具
合
が
発
生
し
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
２
４
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
た
だ
し
，
実
際
の
点
検
時
期
に
つ
い
て
は
，
点
検
頻
度
お
よ
び
保
全
サ
イ
ク
ル

の
実
運
転
期
間
を
考
慮
し
て
設
定
す
る
。

①
④

－

7
5
第
９
軸
受
給
油
オ
リ

フ
ィ
ス
ス
ト
レ
ー
ナ

開
放
点
検

１
３
Ｍ

２
４
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
お
よ
び
類
似
機
器
の
使
用
実
績
を

基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
パ
ッ
キ
ン
）
は
，
現
在
１
３
ヶ

月
毎
に
点
検
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る

不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
ま
た
，
使
用
条
件
・
使
用
環
境
を
考
慮
し
た
東
通
原
子
力
発
電
所
第
１
号
機
の

類
似
機
器
に
お
い
て
，
２
６
ヶ
月
以
上
使
用
し
た
実
績
が
あ
り
，
劣
化
に
起
因
す

る
不
具
合
が
発
生
し
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
２
４
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
た
だ
し
，
実
際
の
点
検
時
期
に
つ
い
て
は
，
点
検
頻
度
お
よ
び
保
全
サ
イ
ク
ル

の
実
運
転
期
間
を
考
慮
し
て
設
定
す
る
。

①
④

－

※
イ
ン
プ
ッ
ト
項
目
は
添
付
－
１
の
定
期
的
な
評
価
の
イ
ン
プ
ッ
ト
分
類
２
と
対
応

　
　
　
　
　
　
　
　
　
添
付
－
２
（
2
5
／
6
5
）

イ
ン
プ
ッ
ト

情
報
の
項
目

※
事
象
の
概
要

評
価
内
容

４
つ
の

評
価
項
目

※
※

保
全
の
有
効
性
評
価
の
結
果
等
よ
り
保
全
へ
反
映
し
た
事
項

N
o
.

系
統
・機
器
名

備
考

(関
連
す
る
定
期
事
業
者
検
査
等
)

点
検
計
画
の

保
全
方
式
ま
た
は
点
検
内
容
の
変
更

※
※
点
検
頻
度
の
変
更
に
適
用
し
た
評
価
方
法

①
点
検
お
よ
び
取
替
結
果
の
評
価

②
劣
化
ト
レ
ン
ド
に
よ
る
評
価

③
研
究
成
果
に
よ
る
評
価

④
類
似
機
器
等
の
使
用
実
績
に
よ
る
評
価
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頁追加による総頁の変更 

 

保
全
へ
の
反
映
内
容

評
価

項
目

変
更
前

変
更
後

7
6
第
１
０
軸
受
給
油
オ
リ

フ
ィ
ス
ス
ト
レ
ー
ナ

開
放
点
検

１
３
Ｍ

２
４
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
お
よ
び
類
似
機
器
の
使
用
実
績
を

基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
パ
ッ
キ
ン
）
は
，
現
在
１
３
ヶ

月
毎
に
点
検
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る

不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
ま
た
，
使
用
条
件
・
使
用
環
境
を
考
慮
し
た
東
通
原
子
力
発
電
所
第
１
号
機
の

類
似
機
器
に
お
い
て
，
２
６
ヶ
月
以
上
使
用
し
た
実
績
が
あ
り
，
劣
化
に
起
因
す

る
不
具
合
が
発
生
し
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
２
４
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
た
だ
し
，
実
際
の
点
検
時
期
に
つ
い
て
は
，
点
検
頻
度
お
よ
び
保
全
サ
イ
ク
ル

の
実
運
転
期
間
を
考
慮
し
て
設
定
す
る
。

①
④

－

7
7
ス
ラ
ス
ト
軸
受
前
側
給

油
オ
リ
フ
ィ
ス
ス
ト
レ
ー

ナ

開
放
点
検

１
３
Ｍ

２
４
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
お
よ
び
類
似
機
器
の
使
用
実
績
を

基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
パ
ッ
キ
ン
）
は
，
現
在
１
３
ヶ

月
毎
に
点
検
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る

不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
ま
た
，
使
用
条
件
・
使
用
環
境
を
考
慮
し
た
東
通
原
子
力
発
電
所
第
１
号
機
の

類
似
機
器
に
お
い
て
，
２
６
ヶ
月
以
上
使
用
し
た
実
績
が
あ
り
，
劣
化
に
起
因
す

る
不
具
合
が
発
生
し
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
２
４
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
た
だ
し
，
実
際
の
点
検
時
期
に
つ
い
て
は
，
点
検
頻
度
お
よ
び
保
全
サ
イ
ク
ル

の
実
運
転
期
間
を
考
慮
し
て
設
定
す
る
。

①
④

－

7
8
ス
ラ
ス
ト
軸
受
後
側
給

油
オ
リ
フ
ィ
ス
ス
ト
レ
ー

ナ

開
放
点
検

１
３
Ｍ

２
４
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
お
よ
び
類
似
機
器
の
使
用
実
績
を

基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
パ
ッ
キ
ン
）
は
，
現
在
１
３
ヶ

月
毎
に
点
検
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る

不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
ま
た
，
使
用
条
件
・
使
用
環
境
を
考
慮
し
た
東
通
原
子
力
発
電
所
第
１
号
機
の

類
似
機
器
に
お
い
て
，
２
６
ヶ
月
以
上
使
用
し
た
実
績
が
あ
り
，
劣
化
に
起
因
す

る
不
具
合
が
発
生
し
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
２
４
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
た
だ
し
，
実
際
の
点
検
時
期
に
つ
い
て
は
，
点
検
頻
度
お
よ
び
保
全
サ
イ
ク
ル

の
実
運
転
期
間
を
考
慮
し
て
設
定
す
る
。

①
④

－

7
9
循
環
水
ポ
ン
プ

分
解
点
検

簡
易
点
検

分
解
点
検
：

２
６
Ｍ

簡
易
点
検
：

－

分
解
点
検
：

３
９
Ｍ

簡
易
点
検
：

２
４
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し

た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
上
段
水
中
軸
受
，
下
段
水

中
軸
受
，
グ
ラ
ン
ド
パ
ッ
キ
ン
，
パ
ッ
キ
ン
ス
リ
ー
ブ
）
は
，
現
在
２
６
ヶ
月
毎
に
点

検
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
は

確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
３
９
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。
（
点
検
頻
度
延
長
に
伴
い
，
２
４
ヶ
月
毎
の
簡
易
点

検
を
追
加
す
る
。
）

　
な
お
，
当
該
機
器
の
軸
受
等
の
部
品
に
起
因
す
る
異
常
の
早
期
検
知
を
目
的

に
，
運
転
中
の
状
態
監
視
（
振
動
診
断
）
を
導
入
し
，
信
頼
性
の
向
上
を
図
る
。

①
・
蒸
気
タ
-
ビ
ン
附
属
設
備
機
能
検

査 ・
振
動
診
断
：
頻
度
は
回
転
機
械
振

動
診
断
手
順
書
に
よ
る
。

※
イ
ン
プ
ッ
ト
項
目
は
添
付
－
１
の
定
期
的
な
評
価
の
イ
ン
プ
ッ
ト
分
類
２
と
対
応

　
　
　
　
　
　
　
　
　
添
付
－
２
（
2
6
／
6
4
）

イ
ン
プ
ッ
ト

情
報
の
項
目

※
事
象
の
概
要

N
o
.

系
統
・機
器
名

備
考

(関
連
す
る
定
期
事
業
者
検
査
等
)

点
検
計
画
の

保
全
方
式
ま
た
は
点
検
内
容
の
変
更

評
価
内
容

４
つ
の

評
価
項
目

※
※

保
全
の
有
効
性
評
価
の
結
果
等
よ
り
保
全
へ
反
映
し
た
事
項

※
※
点
検
頻
度
の
変
更
に
適
用
し
た
評
価
方
法

①
点
検
お
よ
び
取
替
結
果
の
評
価

②
劣
化
ト
レ
ン
ド
に
よ
る
評
価

③
研
究
成
果
に
よ
る
評
価

④
類
似
機
器
等
の
使
用
実
績
に
よ
る
評
価

保
全
へ
の
反
映
内
容

評
価

項
目

変
更
前

変
更
後

7
6
第
１
０
軸
受
給
油
オ
リ

フ
ィ
ス
ス
ト
レ
ー
ナ

開
放
点
検

１
３
Ｍ

２
４
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
お
よ
び
類
似
機
器
の
使
用
実
績
を

基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
パ
ッ
キ
ン
）
は
，
現
在
１
３
ヶ

月
毎
に
点
検
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る

不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
ま
た
，
使
用
条
件
・
使
用
環
境
を
考
慮
し
た
東
通
原
子
力
発
電
所
第
１
号
機
の

類
似
機
器
に
お
い
て
，
２
６
ヶ
月
以
上
使
用
し
た
実
績
が
あ
り
，
劣
化
に
起
因
す

る
不
具
合
が
発
生
し
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
２
４
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
た
だ
し
，
実
際
の
点
検
時
期
に
つ
い
て
は
，
点
検
頻
度
お
よ
び
保
全
サ
イ
ク
ル

の
実
運
転
期
間
を
考
慮
し
て
設
定
す
る
。

①
④

－

7
7
ス
ラ
ス
ト
軸
受
前
側
給

油
オ
リ
フ
ィ
ス
ス
ト
レ
ー

ナ

開
放
点
検

１
３
Ｍ

２
４
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
お
よ
び
類
似
機
器
の
使
用
実
績
を

基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
パ
ッ
キ
ン
）
は
，
現
在
１
３
ヶ

月
毎
に
点
検
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る

不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
ま
た
，
使
用
条
件
・
使
用
環
境
を
考
慮
し
た
東
通
原
子
力
発
電
所
第
１
号
機
の

類
似
機
器
に
お
い
て
，
２
６
ヶ
月
以
上
使
用
し
た
実
績
が
あ
り
，
劣
化
に
起
因
す

る
不
具
合
が
発
生
し
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
２
４
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
た
だ
し
，
実
際
の
点
検
時
期
に
つ
い
て
は
，
点
検
頻
度
お
よ
び
保
全
サ
イ
ク
ル

の
実
運
転
期
間
を
考
慮
し
て
設
定
す
る
。

①
④

－

7
8
ス
ラ
ス
ト
軸
受
後
側
給

油
オ
リ
フ
ィ
ス
ス
ト
レ
ー

ナ

開
放
点
検

１
３
Ｍ

２
４
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
お
よ
び
類
似
機
器
の
使
用
実
績
を

基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
パ
ッ
キ
ン
）
は
，
現
在
１
３
ヶ

月
毎
に
点
検
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る

不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
ま
た
，
使
用
条
件
・
使
用
環
境
を
考
慮
し
た
東
通
原
子
力
発
電
所
第
１
号
機
の

類
似
機
器
に
お
い
て
，
２
６
ヶ
月
以
上
使
用
し
た
実
績
が
あ
り
，
劣
化
に
起
因
す

る
不
具
合
が
発
生
し
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
２
４
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
た
だ
し
，
実
際
の
点
検
時
期
に
つ
い
て
は
，
点
検
頻
度
お
よ
び
保
全
サ
イ
ク
ル

の
実
運
転
期
間
を
考
慮
し
て
設
定
す
る
。

①
④

－

7
9
循
環
水
ポ
ン
プ

分
解
点
検

簡
易
点
検

分
解
点
検
：

２
６
Ｍ

簡
易
点
検
：

－

分
解
点
検
：

３
９
Ｍ

簡
易
点
検
：

２
４
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
上
段
水
中
軸
受
，
下
段
水

中
軸
受
，
グ
ラ
ン
ド
パ
ッ
キ
ン
，
パ
ッ
キ
ン
ス
リ
ー
ブ
）
は
，
現
在
２
６
ヶ
月
毎
に
点

検
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
は

確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
３
９
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。
（
点
検
頻
度
延
長
に
伴
い
，
２
４
ヶ
月
毎
の
簡
易
点

検
を
追
加
す
る
。
）

　
な
お
，
当
該
機
器
の
軸
受
等
の
部
品
に
起
因
す
る
異
常
の
早
期
検
知
を
目
的

に
，
運
転
中
の
状
態
監
視
（
振
動
診
断
）
を
導
入
し
，
信
頼
性
の
向
上
を
図
る
。

①
・
蒸
気
タ
-
ビ
ン
附
属
設
備
機
能
検
査

・
振
動
診
断
：
頻
度
は
回
転
機
械
振

動
診
断
手
順
書
に
よ
る
。

※
イ
ン
プ
ッ
ト
項
目
は
添
付
－
１
の
定
期
的
な
評
価
の
イ
ン
プ
ッ
ト
分
類
２
と
対
応

　
　
　
　
　
　
　
　
　
添
付
－
２
（
2
6
／
6
5
）

イ
ン
プ
ッ
ト

情
報
の
項
目

※
事
象
の
概
要

評
価
内
容

４
つ
の

評
価
項
目

※
※

保
全
の
有
効
性
評
価
の
結
果
等
よ
り
保
全
へ
反
映
し
た
事
項

N
o
.

系
統
・機
器
名

備
考

(関
連
す
る
定
期
事
業
者
検
査
等
)

点
検
計
画
の

保
全
方
式
ま
た
は
点
検
内
容
の
変
更

※
※
点
検
頻
度
の
変
更
に
適
用
し
た
評
価
方
法

①
点
検
お
よ
び
取
替
結
果
の
評
価

②
劣
化
ト
レ
ン
ド
に
よ
る
評
価

③
研
究
成
果
に
よ
る
評
価

④
類
似
機
器
等
の
使
用
実
績
に
よ
る
評
価
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頁追加による総頁の変更 

 

保
全
へ
の
反
映
内
容

評
価

項
目

変
更
前

変
更
後

8
0
高
圧
復
水
ポ
ン
プ

分
解
点
検

３
９
Ｍ

５
２
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し

た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
分
解
点
検
：
プ
レ
ー
ン
ベ
ア

リ
ン
グ
，
パ
ッ
キ
ン
，
簡
易
点
検
：
メ
カ
ニ
カ
ル
シ
ー
ル
，
O
リ
ン
グ
）
は
，
現
在
３
９
ヶ

月
毎
の
分
解
点
検
と
簡
易
点
検
を
交
互
に
実
施
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実

績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用

が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
分
解
点
検
を
５
２
ヶ

月
へ
延
長
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
な
お
，
当
該
機
器
の
軸
受
等
の
部
品
に
起
因
す
る
異
常
の
早
期
検
知
を
目
的

に
，
運
転
中
の
状
態
監
視
（
振
動
診
断
，
潤
滑
油
診
断
）
を
導
入
し
，
信
頼
性
の

向
上
を
図
る
。

①
・
給
・
復
水
系
設
備
検
査
（
機
械
設

備
）
・
耐
震
健
全
性
検
査
（
タ
-
ビ
ン
系
）

・
振
動
診
断
：
頻
度
は
回
転
機
械
振

動
診
断
手
順
書
に
よ
る
。

・
潤
滑
油
診
断
：
頻
度
は
潤
滑
油
診

断
手
順
書
に
よ
る
。

8
1
低
圧
復
水
ポ
ン
プ

分
解
点
検

３
９
Ｍ

５
２
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し

た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
分
解
点
検
：
ベ
ア
リ
ン
グ

［
ウ
エ
，
ナ
カ
，
シ
タ
]，
簡
易
点
検
：
O
リ
ン
グ
，
メ
カ
ニ
カ
ル
シ
ー
ル
）
は
，
現
在
３

９
ヶ
月
毎
の
分
解
点
検
と
簡
易
点
検
を
交
互
に
実
施
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点

検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続

使
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
分
解
点
検
を
５
２
ヶ

月
へ
延
長
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
な
お
，
当
該
機
器
の
軸
受
等
の
部
品
に
起
因
す
る
異
常
の
早
期
検
知
を
目
的

に
，
運
転
中
の
状
態
監
視
（
振
動
診
断
）
を
導
入
し
，
信
頼
性
の
向
上
を
図
る
。

①
・
蒸
気
タ
-
ビ
ン
附
属
設
備
機
能
検

査 ・
耐
震
健
全
性
検
査
（
タ
-
ビ
ン
系
）

・
振
動
診
断
：
頻
度
は
回
転
機
械
振

動
診
断
手
順
書
に
よ
る
。

8
2
タ
ー
ビ
ン
発
電
機

部
品
取
替

（
パ
ッ
キ
ン
）
１
３
Ｍ

２
４
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し

た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
パ
ッ
キ
ン
）
は
，
現
在
１
３
ヶ

月
毎
に
点
検
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る

不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
２
４
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
た
だ
し
，
実
際
の
点
検
時
期
に
つ
い
て
は
，
点
検
頻
度
お
よ
び
保
全
サ
イ
ク
ル

の
実
運
転
期
間
を
考
慮
し
て
設
定
す
る
。

①
－

8
3
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
冷
却
系

下
部
送
風
機
用
電
動

機

部
品
取
替

（
グ
リ
ー
ス
）

１
３
Ｍ

２
４
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し

た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
グ
リ
ー
ス
）
は
，
現
在
１
３
ヶ

月
毎
に
点
検
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る

不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
２
４
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
た
だ
し
，
実
際
の
点
検
時
期
に
つ
い
て
は
，
点
検
頻
度
お
よ
び
保
全
サ
イ
ク
ル

の
実
運
転
期
間
を
考
慮
し
て
設
定
す
る
。

①
－

※
イ
ン
プ
ッ
ト
項
目
は
添
付
－
１
の
定
期
的
な
評
価
の
イ
ン
プ
ッ
ト
分
類
２
と
対
応

　
　
　
　
　
　
　
　
　
添
付
－
２
（
2
7
／
6
4
）

イ
ン
プ
ッ
ト

情
報
の
項
目

※
事
象
の
概
要

N
o
.

系
統
・機
器
名

備
考

(関
連
す
る
定
期
事
業
者
検
査
等
)

点
検
計
画
の

保
全
方
式
ま
た
は
点
検
内
容
の
変
更

評
価
内
容

４
つ
の

評
価
項
目

※
※

保
全
の
有
効
性
評
価
の
結
果
等
よ
り
保
全
へ
反
映
し
た
事
項

※
※
点
検
頻
度
の
変
更
に
適
用
し
た
評
価
方
法

①
点
検
お
よ
び
取
替
結
果
の
評
価

②
劣
化
ト
レ
ン
ド
に
よ
る
評
価

③
研
究
成
果
に
よ
る
評
価

④
類
似
機
器
等
の
使
用
実
績
に
よ
る
評
価

保
全
へ
の
反
映
内
容

評
価

項
目

変
更
前

変
更
後

8
0
高
圧
復
水
ポ
ン
プ

分
解
点
検

３
９
Ｍ

５
２
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
分
解
点
検
：
プ
レ
ー
ン
ベ
ア

リ
ン
グ
，
パ
ッ
キ
ン
，
簡
易
点
検
：
メ
カ
ニ
カ
ル
シ
ー
ル
，
O
リ
ン
グ
）
は
，
現
在
３
９
ヶ

月
毎
の
分
解
点
検
と
簡
易
点
検
を
交
互
に
実
施
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実

績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用

が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
分
解
点
検
を
５
２
ヶ

月
へ
延
長
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
な
お
，
当
該
機
器
の
軸
受
等
の
部
品
に
起
因
す
る
異
常
の
早
期
検
知
を
目
的

に
，
運
転
中
の
状
態
監
視
（
振
動
診
断
，
潤
滑
油
診
断
）
を
導
入
し
，
信
頼
性
の

向
上
を
図
る
。

①
・
給
・
復
水
系
設
備
検
査
（
機
械
設

備
）

・
耐
震
健
全
性
検
査
（
タ
-
ビ
ン
系
）

・
振
動
診
断
：
頻
度
は
回
転
機
械
振

動
診
断
手
順
書
に
よ
る
。

・
潤
滑
油
診
断
：
頻
度
は
潤
滑
油
診

断
手
順
書
に
よ
る
。

8
1
低
圧
復
水
ポ
ン
プ

分
解
点
検

３
９
Ｍ

５
２
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
分
解
点
検
：
ベ
ア
リ
ン
グ

［
ウ
エ
，
ナ
カ
，
シ
タ
]，
簡
易
点
検
：
O
リ
ン
グ
，
メ
カ
ニ
カ
ル
シ
ー
ル
）
は
，
現
在
３

９
ヶ
月
毎
の
分
解
点
検
と
簡
易
点
検
を
交
互
に
実
施
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点

検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続

使
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
分
解
点
検
を
５
２
ヶ

月
へ
延
長
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
な
お
，
当
該
機
器
の
軸
受
等
の
部
品
に
起
因
す
る
異
常
の
早
期
検
知
を
目
的

に
，
運
転
中
の
状
態
監
視
（
振
動
診
断
）
を
導
入
し
，
信
頼
性
の
向
上
を
図
る
。

①
・
蒸
気
タ
-
ビ
ン
附
属
設
備
機
能
検
査

・
耐
震
健
全
性
検
査
（
タ
-
ビ
ン
系
）

・
振
動
診
断
：
頻
度
は
回
転
機
械
振

動
診
断
手
順
書
に
よ
る
。

8
2
タ
ー
ビ
ン
発
電
機

部
品
取
替

（
パ
ッ
キ
ン
）
１
３
Ｍ

２
４
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
パ
ッ
キ
ン
）
は
，
現
在
１
３
ヶ

月
毎
に
点
検
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る

不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
２
４
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
た
だ
し
，
実
際
の
点
検
時
期
に
つ
い
て
は
，
点
検
頻
度
お
よ
び
保
全
サ
イ
ク
ル

の
実
運
転
期
間
を
考
慮
し
て
設
定
す
る
。

①
－

8
3
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
冷
却
系

下
部
送
風
機
用
電
動

機

部
品
取
替

（
グ
リ
ー
ス
）

１
３
Ｍ

２
４
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
グ
リ
ー
ス
）
は
，
現
在
１
３
ヶ

月
毎
に
点
検
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る

不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
２
４
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
た
だ
し
，
実
際
の
点
検
時
期
に
つ
い
て
は
，
点
検
頻
度
お
よ
び
保
全
サ
イ
ク
ル

の
実
運
転
期
間
を
考
慮
し
て
設
定
す
る
。

①
－

※
イ
ン
プ
ッ
ト
項
目
は
添
付
－
１
の
定
期
的
な
評
価
の
イ
ン
プ
ッ
ト
分
類
２
と
対
応

　
　
　
　
　
　
　
　
　
添
付
－
２
（
2
7
／
6
5
）

イ
ン
プ
ッ
ト

情
報
の
項
目

※
事
象
の
概
要

評
価
内
容

４
つ
の

評
価
項
目

※
※

保
全
の
有
効
性
評
価
の
結
果
等
よ
り
保
全
へ
反
映
し
た
事
項

N
o
.

系
統
・機
器
名

備
考

(関
連
す
る
定
期
事
業
者
検
査
等
)

点
検
計
画
の

保
全
方
式
ま
た
は
点
検
内
容
の
変
更

※
※
点
検
頻
度
の
変
更
に
適
用
し
た
評
価
方
法

①
点
検
お
よ
び
取
替
結
果
の
評
価

②
劣
化
ト
レ
ン
ド
に
よ
る
評
価

③
研
究
成
果
に
よ
る
評
価

④
類
似
機
器
等
の
使
用
実
績
に
よ
る
評
価
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保
全
へ
の
反
映
内
容

評
価

項
目

変
更
前

変
更
後

8
4
計
測
制
御
系
統
設
備
特
性
試
験

部
品
取
替

取
替

１
３
Ｍ

２
４
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
お
よ
び
劣
化
ト
レ
ン
ド
を
基
に
，
詳

細
な
評
価
を
実
施
し
た
。

　
当
該
設
備
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
計
器
の
特
性
変
化
，
記
録

計
の
注
油
等
）
は
，
現
在
１
３
ヶ
月
毎
に
点
検
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績

に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が

可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
劣
化
ト
レ
ン
ド
に
よ
る
評
価
に
お
い
て
は
，
過
去
の
点
検
実
績
を
用
い
て
，
機

器
保
全
重
要
度
「
高
」
・
「
低
」
の
計
器
（
「
低
」
は
一
部
計
器
）
を
対
象
に
，
特
性

試
験
の
間
隔
を
３
０
ヶ
月
と
想
定
し
た
場
合
の
特
性
変
化
を
評
価
し
た
結
果
，
計

器
精
度
内
に
収
ま
る
程
度
の
ト
レ
ン
ド
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
ま
た
，
計
器
精

度
を
超
え
た
計
器
に
つ
い
て
は
，
計
器
の
系
統
へ
及
ぼ
す
影
響
を
評
価
し
問
題

の
な
い
こ
と
，
上
述
以
外
の
機
器
保
全
重
要
度
「
低
」
の
計
器
に
つ
い
て
は
，
系

統
に
影
響
を
及
ぼ
す
可
能
性
が
低
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

①
②

・
監
視
機
能
健
全
性
確
認
検
査
（
プ

ロ
セ
ス
計
装
）
等

8
5
Ｃ
Ｒ
Ｄ
駆
動
水
安
定

弁
分
解
点
検

１
３
Ｍ

２
４
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し

た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
メ
イ
ン
バ
ル
ブ
，
プ
ラ
ン

ジ
ャ
ー
）
は
，
現
在
１
３
ヶ
月
毎
に
点
検
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い

て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で

あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
２
４
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
た
だ
し
，
実
際
の
点
検
時
期
に
つ
い
て
は
，
点
検
頻
度
お
よ
び
保
全
サ
イ
ク
ル

の
実
運
転
期
間
を
考
慮
し
て
設
定
す
る
。

①
－

8
6
方
向
制
御
弁
フ
ィ
ル

タ
分
解
点
検

１
３
Ｍ

２
４
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し

た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
Ｏ
リ
ン
グ
，
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
リ

ン
グ
）
は
，
現
在
１
３
ヶ
月
毎
に
点
検
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い

て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で

あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
２
４
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
た
だ
し
，
実
際
の
点
検
時
期
に
つ
い
て
は
，
点
検
頻
度
お
よ
び
保
全
サ
イ
ク
ル

の
実
運
転
期
間
を
考
慮
し
て
設
定
す
る
。

①
－

※
イ
ン
プ
ッ
ト
項
目
は
添
付
－
１
の
定
期
的
な
評
価
の
イ
ン
プ
ッ
ト
分
類
２
と
対
応

　
　
　
　
　
　
　
　
　
添
付
－
２
（
2
8
／
6
4
）

イ
ン
プ
ッ
ト

情
報
の
項
目

※
事
象
の
概
要

N
o
.

系
統
・機
器
名

備
考

(関
連
す
る
定
期
事
業
者
検
査
等
)

点
検
計
画
の

保
全
方
式
ま
た
は
点
検
内
容
の
変
更

評
価
内
容

４
つ
の

評
価
項
目

※
※

保
全
の
有
効
性
評
価
の
結
果
等
よ
り
保
全
へ
反
映
し
た
事
項

※
※
点
検
頻
度
の
変
更
に
適
用
し
た
評
価
方
法

①
点
検
お
よ
び
取
替
結
果
の
評
価

②
劣
化
ト
レ
ン
ド
に
よ
る
評
価

③
研
究
成
果
に
よ
る
評
価

④
類
似
機
器
等
の
使
用
実
績
に
よ
る
評
価

保
全
へ
の
反
映
内
容

評
価

項
目

変
更
前

変
更
後

8
4
計
測
制
御
系
統
設
備
特
性
試
験

部
品
取
替

取
替

１
３
Ｍ

２
４
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
お
よ
び
劣
化
ト
レ
ン
ド
を
基
に
，
詳

細
な
評
価
を
実
施
し
た
。

　
当
該
設
備
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
計
器
の
特
性
変
化
，
記
録

計
の
注
油
等
）
は
，
現
在
１
３
ヶ
月
毎
に
点
検
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績

に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が

可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
劣
化
ト
レ
ン
ド
に
よ
る
評
価
に
お
い
て
は
，
過
去
の
点
検
実
績
を
用
い
て
，
機

器
保
全
重
要
度
「
高
」
・
「
低
」
の
計
器
（
「
低
」
は
一
部
計
器
）
を
対
象
に
，
特
性

試
験
の
間
隔
を
３
０
ヶ
月
と
想
定
し
た
場
合
の
特
性
変
化
を
評
価
し
た
結
果
，
計

器
精
度
内
に
収
ま
る
程
度
の
ト
レ
ン
ド
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
ま
た
，
計
器
精

度
を
超
え
た
計
器
に
つ
い
て
は
，
計
器
の
系
統
へ
及
ぼ
す
影
響
を
評
価
し
問
題

の
な
い
こ
と
，
上
述
以
外
の
機
器
保
全
重
要
度
「
低
」
の
計
器
に
つ
い
て
は
，
系

統
に
影
響
を
及
ぼ
す
可
能
性
が
低
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

①
②

・
監
視
機
能
健
全
性
確
認
検
査
（
プ

ロ
セ
ス
計
装
）
等

8
5
Ｃ
Ｒ
Ｄ
駆
動
水
安
定

弁
分
解
点
検

１
３
Ｍ

２
４
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
メ
イ
ン
バ
ル
ブ
，
プ
ラ
ン

ジ
ャ
ー
）
は
，
現
在
１
３
ヶ
月
毎
に
点
検
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い

て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で

あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
２
４
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
た
だ
し
，
実
際
の
点
検
時
期
に
つ
い
て
は
，
点
検
頻
度
お
よ
び
保
全
サ
イ
ク
ル

の
実
運
転
期
間
を
考
慮
し
て
設
定
す
る
。

①
－

8
6
方
向
制
御
弁
フ
ィ
ル

タ
分
解
点
検

１
３
Ｍ

２
４
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
Ｏ
リ
ン
グ
，
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
リ

ン
グ
）
は
，
現
在
１
３
ヶ
月
毎
に
点
検
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い

て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で

あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
２
４
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
た
だ
し
，
実
際
の
点
検
時
期
に
つ
い
て
は
，
点
検
頻
度
お
よ
び
保
全
サ
イ
ク
ル

の
実
運
転
期
間
を
考
慮
し
て
設
定
す
る
。

①
－

※
イ
ン
プ
ッ
ト
項
目
は
添
付
－
１
の
定
期
的
な
評
価
の
イ
ン
プ
ッ
ト
分
類
２
と
対
応

　
　
　
　
　
　
　
　
　
添
付
－
２
（
2
8
／
6
5
）

イ
ン
プ
ッ
ト

情
報
の
項
目

※
事
象
の
概
要

評
価
内
容

４
つ
の

評
価
項
目

※
※

保
全
の
有
効
性
評
価
の
結
果
等
よ
り
保
全
へ
反
映
し
た
事
項

N
o
.

系
統
・機
器
名

備
考

(関
連
す
る
定
期
事
業
者
検
査
等
)

点
検
計
画
の

保
全
方
式
ま
た
は
点
検
内
容
の
変
更

※
※
点
検
頻
度
の
変
更
に
適
用
し
た
評
価
方
法

①
点
検
お
よ
び
取
替
結
果
の
評
価

②
劣
化
ト
レ
ン
ド
に
よ
る
評
価

③
研
究
成
果
に
よ
る
評
価

④
類
似
機
器
等
の
使
用
実
績
に
よ
る
評
価



（30/66） 

別添－２ 

添付書類五 保全の有効性評価の結果に関する説明書 

変更前 変更後 変更理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

頁追加による総頁の変更 

 

保
全
へ
の
反
映
内
容

評
価

項
目

変
更
前

変
更
後

8
7
制
御
棒
駆
動
水
圧
系

水
位
計
測
装
置

特
性
試
験

１
３
Ｍ

１
Ｃ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
お
よ
び
研
究
成
果
等
を
基
に
，
詳

細
な
評
価
を
実
施
し
た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
レ
ベ
ル
ス
イ
ッ
チ
）
は
，
「
安

全
保
護
系
計
器
の
ド
リ
フ
ト
評
価
指
針
(J
E
A
G
4
6
2
1
-
2
0
0
7
)」
か
ら
，
測
定
対
象

の
水
位
に
応
じ
た
位
置
に
溶
接
で
据
え
付
け
ら
れ
，
水
位
変
化
に
伴
っ
て
フ

ロ
ー
ト
が
機
械
的
に
移
動
し
，
計
器
接
点
を
動
作
さ
せ
る
原
理
で
あ
る
こ
と
か
ら
，

計
器
設
定
は
物
理
的
な
据
付
位
置
に
よ
る
た
め
，
ド
リ
フ
ト
の
要
因
は
な
い
こ
と
を

確
認
し
た
。

　
ま
た
，
当
該
機
器
の
点
検
は
，
性
能
維
持
の
た
め
の
措
置
を
予
定
し
て
い
な
い

点
検
で
あ
り
，
保
全
サ
イ
ク
ル
に
合
わ
せ
た
実
施
管
理
が
適
し
て
い
る
と
評
価
し

た
。
　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
１
サ
イ
ク
ル
へ
の

変
更
が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

③
・
安
全
保
護
系
設
定
値
確
認
検
査

（
プ
ロ
セ
ス
計
装
）

8
8
Ｒ
Ｃ
ＩＣ
タ
ー
ビ
ン
Ｃ
Ｖ

電
油
変
換
器

分
解
点
検

１
３
Ｍ

２
４
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
お
よ
び
類
似
機
器
の
使
用
実
績
を

基
に
，
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
ガ
ス
ケ
ッ
ト
，
Ｏ
リ
ン
グ
）
は
，

現
在
１
３
ヶ
月
毎
に
点
検
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に

起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確

認
し
た
。

　
ま
た
，
使
用
条
件
・
使
用
環
境
を
考
慮
し
た
他
プ
ラ
ン
ト
の
類
似
機
器
に
お
い

て
，
２
６
ヶ
月
以
上
使
用
し
た
実
績
が
あ
り
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
が
発
生

し
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
２
４
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
た
だ
し
，
実
際
の
点
検
時
期
に
つ
い
て
は
，
点
検
頻
度
お
よ
び
保
全
サ
イ
ク
ル

の
実
運
転
期
間
を
考
慮
し
て
設
定
す
る
。

①
④

－

8
9
燃
料
プ
ー
ル
冷
却
浄

化
系
水
位
計
測
装
置

特
性
試
験

１
３
Ｍ

１
Ｃ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
お
よ
び
研
究
成
果
等
を
基
に
，
詳

細
な
評
価
を
実
施
し
た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
レ
ベ
ル
ス
イ
ッ
チ
）
は
，
「
安

全
保
護
系
計
器
の
ド
リ
フ
ト
評
価
指
針
(J
E
A
G
4
6
2
1
-
2
0
0
7
)」
か
ら
，
測
定
対
象

の
水
位
に
応
じ
た
位
置
に
溶
接
で
据
え
付
け
ら
れ
，
水
位
変
化
に
伴
っ
て
フ

ロ
ー
ト
が
機
械
的
に
移
動
し
，
計
器
接
点
を
動
作
さ
せ
る
原
理
で
あ
る
こ
と
か
ら
，

計
器
設
定
は
物
理
的
な
据
付
位
置
に
よ
る
た
め
，
ド
リ
フ
ト
の
要
因
は
な
い
こ
と
を

確
認
し
た
。

　
ま
た
，
当
該
機
器
の
点
検
は
，
性
能
維
持
の
た
め
の
措
置
を
予
定
し
て
い
な
い

点
検
で
あ
り
，
保
全
サ
イ
ク
ル
に
合
わ
せ
た
実
施
管
理
が
適
し
て
い
る
と
評
価
し

た
。
　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
１
サ
イ
ク
ル
へ
の

変
更
が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

③
・
監
視
機
能
健
全
性
確
認
検
査
（
先

行
定
検
：
燃
料
プ
ー
ル
冷
却
浄
化

系
）

※
イ
ン
プ
ッ
ト
項
目
は
添
付
－
１
の
定
期
的
な
評
価
の
イ
ン
プ
ッ
ト
分
類
２
と
対
応

　
　
　
　
　
　
　
　
　
添
付
－
２
（
2
9
／
6
4
）

イ
ン
プ
ッ
ト

情
報
の
項
目

※
事
象
の
概
要

N
o
.

系
統
・機
器
名

備
考

(関
連
す
る
定
期
事
業
者
検
査
等
)

点
検
計
画
の

保
全
方
式
ま
た
は
点
検
内
容
の
変
更

評
価
内
容

４
つ
の

評
価
項
目

※
※

保
全
の
有
効
性
評
価
の
結
果
等
よ
り
保
全
へ
反
映
し
た
事
項

※
※
点
検
頻
度
の
変
更
に
適
用
し
た
評
価
方
法

①
点
検
お
よ
び
取
替
結
果
の
評
価

②
劣
化
ト
レ
ン
ド
に
よ
る
評
価

③
研
究
成
果
に
よ
る
評
価

④
類
似
機
器
等
の
使
用
実
績
に
よ
る
評
価

保
全
へ
の
反
映
内
容

評
価

項
目

変
更
前

変
更
後

8
7
制
御
棒
駆
動
水
圧
系

水
位
計
測
装
置

特
性
試
験

１
３
Ｍ

１
Ｃ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
お
よ
び
研
究
成
果
等
を
基
に
，
詳

細
な
評
価
を
実
施
し
た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
レ
ベ
ル
ス
イ
ッ
チ
）
は
，
「
安

全
保
護
系
計
器
の
ド
リ
フ
ト
評
価
指
針
(J
E
A
G
4
6
2
1
-
2
0
0
7
)」
か
ら
，
測
定
対
象

の
水
位
に
応
じ
た
位
置
に
溶
接
で
据
え
付
け
ら
れ
，
水
位
変
化
に
伴
っ
て
フ

ロ
ー
ト
が
機
械
的
に
移
動
し
，
計
器
接
点
を
動
作
さ
せ
る
原
理
で
あ
る
こ
と
か
ら
，

計
器
設
定
は
物
理
的
な
据
付
位
置
に
よ
る
た
め
，
ド
リ
フ
ト
の
要
因
は
な
い
こ
と
を

確
認
し
た
。

　
ま
た
，
当
該
機
器
の
点
検
は
，
性
能
維
持
の
た
め
の
措
置
を
予
定
し
て
い
な
い

点
検
で
あ
り
，
保
全
サ
イ
ク
ル
に
合
わ
せ
た
実
施
管
理
が
適
し
て
い
る
と
評
価
し

た
。
　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
１
サ
イ
ク
ル
へ
の

変
更
が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

③
・
安
全
保
護
系
設
定
値
確
認
検
査

（
プ
ロ
セ
ス
計
装
）

8
8
Ｒ
Ｃ
ＩＣ
タ
ー
ビ
ン
Ｃ
Ｖ

電
油
変
換
器

分
解
点
検

１
３
Ｍ

２
４
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
お
よ
び
類
似
機
器
の
使
用
実
績
を

基
に
，
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
ガ
ス
ケ
ッ
ト
，
Ｏ
リ
ン
グ
）
は
，

現
在
１
３
ヶ
月
毎
に
点
検
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に

起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確

認
し
た
。

　
ま
た
，
使
用
条
件
・
使
用
環
境
を
考
慮
し
た
他
プ
ラ
ン
ト
の
類
似
機
器
に
お
い

て
，
２
６
ヶ
月
以
上
使
用
し
た
実
績
が
あ
り
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
が
発
生

し
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
２
４
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
た
だ
し
，
実
際
の
点
検
時
期
に
つ
い
て
は
，
点
検
頻
度
お
よ
び
保
全
サ
イ
ク
ル

の
実
運
転
期
間
を
考
慮
し
て
設
定
す
る
。

①
④

－

8
9
燃
料
プ
ー
ル
冷
却
浄

化
系

水
位
計
測
装
置

特
性
試
験

１
３
Ｍ

１
Ｃ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
お
よ
び
研
究
成
果
等
を
基
に
，
詳

細
な
評
価
を
実
施
し
た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
レ
ベ
ル
ス
イ
ッ
チ
）
は
，
「
安

全
保
護
系
計
器
の
ド
リ
フ
ト
評
価
指
針
(J
E
A
G
4
6
2
1
-
2
0
0
7
)」
か
ら
，
測
定
対
象

の
水
位
に
応
じ
た
位
置
に
溶
接
で
据
え
付
け
ら
れ
，
水
位
変
化
に
伴
っ
て
フ

ロ
ー
ト
が
機
械
的
に
移
動
し
，
計
器
接
点
を
動
作
さ
せ
る
原
理
で
あ
る
こ
と
か
ら
，

計
器
設
定
は
物
理
的
な
据
付
位
置
に
よ
る
た
め
，
ド
リ
フ
ト
の
要
因
は
な
い
こ
と
を

確
認
し
た
。

　
ま
た
，
当
該
機
器
の
点
検
は
，
性
能
維
持
の
た
め
の
措
置
を
予
定
し
て
い
な
い

点
検
で
あ
り
，
保
全
サ
イ
ク
ル
に
合
わ
せ
た
実
施
管
理
が
適
し
て
い
る
と
評
価
し

た
。
　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
１
サ
イ
ク
ル
へ
の

変
更
が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

③
・
監
視
機
能
健
全
性
確
認
検
査
（
先

行
定
検
：
燃
料
プ
ー
ル
冷
却
浄
化

系
）

※
イ
ン
プ
ッ
ト
項
目
は
添
付
－
１
の
定
期
的
な
評
価
の
イ
ン
プ
ッ
ト
分
類
２
と
対
応

　
　
　
　
　
　
　
　
　
添
付
－
２
（
2
9
／
6
5
）

イ
ン
プ
ッ
ト

情
報
の
項
目

※
事
象
の
概
要

評
価
内
容

４
つ
の

評
価
項
目

※
※

保
全
の
有
効
性
評
価
の
結
果
等
よ
り
保
全
へ
反
映
し
た
事
項

N
o
.

系
統
・機
器
名

備
考

(関
連
す
る
定
期
事
業
者
検
査
等
)

点
検
計
画
の

保
全
方
式
ま
た
は
点
検
内
容
の
変
更

※
※
点
検
頻
度
の
変
更
に
適
用
し
た
評
価
方
法

①
点
検
お
よ
び
取
替
結
果
の
評
価

②
劣
化
ト
レ
ン
ド
に
よ
る
評
価

③
研
究
成
果
に
よ
る
評
価

④
類
似
機
器
等
の
使
用
実
績
に
よ
る
評
価



（31/66） 

別添－２ 

添付書類五 保全の有効性評価の結果に関する説明書 

変更前 変更後 変更理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

頁追加による総頁の変更 

 

保
全
へ
の
反
映
内
容

評
価

項
目

変
更
前

変
更
後

9
0
Ｔ
Ｄ
－
Ｒ
Ｆ
Ｐ
ミ
ニ
マ
ム

フ
ロ
ー
弁
【
弁
駆
動

部
】

分
解
点
検

１
３
Ｍ

２
４
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
お
よ
び
類
似
機
器
の
使
用
実
績
を

基
に
，
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
ピ
ス
ト
ン
パ
ッ
キ
ン
）
は
，
現

在
１
３
ヶ
月
毎
に
点
検
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起

因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認

し
た
。

　
ま
た
，
使
用
条
件
・
使
用
環
境
を
考
慮
し
た
他
プ
ラ
ン
ト
の
類
似
機
器
に
お
い

て
，
２
６
ヶ
月
以
上
使
用
し
た
実
績
が
あ
り
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
が
発
生

し
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
２
４
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
た
だ
し
，
実
際
の
点
検
時
期
に
つ
い
て
は
，
点
検
頻
度
お
よ
び
保
全
サ
イ
ク
ル

の
実
運
転
期
間
を
考
慮
し
て
設
定
す
る
。

①
④

－

9
1
Ｍ
Ｄ
－
Ｒ
Ｆ
Ｐ
給
水
流

量
調
節
弁
【
弁
駆
動

部
】

分
解
点
検

１
３
Ｍ

２
４
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
お
よ
び
類
似
機
器
の
使
用
実
績
を

基
に
，
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
Ｏ
リ
ン
グ
）
は
，
現
在
１
３
ヶ

月
毎
に
点
検
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る

不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
ま
た
，
使
用
条
件
・
使
用
環
境
を
考
慮
し
た
他
プ
ラ
ン
ト
の
類
似
機
器
に
お
い

て
，
２
６
ヶ
月
以
上
使
用
し
た
実
績
が
あ
り
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
が
発
生

し
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
２
４
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
た
だ
し
，
実
際
の
点
検
時
期
に
つ
い
て
は
，
点
検
頻
度
お
よ
び
保
全
サ
イ
ク
ル

の
実
運
転
期
間
を
考
慮
し
て
設
定
す
る
。

①
④

－

9
2
Ｍ
Ｄ
－
Ｒ
Ｆ
Ｐ
給
水
小

流
量
調
節
弁
【
弁
駆

動
部
】

分
解
点
検

１
３
Ｍ

２
４
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
お
よ
び
類
似
機
器
の
使
用
実
績
を

基
に
，
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
Ｏ
リ
ン
グ
）
は
，
現
在
１
３
ヶ

月
毎
に
点
検
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る

不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
ま
た
，
使
用
条
件
・
使
用
環
境
を
考
慮
し
た
他
プ
ラ
ン
ト
の
類
似
機
器
に
お
い

て
，
２
６
ヶ
月
以
上
使
用
し
た
実
績
が
あ
り
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
が
発
生

し
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
２
４
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
た
だ
し
，
実
際
の
点
検
時
期
に
つ
い
て
は
，
点
検
頻
度
お
よ
び
保
全
サ
イ
ク
ル

の
実
運
転
期
間
を
考
慮
し
て
設
定
す
る
。

①
④

－

9
3
欠
番

－
－

－
－

－
－

－
N
o
.9
3
「
タ
ー
ビ
ン
制
御
系
開
度
検

出
器
」
は
，
分
類
３
機
器
の
た
め

N
o
.3
7
「
計
測
制
御
系
統
設
備
」
に

整
理
。

※
イ
ン
プ
ッ
ト
項
目
は
添
付
－
１
の
定
期
的
な
評
価
の
イ
ン
プ
ッ
ト
分
類
２
と
対
応

　
　
　
　
　
　
　
　
　
添
付
－
２
（
3
0
／
6
4
）

イ
ン
プ
ッ
ト

情
報
の
項
目

※
事
象
の
概
要

N
o
.

系
統
・機
器
名

備
考

(関
連
す
る
定
期
事
業
者
検
査
等
)

点
検
計
画
の

保
全
方
式
ま
た
は
点
検
内
容
の
変
更

評
価
内
容

４
つ
の

評
価
項
目

※
※

保
全
の
有
効
性
評
価
の
結
果
等
よ
り
保
全
へ
反
映
し
た
事
項

※
※
点
検
頻
度
の
変
更
に
適
用
し
た
評
価
方
法

①
点
検
お
よ
び
取
替
結
果
の
評
価

②
劣
化
ト
レ
ン
ド
に
よ
る
評
価

③
研
究
成
果
に
よ
る
評
価

④
類
似
機
器
等
の
使
用
実
績
に
よ
る
評
価

保
全
へ
の
反
映
内
容

評
価

項
目

変
更
前

変
更
後

9
0
Ｔ
Ｄ
－
Ｒ
Ｆ
Ｐ
ミ
ニ
マ
ム

フ
ロ
ー
弁
【
弁
駆
動

部
】

分
解
点
検

１
３
Ｍ

２
４
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
お
よ
び
類
似
機
器
の
使
用
実
績
を

基
に
，
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
ピ
ス
ト
ン
パ
ッ
キ
ン
）
は
，
現

在
１
３
ヶ
月
毎
に
点
検
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起

因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認

し
た
。

　
ま
た
，
使
用
条
件
・
使
用
環
境
を
考
慮
し
た
他
プ
ラ
ン
ト
の
類
似
機
器
に
お
い

て
，
２
６
ヶ
月
以
上
使
用
し
た
実
績
が
あ
り
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
が
発
生

し
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
２
４
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
た
だ
し
，
実
際
の
点
検
時
期
に
つ
い
て
は
，
点
検
頻
度
お
よ
び
保
全
サ
イ
ク
ル

の
実
運
転
期
間
を
考
慮
し
て
設
定
す
る
。

①
④

－

9
1
Ｍ
Ｄ
－
Ｒ
Ｆ
Ｐ
給
水
流

量
調
節
弁
【
弁
駆
動

部
】

分
解
点
検

１
３
Ｍ

２
４
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
お
よ
び
類
似
機
器
の
使
用
実
績
を

基
に
，
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
Ｏ
リ
ン
グ
）
は
，
現
在
１
３
ヶ

月
毎
に
点
検
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る

不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
ま
た
，
使
用
条
件
・
使
用
環
境
を
考
慮
し
た
他
プ
ラ
ン
ト
の
類
似
機
器
に
お
い

て
，
２
６
ヶ
月
以
上
使
用
し
た
実
績
が
あ
り
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
が
発
生

し
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
２
４
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
た
だ
し
，
実
際
の
点
検
時
期
に
つ
い
て
は
，
点
検
頻
度
お
よ
び
保
全
サ
イ
ク
ル

の
実
運
転
期
間
を
考
慮
し
て
設
定
す
る
。

①
④

－

9
2
Ｍ
Ｄ
－
Ｒ
Ｆ
Ｐ
給
水
小

流
量
調
節
弁
【
弁
駆

動
部
】

分
解
点
検

１
３
Ｍ

２
４
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
お
よ
び
類
似
機
器
の
使
用
実
績
を

基
に
，
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
Ｏ
リ
ン
グ
）
は
，
現
在
１
３
ヶ

月
毎
に
点
検
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る

不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
ま
た
，
使
用
条
件
・
使
用
環
境
を
考
慮
し
た
他
プ
ラ
ン
ト
の
類
似
機
器
に
お
い

て
，
２
６
ヶ
月
以
上
使
用
し
た
実
績
が
あ
り
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
が
発
生

し
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
２
４
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
た
だ
し
，
実
際
の
点
検
時
期
に
つ
い
て
は
，
点
検
頻
度
お
よ
び
保
全
サ
イ
ク
ル

の
実
運
転
期
間
を
考
慮
し
て
設
定
す
る
。

①
④

－

9
3
欠
番

－
－

－
－

－
－

－
N
o
.9
3
「
タ
ー
ビ
ン
制
御
系
開
度
検
出

器
」
は
，
分
類
３
機
器
の
た
め
N
o
.3
7

「
計
測
制
御
系
統
設
備
」
に
整
理
。

※
イ
ン
プ
ッ
ト
項
目
は
添
付
－
１
の
定
期
的
な
評
価
の
イ
ン
プ
ッ
ト
分
類
２
と
対
応

　
　
　
　
　
　
　
　
　
添
付
－
２
（
3
0
／
6
5
）

イ
ン
プ
ッ
ト

情
報
の
項
目

※
事
象
の
概
要

評
価
内
容

４
つ
の

評
価
項
目

※
※

保
全
の
有
効
性
評
価
の
結
果
等
よ
り
保
全
へ
反
映
し
た
事
項

N
o
.

系
統
・機
器
名

備
考

(関
連
す
る
定
期
事
業
者
検
査
等
)

点
検
計
画
の

保
全
方
式
ま
た
は
点
検
内
容
の
変
更

※
※
点
検
頻
度
の
変
更
に
適
用
し
た
評
価
方
法

①
点
検
お
よ
び
取
替
結
果
の
評
価

②
劣
化
ト
レ
ン
ド
に
よ
る
評
価

③
研
究
成
果
に
よ
る
評
価

④
類
似
機
器
等
の
使
用
実
績
に
よ
る
評
価
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添付書類五 保全の有効性評価の結果に関する説明書 
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頁追加による総頁の変更 

 

保
全
へ
の
反
映
内
容

評
価

項
目

変
更
前

変
更
後

9
4
計
装
用
圧
縮
空
気
系

除
湿
装
置
除
湿
塔

部
品
取
替

１
３
Ｍ

２
４
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し

た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
フ
ィ
ル
タ
エ
レ
メ
ン
ト
）
は
，

現
在
１
３
ヶ
月
毎
に
点
検
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に

起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確

認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
２
４
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
た
だ
し
，
実
際
の
点
検
時
期
に
つ
い
て
は
，
点
検
頻
度
お
よ
び
保
全
サ
イ
ク
ル

の
実
運
転
期
間
を
考
慮
し
て
設
定
す
る
。

①
－

9
5
欠
番

－
－

－
－

－
－

－
N
o
.9
5
「
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
冷
却
系
流
量

計
測
装
置
」
は
，
分
類
３
機
器
の
た

め
N
o
.3
7
「
計
測
制
御
系
統
設
備
」

に
整
理
。

9
6
格
納
容
器
内
雰
囲
気

モ
ニ
タ
系

濃
度
測
定
装
置

特
性
試
験

１
３
Ｍ

１
Ｃ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
お
よ
び
劣
化
ト
レ
ン
ド
を
基
に
，
詳

細
な
評
価
を
実
施
し
た
。

　
過
去
の
点
検
結
果
か
ら
，
特
性
変
化
が
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器

の
点
検
は
，
性
能
維
持
の
た
め
の
措
置
を
予
定
し
て
い
な
い
点
検
で
あ
り
，
保
全

サ
イ
ク
ル
に
合
わ
せ
た
実
施
管
理
が
適
し
て
い
る
と
評
価
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
１
サ
イ
ク
ル
へ
の

変
更
が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

①
②

・
安
全
保
護
系
保
護
検
出
要
素
性

能
(校
正
)検
査
(そ
の
他
)

9
7
原
子
炉
冷
却
材
浄
化

系
ポ
ン
プ

分
解
点
検

Ｔ
Ｂ
Ｍ

Ｔ
Ｂ
Ｍ

（
Ｃ
Ｍ
）

⑪
　
「
回
転
機
械
振
動
診
断
手
順
書
」
に
基
づ
き
，

当
該
機
器
へ
の
状
態
監
視
技
術
（
振
動
診
断
）

の
適
用
可
否
を
調
査
し
た
結
果
，
適
用
可
能
で

あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

当
該
機
器
に
つ
い
て
，
時
間
基
準
保
全
に
状
態
監
視
技
術
（
振
動
診
断
）
を

併
用
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

③
・
原
子
炉
冷
却
材
浄
化
系
機
能
検

査 ・
耐
震
健
全
性
検
査
（
原
子
炉
系
）

・
振
動
診
断
：
頻
度
は
回
転
機
械
振

動
診
断
手
順
書
に
よ
る
。

9
8
原
子
炉
冷
却
材
浄
化

系
ポ
ン
プ
【
電
動
機
】
特
性
試
験

Ｔ
Ｂ
Ｍ

Ｔ
Ｂ
Ｍ

（
Ｃ
Ｍ
）

⑪
　
「
回
転
機
械
振
動
診
断
手
順
書
」
に
基
づ
き
，

当
該
機
器
へ
の
状
態
監
視
技
術
（
振
動
診
断
）

の
適
用
可
否
を
調
査
し
た
結
果
，
適
用
可
能
で

あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

当
該
機
器
に
つ
い
て
，
時
間
基
準
保
全
に
状
態
監
視
技
術
（
振
動
診
断
）
を

併
用
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

③
・
原
子
炉
冷
却
材
浄
化
系
機
能
検

査 ・
振
動
診
断
：
頻
度
は
回
転
機
械
振

動
診
断
手
順
書
に
よ
る
。

9
9
燃
料
プ
ー
ル
冷
却
浄

化
系
ポ
ン
プ

分
解
点
検

Ｔ
Ｂ
Ｍ

Ｔ
Ｂ
Ｍ

（
Ｃ
Ｍ
）

⑪
　
「
回
転
機
械
振
動
診
断
手
順
書
」
に
基
づ
き
，

当
該
機
器
へ
の
状
態
監
視
技
術
（
振
動
診
断
）

の
適
用
可
否
を
調
査
し
た
結
果
，
適
用
可
能
で

あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

当
該
機
器
に
つ
い
て
，
時
間
基
準
保
全
に
状
態
監
視
技
術
（
振
動
診
断
）
を

併
用
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

③
・
燃
料
プ
ー
ル
冷
却
浄
化
系
機
能

検
査
・
耐
震
健
全
性
検
査
（
原
子
炉
系
）

・
振
動
診
断
：
頻
度
は
回
転
機
械
振

動
診
断
手
順
書
に
よ
る
。

1
0
0
燃
料
プ
ー
ル
冷
却
浄

化
系
ポ
ン
プ
【
電
動

機
】

分
解
点
検

Ｔ
Ｂ
Ｍ

Ｔ
Ｂ
Ｍ

（
Ｃ
Ｍ
）

⑪
　
「
回
転
機
械
振
動
診
断
手
順
書
」
に
基
づ
き
，

当
該
機
器
へ
の
状
態
監
視
技
術
（
振
動
診
断
）

の
適
用
可
否
を
調
査
し
た
結
果
，
適
用
可
能
で

あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

当
該
機
器
に
つ
い
て
，
時
間
基
準
保
全
に
状
態
監
視
技
術
（
振
動
診
断
）
を

併
用
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

③
・
燃
料
プ
ー
ル
冷
却
浄
化
系
機
能

検
査
・
耐
震
健
全
性
検
査
（
電
気
設
備
）

・
振
動
診
断
：
頻
度
は
回
転
機
械
振

動
診
断
手
順
書
に
よ
る
。

1
0
1
低
圧
復
水
ポ
ン
プ

分
解
点
検

Ｔ
Ｂ
Ｍ

Ｔ
Ｂ
Ｍ

（
Ｃ
Ｍ
）

⑪
　
「
回
転
機
械
振
動
診
断
手
順
書
」
に
基
づ
き
，

当
該
機
器
へ
の
状
態
監
視
技
術
（
振
動
診
断
）

の
適
用
可
否
を
調
査
し
た
結
果
，
適
用
可
能
で

あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

当
該
機
器
に
つ
い
て
，
時
間
基
準
保
全
に
状
態
監
視
技
術
（
振
動
診
断
）
を

併
用
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

③
・
蒸
気
タ
-
ビ
ン
附
属
設
備
機
能
検

査 ・
耐
震
健
全
性
検
査
（
タ
-
ビ
ン
系
）

・
振
動
診
断
：
頻
度
は
回
転
機
械
振

動
診
断
手
順
書
に
よ
る
。

※
イ
ン
プ
ッ
ト
項
目
は
添
付
－
１
の
定
期
的
な
評
価
の
イ
ン
プ
ッ
ト
分
類
２
と
対
応

　
　
　
　
　
　
　
　
　
添
付
－
２
（
3
1
／
6
4
）

イ
ン
プ
ッ
ト

情
報
の
項
目

※
事
象
の
概
要

N
o
.

系
統
・機
器
名

備
考

(関
連
す
る
定
期
事
業
者
検
査
等
)

点
検
計
画
の

保
全
方
式
ま
た
は
点
検
内
容
の
変
更

評
価
内
容

４
つ
の

評
価
項
目

※
※

保
全
の
有
効
性
評
価
の
結
果
等
よ
り
保
全
へ
反
映
し
た
事
項

※
※
点
検
頻
度
の
変
更
に
適
用
し
た
評
価
方
法

①
点
検
お
よ
び
取
替
結
果
の
評
価

②
劣
化
ト
レ
ン
ド
に
よ
る
評
価

③
研
究
成
果
に
よ
る
評
価

④
類
似
機
器
等
の
使
用
実
績
に
よ
る
評
価

保
全
へ
の
反
映
内
容

評
価

項
目

変
更
前

変
更
後

9
4
計
装
用
圧
縮
空
気
系

除
湿
装
置
除
湿
塔

部
品
取
替

１
３
Ｍ

２
４
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
フ
ィ
ル
タ
エ
レ
メ
ン
ト
）
は
，

現
在
１
３
ヶ
月
毎
に
点
検
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に

起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確

認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
２
４
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
た
だ
し
，
実
際
の
点
検
時
期
に
つ
い
て
は
，
点
検
頻
度
お
よ
び
保
全
サ
イ
ク
ル

の
実
運
転
期
間
を
考
慮
し
て
設
定
す
る
。

①
－

9
5
欠
番

－
－

－
－

－
－

－
N
o
.9
5
「
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
冷
却
系
流
量

計
測
装
置
」
は
，
分
類
３
機
器
の
た
め

N
o
.3
7
「
計
測
制
御
系
統
設
備
」
に
整

理
。

9
6
格
納
容
器
内
雰
囲
気

モ
ニ
タ
系

濃
度
測
定
装
置

特
性
試
験

１
３
Ｍ

１
Ｃ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
お
よ
び
劣
化
ト
レ
ン
ド
を
基
に
，
詳

細
な
評
価
を
実
施
し
た
。

　
過
去
の
点
検
結
果
か
ら
，
特
性
変
化
が
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器

の
点
検
は
，
性
能
維
持
の
た
め
の
措
置
を
予
定
し
て
い
な
い
点
検
で
あ
り
，
保
全

サ
イ
ク
ル
に
合
わ
せ
た
実
施
管
理
が
適
し
て
い
る
と
評
価
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
１
サ
イ
ク
ル
へ
の

変
更
が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

①
②

・
安
全
保
護
系
保
護
検
出
要
素
性
能

(校
正
)検
査
(そ
の
他
)

9
7
原
子
炉
冷
却
材
浄
化

系
ポ
ン
プ

分
解
点
検

Ｔ
Ｂ
Ｍ

Ｔ
Ｂ
Ｍ

（
Ｃ
Ｍ
）

⑪
　
「
回
転
機
械
振
動
診
断
手
順
書
」
に
基
づ
き
，

当
該
機
器
へ
の
状
態
監
視
技
術
（
振
動
診
断
）
の

適
用
可
否
を
調
査
し
た
結
果
，
適
用
可
能
で
あ
る

こ
と
を
確
認
し
た
。

当
該
機
器
に
つ
い
て
，
時
間
基
準
保
全
に
状
態
監
視
技
術
（
振
動
診
断
）
を

併
用
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

③
・
原
子
炉
冷
却
材
浄
化
系
機
能
検
査

・
耐
震
健
全
性
検
査
（
原
子
炉
系
）

・
振
動
診
断
：
頻
度
は
回
転
機
械
振

動
診
断
手
順
書
に
よ
る
。

9
8
原
子
炉
冷
却
材
浄
化

系
ポ
ン
プ
【
電
動
機
】
特
性
試
験

Ｔ
Ｂ
Ｍ

Ｔ
Ｂ
Ｍ

（
Ｃ
Ｍ
）

⑪
　
「
回
転
機
械
振
動
診
断
手
順
書
」
に
基
づ
き
，

当
該
機
器
へ
の
状
態
監
視
技
術
（
振
動
診
断
）
の

適
用
可
否
を
調
査
し
た
結
果
，
適
用
可
能
で
あ
る

こ
と
を
確
認
し
た
。

当
該
機
器
に
つ
い
て
，
時
間
基
準
保
全
に
状
態
監
視
技
術
（
振
動
診
断
）
を

併
用
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

③
・
原
子
炉
冷
却
材
浄
化
系
機
能
検
査

・
振
動
診
断
：
頻
度
は
回
転
機
械
振

動
診
断
手
順
書
に
よ
る
。

9
9
燃
料
プ
ー
ル
冷
却
浄

化
系
ポ
ン
プ

分
解
点
検

Ｔ
Ｂ
Ｍ

Ｔ
Ｂ
Ｍ

（
Ｃ
Ｍ
）

⑪
　
「
回
転
機
械
振
動
診
断
手
順
書
」
に
基
づ
き
，

当
該
機
器
へ
の
状
態
監
視
技
術
（
振
動
診
断
）
の

適
用
可
否
を
調
査
し
た
結
果
，
適
用
可
能
で
あ
る

こ
と
を
確
認
し
た
。

当
該
機
器
に
つ
い
て
，
時
間
基
準
保
全
に
状
態
監
視
技
術
（
振
動
診
断
）
を

併
用
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

③
・
燃
料
プ
ー
ル
冷
却
浄
化
系
機
能
検

査 ・
耐
震
健
全
性
検
査
（
原
子
炉
系
）

・
振
動
診
断
：
頻
度
は
回
転
機
械
振

動
診
断
手
順
書
に
よ
る
。

1
0
0
燃
料
プ
ー
ル
冷
却
浄

化
系
ポ
ン
プ
【
電
動

機
】

分
解
点
検

Ｔ
Ｂ
Ｍ

Ｔ
Ｂ
Ｍ

（
Ｃ
Ｍ
）

⑪
　
「
回
転
機
械
振
動
診
断
手
順
書
」
に
基
づ
き
，

当
該
機
器
へ
の
状
態
監
視
技
術
（
振
動
診
断
）
の

適
用
可
否
を
調
査
し
た
結
果
，
適
用
可
能
で
あ
る

こ
と
を
確
認
し
た
。

当
該
機
器
に
つ
い
て
，
時
間
基
準
保
全
に
状
態
監
視
技
術
（
振
動
診
断
）
を

併
用
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

③
・
燃
料
プ
ー
ル
冷
却
浄
化
系
機
能
検

査 ・
耐
震
健
全
性
検
査
（
電
気
設
備
）

・
振
動
診
断
：
頻
度
は
回
転
機
械
振

動
診
断
手
順
書
に
よ
る
。

1
0
1
低
圧
復
水
ポ
ン
プ

分
解
点
検

Ｔ
Ｂ
Ｍ

Ｔ
Ｂ
Ｍ

（
Ｃ
Ｍ
）

⑪
　
「
回
転
機
械
振
動
診
断
手
順
書
」
に
基
づ
き
，

当
該
機
器
へ
の
状
態
監
視
技
術
（
振
動
診
断
）
の

適
用
可
否
を
調
査
し
た
結
果
，
適
用
可
能
で
あ
る

こ
と
を
確
認
し
た
。

当
該
機
器
に
つ
い
て
，
時
間
基
準
保
全
に
状
態
監
視
技
術
（
振
動
診
断
）
を

併
用
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

③
・
蒸
気
タ
-
ビ
ン
附
属
設
備
機
能
検
査

・
耐
震
健
全
性
検
査
（
タ
-
ビ
ン
系
）

・
振
動
診
断
：
頻
度
は
回
転
機
械
振

動
診
断
手
順
書
に
よ
る
。

※
イ
ン
プ
ッ
ト
項
目
は
添
付
－
１
の
定
期
的
な
評
価
の
イ
ン
プ
ッ
ト
分
類
２
と
対
応

　
　
　
　
　
　
　
　
　
添
付
－
２
（
3
1
／
6
5
）

イ
ン
プ
ッ
ト

情
報
の
項
目

※
事
象
の
概
要

評
価
内
容

４
つ
の

評
価
項
目

※
※

保
全
の
有
効
性
評
価
の
結
果
等
よ
り
保
全
へ
反
映
し
た
事
項

N
o
.

系
統
・機
器
名

備
考

(関
連
す
る
定
期
事
業
者
検
査
等
)

点
検
計
画
の

保
全
方
式
ま
た
は
点
検
内
容
の
変
更

※
※
点
検
頻
度
の
変
更
に
適
用
し
た
評
価
方
法

①
点
検
お
よ
び
取
替
結
果
の
評
価

②
劣
化
ト
レ
ン
ド
に
よ
る
評
価

③
研
究
成
果
に
よ
る
評
価

④
類
似
機
器
等
の
使
用
実
績
に
よ
る
評
価
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別添－２ 

添付書類五 保全の有効性評価の結果に関する説明書 

変更前 変更後 変更理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

頁追加による総頁の変更 

 

保
全
へ
の
反
映
内
容

評
価

項
目

変
更
前

変
更
後

1
02

低
圧
復
水
ポ
ン
プ

【電
動
機
】

分
解
点
検

Ｔ
Ｂ
Ｍ

Ｔ
Ｂ
Ｍ

（
Ｃ
Ｍ
）

⑪
　
「
回
転
機
械
振
動
診
断
手
順
書
」
に
基
づ
き
，

当
該
機
器
へ
の
状
態
監
視
技
術
（振
動
診
断
）

の
適
用
可
否
を
調
査
し
た
結
果
，
適
用
可
能
で

あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

当
該
機
器
に
つ
い
て
，
時
間
基
準
保
全
に
状
態
監
視
技
術
（
振
動
診
断
）
を

併
用
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

③
・
蒸
気
タ
-ビ
ン
附
属
設
備
機
能
検

査 ・
耐
震
健
全
性
検
査
（
電
気
設
備
）

・
振
動
診
断
：
頻
度
は
回
転
機
械
振

動
診
断
手
順
書
に
よ
る
。

1
03

高
圧
復
水
ポ
ン
プ

分
解
点
検

Ｔ
Ｂ
Ｍ

Ｔ
Ｂ
Ｍ

（
Ｃ
Ｍ
）

⑪
　
「
回
転
機
械
振
動
診
断
手
順
書
」
に
基
づ
き
，

当
該
機
器
へ
の
状
態
監
視
技
術
（振
動
診
断
）

の
適
用
可
否
を
調
査
し
た
結
果
，
適
用
可
能
で

あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

当
該
機
器
に
つ
い
て
，
時
間
基
準
保
全
に
状
態
監
視
技
術
（
振
動
診
断
）
を

併
用
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

③
・
給
・
復
水
系
設
備
検
査
（機
械
設

備
）
・
耐
震
健
全
性
検
査
（
タ
-
ビ
ン
系
）

・
振
動
診
断
：
頻
度
は
回
転
機
械
振

動
診
断
手
順
書
に
よ
る
。

1
04

高
圧
復
水
ポ
ン
プ

【電
動
機
】

分
解
点
検

Ｔ
Ｂ
Ｍ

Ｔ
Ｂ
Ｍ

（
Ｃ
Ｍ
）

⑪
　
「
回
転
機
械
振
動
診
断
手
順
書
」
に
基
づ
き
，

当
該
機
器
へ
の
状
態
監
視
技
術
（振
動
診
断
）

の
適
用
可
否
を
調
査
し
た
結
果
，
適
用
可
能
で

あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

当
該
機
器
に
つ
い
て
，
時
間
基
準
保
全
に
状
態
監
視
技
術
（
振
動
診
断
）
を

併
用
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

③
・
給
・
復
水
系
設
備
検
査
（機
械
設

備
）
・
耐
震
健
全
性
検
査
（
電
気
設
備
）

・
振
動
診
断
：
頻
度
は
回
転
機
械
振

動
診
断
手
順
書
に
よ
る
。

1
05

タ
ー
ビ
ン
駆
動
原
子

炉
給
水
ポ
ン
プ

分
解
点
検

Ｔ
Ｂ
Ｍ

Ｔ
Ｂ
Ｍ

（
Ｃ
Ｍ
）

⑪
　
「
回
転
機
械
振
動
診
断
手
順
書
」
に
基
づ
き
，

当
該
機
器
へ
の
状
態
監
視
技
術
（振
動
診
断
）

の
適
用
可
否
を
調
査
し
た
結
果
，
適
用
可
能
で

あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

当
該
機
器
に
つ
い
て
，
時
間
基
準
保
全
に
状
態
監
視
技
術
（
振
動
診
断
）
を

併
用
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

③
・
給
・
復
水
系
設
備
検
査
（機
械
設

備
）
・
耐
震
健
全
性
検
査
（
タ
-
ビ
ン
系
）

・
振
動
診
断
：
頻
度
は
回
転
機
械
振

動
診
断
手
順
書
に
よ
る
。

1
06

原
子
炉
給
水
ポ
ン
プ

駆
動
用
蒸
気
タ
ー
ビ

ン

分
解
点
検

Ｔ
Ｂ
Ｍ

Ｔ
Ｂ
Ｍ

（
Ｃ
Ｍ
）

⑪
　
「
回
転
機
械
振
動
診
断
手
順
書
」
に
基
づ
き
，

当
該
機
器
へ
の
状
態
監
視
技
術
（振
動
診
断
）

の
適
用
可
否
を
調
査
し
た
結
果
，
適
用
可
能
で

あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

当
該
機
器
に
つ
い
て
，
時
間
基
準
保
全
に
状
態
監
視
技
術
（
振
動
診
断
）
を

併
用
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

③
・
原
子
炉
給
水
ポ
ン
プ
分
解
検
査

・
給
・
復
水
系
設
備
検
査
（機
械
設

備
）
・
耐
震
健
全
性
検
査
（
タ
-
ビ
ン
系
）

・
振
動
診
断
：
頻
度
は
回
転
機
械
振

動
診
断
手
順
書
に
よ
る
。

1
07

循
環
水
ポ
ン
プ

分
解
点
検

Ｔ
Ｂ
Ｍ

Ｔ
Ｂ
Ｍ

（
Ｃ
Ｍ
）

⑪
　
「
回
転
機
械
振
動
診
断
手
順
書
」
に
基
づ
き
，

当
該
機
器
へ
の
状
態
監
視
技
術
（振
動
診
断
）

の
適
用
可
否
を
調
査
し
た
結
果
，
適
用
可
能
で

あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

当
該
機
器
に
つ
い
て
，
時
間
基
準
保
全
に
状
態
監
視
技
術
（
振
動
診
断
）
を

併
用
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

③
・
蒸
気
タ
-ビ
ン
附
属
設
備
機
能
検

査 ・
振
動
診
断
：
頻
度
は
回
転
機
械
振

動
診
断
手
順
書
に
よ
る
。

1
08

循
環
水
ポ
ン
プ
【
電

動
機
】

分
解
点
検

Ｔ
Ｂ
Ｍ

Ｔ
Ｂ
Ｍ

（
Ｃ
Ｍ
）

⑪
　
「
回
転
機
械
振
動
診
断
手
順
書
」
に
基
づ
き
，

当
該
機
器
へ
の
状
態
監
視
技
術
（振
動
診
断
）

の
適
用
可
否
を
調
査
し
た
結
果
，
適
用
可
能
で

あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

当
該
機
器
に
つ
い
て
，
時
間
基
準
保
全
に
状
態
監
視
技
術
（
振
動
診
断
）
を

併
用
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

③
・
蒸
気
タ
-ビ
ン
附
属
設
備
機
能
検

査 ・
振
動
診
断
：
頻
度
は
回
転
機
械
振

動
診
断
手
順
書
に
よ
る
。

1
09

換
気
空
調
補
機
常
用

冷
却
水
系
冷
水
ポ
ン

プ

分
解
点
検

Ｔ
Ｂ
Ｍ

Ｔ
Ｂ
Ｍ

（
Ｃ
Ｍ
）

⑪
　
「
回
転
機
械
振
動
診
断
手
順
書
」
に
基
づ
き
，

当
該
機
器
へ
の
状
態
監
視
技
術
（振
動
診
断
）

の
適
用
可
否
を
調
査
し
た
結
果
，
適
用
可
能
で

あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

当
該
機
器
に
つ
い
て
，
時
間
基
準
保
全
に
状
態
監
視
技
術
（
振
動
診
断
）
を

併
用
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

③
・
振
動
診
断
：
頻
度
は
回
転
機
械
振

動
診
断
手
順
書
に
よ
る
。

1
10

換
気
空
調
補
機
常
用

冷
却
水
系
冷
水
ポ
ン

プ
【
電
動
機
】

分
解
点
検

Ｔ
Ｂ
Ｍ

Ｔ
Ｂ
Ｍ

（
Ｃ
Ｍ
）

⑪
　
「
回
転
機
械
振
動
診
断
手
順
書
」
に
基
づ
き
，

当
該
機
器
へ
の
状
態
監
視
技
術
（振
動
診
断
）

の
適
用
可
否
を
調
査
し
た
結
果
，
適
用
可
能
で

あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

当
該
機
器
に
つ
い
て
，
時
間
基
準
保
全
に
状
態
監
視
技
術
（
振
動
診
断
）
を

併
用
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

③
・
振
動
診
断
：
頻
度
は
回
転
機
械
振

動
診
断
手
順
書
に
よ
る
。

※
イ
ン
プ
ッ
ト
項
目
は
添
付
－
１
の
定
期
的
な
評
価
の
イ
ン
プ
ッ
ト
分
類
２
と
対
応

　
　
　
　
　
　
　
　
　
添
付
－
２
（3
2／
64
）

イ
ン
プ
ッ
ト

情
報
の
項
目

※
事
象
の
概
要

N
o
.

系
統
・機
器
名

備
考

(関
連
す
る
定
期
事
業
者
検
査
等
)

点
検
計
画
の

保
全
方
式
ま
た
は
点
検
内
容
の
変
更

評
価
内
容

４
つ
の

評
価
項
目

※
※

保
全
の
有
効
性
評
価
の
結
果
等
よ
り
保
全
へ
反
映
し
た
事
項

※
※
点
検
頻
度
の
変
更
に
適
用
し
た
評
価
方
法

①
点
検
お
よ
び
取
替
結
果
の
評
価

②
劣
化
ト
レ
ン
ド
に
よ
る
評
価

③
研
究
成
果
に
よ
る
評
価

④
類
似
機
器
等
の
使
用
実
績
に
よ
る
評
価

保
全
へ
の
反
映
内
容

評
価

項
目

変
更
前

変
更
後

1
0
2
低
圧
復
水
ポ
ン
プ

【電
動
機
】

分
解
点
検

Ｔ
Ｂ
Ｍ

Ｔ
Ｂ
Ｍ

（
Ｃ
Ｍ
）

⑪
　
「
回
転
機
械
振
動
診
断
手
順
書
」
に
基
づ
き
，

当
該
機
器
へ
の
状
態
監
視
技
術
（振
動
診
断
）
の

適
用
可
否
を
調
査
し
た
結
果
，
適
用
可
能
で
あ
る

こ
と
を
確
認
し
た
。

当
該
機
器
に
つ
い
て
，
時
間
基
準
保
全
に
状
態
監
視
技
術
（
振
動
診
断
）
を

併
用
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

③
・
蒸
気
タ
-
ビ
ン
附
属
設
備
機
能
検
査

・
耐
震
健
全
性
検
査
（電
気
設
備
）

・
振
動
診
断
：
頻
度
は
回
転
機
械
振

動
診
断
手
順
書
に
よ
る
。

1
0
3
高
圧
復
水
ポ
ン
プ

分
解
点
検

Ｔ
Ｂ
Ｍ

Ｔ
Ｂ
Ｍ

（
Ｃ
Ｍ
）

⑪
　
「
回
転
機
械
振
動
診
断
手
順
書
」
に
基
づ
き
，

当
該
機
器
へ
の
状
態
監
視
技
術
（振
動
診
断
）
の

適
用
可
否
を
調
査
し
た
結
果
，
適
用
可
能
で
あ
る

こ
と
を
確
認
し
た
。

当
該
機
器
に
つ
い
て
，
時
間
基
準
保
全
に
状
態
監
視
技
術
（
振
動
診
断
）
を

併
用
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

③
・
給
・
復
水
系
設
備
検
査
（
機
械
設

備
）
・
耐
震
健
全
性
検
査
（タ
-
ビ
ン
系
）

・
振
動
診
断
：
頻
度
は
回
転
機
械
振

動
診
断
手
順
書
に
よ
る
。

1
0
4
高
圧
復
水
ポ
ン
プ

【電
動
機
】

分
解
点
検

Ｔ
Ｂ
Ｍ

Ｔ
Ｂ
Ｍ

（
Ｃ
Ｍ
）

⑪
　
「
回
転
機
械
振
動
診
断
手
順
書
」
に
基
づ
き
，

当
該
機
器
へ
の
状
態
監
視
技
術
（振
動
診
断
）
の

適
用
可
否
を
調
査
し
た
結
果
，
適
用
可
能
で
あ
る

こ
と
を
確
認
し
た
。

当
該
機
器
に
つ
い
て
，
時
間
基
準
保
全
に
状
態
監
視
技
術
（
振
動
診
断
）
を

併
用
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

③
・
給
・
復
水
系
設
備
検
査
（
機
械
設

備
）
・
耐
震
健
全
性
検
査
（電
気
設
備
）

・
振
動
診
断
：
頻
度
は
回
転
機
械
振

動
診
断
手
順
書
に
よ
る
。

1
0
5
タ
ー
ビ
ン
駆
動
原
子

炉
給
水
ポ
ン
プ

分
解
点
検

Ｔ
Ｂ
Ｍ

Ｔ
Ｂ
Ｍ

（
Ｃ
Ｍ
）

⑪
　
「
回
転
機
械
振
動
診
断
手
順
書
」
に
基
づ
き
，

当
該
機
器
へ
の
状
態
監
視
技
術
（振
動
診
断
）
の

適
用
可
否
を
調
査
し
た
結
果
，
適
用
可
能
で
あ
る

こ
と
を
確
認
し
た
。

当
該
機
器
に
つ
い
て
，
時
間
基
準
保
全
に
状
態
監
視
技
術
（
振
動
診
断
）
を

併
用
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

③
・
給
・
復
水
系
設
備
検
査
（
機
械
設

備
）
・
耐
震
健
全
性
検
査
（タ
-
ビ
ン
系
）

・
振
動
診
断
：
頻
度
は
回
転
機
械
振

動
診
断
手
順
書
に
よ
る
。

1
0
6
原
子
炉
給
水
ポ
ン
プ

駆
動
用
蒸
気
タ
ー
ビ

ン

分
解
点
検

Ｔ
Ｂ
Ｍ

Ｔ
Ｂ
Ｍ

（
Ｃ
Ｍ
）

⑪
　
「
回
転
機
械
振
動
診
断
手
順
書
」
に
基
づ
き
，

当
該
機
器
へ
の
状
態
監
視
技
術
（振
動
診
断
）
の

適
用
可
否
を
調
査
し
た
結
果
，
適
用
可
能
で
あ
る

こ
と
を
確
認
し
た
。

当
該
機
器
に
つ
い
て
，
時
間
基
準
保
全
に
状
態
監
視
技
術
（
振
動
診
断
）
を

併
用
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

③
・
原
子
炉
給
水
ポ
ン
プ
分
解
検
査

・
給
・
復
水
系
設
備
検
査
（
機
械
設

備
）
・
耐
震
健
全
性
検
査
（タ
-
ビ
ン
系
）

・
振
動
診
断
：
頻
度
は
回
転
機
械
振

動
診
断
手
順
書
に
よ
る
。

1
0
7
循
環
水
ポ
ン
プ

分
解
点
検

Ｔ
Ｂ
Ｍ

Ｔ
Ｂ
Ｍ

（
Ｃ
Ｍ
）

⑪
　
「
回
転
機
械
振
動
診
断
手
順
書
」
に
基
づ
き
，

当
該
機
器
へ
の
状
態
監
視
技
術
（振
動
診
断
）
の

適
用
可
否
を
調
査
し
た
結
果
，
適
用
可
能
で
あ
る

こ
と
を
確
認
し
た
。

当
該
機
器
に
つ
い
て
，
時
間
基
準
保
全
に
状
態
監
視
技
術
（
振
動
診
断
）
を

併
用
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

③
・
蒸
気
タ
-
ビ
ン
附
属
設
備
機
能
検
査

・
振
動
診
断
：
頻
度
は
回
転
機
械
振

動
診
断
手
順
書
に
よ
る
。

1
0
8
循
環
水
ポ
ン
プ
【
電

動
機
】

分
解
点
検

Ｔ
Ｂ
Ｍ

Ｔ
Ｂ
Ｍ

（
Ｃ
Ｍ
）

⑪
　
「
回
転
機
械
振
動
診
断
手
順
書
」
に
基
づ
き
，

当
該
機
器
へ
の
状
態
監
視
技
術
（振
動
診
断
）
の

適
用
可
否
を
調
査
し
た
結
果
，
適
用
可
能
で
あ
る

こ
と
を
確
認
し
た
。

当
該
機
器
に
つ
い
て
，
時
間
基
準
保
全
に
状
態
監
視
技
術
（
振
動
診
断
）
を

併
用
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

③
・
蒸
気
タ
-
ビ
ン
附
属
設
備
機
能
検
査

・
振
動
診
断
：
頻
度
は
回
転
機
械
振

動
診
断
手
順
書
に
よ
る
。

1
0
9
換
気
空
調
補
機
常
用

冷
却
水
系
冷
水
ポ
ン

プ

分
解
点
検

Ｔ
Ｂ
Ｍ

Ｔ
Ｂ
Ｍ

（
Ｃ
Ｍ
）

⑪
　
「
回
転
機
械
振
動
診
断
手
順
書
」
に
基
づ
き
，

当
該
機
器
へ
の
状
態
監
視
技
術
（振
動
診
断
）
の

適
用
可
否
を
調
査
し
た
結
果
，
適
用
可
能
で
あ
る

こ
と
を
確
認
し
た
。

当
該
機
器
に
つ
い
て
，
時
間
基
準
保
全
に
状
態
監
視
技
術
（
振
動
診
断
）
を

併
用
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

③
・
振
動
診
断
：
頻
度
は
回
転
機
械
振

動
診
断
手
順
書
に
よ
る
。

1
1
0
換
気
空
調
補
機
常
用

冷
却
水
系
冷
水
ポ
ン

プ
【
電
動
機
】

分
解
点
検

Ｔ
Ｂ
Ｍ

Ｔ
Ｂ
Ｍ

（
Ｃ
Ｍ
）

⑪
　
「
回
転
機
械
振
動
診
断
手
順
書
」
に
基
づ
き
，

当
該
機
器
へ
の
状
態
監
視
技
術
（振
動
診
断
）
の

適
用
可
否
を
調
査
し
た
結
果
，
適
用
可
能
で
あ
る

こ
と
を
確
認
し
た
。

当
該
機
器
に
つ
い
て
，
時
間
基
準
保
全
に
状
態
監
視
技
術
（
振
動
診
断
）
を

併
用
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

③
・
振
動
診
断
：
頻
度
は
回
転
機
械
振

動
診
断
手
順
書
に
よ
る
。

※
イ
ン
プ
ッ
ト
項
目
は
添
付
－
１
の
定
期
的
な
評
価
の
イ
ン
プ
ッ
ト
分
類
２
と
対
応

　
　
　
　
　
　
　
　
　
添
付
－
２
（3
2／
65
）

イ
ン
プ
ッ
ト

情
報
の
項
目

※
事
象
の
概
要

評
価
内
容

４
つ
の

評
価
項
目

※
※

保
全
の
有
効
性
評
価
の
結
果
等
よ
り
保
全
へ
反
映
し
た
事
項

N
o
.

系
統
・機
器
名

備
考

(関
連
す
る
定
期
事
業
者
検
査
等
)

点
検
計
画
の

保
全
方
式
ま
た
は
点
検
内
容
の
変
更

※
※
点
検
頻
度
の
変
更
に
適
用
し
た
評
価
方
法

①
点
検
お
よ
び
取
替
結
果
の
評
価

②
劣
化
ト
レ
ン
ド
に
よ
る
評
価

③
研
究
成
果
に
よ
る
評
価

④
類
似
機
器
等
の
使
用
実
績
に
よ
る
評
価
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別添－２ 

添付書類五 保全の有効性評価の結果に関する説明書 

変更前 変更後 変更理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

頁追加による総頁の変更 

 

保
全
へ
の
反
映
内
容

評
価

項
目

変
更
前

変
更
後

1
1
1
換
気
空
調
補
機
非
常

用
冷
却
水
系
冷
水
ポ

ン
プ

分
解
点
検

Ｔ
Ｂ
Ｍ

Ｔ
Ｂ
Ｍ

（
Ｃ
Ｍ
）

⑪
　
「
回
転
機
械
振
動
診
断
手
順
書
」
に
基
づ
き
，

当
該
機
器
へ
の
状
態
監
視
技
術
（
振
動
診
断
）

の
適
用
可
否
を
調
査
し
た
結
果
，
適
用
可
能
で

あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

当
該
機
器
に
つ
い
て
，
時
間
基
準
保
全
に
状
態
監
視
技
術
（
振
動
診
断
）
を

併
用
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

③
・
耐
震
健
全
性
検
査
（
原
子
炉
系
）

・
振
動
診
断
：
頻
度
は
回
転
機
械
振

動
診
断
手
順
書
に
よ
る
。

1
1
2
換
気
空
調
補
機
非
常

用
冷
却
水
系
冷
水
ポ

ン
プ
【
電
動
機
】

分
解
点
検

Ｔ
Ｂ
Ｍ

Ｔ
Ｂ
Ｍ

（
Ｃ
Ｍ
）

⑪
　
「
回
転
機
械
振
動
診
断
手
順
書
」
に
基
づ
き
，

当
該
機
器
へ
の
状
態
監
視
技
術
（
振
動
診
断
）

の
適
用
可
否
を
調
査
し
た
結
果
，
適
用
可
能
で

あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

当
該
機
器
に
つ
い
て
，
時
間
基
準
保
全
に
状
態
監
視
技
術
（
振
動
診
断
）
を

併
用
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

③
・
耐
震
健
全
性
検
査
（
電
気
設
備
）

・
振
動
診
断
：
頻
度
は
回
転
機
械
振

動
診
断
手
順
書
に
よ
る
。

1
1
3
Ｒ
Ｈ
Ｒ
ポ
ン
プ
室
空
調

機
開
放
点
検

Ｔ
Ｂ
Ｍ

Ｔ
Ｂ
Ｍ

（
Ｃ
Ｍ
）

⑪
　
「
回
転
機
械
振
動
診
断
手
順
書
」
に
基
づ
き
，

当
該
機
器
へ
の
状
態
監
視
技
術
（
振
動
診
断
）

の
適
用
可
否
を
調
査
し
た
結
果
，
適
用
可
能
で

あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

当
該
機
器
に
つ
い
て
，
時
間
基
準
保
全
に
状
態
監
視
技
術
（
振
動
診
断
）
を

併
用
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

③
・
耐
震
健
全
性
検
査
（
原
子
炉
系
）

・
振
動
診
断
：
頻
度
は
回
転
機
械
振

動
診
断
手
順
書
に
よ
る
。

1
1
4
Ｒ
Ｈ
Ｒ
ポ
ン
プ
室
空
調

機
【
電
動
機
】

分
解
点
検

Ｔ
Ｂ
Ｍ

Ｔ
Ｂ
Ｍ

（
Ｃ
Ｍ
）

⑪
　
「
回
転
機
械
振
動
診
断
手
順
書
」
に
基
づ
き
，

当
該
機
器
へ
の
状
態
監
視
技
術
（
振
動
診
断
）

の
適
用
可
否
を
調
査
し
た
結
果
，
適
用
可
能
で

あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

当
該
機
器
に
つ
い
て
，
時
間
基
準
保
全
に
状
態
監
視
技
術
（
振
動
診
断
）
を

併
用
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

③
・
耐
震
健
全
性
検
査
（
電
気
設
備
）

・
振
動
診
断
：
頻
度
は
回
転
機
械
振

動
診
断
手
順
書
に
よ
る
。

1
1
5
Ｈ
Ｐ
Ｃ
Ｓ
ポ
ン
プ
室
空

調
機

開
放
点
検

Ｔ
Ｂ
Ｍ

Ｔ
Ｂ
Ｍ

（
Ｃ
Ｍ
）

⑪
　
「
回
転
機
械
振
動
診
断
手
順
書
」
に
基
づ
き
，

当
該
機
器
へ
の
状
態
監
視
技
術
（
振
動
診
断
）

の
適
用
可
否
を
調
査
し
た
結
果
，
適
用
可
能
で

あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

当
該
機
器
に
つ
い
て
，
時
間
基
準
保
全
に
状
態
監
視
技
術
（
振
動
診
断
）
を

併
用
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

③
・
耐
震
健
全
性
検
査
（
原
子
炉
系
）

・
振
動
診
断
：
頻
度
は
回
転
機
械
振

動
診
断
手
順
書
に
よ
る
。

1
1
6
Ｈ
Ｐ
Ｃ
Ｓ
ポ
ン
プ
室
空

調
機
【
電
動
機
】

分
解
点
検

Ｔ
Ｂ
Ｍ

Ｔ
Ｂ
Ｍ

（
Ｃ
Ｍ
）

⑪
　
「
回
転
機
械
振
動
診
断
手
順
書
」
に
基
づ
き
，

当
該
機
器
へ
の
状
態
監
視
技
術
（
振
動
診
断
）

の
適
用
可
否
を
調
査
し
た
結
果
，
適
用
可
能
で

あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

当
該
機
器
に
つ
い
て
，
時
間
基
準
保
全
に
状
態
監
視
技
術
（
振
動
診
断
）
を

併
用
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

③
・
耐
震
健
全
性
検
査
（
電
気
設
備
）

・
振
動
診
断
：
頻
度
は
回
転
機
械
振

動
診
断
手
順
書
に
よ
る
。

1
1
7
Ｌ
Ｐ
Ｃ
Ｓ
ポ
ン
プ
室
空

調
機

開
放
点
検

Ｔ
Ｂ
Ｍ

Ｔ
Ｂ
Ｍ

（
Ｃ
Ｍ
）

⑪
　
「
回
転
機
械
振
動
診
断
手
順
書
」
に
基
づ
き
，

当
該
機
器
へ
の
状
態
監
視
技
術
（
振
動
診
断
）

の
適
用
可
否
を
調
査
し
た
結
果
，
適
用
可
能
で

あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

当
該
機
器
に
つ
い
て
，
時
間
基
準
保
全
に
状
態
監
視
技
術
（
振
動
診
断
）
を

併
用
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

③
・
耐
震
健
全
性
検
査
（
原
子
炉
系
）

・
振
動
診
断
：
頻
度
は
回
転
機
械
振

動
診
断
手
順
書
に
よ
る
。

1
1
8
Ｌ
Ｐ
Ｃ
Ｓ
ポ
ン
プ
室
空

調
機
【
電
動
機
】

分
解
点
検

Ｔ
Ｂ
Ｍ

Ｔ
Ｂ
Ｍ

（
Ｃ
Ｍ
）

⑪
　
「
回
転
機
械
振
動
診
断
手
順
書
」
に
基
づ
き
，

当
該
機
器
へ
の
状
態
監
視
技
術
（
振
動
診
断
）

の
適
用
可
否
を
調
査
し
た
結
果
，
適
用
可
能
で

あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

当
該
機
器
に
つ
い
て
，
時
間
基
準
保
全
に
状
態
監
視
技
術
（
振
動
診
断
）
を

併
用
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

③
・
耐
震
健
全
性
検
査
（
電
気
設
備
）

・
振
動
診
断
：
頻
度
は
回
転
機
械
振

動
診
断
手
順
書
に
よ
る
。

1
1
9
Ｓ
Ｇ
Ｔ
Ｓ
室
空
調
機

開
放
点
検

Ｔ
Ｂ
Ｍ

Ｔ
Ｂ
Ｍ

（
Ｃ
Ｍ
）

⑪
　
「
回
転
機
械
振
動
診
断
手
順
書
」
に
基
づ
き
，

当
該
機
器
へ
の
状
態
監
視
技
術
（
振
動
診
断
）

の
適
用
可
否
を
調
査
し
た
結
果
，
適
用
可
能
で

あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

当
該
機
器
に
つ
い
て
，
時
間
基
準
保
全
に
状
態
監
視
技
術
（
振
動
診
断
）
を

併
用
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

③
・
耐
震
健
全
性
検
査
（
原
子
炉
系
）

・
振
動
診
断
：
頻
度
は
回
転
機
械
振

動
診
断
手
順
書
に
よ
る
。

1
2
0
Ｓ
Ｇ
Ｔ
Ｓ
室
空
調
機

【
電
動
機
】

分
解
点
検

Ｔ
Ｂ
Ｍ

Ｔ
Ｂ
Ｍ

（
Ｃ
Ｍ
）

⑪
　
「
回
転
機
械
振
動
診
断
手
順
書
」
に
基
づ
き
，

当
該
機
器
へ
の
状
態
監
視
技
術
（
振
動
診
断
）

の
適
用
可
否
を
調
査
し
た
結
果
，
適
用
可
能
で

あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

当
該
機
器
に
つ
い
て
，
時
間
基
準
保
全
に
状
態
監
視
技
術
（
振
動
診
断
）
を

併
用
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

③
・
耐
震
健
全
性
検
査
（
電
気
設
備
）

・
振
動
診
断
：
頻
度
は
回
転
機
械
振

動
診
断
手
順
書
に
よ
る
。

1
2
1
Ｆ
Ｃ
Ｓ
室
空
調
機

開
放
点
検

Ｔ
Ｂ
Ｍ

Ｔ
Ｂ
Ｍ

（
Ｃ
Ｍ
）

⑪
　
「
回
転
機
械
振
動
診
断
手
順
書
」
に
基
づ
き
，

当
該
機
器
へ
の
状
態
監
視
技
術
（
振
動
診
断
）

の
適
用
可
否
を
調
査
し
た
結
果
，
適
用
可
能
で

あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

当
該
機
器
に
つ
い
て
，
時
間
基
準
保
全
に
状
態
監
視
技
術
（
振
動
診
断
）
を

併
用
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

③
・
耐
震
健
全
性
検
査
（
原
子
炉
系
）

・
振
動
診
断
：
頻
度
は
回
転
機
械
振

動
診
断
手
順
書
に
よ
る
。

※
イ
ン
プ
ッ
ト
項
目
は
添
付
－
１
の
定
期
的
な
評
価
の
イ
ン
プ
ッ
ト
分
類
２
と
対
応

　
　
　
　
　
　
　
　
　
添
付
－
２
（
3
3
／
6
4
）

イ
ン
プ
ッ
ト

情
報
の
項
目

※
事
象
の
概
要

N
o
.

系
統
・機
器
名

備
考

(関
連
す
る
定
期
事
業
者
検
査
等
)

点
検
計
画
の

保
全
方
式
ま
た
は
点
検
内
容
の
変
更

評
価
内
容

４
つ
の

評
価
項
目

※
※

保
全
の
有
効
性
評
価
の
結
果
等
よ
り
保
全
へ
反
映
し
た
事
項

※
※
点
検
頻
度
の
変
更
に
適
用
し
た
評
価
方
法

①
点
検
お
よ
び
取
替
結
果
の
評
価

②
劣
化
ト
レ
ン
ド
に
よ
る
評
価

③
研
究
成
果
に
よ
る
評
価

④
類
似
機
器
等
の
使
用
実
績
に
よ
る
評
価

保
全
へ
の
反
映
内
容

評
価

項
目

変
更
前

変
更
後

1
1
1
換
気
空
調
補
機
非
常

用
冷
却
水
系
冷
水
ポ

ン
プ

分
解
点
検

Ｔ
Ｂ
Ｍ

Ｔ
Ｂ
Ｍ

（
Ｃ
Ｍ
）

⑪
　
「
回
転
機
械
振
動
診
断
手
順
書
」
に
基
づ
き
，

当
該
機
器
へ
の
状
態
監
視
技
術
（
振
動
診
断
）
の

適
用
可
否
を
調
査
し
た
結
果
，
適
用
可
能
で
あ
る

こ
と
を
確
認
し
た
。

当
該
機
器
に
つ
い
て
，
時
間
基
準
保
全
に
状
態
監
視
技
術
（
振
動
診
断
）
を

併
用
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

③
・
耐
震
健
全
性
検
査
（
原
子
炉
系
）

・
振
動
診
断
：
頻
度
は
回
転
機
械
振

動
診
断
手
順
書
に
よ
る
。

1
1
2
換
気
空
調
補
機
非
常

用
冷
却
水
系
冷
水
ポ

ン
プ
【
電
動
機
】

分
解
点
検

Ｔ
Ｂ
Ｍ

Ｔ
Ｂ
Ｍ

（
Ｃ
Ｍ
）

⑪
　
「
回
転
機
械
振
動
診
断
手
順
書
」
に
基
づ
き
，

当
該
機
器
へ
の
状
態
監
視
技
術
（
振
動
診
断
）
の

適
用
可
否
を
調
査
し
た
結
果
，
適
用
可
能
で
あ
る

こ
と
を
確
認
し
た
。

当
該
機
器
に
つ
い
て
，
時
間
基
準
保
全
に
状
態
監
視
技
術
（
振
動
診
断
）
を

併
用
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

③
・
耐
震
健
全
性
検
査
（
電
気
設
備
）

・
振
動
診
断
：
頻
度
は
回
転
機
械
振

動
診
断
手
順
書
に
よ
る
。

1
1
3
Ｒ
Ｈ
Ｒ
ポ
ン
プ
室
空
調

機
開
放
点
検

Ｔ
Ｂ
Ｍ

Ｔ
Ｂ
Ｍ

（
Ｃ
Ｍ
）

⑪
　
「
回
転
機
械
振
動
診
断
手
順
書
」
に
基
づ
き
，

当
該
機
器
へ
の
状
態
監
視
技
術
（
振
動
診
断
）
の

適
用
可
否
を
調
査
し
た
結
果
，
適
用
可
能
で
あ
る

こ
と
を
確
認
し
た
。

当
該
機
器
に
つ
い
て
，
時
間
基
準
保
全
に
状
態
監
視
技
術
（
振
動
診
断
）
を

併
用
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

③
・
耐
震
健
全
性
検
査
（
原
子
炉
系
）

・
振
動
診
断
：
頻
度
は
回
転
機
械
振

動
診
断
手
順
書
に
よ
る
。

1
1
4
Ｒ
Ｈ
Ｒ
ポ
ン
プ
室
空
調

機
【
電
動
機
】

分
解
点
検

Ｔ
Ｂ
Ｍ

Ｔ
Ｂ
Ｍ

（
Ｃ
Ｍ
）

⑪
　
「
回
転
機
械
振
動
診
断
手
順
書
」
に
基
づ
き
，

当
該
機
器
へ
の
状
態
監
視
技
術
（
振
動
診
断
）
の

適
用
可
否
を
調
査
し
た
結
果
，
適
用
可
能
で
あ
る

こ
と
を
確
認
し
た
。

当
該
機
器
に
つ
い
て
，
時
間
基
準
保
全
に
状
態
監
視
技
術
（
振
動
診
断
）
を

併
用
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

③
・
耐
震
健
全
性
検
査
（
電
気
設
備
）

・
振
動
診
断
：
頻
度
は
回
転
機
械
振

動
診
断
手
順
書
に
よ
る
。

1
1
5
Ｈ
Ｐ
Ｃ
Ｓ
ポ
ン
プ
室
空

調
機

開
放
点
検

Ｔ
Ｂ
Ｍ

Ｔ
Ｂ
Ｍ

（
Ｃ
Ｍ
）

⑪
　
「
回
転
機
械
振
動
診
断
手
順
書
」
に
基
づ
き
，

当
該
機
器
へ
の
状
態
監
視
技
術
（
振
動
診
断
）
の

適
用
可
否
を
調
査
し
た
結
果
，
適
用
可
能
で
あ
る

こ
と
を
確
認
し
た
。

当
該
機
器
に
つ
い
て
，
時
間
基
準
保
全
に
状
態
監
視
技
術
（
振
動
診
断
）
を

併
用
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

③
・
耐
震
健
全
性
検
査
（
原
子
炉
系
）

・
振
動
診
断
：
頻
度
は
回
転
機
械
振

動
診
断
手
順
書
に
よ
る
。

1
1
6
Ｈ
Ｐ
Ｃ
Ｓ
ポ
ン
プ
室
空

調
機
【
電
動
機
】

分
解
点
検

Ｔ
Ｂ
Ｍ

Ｔ
Ｂ
Ｍ

（
Ｃ
Ｍ
）

⑪
　
「
回
転
機
械
振
動
診
断
手
順
書
」
に
基
づ
き
，

当
該
機
器
へ
の
状
態
監
視
技
術
（
振
動
診
断
）
の

適
用
可
否
を
調
査
し
た
結
果
，
適
用
可
能
で
あ
る

こ
と
を
確
認
し
た
。

当
該
機
器
に
つ
い
て
，
時
間
基
準
保
全
に
状
態
監
視
技
術
（
振
動
診
断
）
を

併
用
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

③
・
耐
震
健
全
性
検
査
（
電
気
設
備
）

・
振
動
診
断
：
頻
度
は
回
転
機
械
振

動
診
断
手
順
書
に
よ
る
。

1
1
7
Ｌ
Ｐ
Ｃ
Ｓ
ポ
ン
プ
室
空

調
機

開
放
点
検

Ｔ
Ｂ
Ｍ

Ｔ
Ｂ
Ｍ

（
Ｃ
Ｍ
）

⑪
　
「
回
転
機
械
振
動
診
断
手
順
書
」
に
基
づ
き
，

当
該
機
器
へ
の
状
態
監
視
技
術
（
振
動
診
断
）
の

適
用
可
否
を
調
査
し
た
結
果
，
適
用
可
能
で
あ
る

こ
と
を
確
認
し
た
。

当
該
機
器
に
つ
い
て
，
時
間
基
準
保
全
に
状
態
監
視
技
術
（
振
動
診
断
）
を

併
用
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

③
・
耐
震
健
全
性
検
査
（
原
子
炉
系
）

・
振
動
診
断
：
頻
度
は
回
転
機
械
振

動
診
断
手
順
書
に
よ
る
。

1
1
8
Ｌ
Ｐ
Ｃ
Ｓ
ポ
ン
プ
室
空

調
機
【
電
動
機
】

分
解
点
検

Ｔ
Ｂ
Ｍ

Ｔ
Ｂ
Ｍ

（
Ｃ
Ｍ
）

⑪
　
「
回
転
機
械
振
動
診
断
手
順
書
」
に
基
づ
き
，

当
該
機
器
へ
の
状
態
監
視
技
術
（
振
動
診
断
）
の

適
用
可
否
を
調
査
し
た
結
果
，
適
用
可
能
で
あ
る

こ
と
を
確
認
し
た
。

当
該
機
器
に
つ
い
て
，
時
間
基
準
保
全
に
状
態
監
視
技
術
（
振
動
診
断
）
を

併
用
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

③
・
耐
震
健
全
性
検
査
（
電
気
設
備
）

・
振
動
診
断
：
頻
度
は
回
転
機
械
振

動
診
断
手
順
書
に
よ
る
。

1
1
9
Ｓ
Ｇ
Ｔ
Ｓ
室
空
調
機

開
放
点
検

Ｔ
Ｂ
Ｍ

Ｔ
Ｂ
Ｍ

（
Ｃ
Ｍ
）

⑪
　
「
回
転
機
械
振
動
診
断
手
順
書
」
に
基
づ
き
，

当
該
機
器
へ
の
状
態
監
視
技
術
（
振
動
診
断
）
の

適
用
可
否
を
調
査
し
た
結
果
，
適
用
可
能
で
あ
る

こ
と
を
確
認
し
た
。

当
該
機
器
に
つ
い
て
，
時
間
基
準
保
全
に
状
態
監
視
技
術
（
振
動
診
断
）
を

併
用
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

③
・
耐
震
健
全
性
検
査
（
原
子
炉
系
）

・
振
動
診
断
：
頻
度
は
回
転
機
械
振

動
診
断
手
順
書
に
よ
る
。

1
2
0
Ｓ
Ｇ
Ｔ
Ｓ
室
空
調
機

【
電
動
機
】

分
解
点
検

Ｔ
Ｂ
Ｍ

Ｔ
Ｂ
Ｍ

（
Ｃ
Ｍ
）

⑪
　
「
回
転
機
械
振
動
診
断
手
順
書
」
に
基
づ
き
，

当
該
機
器
へ
の
状
態
監
視
技
術
（
振
動
診
断
）
の

適
用
可
否
を
調
査
し
た
結
果
，
適
用
可
能
で
あ
る

こ
と
を
確
認
し
た
。

当
該
機
器
に
つ
い
て
，
時
間
基
準
保
全
に
状
態
監
視
技
術
（
振
動
診
断
）
を

併
用
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

③
・
耐
震
健
全
性
検
査
（
電
気
設
備
）

・
振
動
診
断
：
頻
度
は
回
転
機
械
振

動
診
断
手
順
書
に
よ
る
。

1
2
1
Ｆ
Ｃ
Ｓ
室
空
調
機

開
放
点
検

Ｔ
Ｂ
Ｍ

Ｔ
Ｂ
Ｍ

（
Ｃ
Ｍ
）

⑪
　
「
回
転
機
械
振
動
診
断
手
順
書
」
に
基
づ
き
，

当
該
機
器
へ
の
状
態
監
視
技
術
（
振
動
診
断
）
の

適
用
可
否
を
調
査
し
た
結
果
，
適
用
可
能
で
あ
る

こ
と
を
確
認
し
た
。

当
該
機
器
に
つ
い
て
，
時
間
基
準
保
全
に
状
態
監
視
技
術
（
振
動
診
断
）
を

併
用
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

③
・
耐
震
健
全
性
検
査
（
原
子
炉
系
）

・
振
動
診
断
：
頻
度
は
回
転
機
械
振

動
診
断
手
順
書
に
よ
る
。

※
イ
ン
プ
ッ
ト
項
目
は
添
付
－
１
の
定
期
的
な
評
価
の
イ
ン
プ
ッ
ト
分
類
２
と
対
応

　
　
　
　
　
　
　
　
　
添
付
－
２
（
3
3
／
6
5
）

イ
ン
プ
ッ
ト

情
報
の
項
目

※
事
象
の
概
要

評
価
内
容

４
つ
の

評
価
項
目

※
※

保
全
の
有
効
性
評
価
の
結
果
等
よ
り
保
全
へ
反
映
し
た
事
項

N
o
.

系
統
・機
器
名

備
考

(関
連
す
る
定
期
事
業
者
検
査
等
)

点
検
計
画
の

保
全
方
式
ま
た
は
点
検
内
容
の
変
更

※
※
点
検
頻
度
の
変
更
に
適
用
し
た
評
価
方
法

①
点
検
お
よ
び
取
替
結
果
の
評
価

②
劣
化
ト
レ
ン
ド
に
よ
る
評
価

③
研
究
成
果
に
よ
る
評
価

④
類
似
機
器
等
の
使
用
実
績
に
よ
る
評
価
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添付書類五 保全の有効性評価の結果に関する説明書 

変更前 変更後 変更理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

頁追加による総頁の変更 

 

保
全
へ
の
反
映
内
容

評
価

項
目

変
更
前

変
更
後

1
22

Ｆ
Ｃ
Ｓ
室
空
調
機
【
電

動
機
】

分
解
点
検

Ｔ
Ｂ
Ｍ

Ｔ
Ｂ
Ｍ

（Ｃ
Ｍ
）

⑪
　
「回
転
機
械
振
動
診
断
手
順
書
」
に
基
づ
き
，

当
該
機
器
へ
の
状
態
監
視
技
術
（
振
動
診
断
）

の
適
用
可
否
を
調
査
し
た
結
果
，
適
用
可
能
で

あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

当
該
機
器
に
つ
い
て
，
時
間
基
準
保
全
に
状
態
監
視
技
術
（
振
動
診
断
）
を

併
用
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

③
・
耐
震
健
全
性
検
査
（電
気
設
備
）

・
振
動
診
断
：
頻
度
は
回
転
機
械
振

動
診
断
手
順
書
に
よ
る
。

1
23

Ｃ
Ｒ
Ｄ
ポ
ン
プ
室
空
調

機
開
放
点
検

Ｔ
Ｂ
Ｍ

Ｔ
Ｂ
Ｍ

（Ｃ
Ｍ
）

⑪
　
「回
転
機
械
振
動
診
断
手
順
書
」
に
基
づ
き
，

当
該
機
器
へ
の
状
態
監
視
技
術
（
振
動
診
断
）

の
適
用
可
否
を
調
査
し
た
結
果
，
適
用
可
能
で

あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

当
該
機
器
に
つ
い
て
，
時
間
基
準
保
全
に
状
態
監
視
技
術
（
振
動
診
断
）
を

併
用
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

③
・
振
動
診
断
：
頻
度
は
回
転
機
械
振

動
診
断
手
順
書
に
よ
る
。

1
24

Ｃ
Ｒ
Ｄ
ポ
ン
プ
室
空
調

機
（
送
風
機
）

分
解
点
検

Ｔ
Ｂ
Ｍ

Ｔ
Ｂ
Ｍ

（Ｃ
Ｍ
）

⑪
　
「回
転
機
械
振
動
診
断
手
順
書
」
に
基
づ
き
，

当
該
機
器
へ
の
状
態
監
視
技
術
（
振
動
診
断
）

の
適
用
可
否
を
調
査
し
た
結
果
，
適
用
可
能
で

あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

当
該
機
器
に
つ
い
て
，
時
間
基
準
保
全
に
状
態
監
視
技
術
（
振
動
診
断
）
を

併
用
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

③
・
振
動
診
断
：
頻
度
は
回
転
機
械
振

動
診
断
手
順
書
に
よ
る
。

1
25

原
子
炉
棟
Ｍ
Ｓ
ト
ン
ネ

ル
室
空
調
機

開
放
点
検

Ｔ
Ｂ
Ｍ

Ｔ
Ｂ
Ｍ

（Ｃ
Ｍ
）

⑪
　
「回
転
機
械
振
動
診
断
手
順
書
」
に
基
づ
き
，

当
該
機
器
へ
の
状
態
監
視
技
術
（
振
動
診
断
）

の
適
用
可
否
を
調
査
し
た
結
果
，
適
用
可
能
で

あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

当
該
機
器
に
つ
い
て
，
時
間
基
準
保
全
に
状
態
監
視
技
術
（
振
動
診
断
）
を

併
用
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

③
・
振
動
診
断
：
頻
度
は
回
転
機
械
振

動
診
断
手
順
書
に
よ
る
。

1
26

原
子
炉
棟
Ｍ
Ｓ
ト
ン
ネ

ル
室
空
調
機
（
送
風

機
）

分
解
点
検

Ｔ
Ｂ
Ｍ

Ｔ
Ｂ
Ｍ

（Ｃ
Ｍ
）

⑪
　
「回
転
機
械
振
動
診
断
手
順
書
」
に
基
づ
き
，

当
該
機
器
へ
の
状
態
監
視
技
術
（
振
動
診
断
）

の
適
用
可
否
を
調
査
し
た
結
果
，
適
用
可
能
で

あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

当
該
機
器
に
つ
い
て
，
時
間
基
準
保
全
に
状
態
監
視
技
術
（
振
動
診
断
）
を

併
用
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

③
・
振
動
診
断
：
頻
度
は
回
転
機
械
振

動
診
断
手
順
書
に
よ
る
。

1
27

原
子
炉
補
機
（
Ａ
）
室

送
風
機

開
放
点
検

Ｔ
Ｂ
Ｍ

Ｔ
Ｂ
Ｍ

（Ｃ
Ｍ
）

⑪
　
「回
転
機
械
振
動
診
断
手
順
書
」
に
基
づ
き
，

当
該
機
器
へ
の
状
態
監
視
技
術
（
振
動
診
断
）

の
適
用
可
否
を
調
査
し
た
結
果
，
適
用
可
能
で

あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

当
該
機
器
に
つ
い
て
，
時
間
基
準
保
全
に
状
態
監
視
技
術
（
振
動
診
断
）
を

併
用
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

③
・
耐
震
健
全
性
検
査
（原
子
炉
系
）

・
振
動
診
断
：
頻
度
は
回
転
機
械
振

動
診
断
手
順
書
に
よ
る
。

1
28

原
子
炉
補
機
（
Ａ
）
室

送
風
機
【電
動
機
】

分
解
点
検

Ｔ
Ｂ
Ｍ

Ｔ
Ｂ
Ｍ

（Ｃ
Ｍ
）

⑪
　
「回
転
機
械
振
動
診
断
手
順
書
」
に
基
づ
き
，

当
該
機
器
へ
の
状
態
監
視
技
術
（
振
動
診
断
）

の
適
用
可
否
を
調
査
し
た
結
果
，
適
用
可
能
で

あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

当
該
機
器
に
つ
い
て
，
時
間
基
準
保
全
に
状
態
監
視
技
術
（
振
動
診
断
）
を

併
用
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

③
・
耐
震
健
全
性
検
査
（電
気
設
備
）

・
振
動
診
断
：
頻
度
は
回
転
機
械
振

動
診
断
手
順
書
に
よ
る
。

1
29

原
子
炉
補
機
（
Ａ
）
室

排
風
機

開
放
点
検

Ｔ
Ｂ
Ｍ

Ｔ
Ｂ
Ｍ

（Ｃ
Ｍ
）

⑪
　
「回
転
機
械
振
動
診
断
手
順
書
」
に
基
づ
き
，

当
該
機
器
へ
の
状
態
監
視
技
術
（
振
動
診
断
）

の
適
用
可
否
を
調
査
し
た
結
果
，
適
用
可
能
で

あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

当
該
機
器
に
つ
い
て
，
時
間
基
準
保
全
に
状
態
監
視
技
術
（
振
動
診
断
）
を

併
用
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

③
・
耐
震
健
全
性
検
査
（原
子
炉
系
）

・
振
動
診
断
：
頻
度
は
回
転
機
械
振

動
診
断
手
順
書
に
よ
る
。

1
30

原
子
炉
補
機
（
Ａ
）
室

排
風
機
【電
動
機
】

分
解
点
検

Ｔ
Ｂ
Ｍ

Ｔ
Ｂ
Ｍ

（Ｃ
Ｍ
）

⑪
　
「回
転
機
械
振
動
診
断
手
順
書
」
に
基
づ
き
，

当
該
機
器
へ
の
状
態
監
視
技
術
（
振
動
診
断
）

の
適
用
可
否
を
調
査
し
た
結
果
，
適
用
可
能
で

あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

当
該
機
器
に
つ
い
て
，
時
間
基
準
保
全
に
状
態
監
視
技
術
（
振
動
診
断
）
を

併
用
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

③
・
耐
震
健
全
性
検
査
（電
気
設
備
）

・
振
動
診
断
：
頻
度
は
回
転
機
械
振

動
診
断
手
順
書
に
よ
る
。

1
31

原
子
炉
補
機
（
Ｂ
）
室

送
風
機

開
放
点
検

Ｔ
Ｂ
Ｍ

Ｔ
Ｂ
Ｍ

（Ｃ
Ｍ
）

⑪
　
「回
転
機
械
振
動
診
断
手
順
書
」
に
基
づ
き
，

当
該
機
器
へ
の
状
態
監
視
技
術
（
振
動
診
断
）

の
適
用
可
否
を
調
査
し
た
結
果
，
適
用
可
能
で

あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

当
該
機
器
に
つ
い
て
，
時
間
基
準
保
全
に
状
態
監
視
技
術
（
振
動
診
断
）
を

併
用
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

③
・
耐
震
健
全
性
検
査
（原
子
炉
系
）

・
振
動
診
断
：
頻
度
は
回
転
機
械
振

動
診
断
手
順
書
に
よ
る
。

1
32

原
子
炉
補
機
（
Ｂ
）
室

送
風
機
【電
動
機
】

分
解
点
検

Ｔ
Ｂ
Ｍ

Ｔ
Ｂ
Ｍ

（Ｃ
Ｍ
）

⑪
　
「回
転
機
械
振
動
診
断
手
順
書
」
に
基
づ
き
，

当
該
機
器
へ
の
状
態
監
視
技
術
（
振
動
診
断
）

の
適
用
可
否
を
調
査
し
た
結
果
，
適
用
可
能
で

あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

当
該
機
器
に
つ
い
て
，
時
間
基
準
保
全
に
状
態
監
視
技
術
（
振
動
診
断
）
を

併
用
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

③
・
耐
震
健
全
性
検
査
（電
気
設
備
）

・
振
動
診
断
：
頻
度
は
回
転
機
械
振

動
診
断
手
順
書
に
よ
る
。

※
イ
ン
プ
ッ
ト
項
目
は
添
付
－
１
の
定
期
的
な
評
価
の
イ
ン
プ
ッ
ト
分
類
２
と
対
応

　
　
　
　
　
　
　
　
　
添
付
－
２
（3
4／
64
）

イ
ン
プ
ッ
ト

情
報
の
項
目

※
事
象
の
概
要

N
o
.

系
統
・機
器
名

備
考

(関
連
す
る
定
期
事
業
者
検
査
等
)

点
検
計
画
の

保
全
方
式
ま
た
は
点
検
内
容
の
変
更

評
価
内
容

４
つ
の

評
価
項
目

※
※

保
全
の
有
効
性
評
価
の
結
果
等
よ
り
保
全
へ
反
映
し
た
事
項

※
※
点
検
頻
度
の
変
更
に
適
用
し
た
評
価
方
法

①
点
検
お
よ
び
取
替
結
果
の
評
価

②
劣
化
ト
レ
ン
ド
に
よ
る
評
価

③
研
究
成
果
に
よ
る
評
価

④
類
似
機
器
等
の
使
用
実
績
に
よ
る
評
価

保
全
へ
の
反
映
内
容

評
価

項
目

変
更
前

変
更
後

12
2
Ｆ
Ｃ
Ｓ
室
空
調
機
【
電

動
機
】

分
解
点
検

Ｔ
Ｂ
Ｍ

Ｔ
Ｂ
Ｍ

（Ｃ
Ｍ
）

⑪
　
「回
転
機
械
振
動
診
断
手
順
書
」
に
基
づ
き
，

当
該
機
器
へ
の
状
態
監
視
技
術
（
振
動
診
断
）
の

適
用
可
否
を
調
査
し
た
結
果
，
適
用
可
能
で
あ
る

こ
と
を
確
認
し
た
。

当
該
機
器
に
つ
い
て
，
時
間
基
準
保
全
に
状
態
監
視
技
術
（
振
動
診
断
）
を

併
用
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

③
・
耐
震
健
全
性
検
査
（電
気
設
備
）

・
振
動
診
断
：頻
度
は
回
転
機
械
振

動
診
断
手
順
書
に
よ
る
。

12
3
Ｃ
Ｒ
Ｄ
ポ
ン
プ
室
空
調

機
開
放
点
検

Ｔ
Ｂ
Ｍ

Ｔ
Ｂ
Ｍ

（Ｃ
Ｍ
）

⑪
　
「回
転
機
械
振
動
診
断
手
順
書
」
に
基
づ
き
，

当
該
機
器
へ
の
状
態
監
視
技
術
（
振
動
診
断
）
の

適
用
可
否
を
調
査
し
た
結
果
，
適
用
可
能
で
あ
る

こ
と
を
確
認
し
た
。

当
該
機
器
に
つ
い
て
，
時
間
基
準
保
全
に
状
態
監
視
技
術
（
振
動
診
断
）
を

併
用
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

③
・
振
動
診
断
：頻
度
は
回
転
機
械
振

動
診
断
手
順
書
に
よ
る
。

12
4
Ｃ
Ｒ
Ｄ
ポ
ン
プ
室
空
調

機
（送
風
機
）

分
解
点
検

Ｔ
Ｂ
Ｍ

Ｔ
Ｂ
Ｍ

（Ｃ
Ｍ
）

⑪
　
「回
転
機
械
振
動
診
断
手
順
書
」
に
基
づ
き
，

当
該
機
器
へ
の
状
態
監
視
技
術
（
振
動
診
断
）
の

適
用
可
否
を
調
査
し
た
結
果
，
適
用
可
能
で
あ
る

こ
と
を
確
認
し
た
。

当
該
機
器
に
つ
い
て
，
時
間
基
準
保
全
に
状
態
監
視
技
術
（
振
動
診
断
）
を

併
用
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

③
・
振
動
診
断
：頻
度
は
回
転
機
械
振

動
診
断
手
順
書
に
よ
る
。

12
5
原
子
炉
棟
Ｍ
Ｓ
ト
ン
ネ

ル
室
空
調
機

開
放
点
検

Ｔ
Ｂ
Ｍ

Ｔ
Ｂ
Ｍ

（Ｃ
Ｍ
）

⑪
　
「回
転
機
械
振
動
診
断
手
順
書
」
に
基
づ
き
，

当
該
機
器
へ
の
状
態
監
視
技
術
（
振
動
診
断
）
の

適
用
可
否
を
調
査
し
た
結
果
，
適
用
可
能
で
あ
る

こ
と
を
確
認
し
た
。

当
該
機
器
に
つ
い
て
，
時
間
基
準
保
全
に
状
態
監
視
技
術
（
振
動
診
断
）
を

併
用
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

③
・
振
動
診
断
：頻
度
は
回
転
機
械
振

動
診
断
手
順
書
に
よ
る
。

12
6
原
子
炉
棟
Ｍ
Ｓ
ト
ン
ネ

ル
室
空
調
機
（
送
風

機
）

分
解
点
検

Ｔ
Ｂ
Ｍ

Ｔ
Ｂ
Ｍ

（Ｃ
Ｍ
）

⑪
　
「回
転
機
械
振
動
診
断
手
順
書
」
に
基
づ
き
，

当
該
機
器
へ
の
状
態
監
視
技
術
（
振
動
診
断
）
の

適
用
可
否
を
調
査
し
た
結
果
，
適
用
可
能
で
あ
る

こ
と
を
確
認
し
た
。

当
該
機
器
に
つ
い
て
，
時
間
基
準
保
全
に
状
態
監
視
技
術
（
振
動
診
断
）
を

併
用
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

③
・
振
動
診
断
：頻
度
は
回
転
機
械
振

動
診
断
手
順
書
に
よ
る
。

12
7
原
子
炉
補
機
（
Ａ
）
室

送
風
機

開
放
点
検

Ｔ
Ｂ
Ｍ

Ｔ
Ｂ
Ｍ

（Ｃ
Ｍ
）

⑪
　
「回
転
機
械
振
動
診
断
手
順
書
」
に
基
づ
き
，

当
該
機
器
へ
の
状
態
監
視
技
術
（
振
動
診
断
）
の

適
用
可
否
を
調
査
し
た
結
果
，
適
用
可
能
で
あ
る

こ
と
を
確
認
し
た
。

当
該
機
器
に
つ
い
て
，
時
間
基
準
保
全
に
状
態
監
視
技
術
（
振
動
診
断
）
を

併
用
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

③
・
耐
震
健
全
性
検
査
（原
子
炉
系
）

・
振
動
診
断
：頻
度
は
回
転
機
械
振

動
診
断
手
順
書
に
よ
る
。

12
8
原
子
炉
補
機
（
Ａ
）
室

送
風
機
【
電
動
機
】

分
解
点
検

Ｔ
Ｂ
Ｍ

Ｔ
Ｂ
Ｍ

（Ｃ
Ｍ
）

⑪
　
「回
転
機
械
振
動
診
断
手
順
書
」
に
基
づ
き
，

当
該
機
器
へ
の
状
態
監
視
技
術
（
振
動
診
断
）
の

適
用
可
否
を
調
査
し
た
結
果
，
適
用
可
能
で
あ
る

こ
と
を
確
認
し
た
。

当
該
機
器
に
つ
い
て
，
時
間
基
準
保
全
に
状
態
監
視
技
術
（
振
動
診
断
）
を

併
用
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

③
・
耐
震
健
全
性
検
査
（電
気
設
備
）

・
振
動
診
断
：頻
度
は
回
転
機
械
振

動
診
断
手
順
書
に
よ
る
。

12
9
原
子
炉
補
機
（
Ａ
）
室

排
風
機

開
放
点
検

Ｔ
Ｂ
Ｍ

Ｔ
Ｂ
Ｍ

（Ｃ
Ｍ
）

⑪
　
「回
転
機
械
振
動
診
断
手
順
書
」
に
基
づ
き
，

当
該
機
器
へ
の
状
態
監
視
技
術
（
振
動
診
断
）
の

適
用
可
否
を
調
査
し
た
結
果
，
適
用
可
能
で
あ
る

こ
と
を
確
認
し
た
。

当
該
機
器
に
つ
い
て
，
時
間
基
準
保
全
に
状
態
監
視
技
術
（
振
動
診
断
）
を

併
用
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

③
・
耐
震
健
全
性
検
査
（原
子
炉
系
）

・
振
動
診
断
：頻
度
は
回
転
機
械
振

動
診
断
手
順
書
に
よ
る
。

13
0
原
子
炉
補
機
（
Ａ
）
室

排
風
機
【
電
動
機
】

分
解
点
検

Ｔ
Ｂ
Ｍ

Ｔ
Ｂ
Ｍ

（Ｃ
Ｍ
）

⑪
　
「回
転
機
械
振
動
診
断
手
順
書
」
に
基
づ
き
，

当
該
機
器
へ
の
状
態
監
視
技
術
（
振
動
診
断
）
の

適
用
可
否
を
調
査
し
た
結
果
，
適
用
可
能
で
あ
る

こ
と
を
確
認
し
た
。

当
該
機
器
に
つ
い
て
，
時
間
基
準
保
全
に
状
態
監
視
技
術
（
振
動
診
断
）
を

併
用
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

③
・
耐
震
健
全
性
検
査
（電
気
設
備
）

・
振
動
診
断
：頻
度
は
回
転
機
械
振

動
診
断
手
順
書
に
よ
る
。

13
1
原
子
炉
補
機
（
Ｂ
）
室

送
風
機

開
放
点
検

Ｔ
Ｂ
Ｍ

Ｔ
Ｂ
Ｍ

（Ｃ
Ｍ
）

⑪
　
「回
転
機
械
振
動
診
断
手
順
書
」
に
基
づ
き
，

当
該
機
器
へ
の
状
態
監
視
技
術
（
振
動
診
断
）
の

適
用
可
否
を
調
査
し
た
結
果
，
適
用
可
能
で
あ
る

こ
と
を
確
認
し
た
。

当
該
機
器
に
つ
い
て
，
時
間
基
準
保
全
に
状
態
監
視
技
術
（
振
動
診
断
）
を

併
用
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

③
・
耐
震
健
全
性
検
査
（原
子
炉
系
）

・
振
動
診
断
：頻
度
は
回
転
機
械
振

動
診
断
手
順
書
に
よ
る
。

13
2
原
子
炉
補
機
（
Ｂ
）
室

送
風
機
【
電
動
機
】

分
解
点
検

Ｔ
Ｂ
Ｍ

Ｔ
Ｂ
Ｍ

（Ｃ
Ｍ
）

⑪
　
「回
転
機
械
振
動
診
断
手
順
書
」
に
基
づ
き
，

当
該
機
器
へ
の
状
態
監
視
技
術
（
振
動
診
断
）
の

適
用
可
否
を
調
査
し
た
結
果
，
適
用
可
能
で
あ
る

こ
と
を
確
認
し
た
。

当
該
機
器
に
つ
い
て
，
時
間
基
準
保
全
に
状
態
監
視
技
術
（
振
動
診
断
）
を

併
用
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

③
・
耐
震
健
全
性
検
査
（電
気
設
備
）

・
振
動
診
断
：頻
度
は
回
転
機
械
振

動
診
断
手
順
書
に
よ
る
。

※
イ
ン
プ
ッ
ト
項
目
は
添
付
－
１
の
定
期
的
な
評
価
の
イ
ン
プ
ッ
ト
分
類
２
と
対
応

　
　
　
　
　
　
　
　
　
添
付
－
２
（3
4／
65
）

イ
ン
プ
ッ
ト

情
報
の
項
目

※
事
象
の
概
要

評
価
内
容

４
つ
の

評
価
項
目

※
※

保
全
の
有
効
性
評
価
の
結
果
等
よ
り
保
全
へ
反
映
し
た
事
項

N
o
.

系
統
・機
器
名

備
考

(関
連
す
る
定
期
事
業
者
検
査
等
)

点
検
計
画
の

保
全
方
式
ま
た
は
点
検
内
容
の
変
更

※
※
点
検
頻
度
の
変
更
に
適
用
し
た
評
価
方
法

①
点
検
お
よ
び
取
替
結
果
の
評
価

②
劣
化
ト
レ
ン
ド
に
よ
る
評
価

③
研
究
成
果
に
よ
る
評
価

④
類
似
機
器
等
の
使
用
実
績
に
よ
る
評
価
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別添－２ 

添付書類五 保全の有効性評価の結果に関する説明書 

変更前 変更後 変更理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

頁追加による総頁の変更 

 

保
全
へ
の
反
映
内
容

評
価

項
目

変
更
前

変
更
後

1
33

原
子
炉
補
機
（
Ｂ
）
室

排
風
機

開
放
点
検

Ｔ
Ｂ
Ｍ

Ｔ
Ｂ
Ｍ

（Ｃ
Ｍ
）

⑪
　
「回
転
機
械
振
動
診
断
手
順
書
」
に
基
づ
き
，

当
該
機
器
へ
の
状
態
監
視
技
術
（
振
動
診
断
）

の
適
用
可
否
を
調
査
し
た
結
果
，
適
用
可
能
で

あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

当
該
機
器
に
つ
い
て
，
時
間
基
準
保
全
に
状
態
監
視
技
術
（
振
動
診
断
）
を

併
用
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

③
・
耐
震
健
全
性
検
査
（原
子
炉
系
）

・
振
動
診
断
：
頻
度
は
回
転
機
械
振

動
診
断
手
順
書
に
よ
る
。

1
34

原
子
炉
補
機
（
Ｂ
）
室

排
風
機
【電
動
機
】

分
解
点
検

Ｔ
Ｂ
Ｍ

Ｔ
Ｂ
Ｍ

（Ｃ
Ｍ
）

⑪
　
「回
転
機
械
振
動
診
断
手
順
書
」
に
基
づ
き
，

当
該
機
器
へ
の
状
態
監
視
技
術
（
振
動
診
断
）

の
適
用
可
否
を
調
査
し
た
結
果
，
適
用
可
能
で

あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

当
該
機
器
に
つ
い
て
，
時
間
基
準
保
全
に
状
態
監
視
技
術
（
振
動
診
断
）
を

併
用
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

③
・
耐
震
健
全
性
検
査
（電
気
設
備
）

・
振
動
診
断
：
頻
度
は
回
転
機
械
振

動
診
断
手
順
書
に
よ
る
。

1
35

原
子
炉
補
機
（
Ｈ
Ｐ
Ｃ

Ｓ
）
室
送
風
機

開
放
点
検

Ｔ
Ｂ
Ｍ

Ｔ
Ｂ
Ｍ

（Ｃ
Ｍ
）

⑪
　
「回
転
機
械
振
動
診
断
手
順
書
」
に
基
づ
き
，

当
該
機
器
へ
の
状
態
監
視
技
術
（
振
動
診
断
）

の
適
用
可
否
を
調
査
し
た
結
果
，
適
用
可
能
で

あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

当
該
機
器
に
つ
い
て
，
時
間
基
準
保
全
に
状
態
監
視
技
術
（
振
動
診
断
）
を

併
用
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

③
・
耐
震
健
全
性
検
査
（原
子
炉
系
）

・
振
動
診
断
：
頻
度
は
回
転
機
械
振

動
診
断
手
順
書
に
よ
る
。

1
36

原
子
炉
補
機
（
Ｈ
Ｐ
Ｃ

Ｓ
）
室
送
風
機
【
電
動

機
】

分
解
点
検

Ｔ
Ｂ
Ｍ

Ｔ
Ｂ
Ｍ

（Ｃ
Ｍ
）

⑪
　
「回
転
機
械
振
動
診
断
手
順
書
」
に
基
づ
き
，

当
該
機
器
へ
の
状
態
監
視
技
術
（
振
動
診
断
）

の
適
用
可
否
を
調
査
し
た
結
果
，
適
用
可
能
で

あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

当
該
機
器
に
つ
い
て
，
時
間
基
準
保
全
に
状
態
監
視
技
術
（
振
動
診
断
）
を

併
用
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

③
・
耐
震
健
全
性
検
査
（電
気
設
備
）

・
振
動
診
断
：
頻
度
は
回
転
機
械
振

動
診
断
手
順
書
に
よ
る
。

1
37

中
央
制
御
室
排
風
機
開
放
点
検

Ｔ
Ｂ
Ｍ

Ｔ
Ｂ
Ｍ

（Ｃ
Ｍ
）

⑪
　
「回
転
機
械
振
動
診
断
手
順
書
」
に
基
づ
き
，

当
該
機
器
へ
の
状
態
監
視
技
術
（
振
動
診
断
）

の
適
用
可
否
を
調
査
し
た
結
果
，
適
用
可
能
で

あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

当
該
機
器
に
つ
い
て
，
時
間
基
準
保
全
に
状
態
監
視
技
術
（
振
動
診
断
）
を

併
用
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

③
・
中
央
制
御
室
換
気
空
調
系
機
能

検
査

・
耐
震
健
全
性
検
査
（原
子
炉
系
）

・
振
動
診
断
：
頻
度
は
回
転
機
械
振

動
診
断
手
順
書
に
よ
る
。

1
38

中
央
制
御
室
排
風
機

【電
動
機
】

分
解
点
検

Ｔ
Ｂ
Ｍ

Ｔ
Ｂ
Ｍ

（Ｃ
Ｍ
）

⑪
　
「回
転
機
械
振
動
診
断
手
順
書
」
に
基
づ
き
，

当
該
機
器
へ
の
状
態
監
視
技
術
（
振
動
診
断
）

の
適
用
可
否
を
調
査
し
た
結
果
，
適
用
可
能
で

あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

当
該
機
器
に
つ
い
て
，
時
間
基
準
保
全
に
状
態
監
視
技
術
（
振
動
診
断
）
を

併
用
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

③
・
中
央
制
御
室
換
気
空
調
系
機
能

検
査

・
耐
震
健
全
性
検
査
（電
気
設
備
）

・
振
動
診
断
：
頻
度
は
回
転
機
械
振

動
診
断
手
順
書
に
よ
る
。

1
39

原
子
炉
棟
・
タ
ー
ビ
ン

区
域
排
風
機

分
解
点
検

Ｔ
Ｂ
Ｍ

Ｔ
Ｂ
Ｍ

（Ｃ
Ｍ
）

⑪
　
「回
転
機
械
振
動
診
断
手
順
書
」
に
基
づ
き
，

当
該
機
器
へ
の
状
態
監
視
技
術
（
振
動
診
断
）

の
適
用
可
否
を
調
査
し
た
結
果
，
適
用
可
能
で

あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

当
該
機
器
に
つ
い
て
，
時
間
基
準
保
全
に
状
態
監
視
技
術
（
振
動
診
断
）
を

併
用
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

③
・
非
常
用
ガ
ス
処
理
系
機
能
検
査

・
換
気
空
調
系
機
能
検
査

・
振
動
診
断
：
頻
度
は
回
転
機
械
振

動
診
断
手
順
書
に
よ
る
。

1
40

原
子
炉
棟
・
タ
ー
ビ
ン

区
域
排
風
機
【
電
動

機
】

分
解
点
検

Ｔ
Ｂ
Ｍ

Ｔ
Ｂ
Ｍ

（Ｃ
Ｍ
）

⑪
　
「回
転
機
械
振
動
診
断
手
順
書
」
に
基
づ
き
，

当
該
機
器
へ
の
状
態
監
視
技
術
（
振
動
診
断
）

の
適
用
可
否
を
調
査
し
た
結
果
，
適
用
可
能
で

あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

当
該
機
器
に
つ
い
て
，
時
間
基
準
保
全
に
状
態
監
視
技
術
（
振
動
診
断
）
を

併
用
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

③
・
非
常
用
ガ
ス
処
理
系
機
能
検
査

・
換
気
空
調
系
機
能
検
査

・
振
動
診
断
：
頻
度
は
回
転
機
械
振

動
診
断
手
順
書
に
よ
る
。

1
41

海
水
熱
交
換
器
建
屋

送
風
機

開
放
点
検

Ｔ
Ｂ
Ｍ

Ｔ
Ｂ
Ｍ

（Ｃ
Ｍ
）

⑪
　
「回
転
機
械
振
動
診
断
手
順
書
」
に
基
づ
き
，

当
該
機
器
へ
の
状
態
監
視
技
術
（
振
動
診
断
）

の
適
用
可
否
を
調
査
し
た
結
果
，
適
用
可
能
で

あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

当
該
機
器
に
つ
い
て
，
時
間
基
準
保
全
に
状
態
監
視
技
術
（
振
動
診
断
）
を

併
用
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

③
・
耐
震
健
全
性
検
査
（原
子
炉
系
）

・
振
動
診
断
：
頻
度
は
回
転
機
械
振

動
診
断
手
順
書
に
よ
る
。

1
42

海
水
熱
交
換
器
建
屋

送
風
機
【電
動
機
】

分
解
点
検

Ｔ
Ｂ
Ｍ

Ｔ
Ｂ
Ｍ

（Ｃ
Ｍ
）

⑪
　
「回
転
機
械
振
動
診
断
手
順
書
」
に
基
づ
き
，

当
該
機
器
へ
の
状
態
監
視
技
術
（
振
動
診
断
）

の
適
用
可
否
を
調
査
し
た
結
果
，
適
用
可
能
で

あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

当
該
機
器
に
つ
い
て
，
時
間
基
準
保
全
に
状
態
監
視
技
術
（
振
動
診
断
）
を

併
用
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

③
・
耐
震
健
全
性
検
査
（電
気
設
備
）

・
振
動
診
断
：
頻
度
は
回
転
機
械
振

動
診
断
手
順
書
に
よ
る
。

※
イ
ン
プ
ッ
ト
項
目
は
添
付
－
１
の
定
期
的
な
評
価
の
イ
ン
プ
ッ
ト
分
類
２
と
対
応

　
　
　
　
　
　
　
　
　
添
付
－
２
（3
5／
64
）

イ
ン
プ
ッ
ト

情
報
の
項
目

※
事
象
の
概
要

N
o
.

系
統
・機
器
名

備
考

(関
連
す
る
定
期
事
業
者
検
査
等
)

点
検
計
画
の

保
全
方
式
ま
た
は
点
検
内
容
の
変
更

評
価
内
容

４
つ
の

評
価
項
目

※
※

保
全
の
有
効
性
評
価
の
結
果
等
よ
り
保
全
へ
反
映
し
た
事
項

※
※
点
検
頻
度
の
変
更
に
適
用
し
た
評
価
方
法

①
点
検
お
よ
び
取
替
結
果
の
評
価

②
劣
化
ト
レ
ン
ド
に
よ
る
評
価

③
研
究
成
果
に
よ
る
評
価

④
類
似
機
器
等
の
使
用
実
績
に
よ
る
評
価

保
全
へ
の
反
映
内
容

評
価

項
目

変
更
前

変
更
後

13
3
原
子
炉
補
機
（
Ｂ
）
室

排
風
機

開
放
点
検

Ｔ
Ｂ
Ｍ

Ｔ
Ｂ
Ｍ

（Ｃ
Ｍ
）

⑪
　
「回
転
機
械
振
動
診
断
手
順
書
」
に
基
づ
き
，

当
該
機
器
へ
の
状
態
監
視
技
術
（
振
動
診
断
）
の

適
用
可
否
を
調
査
し
た
結
果
，
適
用
可
能
で
あ
る

こ
と
を
確
認
し
た
。

当
該
機
器
に
つ
い
て
，
時
間
基
準
保
全
に
状
態
監
視
技
術
（
振
動
診
断
）
を

併
用
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

③
・
耐
震
健
全
性
検
査
（原
子
炉
系
）

・
振
動
診
断
：頻
度
は
回
転
機
械
振

動
診
断
手
順
書
に
よ
る
。

13
4
原
子
炉
補
機
（
Ｂ
）
室

排
風
機
【
電
動
機
】

分
解
点
検

Ｔ
Ｂ
Ｍ

Ｔ
Ｂ
Ｍ

（Ｃ
Ｍ
）

⑪
　
「回
転
機
械
振
動
診
断
手
順
書
」
に
基
づ
き
，

当
該
機
器
へ
の
状
態
監
視
技
術
（
振
動
診
断
）
の

適
用
可
否
を
調
査
し
た
結
果
，
適
用
可
能
で
あ
る

こ
と
を
確
認
し
た
。

当
該
機
器
に
つ
い
て
，
時
間
基
準
保
全
に
状
態
監
視
技
術
（
振
動
診
断
）
を

併
用
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

③
・
耐
震
健
全
性
検
査
（電
気
設
備
）

・
振
動
診
断
：頻
度
は
回
転
機
械
振

動
診
断
手
順
書
に
よ
る
。

13
5
原
子
炉
補
機
（
Ｈ
Ｐ
Ｃ

Ｓ
）室
送
風
機

開
放
点
検

Ｔ
Ｂ
Ｍ

Ｔ
Ｂ
Ｍ

（Ｃ
Ｍ
）

⑪
　
「回
転
機
械
振
動
診
断
手
順
書
」
に
基
づ
き
，

当
該
機
器
へ
の
状
態
監
視
技
術
（
振
動
診
断
）
の

適
用
可
否
を
調
査
し
た
結
果
，
適
用
可
能
で
あ
る

こ
と
を
確
認
し
た
。

当
該
機
器
に
つ
い
て
，
時
間
基
準
保
全
に
状
態
監
視
技
術
（
振
動
診
断
）
を

併
用
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

③
・
耐
震
健
全
性
検
査
（原
子
炉
系
）

・
振
動
診
断
：頻
度
は
回
転
機
械
振

動
診
断
手
順
書
に
よ
る
。

13
6
原
子
炉
補
機
（
Ｈ
Ｐ
Ｃ

Ｓ
）
室
送
風
機
【
電
動

機
】

分
解
点
検

Ｔ
Ｂ
Ｍ

Ｔ
Ｂ
Ｍ

（Ｃ
Ｍ
）

⑪
　
「回
転
機
械
振
動
診
断
手
順
書
」
に
基
づ
き
，

当
該
機
器
へ
の
状
態
監
視
技
術
（
振
動
診
断
）
の

適
用
可
否
を
調
査
し
た
結
果
，
適
用
可
能
で
あ
る

こ
と
を
確
認
し
た
。

当
該
機
器
に
つ
い
て
，
時
間
基
準
保
全
に
状
態
監
視
技
術
（
振
動
診
断
）
を

併
用
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

③
・
耐
震
健
全
性
検
査
（電
気
設
備
）

・
振
動
診
断
：頻
度
は
回
転
機
械
振

動
診
断
手
順
書
に
よ
る
。

13
7
中
央
制
御
室
排
風
機
開
放
点
検

Ｔ
Ｂ
Ｍ

Ｔ
Ｂ
Ｍ

（Ｃ
Ｍ
）

⑪
　
「回
転
機
械
振
動
診
断
手
順
書
」
に
基
づ
き
，

当
該
機
器
へ
の
状
態
監
視
技
術
（
振
動
診
断
）
の

適
用
可
否
を
調
査
し
た
結
果
，
適
用
可
能
で
あ
る

こ
と
を
確
認
し
た
。

当
該
機
器
に
つ
い
て
，
時
間
基
準
保
全
に
状
態
監
視
技
術
（
振
動
診
断
）
を

併
用
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

③
・
中
央
制
御
室
換
気
空
調
系
機
能
検

査 ・
耐
震
健
全
性
検
査
（原
子
炉
系
）

・
振
動
診
断
：頻
度
は
回
転
機
械
振

動
診
断
手
順
書
に
よ
る
。

13
8
中
央
制
御
室
排
風
機

【
電
動
機
】

分
解
点
検

Ｔ
Ｂ
Ｍ

Ｔ
Ｂ
Ｍ

（Ｃ
Ｍ
）

⑪
　
「回
転
機
械
振
動
診
断
手
順
書
」
に
基
づ
き
，

当
該
機
器
へ
の
状
態
監
視
技
術
（
振
動
診
断
）
の

適
用
可
否
を
調
査
し
た
結
果
，
適
用
可
能
で
あ
る

こ
と
を
確
認
し
た
。

当
該
機
器
に
つ
い
て
，
時
間
基
準
保
全
に
状
態
監
視
技
術
（
振
動
診
断
）
を

併
用
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

③
・
中
央
制
御
室
換
気
空
調
系
機
能
検

査 ・
耐
震
健
全
性
検
査
（電
気
設
備
）

・
振
動
診
断
：頻
度
は
回
転
機
械
振

動
診
断
手
順
書
に
よ
る
。

13
9
原
子
炉
棟
・
タ
ー
ビ
ン

区
域
排
風
機

分
解
点
検

Ｔ
Ｂ
Ｍ

Ｔ
Ｂ
Ｍ

（Ｃ
Ｍ
）

⑪
　
「回
転
機
械
振
動
診
断
手
順
書
」
に
基
づ
き
，

当
該
機
器
へ
の
状
態
監
視
技
術
（
振
動
診
断
）
の

適
用
可
否
を
調
査
し
た
結
果
，
適
用
可
能
で
あ
る

こ
と
を
確
認
し
た
。

当
該
機
器
に
つ
い
て
，
時
間
基
準
保
全
に
状
態
監
視
技
術
（
振
動
診
断
）
を

併
用
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

③
・
非
常
用
ガ
ス
処
理
系
機
能
検
査

・
換
気
空
調
系
機
能
検
査

・
振
動
診
断
：頻
度
は
回
転
機
械
振

動
診
断
手
順
書
に
よ
る
。

14
0
原
子
炉
棟
・
タ
ー
ビ
ン

区
域
排
風
機
【
電
動

機
】

分
解
点
検

Ｔ
Ｂ
Ｍ

Ｔ
Ｂ
Ｍ

（Ｃ
Ｍ
）

⑪
　
「回
転
機
械
振
動
診
断
手
順
書
」
に
基
づ
き
，

当
該
機
器
へ
の
状
態
監
視
技
術
（
振
動
診
断
）
の

適
用
可
否
を
調
査
し
た
結
果
，
適
用
可
能
で
あ
る

こ
と
を
確
認
し
た
。

当
該
機
器
に
つ
い
て
，
時
間
基
準
保
全
に
状
態
監
視
技
術
（
振
動
診
断
）
を

併
用
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

③
・
非
常
用
ガ
ス
処
理
系
機
能
検
査

・
換
気
空
調
系
機
能
検
査

・
振
動
診
断
：頻
度
は
回
転
機
械
振

動
診
断
手
順
書
に
よ
る
。

14
1
海
水
熱
交
換
器
建
屋

送
風
機

開
放
点
検

Ｔ
Ｂ
Ｍ

Ｔ
Ｂ
Ｍ

（Ｃ
Ｍ
）

⑪
　
「回
転
機
械
振
動
診
断
手
順
書
」
に
基
づ
き
，

当
該
機
器
へ
の
状
態
監
視
技
術
（
振
動
診
断
）
の

適
用
可
否
を
調
査
し
た
結
果
，
適
用
可
能
で
あ
る

こ
と
を
確
認
し
た
。

当
該
機
器
に
つ
い
て
，
時
間
基
準
保
全
に
状
態
監
視
技
術
（
振
動
診
断
）
を

併
用
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

③
・
耐
震
健
全
性
検
査
（原
子
炉
系
）

・
振
動
診
断
：頻
度
は
回
転
機
械
振

動
診
断
手
順
書
に
よ
る
。

14
2
海
水
熱
交
換
器
建
屋

送
風
機
【
電
動
機
】

分
解
点
検

Ｔ
Ｂ
Ｍ

Ｔ
Ｂ
Ｍ

（Ｃ
Ｍ
）

⑪
　
「回
転
機
械
振
動
診
断
手
順
書
」
に
基
づ
き
，

当
該
機
器
へ
の
状
態
監
視
技
術
（
振
動
診
断
）
の

適
用
可
否
を
調
査
し
た
結
果
，
適
用
可
能
で
あ
る

こ
と
を
確
認
し
た
。

当
該
機
器
に
つ
い
て
，
時
間
基
準
保
全
に
状
態
監
視
技
術
（
振
動
診
断
）
を

併
用
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

③
・
耐
震
健
全
性
検
査
（電
気
設
備
）

・
振
動
診
断
：頻
度
は
回
転
機
械
振

動
診
断
手
順
書
に
よ
る
。

※
イ
ン
プ
ッ
ト
項
目
は
添
付
－
１
の
定
期
的
な
評
価
の
イ
ン
プ
ッ
ト
分
類
２
と
対
応

　
　
　
　
　
　
　
　
　
添
付
－
２
（3
5／
65
）

イ
ン
プ
ッ
ト

情
報
の
項
目

※
事
象
の
概
要

評
価
内
容

４
つ
の

評
価
項
目

※
※

保
全
の
有
効
性
評
価
の
結
果
等
よ
り
保
全
へ
反
映
し
た
事
項

N
o
.

系
統
・機
器
名

備
考

(関
連
す
る
定
期
事
業
者
検
査
等
)

点
検
計
画
の

保
全
方
式
ま
た
は
点
検
内
容
の
変
更

※
※
点
検
頻
度
の
変
更
に
適
用
し
た
評
価
方
法

①
点
検
お
よ
び
取
替
結
果
の
評
価

②
劣
化
ト
レ
ン
ド
に
よ
る
評
価

③
研
究
成
果
に
よ
る
評
価

④
類
似
機
器
等
の
使
用
実
績
に
よ
る
評
価
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別添－２ 

添付書類五 保全の有効性評価の結果に関する説明書 

変更前 変更後 変更理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

頁追加による総頁の変更 

 

保
全
へ
の
反
映
内
容

評
価

項
目

変
更
前

変
更
後

1
4
3
Ｈ
ｘ
／
Ｂ
海
水
ポ
ン
プ

室
排
風
機

開
放
点
検

Ｔ
Ｂ
Ｍ

Ｔ
Ｂ
Ｍ

（
Ｃ
Ｍ
）

⑪
　
「
回
転
機
械
振
動
診
断
手
順
書
」
に
基
づ
き
，

当
該
機
器
へ
の
状
態
監
視
技
術
（
振
動
診
断
）

の
適
用
可
否
を
調
査
し
た
結
果
，
適
用
可
能
で

あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

当
該
機
器
に
つ
い
て
，
時
間
基
準
保
全
に
状
態
監
視
技
術
（
振
動
診
断
）
を

併
用
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

③
・
耐
震
健
全
性
検
査
（
原
子
炉
系
）

・
振
動
診
断
：
頻
度
は
回
転
機
械
振

動
診
断
手
順
書
に
よ
る
。

1
4
4
Ｈ
ｘ
／
Ｂ
海
水
ポ
ン
プ

室
排
風
機
【
電
動
機
】
分
解
点
検

Ｔ
Ｂ
Ｍ

Ｔ
Ｂ
Ｍ

（
Ｃ
Ｍ
）

⑪
　
「
回
転
機
械
振
動
診
断
手
順
書
」
に
基
づ
き
，

当
該
機
器
へ
の
状
態
監
視
技
術
（
振
動
診
断
）

の
適
用
可
否
を
調
査
し
た
結
果
，
適
用
可
能
で

あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

当
該
機
器
に
つ
い
て
，
時
間
基
準
保
全
に
状
態
監
視
技
術
（
振
動
診
断
）
を

併
用
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

③
・
耐
震
健
全
性
検
査
（
電
気
設
備
）

・
振
動
診
断
：
頻
度
は
回
転
機
械
振

動
診
断
手
順
書
に
よ
る
。

1
4
5
制
御
棒
駆
動
水
ポ
ン
プ
分
解
点
検

Ｔ
Ｂ
Ｍ

Ｔ
Ｂ
Ｍ

（
Ｃ
Ｍ
）

⑪
　
「
潤
滑
油
診
断
手
順
書
」
に
基
づ
き
，
当
該
機

器
へ
の
状
態
監
視
技
術
（
潤
滑
油
診
断
）
が
適

用
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

当
該
機
器
に
つ
い
て
，
時
間
基
準
保
全
に
状
態
監
視
技
術
（
潤
滑
油
診
断
）

を
併
用
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

③
・
制
御
棒
駆
動
機
構
機
能
検
査

・
耐
震
健
全
性
検
査
（
原
子
炉
系
）

・
潤
滑
油
診
断
：
頻
度
は
潤
滑
油
診

断
手
順
書
に
よ
る
。

1
4
6
高
圧
復
水
ポ
ン
プ

分
解
点
検

Ｔ
Ｂ
Ｍ

Ｔ
Ｂ
Ｍ

（
Ｃ
Ｍ
）

⑪
　
「
潤
滑
油
診
断
手
順
書
」
に
基
づ
き
，
当
該
機

器
へ
の
状
態
監
視
技
術
（
潤
滑
油
診
断
）
が
適

用
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

当
該
機
器
に
つ
い
て
，
時
間
基
準
保
全
に
状
態
監
視
技
術
（
潤
滑
油
診
断
）

を
併
用
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

③
・
給
・
復
水
系
設
備
検
査
（
機
械
設

備
）

・
耐
震
健
全
性
検
査
（
タ
-
ビ
ン
系
）

・
潤
滑
油
診
断
：
頻
度
は
潤
滑
油
診

断
手
順
書
に
よ
る
。

1
4
7
高
圧
復
水
ポ
ン
プ

【
電
動
機
】

分
解
点
検

Ｔ
Ｂ
Ｍ

Ｔ
Ｂ
Ｍ

（
Ｃ
Ｍ
）

⑪
　
「
潤
滑
油
診
断
手
順
書
」
に
基
づ
き
，
当
該
機

器
へ
の
状
態
監
視
技
術
（
潤
滑
油
診
断
）
が
適

用
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

当
該
機
器
に
つ
い
て
，
時
間
基
準
保
全
に
状
態
監
視
技
術
（
潤
滑
油
診
断
）

を
併
用
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

③
・
給
・
復
水
系
設
備
検
査
（
機
械
設

備
）

・
耐
震
健
全
性
検
査
（
電
気
設
備
）

・
潤
滑
油
診
断
：
頻
度
は
潤
滑
油
診

断
手
順
書
に
よ
る
。

1
4
8
循
環
水
ポ
ン
プ
【
電

動
機
】

分
解
点
検

Ｔ
Ｂ
Ｍ

Ｔ
Ｂ
Ｍ

（
Ｃ
Ｍ
）

⑪
　
「
潤
滑
油
診
断
手
順
書
」
に
基
づ
き
，
当
該
機

器
へ
の
状
態
監
視
技
術
（
潤
滑
油
診
断
）
が
適

用
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

当
該
機
器
に
つ
い
て
，
時
間
基
準
保
全
に
状
態
監
視
技
術
（
潤
滑
油
診
断
）

を
併
用
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

③
・
蒸
気
タ
-
ビ
ン
附
属
設
備
機
能
検

査 ・
潤
滑
油
診
断
：
頻
度
は
潤
滑
油
診

断
手
順
書
に
よ
る
。

1
4
9
原
子
炉
棟
・
タ
ー
ビ
ン

区
域
排
風
機

分
解
点
検

Ｔ
Ｂ
Ｍ

Ｔ
Ｂ
Ｍ

（
Ｃ
Ｍ
）

⑪
　
「
潤
滑
油
診
断
手
順
書
」
に
基
づ
き
，
当
該
機

器
へ
の
状
態
監
視
技
術
（
潤
滑
油
診
断
）
が
適

用
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

当
該
機
器
に
つ
い
て
，
時
間
基
準
保
全
に
状
態
監
視
技
術
（
潤
滑
油
診
断
）

を
併
用
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

③
・
非
常
用
ガ
ス
処
理
系
機
能
検
査

・
換
気
空
調
系
機
能
検
査

・
潤
滑
油
診
断
：
頻
度
は
潤
滑
油
診

断
手
順
書
に
よ
る
。

1
5
0
制
御
棒
駆
動
水
ポ
ン

プ
分
解
点
検

２
６
Ｍ

３
９
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し

た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
胴
体
合
わ
せ
面
用
シ
ー
ト

パ
ッ
キ
ン
お
よ
び
グ
ラ
ン
ド
カ
バ
ー
用
シ
ー
ト
パ
ッ
キ
ン
）
は
，
現
在
２
６
ヶ
月
毎
に

点
検
を
実
施
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る

不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
３
９
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
な
お
，
当
該
機
器
の
軸
受
等
の
部
品
に
起
因
す
る
異
常
の
早
期
検
知
を
目
的

に
，
運
転
中
の
状
態
監
視
（
潤
滑
油
診
断
）
を
継
続
実
施
し
，
信
頼
性
の
向
上
を

図
る
。

①
・
制
御
棒
駆
動
機
構
機
能
検
査

・
耐
震
健
全
性
検
査
（
原
子
炉
系
）

・
潤
滑
油
診
断
：
頻
度
は
潤
滑
油
診

断
手
順
書
に
よ
る
。

1
5
1
Ｓ
Ｌ
Ｃ
注
入
電
動
弁

分
解
点
検

２
６
Ｍ

３
９
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し

た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
ガ
ス
ケ
ッ
ト
お
よ
び
パ
ッ
キ

ン
）
は
，
現
在
２
６
ヶ
月
毎
に
点
検
を
実
施
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お

い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能

で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
３
９
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

①
・
ほ
う
酸
水
注
入
系
機
能
検
査

※
イ
ン
プ
ッ
ト
項
目
は
添
付
－
１
の
定
期
的
な
評
価
の
イ
ン
プ
ッ
ト
分
類
２
と
対
応

　
　
　
　
　
　
　
　
　
添
付
－
２
（3
6
／
64
）

イ
ン
プ
ッ
ト

情
報
の
項
目

※
事
象
の
概
要

N
o
.

系
統
・機
器
名

備
考

(関
連
す
る
定
期
事
業
者
検
査
等
)

点
検
計
画
の

保
全
方
式
ま
た
は
点
検
内
容
の
変
更

評
価
内
容

４
つ
の

評
価
項
目

※
※

保
全
の
有
効
性
評
価
の
結
果
等
よ
り
保
全
へ
反
映
し
た
事
項

※
※
点
検
頻
度
の
変
更
に
適
用
し
た
評
価
方
法

①
点
検
お
よ
び
取
替
結
果
の
評
価

②
劣
化
ト
レ
ン
ド
に
よ
る
評
価

③
研
究
成
果
に
よ
る
評
価

④
類
似
機
器
等
の
使
用
実
績
に
よ
る
評
価

保
全
へ
の
反
映
内
容

評
価

項
目

変
更
前

変
更
後

1
4
3
Ｈ
ｘ
／
Ｂ
海
水
ポ
ン
プ

室
排
風
機

開
放
点
検

Ｔ
Ｂ
Ｍ

Ｔ
Ｂ
Ｍ

（
Ｃ
Ｍ
）

⑪
　
「
回
転
機
械
振
動
診
断
手
順
書
」
に
基
づ
き
，

当
該
機
器
へ
の
状
態
監
視
技
術
（
振
動
診
断
）
の

適
用
可
否
を
調
査
し
た
結
果
，
適
用
可
能
で
あ
る

こ
と
を
確
認
し
た
。

当
該
機
器
に
つ
い
て
，
時
間
基
準
保
全
に
状
態
監
視
技
術
（
振
動
診
断
）
を

併
用
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

③
・
耐
震
健
全
性
検
査
（
原
子
炉
系
）

・
振
動
診
断
：
頻
度
は
回
転
機
械
振

動
診
断
手
順
書
に
よ
る
。

1
4
4
Ｈ
ｘ
／
Ｂ
海
水
ポ
ン
プ

室
排
風
機
【
電
動
機
】
分
解
点
検

Ｔ
Ｂ
Ｍ

Ｔ
Ｂ
Ｍ

（
Ｃ
Ｍ
）

⑪
　
「
回
転
機
械
振
動
診
断
手
順
書
」
に
基
づ
き
，

当
該
機
器
へ
の
状
態
監
視
技
術
（
振
動
診
断
）
の

適
用
可
否
を
調
査
し
た
結
果
，
適
用
可
能
で
あ
る

こ
と
を
確
認
し
た
。

当
該
機
器
に
つ
い
て
，
時
間
基
準
保
全
に
状
態
監
視
技
術
（
振
動
診
断
）
を

併
用
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

③
・
耐
震
健
全
性
検
査
（
電
気
設
備
）

・
振
動
診
断
：
頻
度
は
回
転
機
械
振

動
診
断
手
順
書
に
よ
る
。

1
4
5
制
御
棒
駆
動
水
ポ
ン
プ
分
解
点
検

Ｔ
Ｂ
Ｍ

Ｔ
Ｂ
Ｍ

（
Ｃ
Ｍ
）

⑪
　
「
潤
滑
油
診
断
手
順
書
」
に
基
づ
き
，
当
該
機

器
へ
の
状
態
監
視
技
術
（
潤
滑
油
診
断
）
が
適
用

可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

当
該
機
器
に
つ
い
て
，
時
間
基
準
保
全
に
状
態
監
視
技
術
（
潤
滑
油
診
断
）

を
併
用
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

③
・
制
御
棒
駆
動
機
構
機
能
検
査

・
耐
震
健
全
性
検
査
（
原
子
炉
系
）

・
潤
滑
油
診
断
：
頻
度
は
潤
滑
油
診

断
手
順
書
に
よ
る
。

1
4
6
高
圧
復
水
ポ
ン
プ

分
解
点
検

Ｔ
Ｂ
Ｍ

Ｔ
Ｂ
Ｍ

（
Ｃ
Ｍ
）

⑪
　
「
潤
滑
油
診
断
手
順
書
」
に
基
づ
き
，
当
該
機

器
へ
の
状
態
監
視
技
術
（
潤
滑
油
診
断
）
が
適
用

可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

当
該
機
器
に
つ
い
て
，
時
間
基
準
保
全
に
状
態
監
視
技
術
（
潤
滑
油
診
断
）

を
併
用
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

③
・
給
・
復
水
系
設
備
検
査
（
機
械
設

備
）
・
耐
震
健
全
性
検
査
（
タ
-
ビ
ン
系
）

・
潤
滑
油
診
断
：
頻
度
は
潤
滑
油
診

断
手
順
書
に
よ
る
。

1
4
7
高
圧
復
水
ポ
ン
プ

【
電
動
機
】

分
解
点
検

Ｔ
Ｂ
Ｍ

Ｔ
Ｂ
Ｍ

（
Ｃ
Ｍ
）

⑪
　
「
潤
滑
油
診
断
手
順
書
」
に
基
づ
き
，
当
該
機

器
へ
の
状
態
監
視
技
術
（
潤
滑
油
診
断
）
が
適
用

可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

当
該
機
器
に
つ
い
て
，
時
間
基
準
保
全
に
状
態
監
視
技
術
（
潤
滑
油
診
断
）

を
併
用
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

③
・
給
・
復
水
系
設
備
検
査
（
機
械
設

備
）
・
耐
震
健
全
性
検
査
（
電
気
設
備
）

・
潤
滑
油
診
断
：
頻
度
は
潤
滑
油
診

断
手
順
書
に
よ
る
。

1
4
8
循
環
水
ポ
ン
プ
【
電

動
機
】

分
解
点
検

Ｔ
Ｂ
Ｍ

Ｔ
Ｂ
Ｍ

（
Ｃ
Ｍ
）

⑪
　
「
潤
滑
油
診
断
手
順
書
」
に
基
づ
き
，
当
該
機

器
へ
の
状
態
監
視
技
術
（
潤
滑
油
診
断
）
が
適
用

可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

当
該
機
器
に
つ
い
て
，
時
間
基
準
保
全
に
状
態
監
視
技
術
（
潤
滑
油
診
断
）

を
併
用
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

③
・
蒸
気
タ
-
ビ
ン
附
属
設
備
機
能
検
査

・
潤
滑
油
診
断
：
頻
度
は
潤
滑
油
診

断
手
順
書
に
よ
る
。

1
4
9
原
子
炉
棟
・
タ
ー
ビ
ン

区
域
排
風
機

分
解
点
検

Ｔ
Ｂ
Ｍ

Ｔ
Ｂ
Ｍ

（
Ｃ
Ｍ
）

⑪
　
「
潤
滑
油
診
断
手
順
書
」
に
基
づ
き
，
当
該
機

器
へ
の
状
態
監
視
技
術
（
潤
滑
油
診
断
）
が
適
用

可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

当
該
機
器
に
つ
い
て
，
時
間
基
準
保
全
に
状
態
監
視
技
術
（
潤
滑
油
診
断
）

を
併
用
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

③
・
非
常
用
ガ
ス
処
理
系
機
能
検
査

・
換
気
空
調
系
機
能
検
査

・
潤
滑
油
診
断
：
頻
度
は
潤
滑
油
診

断
手
順
書
に
よ
る
。

1
5
0
制
御
棒
駆
動
水
ポ
ン

プ
分
解
点
検

２
６
Ｍ

３
９
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
胴
体
合
わ
せ
面
用
シ
ー
ト

パ
ッ
キ
ン
お
よ
び
グ
ラ
ン
ド
カ
バ
ー
用
シ
ー
ト
パ
ッ
キ
ン
）
は
，
現
在
２
６
ヶ
月
毎
に

点
検
を
実
施
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る

不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
３
９
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
な
お
，
当
該
機
器
の
軸
受
等
の
部
品
に
起
因
す
る
異
常
の
早
期
検
知
を
目
的

に
，
運
転
中
の
状
態
監
視
（
潤
滑
油
診
断
）
を
継
続
実
施
し
，
信
頼
性
の
向
上
を

図
る
。

①
・
制
御
棒
駆
動
機
構
機
能
検
査

・
耐
震
健
全
性
検
査
（
原
子
炉
系
）

・
潤
滑
油
診
断
：
頻
度
は
潤
滑
油
診

断
手
順
書
に
よ
る
。

1
5
1
Ｓ
Ｌ
Ｃ
注
入
電
動
弁

分
解
点
検

２
６
Ｍ

３
９
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
ガ
ス
ケ
ッ
ト
お
よ
び
パ
ッ
キ

ン
）
は
，
現
在
２
６
ヶ
月
毎
に
点
検
を
実
施
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お

い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能

で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
３
９
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

①
・
ほ
う
酸
水
注
入
系
機
能
検
査

※
イ
ン
プ
ッ
ト
項
目
は
添
付
－
１
の
定
期
的
な
評
価
の
イ
ン
プ
ッ
ト
分
類
２
と
対
応

　
　
　
　
　
　
　
　
　
添
付
－
２
（3
6／
65
）

イ
ン
プ
ッ
ト

情
報
の
項
目

※
事
象
の
概
要

評
価
内
容

４
つ
の

評
価
項
目

※
※

保
全
の
有
効
性
評
価
の
結
果
等
よ
り
保
全
へ
反
映
し
た
事
項

N
o
.

系
統
・機
器
名

備
考

(関
連
す
る
定
期
事
業
者
検
査
等
)

点
検
計
画
の

保
全
方
式
ま
た
は
点
検
内
容
の
変
更

※
※
点
検
頻
度
の
変
更
に
適
用
し
た
評
価
方
法

①
点
検
お
よ
び
取
替
結
果
の
評
価

②
劣
化
ト
レ
ン
ド
に
よ
る
評
価

③
研
究
成
果
に
よ
る
評
価

④
類
似
機
器
等
の
使
用
実
績
に
よ
る
評
価
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頁追加による総頁の変更 

 

保
全
へ
の
反
映
内
容

評
価

項
目

変
更
前

変
更
後

1
52

Ｐ
Ｌ
Ｒ
－
Ｖ
Ｖ
Ｖ
Ｆ
冷
却

装
置
ス
ト
レ
ー
ナ
（
冷

却
装
置
出
口
側
）

開
放
点
検

２
６
Ｍ

３
９
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し

た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
ガ
ス
ケ
ッ
ト
）
は
，
現
在
２

６
ヶ
月
毎
に
点
検
を
実
施
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に

起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確

認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
３
９
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

①
－

1
53

Ｐ
Ｌ
Ｒ
－
Ｖ
Ｖ
Ｖ
Ｆ
冷
却

装
置
ス
ト
レ
ー
ナ
（
冷

却
装
置
入
口
側
）

開
放
点
検

２
６
Ｍ

３
９
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し

た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
ガ
ス
ケ
ッ
ト
）
は
，
現
在
２

６
ヶ
月
毎
に
点
検
を
実
施
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に

起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確

認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
３
９
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

①
－

1
54

Ｒ
Ｈ
Ｒ
　
停
止
時
冷
却

試
験
可
能
逆
止
弁
均

圧
弁

分
解
点
検

２
６
Ｍ

３
９
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し

た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
パ
ッ
キ
ン
お
よ
び
ガ
ス
ケ
ッ

ト
）
は
，
現
在
２
６
ヶ
月
毎
に
点
検
を
実
施
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お

い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能

で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
３
９
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

①
・
原
子
炉
格
納
容
器
隔
離
弁
機
能

検
査

1
55

Ｌ
Ｐ
Ｃ
Ｓ
ポ
ン
プ
吐
出

逆
止
弁

分
解
点
検

２
６
Ｍ

３
９
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し

た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
ガ
ス
ケ
ッ
ト
）
は
，
現
在
２

６
ヶ
月
毎
に
点
検
を
実
施
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に

起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確

認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
３
９
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

①
－

1
56

ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
低
電
導

度
廃
液
サ
ン
プ

開
放
点
検

２
６
Ｍ

３
９
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し

た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
ラ
イ
ニ
ン
グ
材
）
は
，
現
在
２

６
ヶ
月
毎
に
点
検
を
実
施
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に

起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確

認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
３
９
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

①
－

1
57

ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
低
電
導

度
廃
液
サ
ン
プ
ポ
ン

プ

分
解
点
検

機
能
・性
能
試

験

２
６
Ｍ

３
９
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し

た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
ボ
ー
ル
ベ
ア
リ
ン
グ
，
Ｏ
リ

ン
グ
，
グ
ラ
ン
ド
パ
ッ
キ
ン
グ
，
シ
ー
ト
パ
ッ
キ
ン
グ
，
シ
ャ
フ
ト
ス
リ
ー
ブ
お
よ
び
ベ

ア
リ
ン
グ
ブ
ッ
シ
ュ
）は
，
現
在
２
６
ヶ
月
毎
に
点
検
を
実
施
し
て
い
る
が
，
過
去
の

点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継

続
使
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
３
９
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

①
・
液
体
廃
棄
物
処
理
系
設
備
検
査

（
定
検
）

・
耐
震
健
全
性
検
査
（
原
子
炉
系
）

※
イ
ン
プ
ッ
ト
項
目
は
添
付
－
１
の
定
期
的
な
評
価
の
イ
ン
プ
ッ
ト
分
類
２
と
対
応

　
　
　
　
　
　
　
　
　
添
付
－
２
（3
7／
64
）

イ
ン
プ
ッ
ト

情
報
の
項
目

※
事
象
の
概
要

N
o.

系
統
・機
器
名

備
考

(関
連
す
る
定
期
事
業
者
検
査
等
)

点
検
計
画
の

保
全
方
式
ま
た
は
点
検
内
容
の
変
更

評
価
内
容

４
つ
の

評
価
項
目

※
※

保
全
の
有
効
性
評
価
の
結
果
等
よ
り
保
全
へ
反
映
し
た
事
項

※
※
点
検
頻
度
の
変
更
に
適
用
し
た
評
価
方
法

①
点
検
お
よ
び
取
替
結
果
の
評
価

②
劣
化
ト
レ
ン
ド
に
よ
る
評
価

③
研
究
成
果
に
よ
る
評
価

④
類
似
機
器
等
の
使
用
実
績
に
よ
る
評
価

保
全
へ
の
反
映
内
容

評
価

項
目

変
更
前

変
更
後

1
5
2
Ｐ
Ｌ
Ｒ
－
Ｖ
Ｖ
Ｖ
Ｆ
冷
却

装
置
ス
ト
レ
ー
ナ
（
冷

却
装
置
出
口
側
）

開
放
点
検

２
６
Ｍ

３
９
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（ガ
ス
ケ
ッ
ト
）は
，
現
在
２

６
ヶ
月
毎
に
点
検
を
実
施
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に

起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確

認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
３
９
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

①
－

1
5
3
Ｐ
Ｌ
Ｒ
－
Ｖ
Ｖ
Ｖ
Ｆ
冷
却

装
置
ス
ト
レ
ー
ナ
（
冷

却
装
置
入
口
側
）

開
放
点
検

２
６
Ｍ

３
９
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（ガ
ス
ケ
ッ
ト
）は
，
現
在
２

６
ヶ
月
毎
に
点
検
を
実
施
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に

起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確

認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
３
９
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

①
－

1
5
4
Ｒ
Ｈ
Ｒ
　
停
止
時
冷
却

試
験
可
能
逆
止
弁
均

圧
弁

分
解
点
検

２
６
Ｍ

３
９
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（パ
ッ
キ
ン
お
よ
び
ガ
ス
ケ
ッ

ト
）は
，
現
在
２
６
ヶ
月
毎
に
点
検
を
実
施
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お

い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能

で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
３
９
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

①
・
原
子
炉
格
納
容
器
隔
離
弁
機
能
検

査

1
5
5
Ｌ
Ｐ
Ｃ
Ｓ
ポ
ン
プ
吐
出

逆
止
弁

分
解
点
検

２
６
Ｍ

３
９
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（ガ
ス
ケ
ッ
ト
）は
，
現
在
２

６
ヶ
月
毎
に
点
検
を
実
施
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に

起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確

認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
３
９
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

①
－

1
5
6
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
低
電
導

度
廃
液
サ
ン
プ

開
放
点
検

２
６
Ｍ

３
９
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（ラ
イ
ニ
ン
グ
材
）
は
，
現
在
２

６
ヶ
月
毎
に
点
検
を
実
施
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に

起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確

認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
３
９
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

①
－

1
5
7
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
低
電
導

度
廃
液
サ
ン
プ
ポ
ン

プ

分
解
点
検

機
能
・性
能
試

験

２
６
Ｍ

３
９
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（ボ
ー
ル
ベ
ア
リ
ン
グ
，
Ｏ
リ

ン
グ
，
グ
ラ
ン
ド
パ
ッ
キ
ン
グ
，
シ
ー
ト
パ
ッ
キ
ン
グ
，
シ
ャ
フ
ト
ス
リ
ー
ブ
お
よ
び
ベ

ア
リ
ン
グ
ブ
ッ
シ
ュ
）
は
，
現
在
２
６
ヶ
月
毎
に
点
検
を
実
施
し
て
い
る
が
，
過
去
の

点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継

続
使
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
３
９
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

①
・
液
体
廃
棄
物
処
理
系
設
備
検
査

（
定
検
）

・
耐
震
健
全
性
検
査
（原
子
炉
系
）

※
イ
ン
プ
ッ
ト
項
目
は
添
付
－
１
の
定
期
的
な
評
価
の
イ
ン
プ
ッ
ト
分
類
２
と
対
応

　
　
　
　
　
　
　
　
　
添
付
－
２
（
37
／
6
5）

イ
ン
プ
ッ
ト

情
報
の
項
目

※
事
象
の
概
要

評
価
内
容

４
つ
の

評
価
項
目

※
※

保
全
の
有
効
性
評
価
の
結
果
等
よ
り
保
全
へ
反
映
し
た
事
項

N
o
.

系
統
・機
器
名

備
考

(関
連
す
る
定
期
事
業
者
検
査
等
)

点
検
計
画
の

保
全
方
式
ま
た
は
点
検
内
容
の
変
更

※
※
点
検
頻
度
の
変
更
に
適
用
し
た
評
価
方
法

①
点
検
お
よ
び
取
替
結
果
の
評
価

②
劣
化
ト
レ
ン
ド
に
よ
る
評
価

③
研
究
成
果
に
よ
る
評
価

④
類
似
機
器
等
の
使
用
実
績
に
よ
る
評
価
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頁追加による総頁の変更 

 

保
全
へ
の
反
映
内
容

評
価

項
目

変
更
前

変
更
後

1
5
8
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
高
電
導

度
廃
液
サ
ン
プ

開
放
点
検

２
６
Ｍ

３
９
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し

た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
ラ
イ
ニ
ン
グ
材
）
は
，
現
在
２

６
ヶ
月
毎
に
点
検
を
実
施
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に

起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確

認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
３
９
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

①
－

1
5
9
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
高
電
導

度
廃
液
サ
ン
プ
ポ
ン

プ

分
解
点
検

機
能
・
性
能
試

験

２
６
Ｍ

３
９
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し

た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
ボ
ー
ル
ベ
ア
リ
ン
グ
，
Ｏ
リ

ン
グ
，
グ
ラ
ン
ド
パ
ッ
キ
ン
グ
，
シ
ー
ト
パ
ッ
キ
ン
グ
，
シ
ャ
フ
ト
ス
リ
ー
ブ
お
よ
び
ベ

ア
リ
ン
グ
ブ
ッ
シ
ュ
）
は
，
現
在
２
６
ヶ
月
毎
に
点
検
を
実
施
し
て
い
る
が
，
過
去
の

点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継

続
使
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
３
９
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

①
・
液
体
廃
棄
物
処
理
系
設
備
検
査

（
定
検
）

・
耐
震
健
全
性
検
査
（
原
子
炉
系
）

1
6
0
低
電
導
度
廃
液
系
ろ

過
器

開
放
点
検

７
８
Ｍ

５
２
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し

た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
(フ
ィ
ル
タ
モ
ジ
ュ
ー
ル
（
中

空
糸
膜
）
）
は
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
中
空
糸
膜
物
性
値
に
劣
化
傾

向
が
確
認
さ
れ
た
。

　
フ
ィ
ル
タ
ー
モ
ジ
ュ
ー
ル
（
中
空
糸
膜
）
の
寿
命
評
価
を
実
施
し
た
結
果
，
使
用

開
始
か
ら
約
５
．
７
年
程
度
（
約
６
８
．
４
ヶ
月
）
で
フ
ィ
ル
タ
エ
レ
メ
ン
ト
の
交
換
が

必
要
と
な
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
余
裕
を
加
味
し
５

２
ヶ
月
へ
見
直
す
こ
と
と
評
価
し
た
。

①
・
耐
震
健
全
性
検
査
（
タ
ー
ビ
ン
系
）

1
6
1
高
圧
復
水
ポ
ン
プ
油

タ
ン
ク

開
放
点
検

３
９
Ｍ

５
２
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し

た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
シ
ー
ト
パ
ッ
キ
ン
）
は
，
現

在
３
９
ヶ
月
毎
に
点
検
を
実
施
し
て
い
る
が
，
高
圧
復
水
ポ
ン
プ
油
タ
ン
ク
（
Ａ
）

（
Ｂ
）
の
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ

て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
ま
た
，
高
圧
復
水
ポ
ン
プ
油
タ
ン
ク
（
Ｃ
）
に
つ
い
て
は
，
高
圧
復
水
ポ
ン
プ
油

タ
ン
ク
（
Ａ
）
（
Ｂ
）
と
型
式
が
同
じ
で
あ
り
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化

に
起
因
す
る
不
具
合
が
確
認
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
５
２
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

①
・
耐
震
健
全
性
検
査
（
タ
ー
ビ
ン
系
）

1
6
2
Ｍ
Ｄ
－
Ｒ
Ｆ
Ｐ
油
タ
ン

ク
開
放
点
検

５
２
Ｍ

６
５
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し

た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
ゴ
ム
パ
ッ
キ
ン
）
は
，
現
在
５

２
ヶ
月
毎
に
点
検
を
実
施
し
て
い
る
が
，
Ｍ
Ｄ
－
Ｒ
Ｆ
Ｐ
油
タ
ン
ク
（
Ｂ
）
の
過
去
の

点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継

続
使
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
ま
た
，
Ｍ
Ｄ
－
Ｒ
Ｆ
Ｐ
油
タ
ン
ク
（
Ａ
）
に
つ
い
て
は
，
Ｍ
Ｄ
－
Ｒ
Ｆ
Ｐ
油
タ
ン
ク
（
Ｂ
）

と
型
式
が
同
じ
で
あ
り
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具

合
が
確
認
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
６
５
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

①
・
耐
震
健
全
性
検
査
（
タ
ー
ビ
ン
系
）

※
イ
ン
プ
ッ
ト
項
目
は
添
付
－
１
の
定
期
的
な
評
価
の
イ
ン
プ
ッ
ト
分
類
２
と
対
応

　
　
　
　
　
　
　
　
　
添
付
－
２
（3
8／
64
）

イ
ン
プ
ッ
ト

情
報
の
項
目

※
事
象
の
概
要

N
o
.

系
統
・機
器
名

備
考

(関
連
す
る
定
期
事
業
者
検
査
等
)

点
検
計
画
の

保
全
方
式
ま
た
は
点
検
内
容
の
変
更

評
価
内
容

４
つ
の

評
価
項
目

※
※

保
全
の
有
効
性
評
価
の
結
果
等
よ
り
保
全
へ
反
映
し
た
事
項

※
※
点
検
頻
度
の
変
更
に
適
用
し
た
評
価
方
法

①
点
検
お
よ
び
取
替
結
果
の
評
価

②
劣
化
ト
レ
ン
ド
に
よ
る
評
価

③
研
究
成
果
に
よ
る
評
価

④
類
似
機
器
等
の
使
用
実
績
に
よ
る
評
価

保
全
へ
の
反
映
内
容

評
価

項
目

変
更
前

変
更
後

1
5
8
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
高
電
導

度
廃
液
サ
ン
プ

開
放
点
検

２
６
Ｍ

３
９
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
ラ
イ
ニ
ン
グ
材
）
は
，
現
在
２

６
ヶ
月
毎
に
点
検
を
実
施
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に

起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確

認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
３
９
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

①
－

1
5
9
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
高
電
導

度
廃
液
サ
ン
プ
ポ
ン

プ

分
解
点
検

機
能
・
性
能
試

験

２
６
Ｍ

３
９
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
ボ
ー
ル
ベ
ア
リ
ン
グ
，
Ｏ
リ

ン
グ
，
グ
ラ
ン
ド
パ
ッ
キ
ン
グ
，
シ
ー
ト
パ
ッ
キ
ン
グ
，
シ
ャ
フ
ト
ス
リ
ー
ブ
お
よ
び
ベ

ア
リ
ン
グ
ブ
ッ
シ
ュ
）
は
，
現
在
２
６
ヶ
月
毎
に
点
検
を
実
施
し
て
い
る
が
，
過
去
の

点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継

続
使
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
３
９
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

①
・
液
体
廃
棄
物
処
理
系
設
備
検
査

（
定
検
）

・
耐
震
健
全
性
検
査
（
原
子
炉
系
）

1
6
0
低
電
導
度
廃
液
系
ろ

過
器

開
放
点
検

７
８
Ｍ

５
２
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
(フ
ィ
ル
タ
モ
ジ
ュ
ー
ル
（
中

空
糸
膜
）
）
は
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
中
空
糸
膜
物
性
値
に
劣
化
傾

向
が
確
認
さ
れ
た
。

　
フ
ィ
ル
タ
ー
モ
ジ
ュ
ー
ル
（
中
空
糸
膜
）
の
寿
命
評
価
を
実
施
し
た
結
果
，
使
用

開
始
か
ら
約
５
．
７
年
程
度
（
約
６
８
．
４
ヶ
月
）
で
フ
ィ
ル
タ
エ
レ
メ
ン
ト
の
交
換
が

必
要
と
な
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
余
裕
を
加
味
し
５

２
ヶ
月
へ
見
直
す
こ
と
と
評
価
し
た
。

①
・
耐
震
健
全
性
検
査
（
タ
ー
ビ
ン
系
）

1
6
1
高
圧
復
水
ポ
ン
プ
油

タ
ン
ク

開
放
点
検

３
９
Ｍ

５
２
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
シ
ー
ト
パ
ッ
キ
ン
）
は
，
現

在
３
９
ヶ
月
毎
に
点
検
を
実
施
し
て
い
る
が
，
高
圧
復
水
ポ
ン
プ
油
タ
ン
ク
（
Ａ
）

（
Ｂ
）
の
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ

て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
ま
た
，
高
圧
復
水
ポ
ン
プ
油
タ
ン
ク
（
Ｃ
）
に
つ
い
て
は
，
高
圧
復
水
ポ
ン
プ
油

タ
ン
ク
（
Ａ
）
（
Ｂ
）
と
型
式
が
同
じ
で
あ
り
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化

に
起
因
す
る
不
具
合
が
確
認
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
５
２
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

①
・
耐
震
健
全
性
検
査
（
タ
ー
ビ
ン
系
）

1
6
2
Ｍ
Ｄ
－
Ｒ
Ｆ
Ｐ
油
タ
ン

ク
開
放
点
検

５
２
Ｍ

６
５
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
ゴ
ム
パ
ッ
キ
ン
）
は
，
現
在
５

２
ヶ
月
毎
に
点
検
を
実
施
し
て
い
る
が
，
Ｍ
Ｄ
－
Ｒ
Ｆ
Ｐ
油
タ
ン
ク
（
Ｂ
）
の
過
去
の

点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継

続
使
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
ま
た
，
Ｍ
Ｄ
－
Ｒ
Ｆ
Ｐ
油
タ
ン
ク
（
Ａ
）
に
つ
い
て
は
，
Ｍ
Ｄ
－
Ｒ
Ｆ
Ｐ
油
タ
ン
ク
（
Ｂ
）

と
型
式
が
同
じ
で
あ
り
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具

合
が
確
認
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
６
５
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

①
・
耐
震
健
全
性
検
査
（
タ
ー
ビ
ン
系
）

※
イ
ン
プ
ッ
ト
項
目
は
添
付
－
１
の
定
期
的
な
評
価
の
イ
ン
プ
ッ
ト
分
類
２
と
対
応

　
　
　
　
　
　
　
　
　
添
付
－
２
（3
8／
65
）

イ
ン
プ
ッ
ト

情
報
の
項
目

※
事
象
の
概
要

評
価
内
容

４
つ
の

評
価
項
目

※
※

保
全
の
有
効
性
評
価
の
結
果
等
よ
り
保
全
へ
反
映
し
た
事
項

N
o.

系
統
・機
器
名

備
考

(関
連
す
る
定
期
事
業
者
検
査
等
)

点
検
計
画
の

保
全
方
式
ま
た
は
点
検
内
容
の
変
更

※
※
点
検
頻
度
の
変
更
に
適
用
し
た
評
価
方
法

①
点
検
お
よ
び
取
替
結
果
の
評
価

②
劣
化
ト
レ
ン
ド
に
よ
る
評
価

③
研
究
成
果
に
よ
る
評
価

④
類
似
機
器
等
の
使
用
実
績
に
よ
る
評
価
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頁追加による総頁の変更 

 

保
全
へ
の
反
映
内
容

評
価

項
目

変
更
前

変
更
後

1
6
3
電
動
機
駆
動
原
子
炉

給
水
ポ
ン
プ

分
解
点
検

簡
易
点
検

分
解
点
検
：

５
２
Ｍ

簡
易
点
検
：

２
６
Ｍ

分
解
点
検
：

６
５
Ｍ

簡
易
点
検
：

３
９
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し

た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
ガ
ス
ケ
ッ
ト
（
ケ
ー
シ
ン
グ
カ

バ
ー
）
，
ガ
ス
ケ
ッ
ト
（
軸
受
カ
バ
ー
）
お
よ
び
Ｏ
リ
ン
グ
）
は
，
現
在
５
２
ヶ
月
毎
お

よ
び
２
６
ヶ
月
毎
に
点
検
を
実
施
し
て
い
る
が
，
電
動
機
駆
動
原
子
炉
給
水
ポ
ン

プ
（
Ｂ
）
の
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ

れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
ま
た
，
電
動
機
駆
動
原
子
炉
給
水
ポ
ン
プ
（
Ａ
）
に
つ
い
て
は
，
原
子
炉
給
水

ポ
ン
プ
（
Ｂ
）
と
型
式
が
同
じ
で
あ
り
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起

因
す
る
不
具
合
が
確
認
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
６
５
ヶ
月
お
よ
び
３

９
ヶ
月
へ
の
延
長
が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

①
・
給
・
復
水
系
設
備
検
査
（
機
械
設

備
）

・
耐
震
健
全
性
検
査
（
タ
ー
ビ
ン
系
）

1
6
4
Ｔ
Ｄ
－
Ｒ
Ｆ
Ｐ
吐
出
弁
分
解
点
検

２
６
Ｍ

３
９
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し

た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
パ
ッ
キ
ン
お
よ
び
ガ
ス
ケ
ッ

ト
）
は
，
現
在
２
６
ヶ
月
毎
に
点
検
を
実
施
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お

い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能

で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
３
９
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

①
－

1
6
5
Ｍ
Ｄ
－
Ｒ
Ｆ
Ｐ
給
水
流

量
調
節
弁
後
弁

分
解
点
検

２
６
Ｍ

３
９
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し

た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
パ
ッ
キ
ン
お
よ
び
ガ
ス
ケ
ッ

ト
）
は
，
現
在
２
６
ヶ
月
毎
に
点
検
を
実
施
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お

い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能

で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
３
９
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

①
－

1
6
6
高
圧
第
１
給
水
加
熱

器
給
水
入
口
弁

分
解
点
検

２
６
Ｍ

３
９
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し

た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
パ
ッ
キ
ン
お
よ
び
ガ
ス
ケ
ッ

ト
）
は
，
現
在
２
６
ヶ
月
毎
に
点
検
を
実
施
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お

い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能

で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
３
９
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

①
－

1
6
7
原
子
炉
給
水
再
循
環

弁
分
解
点
検

２
６
Ｍ

３
９
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し

た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
パ
ッ
キ
ン
お
よ
び
ガ
ス
ケ
ッ

ト
）
は
，
現
在
２
６
ヶ
月
毎
に
点
検
を
実
施
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お

い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能

で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
３
９
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

①
－

※
イ
ン
プ
ッ
ト
項
目
は
添
付
－
１
の
定
期
的
な
評
価
の
イ
ン
プ
ッ
ト
分
類
２
と
対
応

　
　
　
　
　
　
　
　
　
添
付
－
２
（3
9／
64
）

イ
ン
プ
ッ
ト

情
報
の
項
目

※
事
象
の
概
要

N
o
.

系
統
・機
器
名

備
考

(関
連
す
る
定
期
事
業
者
検
査
等
)

点
検
計
画
の

保
全
方
式
ま
た
は
点
検
内
容
の
変
更

評
価
内
容

４
つ
の

評
価
項
目

※
※

保
全
の
有
効
性
評
価
の
結
果
等
よ
り
保
全
へ
反
映
し
た
事
項

※
※
点
検
頻
度
の
変
更
に
適
用
し
た
評
価
方
法

①
点
検
お
よ
び
取
替
結
果
の
評
価

②
劣
化
ト
レ
ン
ド
に
よ
る
評
価

③
研
究
成
果
に
よ
る
評
価

④
類
似
機
器
等
の
使
用
実
績
に
よ
る
評
価

保
全
へ
の
反
映
内
容

評
価

項
目

変
更
前

変
更
後

1
6
3
電
動
機
駆
動
原
子
炉

給
水
ポ
ン
プ

分
解
点
検

簡
易
点
検

分
解
点
検
：

５
２
Ｍ

簡
易
点
検
：

２
６
Ｍ

分
解
点
検
：

６
５
Ｍ

簡
易
点
検
：

３
９
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
ガ
ス
ケ
ッ
ト
（
ケ
ー
シ
ン
グ
カ

バ
ー
）
，
ガ
ス
ケ
ッ
ト
（
軸
受
カ
バ
ー
）
お
よ
び
Ｏ
リ
ン
グ
）
は
，
現
在
５
２
ヶ
月
毎
お

よ
び
２
６
ヶ
月
毎
に
点
検
を
実
施
し
て
い
る
が
，
電
動
機
駆
動
原
子
炉
給
水
ポ
ン

プ
（
Ｂ
）
の
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ

れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
ま
た
，
電
動
機
駆
動
原
子
炉
給
水
ポ
ン
プ
（
Ａ
）
に
つ
い
て
は
，
原
子
炉
給
水

ポ
ン
プ
（
Ｂ
）
と
型
式
が
同
じ
で
あ
り
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起

因
す
る
不
具
合
が
確
認
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
６
５
ヶ
月
お
よ
び
３

９
ヶ
月
へ
の
延
長
が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

①
・
給
・
復
水
系
設
備
検
査
（
機
械
設

備
）
・
耐
震
健
全
性
検
査
（
タ
ー
ビ
ン
系
）

1
6
4
Ｔ
Ｄ
－
Ｒ
Ｆ
Ｐ
吐
出
弁
分
解
点
検

２
６
Ｍ

３
９
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
パ
ッ
キ
ン
お
よ
び
ガ
ス
ケ
ッ

ト
）
は
，
現
在
２
６
ヶ
月
毎
に
点
検
を
実
施
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お

い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能

で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
３
９
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

①
－

1
6
5
Ｍ
Ｄ
－
Ｒ
Ｆ
Ｐ
給
水
流

量
調
節
弁
後
弁

分
解
点
検

２
６
Ｍ

３
９
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
パ
ッ
キ
ン
お
よ
び
ガ
ス
ケ
ッ

ト
）
は
，
現
在
２
６
ヶ
月
毎
に
点
検
を
実
施
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お

い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能

で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
３
９
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

①
－

1
6
6
高
圧
第
１
給
水
加
熱

器
給
水
入
口
弁

分
解
点
検

２
６
Ｍ

３
９
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
パ
ッ
キ
ン
お
よ
び
ガ
ス
ケ
ッ

ト
）
は
，
現
在
２
６
ヶ
月
毎
に
点
検
を
実
施
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お

い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能

で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
３
９
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

①
－

1
6
7
原
子
炉
給
水
再
循
環

弁
分
解
点
検

２
６
Ｍ

３
９
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
パ
ッ
キ
ン
お
よ
び
ガ
ス
ケ
ッ

ト
）
は
，
現
在
２
６
ヶ
月
毎
に
点
検
を
実
施
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お

い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能

で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
３
９
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

①
－

※
イ
ン
プ
ッ
ト
項
目
は
添
付
－
１
の
定
期
的
な
評
価
の
イ
ン
プ
ッ
ト
分
類
２
と
対
応

　
　
　
　
　
　
　
　
　
添
付
－
２
（3
9／
65
）

イ
ン
プ
ッ
ト

情
報
の
項
目

※
事
象
の
概
要

評
価
内
容

４
つ
の

評
価
項
目

※
※

保
全
の
有
効
性
評
価
の
結
果
等
よ
り
保
全
へ
反
映
し
た
事
項

N
o
.

系
統
・機
器
名

備
考

(関
連
す
る
定
期
事
業
者
検
査
等
)

点
検
計
画
の

保
全
方
式
ま
た
は
点
検
内
容
の
変
更

※
※
点
検
頻
度
の
変
更
に
適
用
し
た
評
価
方
法

①
点
検
お
よ
び
取
替
結
果
の
評
価

②
劣
化
ト
レ
ン
ド
に
よ
る
評
価

③
研
究
成
果
に
よ
る
評
価

④
類
似
機
器
等
の
使
用
実
績
に
よ
る
評
価



（41/66） 

別添－２ 

添付書類五 保全の有効性評価の結果に関する説明書 
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頁追加による総頁の変更 

 

保
全
へ
の
反
映
内
容

評
価

項
目

変
更
前

変
更
後

1
6
8
湿
分
分
離
器
ド
レ
ン
タ

ン
ク
水
位
調
節
弁

分
解
点
検

３
９
Ｍ

５
２
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し

た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
パ
ッ
キ
ン
グ
，
ボ
デ
ー
ガ
ス

ケ
ッ
ト
，
シ
ー
ト
リ
ン
グ
ガ
ス
ケ
ッ
ト
，
イ
ン
ナ
ー
シ
ー
ル
リ
ン
グ
お
よ
び
ア
ウ
タ
ー

シ
ー
ル
リ
ン
グ
）
は
，
現
在
３
９
ヶ
月
毎
に
点
検
を
実
施
し
て
い
る
が
，
湿
分
分
離

器
（
Ｂ
）
ド
レ
ン
タ
ン
ク
水
位
調
節
弁
の
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に

起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確

認
し
た
。

　
ま
た
，
湿
分
分
離
器
（
Ａ
）
ド
レ
ン
タ
ン
ク
水
位
調
節
弁
に
つ
い
て
は
，
湿
分
分

離
器
（
Ｂ
）
ド
レ
ン
タ
ン
ク
水
位
調
節
弁
と
型
式
が
同
じ
で
あ
り
，
過
去
の
点
検
に

お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
が
確
認
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
５
２
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

①
－

1
6
9
給
水
加
熱
器
ド
レ
ン

系
の
弁
　
一
式

分
解
点
検

３
９
Ｍ

３
９
Ｍ
～

５
２
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し

た
。

　
当
該
機
器
の
う
ち
，
一
部
の
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
パ
ッ

キ
ン
グ
，
ボ
デ
ー
ガ
ス
ケ
ッ
ト
，
シ
ー
ト
リ
ン
グ
ガ
ス
ケ
ッ
ト
，
イ
ン
ナ
ー
シ
ー
ル
リ
ン

グ
お
よ
び
ア
ウ
タ
ー
シ
ー
ル
リ
ン
グ
）
は
，
現
在
３
９
ヶ
月
毎
に
点
検
を
実
施
し
て

い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ

れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
ま
た
，
そ
の
他
の
一
部
の
機
器
に
つ
い
て
は
，
型
式
が
同
じ
で
あ
り
，
過
去
の

点
検
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
が
確
認
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
確

認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
５
２
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

①
－

1
7
0
グ
ラ
ン
ト
蒸
気
排
風
機
分
解
点
検

３
９
Ｍ

５
２
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し

た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
パ
ッ
キ
ン
）
は
，
現
在
３
９
ヶ

月
毎
に
点
検
を
実
施
し
て
い
る
が
，
グ
ラ
ン
ド
蒸
気
排
風
機
（
Ａ
）
の
過
去
の
点
検

実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使

用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
ま
た
，
グ
ラ
ン
ド
蒸
気
排
風
機
（
Ｂ
）
に
つ
い
て
は
，
グ
ラ
ン
ド
蒸
気
排
風
機
（
Ａ
）

と
型
式
が
同
じ
で
あ
り
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具

合
が
確
認
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
５
２
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

①
・
耐
震
健
全
性
検
査
（
タ
ー
ビ
ン
系
）

1
7
1
Ｒ
Ｆ
Ｐ
－
Ｔ
補
助
油
タ

ン
ク

開
放
点
検

２
６
Ｍ

３
９
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し

た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
本
体
胴
お
よ
び
本
体
平

板
）
は
，
現
在
２
６
ヶ
月
毎
に
点
検
を
実
施
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に

お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可

能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
３
９
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

①
－

1
7
2
拡
大
槽

開
放
点
検

５
２
Ｍ

６
５
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し

た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
ガ
ス
ケ
ッ
ト
）
は
，
現
在
５

２
ヶ
月
毎
に
点
検
を
実
施
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に

起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確

認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
６
５
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

①
－

※
イ
ン
プ
ッ
ト
項
目
は
添
付
－
１
の
定
期
的
な
評
価
の
イ
ン
プ
ッ
ト
分
類
２
と
対
応

　
　
　
　
　
　
　
　
　
添
付
－
２
（4
0／
64
）

イ
ン
プ
ッ
ト

情
報
の
項
目

※
事
象
の
概
要

N
o
.

系
統
・機
器
名

備
考

(関
連
す
る
定
期
事
業
者
検
査
等
)

点
検
計
画
の

保
全
方
式
ま
た
は
点
検
内
容
の
変
更

評
価
内
容

４
つ
の

評
価
項
目

※
※

保
全
の
有
効
性
評
価
の
結
果
等
よ
り
保
全
へ
反
映
し
た
事
項

※
※
点
検
頻
度
の
変
更
に
適
用
し
た
評
価
方
法

①
点
検
お
よ
び
取
替
結
果
の
評
価

②
劣
化
ト
レ
ン
ド
に
よ
る
評
価

③
研
究
成
果
に
よ
る
評
価

④
類
似
機
器
等
の
使
用
実
績
に
よ
る
評
価

保
全
へ
の
反
映
内
容

評
価

項
目

変
更
前

変
更
後

1
6
8
湿
分
分
離
器
ド
レ
ン
タ

ン
ク
水
位
調
節
弁

分
解
点
検

３
９
Ｍ

５
２
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
パ
ッ
キ
ン
グ
，
ボ
デ
ー
ガ
ス

ケ
ッ
ト
，
シ
ー
ト
リ
ン
グ
ガ
ス
ケ
ッ
ト
，
イ
ン
ナ
ー
シ
ー
ル
リ
ン
グ
お
よ
び
ア
ウ
タ
ー

シ
ー
ル
リ
ン
グ
）
は
，
現
在
３
９
ヶ
月
毎
に
点
検
を
実
施
し
て
い
る
が
，
湿
分
分
離

器
（
Ｂ
）
ド
レ
ン
タ
ン
ク
水
位
調
節
弁
の
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に

起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確

認
し
た
。

　
ま
た
，
湿
分
分
離
器
（
Ａ
）
ド
レ
ン
タ
ン
ク
水
位
調
節
弁
に
つ
い
て
は
，
湿
分
分

離
器
（
Ｂ
）
ド
レ
ン
タ
ン
ク
水
位
調
節
弁
と
型
式
が
同
じ
で
あ
り
，
過
去
の
点
検
に

お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
が
確
認
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
５
２
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

①
－

1
6
9
給
水
加
熱
器
ド
レ
ン

系
の
弁
　
一
式

分
解
点
検

３
９
Ｍ

３
９
Ｍ
～

５
２
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。
　
当
該
機
器
の
う
ち
，
一
部
の
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
パ
ッ

キ
ン
グ
，
ボ
デ
ー
ガ
ス
ケ
ッ
ト
，
シ
ー
ト
リ
ン
グ
ガ
ス
ケ
ッ
ト
，
イ
ン
ナ
ー
シ
ー
ル
リ
ン

グ
お
よ
び
ア
ウ
タ
ー
シ
ー
ル
リ
ン
グ
）
は
，
現
在
３
９
ヶ
月
毎
に
点
検
を
実
施
し
て

い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ

れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
ま
た
，
そ
の
他
の
一
部
の
機
器
に
つ
い
て
は
，
型
式
が
同
じ
で
あ
り
，
過
去
の

点
検
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
が
確
認
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
確

認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
５
２
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

①
－

1
7
0
グ
ラ
ン
ト
蒸
気
排
風
機
分
解
点
検

３
９
Ｍ

５
２
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
パ
ッ
キ
ン
）
は
，
現
在
３
９
ヶ

月
毎
に
点
検
を
実
施
し
て
い
る
が
，
グ
ラ
ン
ド
蒸
気
排
風
機
（
Ａ
）
の
過
去
の
点
検

実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使

用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
ま
た
，
グ
ラ
ン
ド
蒸
気
排
風
機
（
Ｂ
）
に
つ
い
て
は
，
グ
ラ
ン
ド
蒸
気
排
風
機
（
Ａ
）

と
型
式
が
同
じ
で
あ
り
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具

合
が
確
認
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
５
２
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

①
・
耐
震
健
全
性
検
査
（
タ
ー
ビ
ン
系
）

1
7
1
Ｒ
Ｆ
Ｐ
－
Ｔ
補
助
油
タ

ン
ク

開
放
点
検

２
６
Ｍ

３
９
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
本
体
胴
お
よ
び
本
体
平

板
）
は
，
現
在
２
６
ヶ
月
毎
に
点
検
を
実
施
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に

お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可

能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
３
９
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

①
－

1
7
2
拡
大
槽

開
放
点
検

５
２
Ｍ

６
５
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
ガ
ス
ケ
ッ
ト
）
は
，
現
在
５

２
ヶ
月
毎
に
点
検
を
実
施
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に

起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確

認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
６
５
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

①
－

※
イ
ン
プ
ッ
ト
項
目
は
添
付
－
１
の
定
期
的
な
評
価
の
イ
ン
プ
ッ
ト
分
類
２
と
対
応

　
　
　
　
　
　
　
　
　
添
付
－
２
（4
0
／
6
5）

イ
ン
プ
ッ
ト

情
報
の
項
目

※
事
象
の
概
要

評
価
内
容

４
つ
の

評
価
項
目

※
※

保
全
の
有
効
性
評
価
の
結
果
等
よ
り
保
全
へ
反
映
し
た
事
項

N
o
.

系
統
・機
器
名

備
考

(関
連
す
る
定
期
事
業
者
検
査
等
)

点
検
計
画
の

保
全
方
式
ま
た
は
点
検
内
容
の
変
更

※
※
点
検
頻
度
の
変
更
に
適
用
し
た
評
価
方
法

①
点
検
お
よ
び
取
替
結
果
の
評
価

②
劣
化
ト
レ
ン
ド
に
よ
る
評
価

③
研
究
成
果
に
よ
る
評
価

④
類
似
機
器
等
の
使
用
実
績
に
よ
る
評
価
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頁追加による総頁の変更 

 

保
全
へ
の
反
映
内
容

評
価

項
目

変
更
前

変
更
後

1
7
3
空
気
抽
出
槽

開
放
点
検

５
２
Ｍ

６
５
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し

た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
ガ
ス
ケ
ッ
ト
）
は
，
現
在
５

２
ヶ
月
毎
に
点
検
を
実
施
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に

起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確

認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
６
５
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

①
－

1
7
4
主
密
封
油
ポ
ン
プ

分
解
点
検

２
６
Ｍ

３
９
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し

た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
玉
軸
受
，
メ
カ
ニ
カ
ル
シ
ー

ル
，
オ
イ
ル
シ
ー
ル
お
よ
び
Ｏ
リ
ン
グ
）
は
，
現
在
２
６
ヶ
月
毎
に
点
検
を
実
施
し

て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
確
認

さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
３
９
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

①
－

1
7
5
排
ガ
ス
真
空
ポ
ン
プ

分
解
点
検

機
能
・
性
能
試

験

２
６
Ｍ

３
９
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し

た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
玉
軸
受
，
グ
ラ
ン
ド
パ
ッ
キ

ン
お
よ
び
Ｏ
リ
ン
グ
）
は
，
現
在
２
６
ヶ
月
毎
に
点
検
を
実
施
し
て
い
る
が
，
過
去
の

点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継

続
使
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
３
９
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

①
・
気
体
廃
棄
物
処
理
系
設
備
検
査

・
耐
震
健
全
性
検
査
（
タ
ー
ビ
ン
系
）

1
7
6
純
水
移
送
ポ
ン
プ

分
解
点
検

３
９
Ｍ

５
２
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し

た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
ボ
ー
ル
ベ
ア
リ
ン
グ
，
シ
ー

ト
パ
ッ
キ
ン
，
メ
カ
ニ
カ
ル
シ
ー
ル
お
よ
び
Ｏ
リ
ン
グ
）
は
，
現
在
３
９
ヶ
月
毎
に
点

検
を
実
施
し
て
い
る
が
，
純
水
移
送
ポ
ン
プ
（
Ａ
）
の
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い

て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で

あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
ま
た
，
純
水
移
送
ポ
ン
プ
（
Ｂ
）
に
つ
い
て
は
，
純
水
移
送
ポ
ン
プ
（
Ａ
）
と
型
式

が
同
じ
で
あ
り
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
が

確
認
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
５
２
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

①
－

1
7
7
復
水
移
送
ポ
ン
プ

分
解
点
検

機
能
・
性
能
試

験

３
９
Ｍ

５
２
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し

た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
ボ
ー
ル
ベ
ア
リ
ン
グ
，
シ
ー

ト
パ
ッ
キ
ン
グ
，
メ
カ
ニ
カ
ル
シ
ー
ル
お
よ
び
Ｏ
リ
ン
グ
）
は
，
現
在
３
９
ヶ
月
毎
に

点
検
を
実
施
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る

不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
５
２
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
な
お
，
当
該
機
器
の
軸
受
等
の
部
品
に
起
因
す
る
異
常
の
早
期
検
知
を
目
的

に
，
運
転
中
の
状
態
監
視
（
振
動
診
断
）
を
継
続
実
施
し
，
信
頼
性
の
向
上
を
図

る
。

①
・
燃
料
プ
ー
ル
補
給
水
系
設
備
検

査 ・
耐
震
健
全
性
検
査
（
原
子
炉
系
）

・
振
動
診
断
：
頻
度
は
回
転
機
械
振

動
診
断
手
順
書
に
よ
る
。

※
イ
ン
プ
ッ
ト
項
目
は
添
付
－
１
の
定
期
的
な
評
価
の
イ
ン
プ
ッ
ト
分
類
２
と
対
応

　
　
　
　
　
　
　
　
　
添
付
－
２
（4
1
／
6
4）

イ
ン
プ
ッ
ト

情
報
の
項
目

※
事
象
の
概
要

N
o.

系
統
・機
器
名

備
考

(関
連
す
る
定
期
事
業
者
検
査
等
)

点
検
計
画
の

保
全
方
式
ま
た
は
点
検
内
容
の
変
更

評
価
内
容

４
つ
の

評
価
項
目

※
※

保
全
の
有
効
性
評
価
の
結
果
等
よ
り
保
全
へ
反
映
し
た
事
項

※
※
点
検
頻
度
の
変
更
に
適
用
し
た
評
価
方
法

①
点
検
お
よ
び
取
替
結
果
の
評
価

②
劣
化
ト
レ
ン
ド
に
よ
る
評
価

③
研
究
成
果
に
よ
る
評
価

④
類
似
機
器
等
の
使
用
実
績
に
よ
る
評
価

保
全
へ
の
反
映
内
容

評
価

項
目

変
更
前

変
更
後

1
73

空
気
抽
出
槽

開
放
点
検

５
２
Ｍ

６
５
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（ガ
ス
ケ
ッ
ト
）
は
，
現
在
５

２
ヶ
月
毎
に
点
検
を
実
施
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に

起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確

認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
６
５
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

①
－

1
74

主
密
封
油
ポ
ン
プ

分
解
点
検

２
６
Ｍ

３
９
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（玉
軸
受
，
メ
カ
ニ
カ
ル
シ
ー

ル
，
オ
イ
ル
シ
ー
ル
お
よ
び
Ｏ
リ
ン
グ
）
は
，
現
在
２
６
ヶ
月
毎
に
点
検
を
実
施
し

て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
確
認

さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
３
９
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

①
－

1
75

排
ガ
ス
真
空
ポ
ン
プ

分
解
点
検

機
能
・性
能
試

験

２
６
Ｍ

３
９
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（玉
軸
受
，
グ
ラ
ン
ド
パ
ッ
キ

ン
お
よ
び
Ｏ
リ
ン
グ
）は
，
現
在
２
６
ヶ
月
毎
に
点
検
を
実
施
し
て
い
る
が
，
過
去
の

点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継

続
使
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
３
９
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

①
・気
体
廃
棄
物
処
理
系
設
備
検
査

・耐
震
健
全
性
検
査
（タ
ー
ビ
ン
系
）

1
76

純
水
移
送
ポ
ン
プ

分
解
点
検

３
９
Ｍ

５
２
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（ボ
ー
ル
ベ
ア
リ
ン
グ
，
シ
ー

ト
パ
ッ
キ
ン
，
メ
カ
ニ
カ
ル
シ
ー
ル
お
よ
び
Ｏ
リ
ン
グ
）
は
，
現
在
３
９
ヶ
月
毎
に
点

検
を
実
施
し
て
い
る
が
，
純
水
移
送
ポ
ン
プ
（Ａ
）の
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い

て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で

あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
ま
た
，
純
水
移
送
ポ
ン
プ
（Ｂ
）に
つ
い
て
は
，
純
水
移
送
ポ
ン
プ
（
Ａ
）と
型
式

が
同
じ
で
あ
り
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
が

確
認
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
５
２
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

①
－

1
77

復
水
移
送
ポ
ン
プ

分
解
点
検

機
能
・性
能
試

験

３
９
Ｍ

５
２
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（ボ
ー
ル
ベ
ア
リ
ン
グ
，
シ
ー

ト
パ
ッ
キ
ン
グ
，
メ
カ
ニ
カ
ル
シ
ー
ル
お
よ
び
Ｏ
リ
ン
グ
）
は
，
現
在
３
９
ヶ
月
毎
に

点
検
を
実
施
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る

不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
５
２
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
な
お
，
当
該
機
器
の
軸
受
等
の
部
品
に
起
因
す
る
異
常
の
早
期
検
知
を
目
的

に
，
運
転
中
の
状
態
監
視
（振
動
診
断
）を
継
続
実
施
し
，
信
頼
性
の
向
上
を
図

る
。

①
・燃
料
プ
ー
ル
補
給
水
系
設
備
検
査

・耐
震
健
全
性
検
査
（原
子
炉
系
）

・振
動
診
断
：頻
度
は
回
転
機
械
振

動
診
断
手
順
書
に
よ
る
。

※
イ
ン
プ
ッ
ト
項
目
は
添
付
－
１
の
定
期
的
な
評
価
の
イ
ン
プ
ッ
ト
分
類
２
と
対
応

　
　
　
　
　
　
　
　
　
添
付
－
２
（
41
／
6
5）

イ
ン
プ
ッ
ト

情
報
の
項
目

※
事
象
の
概
要

評
価
内
容

４
つ
の

評
価
項
目

※
※

保
全
の
有
効
性
評
価
の
結
果
等
よ
り
保
全
へ
反
映
し
た
事
項

N
o
.

系
統
・機
器
名

備
考

(関
連
す
る
定
期
事
業
者
検
査
等
)

点
検
計
画
の

保
全
方
式
ま
た
は
点
検
内
容
の
変
更

※
※
点
検
頻
度
の
変
更
に
適
用
し
た
評
価
方
法

①
点
検
お
よ
び
取
替
結
果
の
評
価

②
劣
化
ト
レ
ン
ド
に
よ
る
評
価

③
研
究
成
果
に
よ
る
評
価

④
類
似
機
器
等
の
使
用
実
績
に
よ
る
評
価
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別添－２ 

添付書類五 保全の有効性評価の結果に関する説明書 

変更前 変更後 変更理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

頁追加による総頁の変更 

 

保
全
へ
の
反
映
内
容

評
価

項
目

変
更
前

変
更
後

17
8
Ｈ
Ｅ
Ｃ
Ｗ
冷
水
ポ
ン
プ

吐
出
逆
止
弁

分
解
点
検

２
６
Ｍ

３
９
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し

た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（ガ
ス
ケ
ッ
ト
）は
，
現
在
２

６
ヶ
月
毎
に
点
検
を
実
施
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に

起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確

認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
３
９
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

①
－

17
9
Ｒ
Ｃ
Ｗ
ポ
ン
プ
吐
出
逆

止
弁

分
解
点
検

２
６
Ｍ

３
９
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し

た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（ガ
ス
ケ
ッ
ト
）は
，
現
在
２

６
ヶ
月
毎
に
点
検
を
実
施
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に

起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確

認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
３
９
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

①
－

18
0
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ

補
機
冷
却
水
系
熱
交

換
器

開
放
点
検

非
破
壊
試
験

（Ｅ
Ｃ
Ｔ
）

２
６
Ｍ

３
９
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し

た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（管
板
側
水
室
（Ａ
）フ
ラ
ン

ジ
ガ
ス
ケ
ッ
ト
，
管
板
側
水
室
（Ｂ
）フ
ラ
ン
ジ
ガ
ス
ケ
ッ
ト
お
よ
び
水
室
蓋
側
水
室

（Ａ
）
フ
ラ
ン
ジ
ガ
ス
ケ
ッ
ト
）
は
，
現
在
２
６
ヶ
月
毎
に
点
検
を
実
施
し
て
い
る
が
，

過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら

ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
３
９
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

①
・高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
補
機
冷
却
水

系
容
器
検
査

・耐
震
健
全
性
検
査
（原
子
炉
系
）

18
1
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ

補
機
冷
却
海
水
ポ
ン

プ

分
解
点
検

２
６
Ｍ

３
９
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し

た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（ガ
ス
ケ
ッ
ト
，
Ｏ
リ
ン
グ
お
よ

び
グ
ラ
ン
ド
パ
ッ
キ
ン
）
は
，
現
在
２
６
ヶ
月
毎
に
点
検
を
実
施
し
て
い
る
が
，
過
去

の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，

継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
３
９
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
な
お
，
当
該
機
器
の
軸
受
等
の
部
品
に
起
因
す
る
異
常
の
早
期
検
知
を
目
的

に
，
運
転
中
の
状
態
監
視
（振
動
診
断
）
を
継
続
実
施
し
，
信
頼
性
の
向
上
を
図

る
。

①
・高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
補
機
冷
却
水

系
ポ
ン
プ
検
査

・非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
，
高

圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発

電
機
，
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
，
低

圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
，
低
圧
注
水

系
，
原
子
炉
補
機
冷
却
水
系
機
能

検
査
・耐
震
健
全
性
検
査
（原
子
炉
系
）

・振
動
診
断
：頻
度
は
回
転
機
械
振

動
診
断
手
順
書
に
よ
る
。

18
2
補
助
ボ
イ
ラ
ー
蒸
気

だ
め

開
放
点
検

漏
え
い
試
験

２
６
Ｍ

３
９
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し

た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（ハ
ン
ド
ホ
ー
ル
カ
バ
ー
用

ガ
ス
ケ
ッ
ト
）は
，
現
在
２
６
ヶ
月
毎
に
点
検
を
実
施
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検

実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使

用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
３
９
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

①
・補
助
ボ
イ
ラ
ー
（Ａ
）
設
備
検
査
（
機

械
設
備
）

・補
助
ボ
イ
ラ
ー
（Ｂ
）設
備
検
査
（機

械
設
備
）

※
イ
ン
プ
ッ
ト
項
目
は
添
付
－
１
の
定
期
的
な
評
価
の
イ
ン
プ
ッ
ト
分
類
２
と
対
応

　
　
　
　
　
　
　
　
　
添
付
－
２
（4
2／
64
）

イ
ン
プ
ッ
ト

情
報
の
項
目

※
事
象
の
概
要

N
o
.

系
統
・機
器
名

備
考

(関
連
す
る
定
期
事
業
者
検
査
等
)

点
検
計
画
の

保
全
方
式
ま
た
は
点
検
内
容
の
変
更

評
価
内
容

４
つ
の

評
価
項
目

※
※

保
全
の
有
効
性
評
価
の
結
果
等
よ
り
保
全
へ
反
映
し
た
事
項

※
※
点
検
頻
度
の
変
更
に
適
用
し
た
評
価
方
法

①
点
検
お
よ
び
取
替
結
果
の
評
価

②
劣
化
ト
レ
ン
ド
に
よ
る
評
価

③
研
究
成
果
に
よ
る
評
価

④
類
似
機
器
等
の
使
用
実
績
に
よ
る
評
価

保
全
へ
の
反
映
内
容

評
価

項
目

変
更
前

変
更
後

1
78

Ｈ
Ｅ
Ｃ
Ｗ
冷
水
ポ
ン
プ

吐
出
逆
止
弁

分
解
点
検

２
６
Ｍ

３
９
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（ガ
ス
ケ
ッ
ト
）は
，
現
在
２

６
ヶ
月
毎
に
点
検
を
実
施
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に

起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確

認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
３
９
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

①
－

1
79

Ｒ
Ｃ
Ｗ
ポ
ン
プ
吐
出
逆

止
弁

分
解
点
検

２
６
Ｍ

３
９
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（ガ
ス
ケ
ッ
ト
）は
，
現
在
２

６
ヶ
月
毎
に
点
検
を
実
施
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に

起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確

認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
３
９
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

①
－

1
80

高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ

補
機
冷
却
水
系
熱
交

換
器

開
放
点
検

非
破
壊
試
験

（
Ｅ
Ｃ
Ｔ
）

２
６
Ｍ

３
９
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（管
板
側
水
室
（Ａ
）
フ
ラ
ン

ジ
ガ
ス
ケ
ッ
ト
，
管
板
側
水
室
（
Ｂ
）
フ
ラ
ン
ジ
ガ
ス
ケ
ッ
ト
お
よ
び
水
室
蓋
側
水
室

（Ａ
）
フ
ラ
ン
ジ
ガ
ス
ケ
ッ
ト
）は
，
現
在
２
６
ヶ
月
毎
に
点
検
を
実
施
し
て
い
る
が
，

過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら

ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
３
９
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

①
・高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
補
機
冷
却
水

系
容
器
検
査

・耐
震
健
全
性
検
査
（原
子
炉
系
）

1
81

高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ

補
機
冷
却
海
水
ポ
ン

プ

分
解
点
検

２
６
Ｍ

３
９
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（ガ
ス
ケ
ッ
ト
，
Ｏ
リ
ン
グ
お
よ

び
グ
ラ
ン
ド
パ
ッ
キ
ン
）
は
，
現
在
２
６
ヶ
月
毎
に
点
検
を
実
施
し
て
い
る
が
，
過
去

の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，

継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
３
９
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
な
お
，
当
該
機
器
の
軸
受
等
の
部
品
に
起
因
す
る
異
常
の
早
期
検
知
を
目
的

に
，
運
転
中
の
状
態
監
視
（
振
動
診
断
）を
継
続
実
施
し
，
信
頼
性
の
向
上
を
図

る
。

①
・高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
補
機
冷
却
水

系
ポ
ン
プ
検
査

・非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
，
高

圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発

電
機
，
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
，
低
圧

炉
心
ス
プ
レ
イ
系
，
低
圧
注
水
系
，
原

子
炉
補
機
冷
却
水
系
機
能
検
査

・耐
震
健
全
性
検
査
（原
子
炉
系
）

・振
動
診
断
：
頻
度
は
回
転
機
械
振

動
診
断
手
順
書
に
よ
る
。

1
82

補
助
ボ
イ
ラ
ー
蒸
気

だ
め

開
放
点
検

漏
え
い
試
験

２
６
Ｍ

３
９
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（ハ
ン
ド
ホ
ー
ル
カ
バ
ー
用

ガ
ス
ケ
ッ
ト
）は
，
現
在
２
６
ヶ
月
毎
に
点
検
を
実
施
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検

実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使

用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
３
９
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

①
・補
助
ボ
イ
ラ
ー
（Ａ
）
設
備
検
査
（機

械
設
備
）

・補
助
ボ
イ
ラ
ー
（Ｂ
）設
備
検
査
（
機

械
設
備
）

※
イ
ン
プ
ッ
ト
項
目
は
添
付
－
１
の
定
期
的
な
評
価
の
イ
ン
プ
ッ
ト
分
類
２
と
対
応

　
　
　
　
　
　
　
　
　
添
付
－
２
（4
2／
65
）

イ
ン
プ
ッ
ト

情
報
の
項
目

※
事
象
の
概
要

評
価
内
容

４
つ
の

評
価
項
目

※
※

保
全
の
有
効
性
評
価
の
結
果
等
よ
り
保
全
へ
反
映
し
た
事
項

N
o
.

系
統
・機
器
名

備
考

(関
連
す
る
定
期
事
業
者
検
査
等
)

点
検
計
画
の

保
全
方
式
ま
た
は
点
検
内
容
の
変
更

※
※
点
検
頻
度
の
変
更
に
適
用
し
た
評
価
方
法

①
点
検
お
よ
び
取
替
結
果
の
評
価

②
劣
化
ト
レ
ン
ド
に
よ
る
評
価

③
研
究
成
果
に
よ
る
評
価

④
類
似
機
器
等
の
使
用
実
績
に
よ
る
評
価
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添付書類五 保全の有効性評価の結果に関する説明書 
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頁追加による総頁の変更 

 

保
全
へ
の
反
映
内
容

評
価

項
目

変
更
前

変
更
後

1
8
3
補
助
ボ
イ
ラ
ー
給
水
ド

レ
ン
タ
ン
ク

開
放
点
検

漏
え
い
試
験

２
６
Ｍ

３
９
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し

た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
マ
ン
ホ
ー
ル
パ
ッ
キ
ン
）

は
，
現
在
２
６
ヶ
月
毎
に
点
検
を
実
施
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い

て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で

あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
３
９
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

①
・
補
助
ボ
イ
ラ
ー
（
Ａ
）
設
備
検
査
（
機

械
設
備
）

・
補
助
ボ
イ
ラ
ー
（
Ｂ
）
設
備
検
査
（
機

械
設
備
）

1
8
4
重
油
遮
断
弁
（
２
）
【
弁

本
体
】

分
解
点
検

５
２
Ｍ

６
５
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し

た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
パ
ッ
キ
ン
，
ガ
ス
ケ
ッ
ト
お
よ

び
シ
ー
ト
リ
ン
グ
）
は
，
現
在
５
２
ヶ
月
毎
に
点
検
を
実
施
し
て
い
る
が
，
重
油
遮

断
弁
（
２
）
（
Ｂ
）
の
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
は

確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
ま
た
，
重
油
遮
断
弁
（
２
）
（
Ａ
）に
つ
い
て
は
，
重
油
遮
断
弁
（
２
）
（
Ｂ
）
と
型
式

が
同
じ
で
あ
り
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
が

確
認
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
６
５
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

①
・
補
助
ボ
イ
ラ
ー
（
Ａ
）
負
荷
検
査
（
電

気
設
備
）

・
補
助
ボ
イ
ラ
ー
（
Ｂ
）
負
荷
検
査
（
電

気
設
備
）

1
8
5
主
蒸
気
止
弁

分
解
点
検

漏
え
い
試
験

機
能
・
性
能
試

験

２
６
Ｍ

３
９
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し

た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
パ
ッ
キ
ン
お
よ
び
ガ
ス
ケ
ッ

ト
）
は
，
現
在
２
６
ヶ
月
毎
に
点
検
を
実
施
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お

い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能

で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
３
９
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

①
・
補
助
ボ
イ
ラ
ー
（
Ａ
）
設
備
検
査
（
機

械
設
備
）

・
補
助
ボ
イ
ラ
ー
（
Ｂ
）
設
備
検
査
（
機

械
設
備
）

1
8
6
復
水
回
収
装
置
フ

ラ
ッ
シ
ュ
タ
ン
ク

開
放
点
検

５
２
Ｍ

６
５
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し

た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
ガ
ス
ケ
ッ
ト
）
は
，
現
在
５

２
ヶ
月
毎
に
点
検
を
実
施
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に

起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確

認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
６
５
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

①
－

1
8
7
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル

機
関
燃
料
移
送
ポ
ン

プ

分
解
点
検

３
９
Ｍ

５
２
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し

た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
メ
カ
ニ
カ
ル
シ
ー
ル
，
Ｏ
リ

ン
グ
お
よ
び
ス
ナ
ッ
プ
リ
ン
グ
）
は
，
現
在
３
９
ヶ
月
毎
に
点
検
を
実
施
し
て
い
る

が
，
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
機
関
燃
料
移
送
ポ
ン
プ
（
Ａ
）
の
過
去
の
点
検
実
績
に

お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可

能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
ま
た
，
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
機
関
燃
料
移
送
ポ
ン
プ
（
Ｂ
）に
つ
い
て
は
，
非
常

用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
機
関
燃
料
移
送
ポ
ン
プ
（
Ａ
）
と
型
式
が
同
じ
で
あ
り
，
過
去
の
点

検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
が
確
認
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を

確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
５
２
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

①
－

※
イ
ン
プ
ッ
ト
項
目
は
添
付
－
１
の
定
期
的
な
評
価
の
イ
ン
プ
ッ
ト
分
類
２
と
対
応

　
　
　
　
　
　
　
　
　
添
付
－
２
（4
3／
64
）

イ
ン
プ
ッ
ト

情
報
の
項
目

※
事
象
の
概
要

N
o
.

系
統
・機
器
名

備
考

(関
連
す
る
定
期
事
業
者
検
査
等
)

点
検
計
画
の

保
全
方
式
ま
た
は
点
検
内
容
の
変
更

評
価
内
容

４
つ
の

評
価
項
目

※
※

保
全
の
有
効
性
評
価
の
結
果
等
よ
り
保
全
へ
反
映
し
た
事
項

※
※
点
検
頻
度
の
変
更
に
適
用
し
た
評
価
方
法

①
点
検
お
よ
び
取
替
結
果
の
評
価

②
劣
化
ト
レ
ン
ド
に
よ
る
評
価

③
研
究
成
果
に
よ
る
評
価

④
類
似
機
器
等
の
使
用
実
績
に
よ
る
評
価

保
全
へ
の
反
映
内
容

評
価

項
目

変
更
前

変
更
後

1
8
3
補
助
ボ
イ
ラ
ー
給
水
ド

レ
ン
タ
ン
ク

開
放
点
検

漏
え
い
試
験

２
６
Ｍ

３
９
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
マ
ン
ホ
ー
ル
パ
ッ
キ
ン
）

は
，
現
在
２
６
ヶ
月
毎
に
点
検
を
実
施
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い

て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で

あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
３
９
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

①
・
補
助
ボ
イ
ラ
ー
（
Ａ
）
設
備
検
査
（
機

械
設
備
）

・
補
助
ボ
イ
ラ
ー
（
Ｂ
）
設
備
検
査
（
機

械
設
備
）

1
8
4
重
油
遮
断
弁
（
２
）
【
弁

本
体
】

分
解
点
検

５
２
Ｍ

６
５
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
パ
ッ
キ
ン
，
ガ
ス
ケ
ッ
ト
お
よ

び
シ
ー
ト
リ
ン
グ
）
は
，
現
在
５
２
ヶ
月
毎
に
点
検
を
実
施
し
て
い
る
が
，
重
油
遮

断
弁
（
２
）
（
Ｂ
）
の
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
は

確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
ま
た
，
重
油
遮
断
弁
（
２
）
（
Ａ
）
に
つ
い
て
は
，
重
油
遮
断
弁
（
２
）
（
Ｂ
）
と
型
式

が
同
じ
で
あ
り
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
が

確
認
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
６
５
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

①
・
補
助
ボ
イ
ラ
ー
（
Ａ
）
負
荷
検
査
（
電

気
設
備
）

・
補
助
ボ
イ
ラ
ー
（
Ｂ
）
負
荷
検
査
（
電

気
設
備
）

1
8
5
主
蒸
気
止
弁

分
解
点
検

漏
え
い
試
験

機
能
・
性
能
試

験

２
６
Ｍ

３
９
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
パ
ッ
キ
ン
お
よ
び
ガ
ス
ケ
ッ

ト
）
は
，
現
在
２
６
ヶ
月
毎
に
点
検
を
実
施
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お

い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能

で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
３
９
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

①
・
補
助
ボ
イ
ラ
ー
（
Ａ
）
設
備
検
査
（
機

械
設
備
）

・
補
助
ボ
イ
ラ
ー
（
Ｂ
）
設
備
検
査
（
機

械
設
備
）

1
8
6
復
水
回
収
装
置
フ

ラ
ッ
シ
ュ
タ
ン
ク

開
放
点
検

５
２
Ｍ

６
５
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
ガ
ス
ケ
ッ
ト
）
は
，
現
在
５

２
ヶ
月
毎
に
点
検
を
実
施
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に

起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確

認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
６
５
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

①
－

1
8
7
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル

機
関
燃
料
移
送
ポ
ン

プ

分
解
点
検

３
９
Ｍ

５
２
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
メ
カ
ニ
カ
ル
シ
ー
ル
，
Ｏ
リ

ン
グ
お
よ
び
ス
ナ
ッ
プ
リ
ン
グ
）
は
，
現
在
３
９
ヶ
月
毎
に
点
検
を
実
施
し
て
い
る

が
，
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
機
関
燃
料
移
送
ポ
ン
プ
（
Ａ
）
の
過
去
の
点
検
実
績
に

お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可

能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
ま
た
，
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
機
関
燃
料
移
送
ポ
ン
プ
（
Ｂ
）
に
つ
い
て
は
，
非
常

用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
機
関
燃
料
移
送
ポ
ン
プ
（
Ａ
）
と
型
式
が
同
じ
で
あ
り
，
過
去
の
点

検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
が
確
認
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を

確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
５
２
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

①
－

※
イ
ン
プ
ッ
ト
項
目
は
添
付
－
１
の
定
期
的
な
評
価
の
イ
ン
プ
ッ
ト
分
類
２
と
対
応

　
　
　
　
　
　
　
　
　
添
付
－
２
（4
3／
65
）

イ
ン
プ
ッ
ト

情
報
の
項
目

※
事
象
の
概
要

評
価
内
容

４
つ
の

評
価
項
目

※
※

保
全
の
有
効
性
評
価
の
結
果
等
よ
り
保
全
へ
反
映
し
た
事
項

N
o.

系
統
・機
器
名

備
考

(関
連
す
る
定
期
事
業
者
検
査
等
)

点
検
計
画
の

保
全
方
式
ま
た
は
点
検
内
容
の
変
更

※
※
点
検
頻
度
の
変
更
に
適
用
し
た
評
価
方

法
①
点
検
お
よ
び
取
替
結
果
の
評
価

②
劣
化
ト
レ
ン
ド
に
よ
る
評
価

③
研
究
成
果
に
よ
る
評
価

④
類
似
機
器
等
の
使
用
実
績
に
よ
る
評
価
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頁追加による総頁の変更 

 

保
全
へ
の
反
映
内
容

評
価

項
目

変
更
前

変
更
後

1
8
8
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル

機
関
付
動
弁
注
油
タ

ン
ク

開
放
点
検

２
６
Ｍ

３
９
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し

た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
ガ
ス
ケ
ッ
ト
（
下
側
用
）
お
よ

び
ガ
ス
ケ
ッ
ト
（
液
面
系
タ
ー
ミ
ナ
ル
ボ
ル
ト
用
）
）
は
，
現
在
２
６
ヶ
月
毎
に
点
検
を

実
施
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合

は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
３
９
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

①
－

1
8
9
パ
ー
ジ
用
空
気
供
給

側
隔
離
弁

分
解
点
検

２
６
Ｍ

３
９
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し

た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
パ
ッ
キ
ン
，
Ｏ
リ
ン
グ
お
よ

び
弁
座
）
は
，
現
在
２
６
ヶ
月
毎
に
点
検
を
実
施
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実

績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用

が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
３
９
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

①
・
原
子
炉
格
納
容
器
隔
離
弁
分
解

検
査

・
原
子
炉
格
納
容
器
隔
離
弁
機
能

検
査

・
原
子
炉
格
納
容
器
全
体
漏
え
い
率

検
査

1
9
0
Ｄ
／
Ｗ
パ
ー
ジ
用
入

口
隔
離
弁

分
解
点
検

２
６
Ｍ

３
９
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し

た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
パ
ッ
キ
ン
，
Ｏ
リ
ン
グ
お
よ

び
弁
座
）
は
，
現
在
２
６
ヶ
月
毎
に
点
検
を
実
施
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実

績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用

が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
３
９
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

①
・
原
子
炉
格
納
容
器
隔
離
弁
分
解

検
査

・
原
子
炉
格
納
容
器
隔
離
弁
機
能

検
査

・
原
子
炉
格
納
容
器
全
体
漏
え
い
率

検
査

1
9
1
Ｓ
／
Ｃ
パ
ー
ジ
用
入

口
隔
離
弁

分
解
点
検

２
６
Ｍ

３
９
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し

た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
パ
ッ
キ
ン
，
Ｏ
リ
ン
グ
お
よ

び
弁
座
）
は
，
現
在
２
６
ヶ
月
毎
に
点
検
を
実
施
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実

績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用

が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
３
９
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

①
・
原
子
炉
格
納
容
器
隔
離
弁
分
解

検
査

・
原
子
炉
格
納
容
器
隔
離
弁
機
能

検
査

・
原
子
炉
格
納
容
器
全
体
漏
え
い
率

検
査

1
9
2
補
給
用
窒
素
ガ
ス
供

給
側
第
二
隔
離
弁

分
解
点
検

２
６
Ｍ

３
９
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し

た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
パ
ッ
キ
ン
お
よ
び
ガ
ス
ケ
ッ

ト
）
は
，
現
在
２
６
ヶ
月
毎
に
点
検
を
実
施
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お

い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能

で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
３
９
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

①
・
原
子
炉
格
納
容
器
隔
離
弁
分
解

検
査

・
原
子
炉
格
納
容
器
隔
離
弁
機
能

検
査

・
原
子
炉
格
納
容
器
全
体
漏
え
い
率

検
査

1
9
3
Ｄ
／
Ｗ
補
給
用
窒
素

ガ
ス
供
給
用
第
一
隔

離
弁

分
解
点
検

２
６
Ｍ

３
９
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し

た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
パ
ッ
キ
ン
お
よ
び
ガ
ス
ケ
ッ

ト
）
は
，
現
在
２
６
ヶ
月
毎
に
点
検
を
実
施
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お

い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能

で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
３
９
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

①
・
原
子
炉
格
納
容
器
隔
離
弁
分
解

検
査

・
原
子
炉
格
納
容
器
隔
離
弁
機
能

検
査

・
原
子
炉
格
納
容
器
全
体
漏
え
い
率

検
査

※
イ
ン
プ
ッ
ト
項
目
は
添
付
－
１
の
定
期
的
な
評
価
の
イ
ン
プ
ッ
ト
分
類
２
と
対
応

　
　
　
　
　
　
　
　
　
添
付
－
２
（4
4／
64
）

イ
ン
プ
ッ
ト

情
報
の
項
目

※
事
象
の
概
要

N
o
.

系
統
・機
器
名

備
考

(関
連
す
る
定
期
事
業
者
検
査
等
)

点
検
計
画
の

保
全
方
式
ま
た
は
点
検
内
容
の
変
更

評
価
内
容

４
つ
の

評
価
項
目

※
※

保
全
の
有
効
性
評
価
の
結
果
等
よ
り
保
全
へ
反
映
し
た
事
項

※
※
点
検
頻
度
の
変
更
に
適
用
し
た
評
価
方
法

①
点
検
お
よ
び
取
替
結
果
の
評
価

②
劣
化
ト
レ
ン
ド
に
よ
る
評
価

③
研
究
成
果
に
よ
る
評
価

④
類
似
機
器
等
の
使
用
実
績
に
よ
る
評
価

保
全
へ
の
反
映
内
容

評
価

項
目

変
更
前

変
更
後

1
8
8
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル

機
関
付
動
弁
注
油
タ

ン
ク

開
放
点
検

２
６
Ｍ

３
９
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
ガ
ス
ケ
ッ
ト
（
下
側
用
）
お
よ

び
ガ
ス
ケ
ッ
ト
（
液
面
系
タ
ー
ミ
ナ
ル
ボ
ル
ト
用
）
）
は
，
現
在
２
６
ヶ
月
毎
に
点
検
を

実
施
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合

は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
３
９
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

①
－

1
8
9
パ
ー
ジ
用
空
気
供
給

側
隔
離
弁

分
解
点
検

２
６
Ｍ

３
９
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
パ
ッ
キ
ン
，
Ｏ
リ
ン
グ
お
よ

び
弁
座
）
は
，
現
在
２
６
ヶ
月
毎
に
点
検
を
実
施
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実

績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用

が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
３
９
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

①
・
原
子
炉
格
納
容
器
隔
離
弁
分
解
検

査 ・
原
子
炉
格
納
容
器
隔
離
弁
機
能
検

査 ・
原
子
炉
格
納
容
器
全
体
漏
え
い
率

検
査

1
9
0
Ｄ
／
Ｗ
パ
ー
ジ
用
入

口
隔
離
弁

分
解
点
検

２
６
Ｍ

３
９
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
パ
ッ
キ
ン
，
Ｏ
リ
ン
グ
お
よ

び
弁
座
）
は
，
現
在
２
６
ヶ
月
毎
に
点
検
を
実
施
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実

績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用

が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
３
９
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

①
・
原
子
炉
格
納
容
器
隔
離
弁
分
解
検

査 ・
原
子
炉
格
納
容
器
隔
離
弁
機
能
検

査 ・
原
子
炉
格
納
容
器
全
体
漏
え
い
率

検
査

1
9
1
Ｓ
／
Ｃ
パ
ー
ジ
用
入

口
隔
離
弁

分
解
点
検

２
６
Ｍ

３
９
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
パ
ッ
キ
ン
，
Ｏ
リ
ン
グ
お
よ

び
弁
座
）
は
，
現
在
２
６
ヶ
月
毎
に
点
検
を
実
施
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実

績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用

が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
３
９
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

①
・
原
子
炉
格
納
容
器
隔
離
弁
分
解
検

査 ・
原
子
炉
格
納
容
器
隔
離
弁
機
能
検

査 ・
原
子
炉
格
納
容
器
全
体
漏
え
い
率

検
査

1
9
2
補
給
用
窒
素
ガ
ス
供

給
側
第
二
隔
離
弁

分
解
点
検

２
６
Ｍ

３
９
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
パ
ッ
キ
ン
お
よ
び
ガ
ス
ケ
ッ

ト
）
は
，
現
在
２
６
ヶ
月
毎
に
点
検
を
実
施
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お

い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能

で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
３
９
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

①
・
原
子
炉
格
納
容
器
隔
離
弁
分
解
検

査 ・
原
子
炉
格
納
容
器
隔
離
弁
機
能
検

査 ・
原
子
炉
格
納
容
器
全
体
漏
え
い
率

検
査

1
9
3
Ｄ
／
Ｗ
補
給
用
窒
素

ガ
ス
供
給
用
第
一
隔

離
弁

分
解
点
検

２
６
Ｍ

３
９
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
パ
ッ
キ
ン
お
よ
び
ガ
ス
ケ
ッ

ト
）
は
，
現
在
２
６
ヶ
月
毎
に
点
検
を
実
施
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お

い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能

で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
３
９
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

①
・
原
子
炉
格
納
容
器
隔
離
弁
分
解
検

査 ・
原
子
炉
格
納
容
器
隔
離
弁
機
能
検

査 ・
原
子
炉
格
納
容
器
全
体
漏
え
い
率

検
査

※
イ
ン
プ
ッ
ト
項
目
は
添
付
－
１
の
定
期
的
な
評
価
の
イ
ン
プ
ッ
ト
分
類
２
と
対
応

　
　
　
　
　
　
　
　
　
添
付
－
２
（4
4／
65
）

イ
ン
プ
ッ
ト

情
報
の
項
目

※
事
象
の
概
要

評
価
内
容

４
つ
の

評
価
項
目

※
※

保
全
の
有
効
性
評
価
の
結
果
等
よ
り
保
全
へ
反
映
し
た
事
項

N
o
.

系
統
・機
器
名

備
考

(関
連
す
る
定
期
事
業
者
検
査
等
)

点
検
計
画
の

保
全
方
式
ま
た
は
点
検
内
容
の
変
更

※
※
点
検
頻
度
の
変
更
に
適
用
し
た
評
価
方
法

①
点
検
お
よ
び
取
替
結
果
の
評
価

②
劣
化
ト
レ
ン
ド
に
よ
る
評
価

③
研
究
成
果
に
よ
る
評
価

④
類
似
機
器
等
の
使
用
実
績
に
よ
る
評
価
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添付書類五 保全の有効性評価の結果に関する説明書 
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頁追加による総頁の変更 

 

保
全
へ
の
反
映
内
容

評
価

項
目

変
更
前

変
更
後

1
9
4
Ｓ
／
Ｃ
補
給
用
窒
素

ガ
ス
供
給
用
第
一
隔

離
弁

分
解
点
検

２
６
Ｍ

３
９
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し

た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
パ
ッ
キ
ン
お
よ
び
ガ
ス
ケ
ッ

ト
）
は
，
現
在
２
６
ヶ
月
毎
に
点
検
を
実
施
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お

い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能

で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
３
９
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

①
・
原
子
炉
格
納
容
器
隔
離
弁
分
解

検
査

・
原
子
炉
格
納
容
器
隔
離
弁
機
能

検
査

・
原
子
炉
格
納
容
器
全
体
漏
え
い
率

検
査

1
9
5
パ
ー
ジ
用
窒
素
ガ
ス

供
給
側
第
二
隔
離
弁
分
解
点
検

２
６
Ｍ

３
９
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し

た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
パ
ッ
キ
ン
，
Ｏ
リ
ン
グ
お
よ

び
弁
座
）
は
，
現
在
２
６
ヶ
月
毎
に
点
検
を
実
施
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実

績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用

が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
３
９
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

①
・
原
子
炉
格
納
容
器
隔
離
弁
分
解

検
査

・
原
子
炉
格
納
容
器
隔
離
弁
機
能

検
査

・
原
子
炉
格
納
容
器
全
体
漏
え
い
率

検
査

1
9
6
Ｄ
／
Ｗ
ベ
ン
ト
用
出

口
隔
離
弁

分
解
点
検

２
６
Ｍ

３
９
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し

た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
パ
ッ
キ
ン
，
Ｏ
リ
ン
グ
お
よ

び
弁
座
）
は
，
現
在
２
６
ヶ
月
毎
に
点
検
を
実
施
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実

績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用

が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
３
９
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

①
・
原
子
炉
格
納
容
器
隔
離
弁
分
解

検
査

・
原
子
炉
格
納
容
器
隔
離
弁
機
能

検
査

・
原
子
炉
格
納
容
器
全
体
漏
え
い
率

検
査

1
9
7
ベ
ン
ト
用
Ｓ
Ｇ
Ｔ
Ｓ
側

隔
離
弁

分
解
点
検

２
６
Ｍ

３
９
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し

た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
パ
ッ
キ
ン
，
Ｏ
リ
ン
グ
お
よ

び
弁
座
）
は
，
現
在
２
６
ヶ
月
毎
に
点
検
を
実
施
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実

績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用

が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
３
９
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

①
・
原
子
炉
格
納
容
器
隔
離
弁
分
解

検
査

・
原
子
炉
格
納
容
器
隔
離
弁
機
能

検
査

・
原
子
炉
格
納
容
器
全
体
漏
え
い
率

検
査

1
9
8
ベ
ン
ト
用
Ｈ
Ｖ
Ａ
Ｃ
側

隔
離
弁

分
解
点
検

２
６
Ｍ

３
９
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し

た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
パ
ッ
キ
ン
，
Ｏ
リ
ン
グ
お
よ

び
弁
座
）
は
，
現
在
２
６
ヶ
月
毎
に
点
検
を
実
施
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実

績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用

が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
３
９
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

①
・
原
子
炉
格
納
容
器
隔
離
弁
分
解

検
査

・
原
子
炉
格
納
容
器
隔
離
弁
機
能

検
査

・
原
子
炉
格
納
容
器
全
体
漏
え
い
率

検
査

1
9
9
Ｓ
／
Ｃ
ベ
ン
ト
用
出
口

隔
離
弁

分
解
点
検

２
６
Ｍ

３
９
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し

た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
パ
ッ
キ
ン
，
Ｏ
リ
ン
グ
お
よ

び
弁
座
）
は
，
現
在
２
６
ヶ
月
毎
に
点
検
を
実
施
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実

績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用

が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
３
９
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

①
・
原
子
炉
格
納
容
器
隔
離
弁
分
解

検
査

・
原
子
炉
格
納
容
器
隔
離
弁
機
能

検
査

・
原
子
炉
格
納
容
器
全
体
漏
え
い
率

検
査

※
イ
ン
プ
ッ
ト
項
目
は
添
付
－
１
の
定
期
的
な
評
価
の
イ
ン
プ
ッ
ト
分
類
２
と
対
応

　
　
　
　
　
　
　
　
　
添
付
－
２
（4
5／
64
）

イ
ン
プ
ッ
ト

情
報
の
項
目

※
事
象
の
概
要

N
o
.

系
統
・機
器
名

備
考

(関
連
す
る
定
期
事
業
者
検
査
等
)

点
検
計
画
の

保
全
方
式
ま
た
は
点
検
内
容
の
変
更

評
価
内
容

４
つ
の

評
価
項
目

※
※

保
全
の
有
効
性
評
価
の
結
果
等
よ
り
保
全
へ
反
映
し
た
事
項

※
※
点
検
頻
度
の
変
更
に
適
用
し
た
評
価
方
法

①
点
検
お
よ
び
取
替
結
果
の
評
価

②
劣
化
ト
レ
ン
ド
に
よ
る
評
価

③
研
究
成
果
に
よ
る
評
価

④
類
似
機
器
等
の
使
用
実
績
に
よ
る
評
価

保
全
へ
の
反
映
内
容

評
価

項
目

変
更
前

変
更
後

1
9
4
Ｓ
／
Ｃ
補
給
用
窒
素

ガ
ス
供
給
用
第
一
隔

離
弁

分
解
点
検

２
６
Ｍ

３
９
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
パ
ッ
キ
ン
お
よ
び
ガ
ス
ケ
ッ

ト
）
は
，
現
在
２
６
ヶ
月
毎
に
点
検
を
実
施
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お

い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能

で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
３
９
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

①
・
原
子
炉
格
納
容
器
隔
離
弁
分
解
検

査 ・
原
子
炉
格
納
容
器
隔
離
弁
機
能
検

査 ・
原
子
炉
格
納
容
器
全
体
漏
え
い
率

検
査

1
9
5
パ
ー
ジ
用
窒
素
ガ
ス

供
給
側
第
二
隔
離
弁
分
解
点
検

２
６
Ｍ

３
９
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
パ
ッ
キ
ン
，
Ｏ
リ
ン
グ
お
よ

び
弁
座
）
は
，
現
在
２
６
ヶ
月
毎
に
点
検
を
実
施
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実

績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用

が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
３
９
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

①
・
原
子
炉
格
納
容
器
隔
離
弁
分
解
検

査 ・
原
子
炉
格
納
容
器
隔
離
弁
機
能
検

査 ・
原
子
炉
格
納
容
器
全
体
漏
え
い
率

検
査

1
9
6
Ｄ
／
Ｗ
ベ
ン
ト
用
出

口
隔
離
弁

分
解
点
検

２
６
Ｍ

３
９
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
パ
ッ
キ
ン
，
Ｏ
リ
ン
グ
お
よ

び
弁
座
）
は
，
現
在
２
６
ヶ
月
毎
に
点
検
を
実
施
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実

績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用

が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
３
９
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

①
・
原
子
炉
格
納
容
器
隔
離
弁
分
解
検

査 ・
原
子
炉
格
納
容
器
隔
離
弁
機
能
検

査 ・
原
子
炉
格
納
容
器
全
体
漏
え
い
率

検
査

1
9
7
ベ
ン
ト
用
Ｓ
Ｇ
Ｔ
Ｓ
側

隔
離
弁

分
解
点
検

２
６
Ｍ

３
９
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
パ
ッ
キ
ン
，
Ｏ
リ
ン
グ
お
よ

び
弁
座
）
は
，
現
在
２
６
ヶ
月
毎
に
点
検
を
実
施
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実

績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用

が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
３
９
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

①
・
原
子
炉
格
納
容
器
隔
離
弁
分
解
検

査 ・
原
子
炉
格
納
容
器
隔
離
弁
機
能
検

査 ・
原
子
炉
格
納
容
器
全
体
漏
え
い
率

検
査

1
9
8
ベ
ン
ト
用
Ｈ
Ｖ
Ａ
Ｃ
側

隔
離
弁

分
解
点
検

２
６
Ｍ

３
９
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
パ
ッ
キ
ン
，
Ｏ
リ
ン
グ
お
よ

び
弁
座
）
は
，
現
在
２
６
ヶ
月
毎
に
点
検
を
実
施
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実

績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用

が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
３
９
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

①
・
原
子
炉
格
納
容
器
隔
離
弁
分
解
検

査 ・
原
子
炉
格
納
容
器
隔
離
弁
機
能
検

査 ・
原
子
炉
格
納
容
器
全
体
漏
え
い
率

検
査

1
9
9
Ｓ
／
Ｃ
ベ
ン
ト
用
出
口

隔
離
弁

分
解
点
検

２
６
Ｍ

３
９
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
パ
ッ
キ
ン
，
Ｏ
リ
ン
グ
お
よ

び
弁
座
）
は
，
現
在
２
６
ヶ
月
毎
に
点
検
を
実
施
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実

績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用

が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
３
９
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

①
・
原
子
炉
格
納
容
器
隔
離
弁
分
解
検

査 ・
原
子
炉
格
納
容
器
隔
離
弁
機
能
検

査 ・
原
子
炉
格
納
容
器
全
体
漏
え
い
率

検
査

※
イ
ン
プ
ッ
ト
項
目
は
添
付
－
１
の
定
期
的
な
評
価
の
イ
ン
プ
ッ
ト
分
類
２
と
対
応

　
　
　
　
　
　
　
　
　
添
付
－
２
（4
5／
65
）

イ
ン
プ
ッ
ト

情
報
の
項
目

※
事
象
の
概
要

評
価
内
容

４
つ
の

評
価
項
目

※
※

保
全
の
有
効
性
評
価
の
結
果
等
よ
り
保
全
へ
反
映
し
た
事
項

N
o
.

系
統
・機
器
名

備
考

(関
連
す
る
定
期
事
業
者
検
査
等
)

点
検
計
画
の

保
全
方
式
ま
た
は
点
検
内
容
の
変
更

※
※
点
検
頻
度
の
変
更
に
適
用
し
た
評
価
方
法

①
点
検
お
よ
び
取
替
結
果
の
評
価

②
劣
化
ト
レ
ン
ド
に
よ
る
評
価

③
研
究
成
果
に
よ
る
評
価

④
類
似
機
器
等
の
使
用
実
績
に
よ
る
評
価
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添付書類五 保全の有効性評価の結果に関する説明書 
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頁追加による総頁の変更 

 

保
全
へ
の
反
映
内
容

評
価

項
目

変
更
前

変
更
後

2
0
0
格
納
容
器
外
真
空
逃

が
し
隔
離
弁

分
解
点
検

２
６
Ｍ

３
９
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し

た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
パ
ッ
キ
ン
，
Ｏ
リ
ン
グ
お
よ

び
弁
座
）
は
，
現
在
２
６
ヶ
月
毎
に
点
検
を
実
施
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実

績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用

が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
３
９
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

①
・
原
子
炉
格
納
容
器
隔
離
弁
分
解

検
査

2
0
1
Ｆ
Ｃ
Ｓ
　
入
口
隔
離
弁
分
解
点
検

３
９
Ｍ

５
２
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し

た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
パ
ッ
キ
ン
お
よ
び
ガ
ス
ケ
ッ

ト
）
は
，
現
在
３
９
ヶ
月
毎
に
点
検
を
実
施
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お

い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能

で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
５
２
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

①
・
可
燃
性
ガ
ス
濃
度
制
御
系
主
要
弁

分
解
検
査

・
原
子
炉
格
納
容
器
隔
離
弁
機
能

検
査

・
原
子
炉
格
納
容
器
全
体
漏
え
い
率

検
査

2
0
2
Ｆ
Ｃ
Ｓ
　
出
口
隔
離
弁
分
解
点
検

３
９
Ｍ

５
２
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し

た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
パ
ッ
キ
ン
お
よ
び
ガ
ス
ケ
ッ

ト
）
は
，
現
在
３
９
ヶ
月
毎
に
点
検
を
実
施
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お

い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能

で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
５
２
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

①
・
可
燃
性
ガ
ス
濃
度
制
御
系
主
要
弁

分
解
検
査

・
原
子
炉
格
納
容
器
隔
離
弁
機
能

検
査

・
原
子
炉
格
納
容
器
全
体
漏
え
い
率

検
査

2
0
3
Ｃ
Ｒ
Ｄ
ポ
ン
プ
室
空
調

機
，
原
子
炉
棟
Ｍ
Ｓ
ト

ン
ネ
ル
室
空
調
機

開
放
点
検

２
６
Ｍ

３
９
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し

た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
羽
根
）
は
，
現
在
２
６
ヶ
月

毎
に
点
検
を
実
施
し
て
い
る
が
，
Ｃ
Ｒ
Ｄ
ポ
ン
プ
室
空
調
機
の
過
去
の
点
検
実
績

に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が

可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
ま
た
，
原
子
炉
棟
Ｍ
Ｓ
ト
ン
ネ
ル
室
空
調
機
に
つ
い
て
は
，
Ｃ
Ｒ
Ｄ
ポ
ン
プ
室
空

調
機
と
型
式
が
同
じ
で
あ
り
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る

不
具
合
が
確
認
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
３
９
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
な
お
，
当
該
機
器
の
軸
受
等
の
部
品
に
起
因
す
る
異
常
の
早
期
検
知
を
目
的

に
，
運
転
中
の
状
態
監
視
（
振
動
診
断
）
を
継
続
実
施
し
，
信
頼
性
の
向
上
を
図

る
。

①
・
振
動
診
断
：
頻
度
は
回
転
機
械
振

動
診
断
手
順
書
に
よ
る
。

※
イ
ン
プ
ッ
ト
項
目
は
添
付
－
１
の
定
期
的
な
評
価
の
イ
ン
プ
ッ
ト
分
類
２
と
対
応

　
　
　
　
　
　
　
　
　
添
付
－
２
（
4
6
／
6
4
）

イ
ン
プ
ッ
ト

情
報
の
項
目

※
事
象
の
概
要

N
o
.

系
統
・機
器
名

備
考

(関
連
す
る
定
期
事
業
者
検
査
等
)

点
検
計
画
の

保
全
方
式
ま
た
は
点
検
内
容
の
変
更

評
価
内
容

４
つ
の

評
価
項
目

※
※

保
全
の
有
効
性
評
価
の
結
果
等
よ
り
保
全
へ
反
映
し
た
事
項

※
※
点
検
頻
度
の
変
更
に
適
用
し
た
評
価
方
法

①
点
検
お
よ
び
取
替
結
果
の
評
価

②
劣
化
ト
レ
ン
ド
に
よ
る
評
価

③
研
究
成
果
に
よ
る
評
価

④
類
似
機
器
等
の
使
用
実
績
に
よ
る
評
価

保
全
へ
の
反
映
内
容

評
価

項
目

変
更
前

変
更
後

2
0
0
格
納
容
器
外
真
空
逃

が
し
隔
離
弁

分
解
点
検

２
６
Ｍ

３
９
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
パ
ッ
キ
ン
，
Ｏ
リ
ン
グ
お
よ

び
弁
座
）
は
，
現
在
２
６
ヶ
月
毎
に
点
検
を
実
施
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実

績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用

が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
３
９
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

①
・
原
子
炉
格
納
容
器
隔
離
弁
分
解
検

査

2
0
1
Ｆ
Ｃ
Ｓ
　
入
口
隔
離
弁
分
解
点
検

３
９
Ｍ

５
２
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
パ
ッ
キ
ン
お
よ
び
ガ
ス
ケ
ッ

ト
）
は
，
現
在
３
９
ヶ
月
毎
に
点
検
を
実
施
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お

い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能

で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
５
２
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

①
・
可
燃
性
ガ
ス
濃
度
制
御
系
主
要
弁

分
解
検
査

・
原
子
炉
格
納
容
器
隔
離
弁
機
能
検

査 ・
原
子
炉
格
納
容
器
全
体
漏
え
い
率

検
査

2
0
2
Ｆ
Ｃ
Ｓ
　
出
口
隔
離
弁
分
解
点
検

３
９
Ｍ

５
２
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
パ
ッ
キ
ン
お
よ
び
ガ
ス
ケ
ッ

ト
）
は
，
現
在
３
９
ヶ
月
毎
に
点
検
を
実
施
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お

い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能

で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
５
２
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

①
・
可
燃
性
ガ
ス
濃
度
制
御
系
主
要
弁

分
解
検
査

・
原
子
炉
格
納
容
器
隔
離
弁
機
能
検

査 ・
原
子
炉
格
納
容
器
全
体
漏
え
い
率

検
査

2
0
3
Ｃ
Ｒ
Ｄ
ポ
ン
プ
室
空
調

機
，
原
子
炉
棟
Ｍ
Ｓ
ト

ン
ネ
ル
室
空
調
機

開
放
点
検

２
６
Ｍ

３
９
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
羽
根
）
は
，
現
在
２
６
ヶ
月

毎
に
点
検
を
実
施
し
て
い
る
が
，
Ｃ
Ｒ
Ｄ
ポ
ン
プ
室
空
調
機
の
過
去
の
点
検
実
績

に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が

可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
ま
た
，
原
子
炉
棟
Ｍ
Ｓ
ト
ン
ネ
ル
室
空
調
機
に
つ
い
て
は
，
Ｃ
Ｒ
Ｄ
ポ
ン
プ
室
空

調
機
と
型
式
が
同
じ
で
あ
り
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る

不
具
合
が
確
認
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
３
９
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
な
お
，
当
該
機
器
の
軸
受
等
の
部
品
に
起
因
す
る
異
常
の
早
期
検
知
を
目
的

に
，
運
転
中
の
状
態
監
視
（
振
動
診
断
）
を
継
続
実
施
し
，
信
頼
性
の
向
上
を
図

る
。

①
・
振
動
診
断
：
頻
度
は
回
転
機
械
振

動
診
断
手
順
書
に
よ
る
。

※
イ
ン
プ
ッ
ト
項
目
は
添
付
－
１
の
定
期
的
な
評
価
の
イ
ン
プ
ッ
ト
分
類
２
と
対
応

　
　
　
　
　
　
　
　
　
添
付
－
２
（
4
6
／
6
5
）

イ
ン
プ
ッ
ト

情
報
の
項
目

※
事
象
の
概
要

評
価
内
容

４
つ
の

評
価
項
目

※
※

保
全
の
有
効
性
評
価
の
結
果
等
よ
り
保
全
へ
反
映
し
た
事
項

N
o
.

系
統
・機
器
名

備
考

(関
連
す
る
定
期
事
業
者
検
査
等
)

点
検
計
画
の

保
全
方
式
ま
た
は
点
検
内
容
の
変
更

※
※
点
検
頻
度
の
変
更
に
適
用
し
た
評
価
方
法

①
点
検
お
よ
び
取
替
結
果
の
評
価

②
劣
化
ト
レ
ン
ド
に
よ
る
評
価

③
研
究
成
果
に
よ
る
評
価

④
類
似
機
器
等
の
使
用
実
績
に
よ
る
評
価
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頁追加による総頁の変更 

 

保
全
へ
の
反
映
内
容

評
価

項
目

変
更
前

変
更
後

2
0
4
Ｃ
Ａ
Ｍ
Ｓ
室
空
調
機
，

Ｆ
Ｃ
Ｓ
室
空
調
機
，
Ｈ

Ｐ
Ｃ
Ｓ
ポ
ン
プ
室
空
調

機
，
Ｌ
Ｐ
Ｃ
Ｓ
ポ
ン
プ
室

空
調
機
，
Ｒ
Ｈ
Ｒ
ポ
ン

プ
室
空
調
機
，
Ｓ
Ｇ
Ｔ

Ｓ
室
空
調
機

開
放
点
検

５
２
Ｍ

６
５
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し

た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
羽
根
）
は
，
現
在
５
２
ヶ
月

毎
に
点
検
を
実
施
し
て
い
る
が
，
Ｒ
Ｈ
Ｒ
ポ
ン
プ
（
Ａ
）
室
空
調
機
の
過
去
の
点
検

実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使

用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
ま
た
，
そ
の
他
の
機
器
に
つ
い
て
は
，
Ｒ
Ｈ
Ｒ
ポ
ン
プ
（
Ａ
）
室
空
調
機
と
型
式

が
同
じ
で
あ
り
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
が

確
認
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
６
５
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
な
お
，
当
該
機
器
の
軸
受
等
の
部
品
に
起
因
す
る
異
常
の
早
期
検
知
を
目
的

に
，
運
転
中
の
状
態
監
視
（
振
動
診
断
）
を
実
施
し
て
い
る
機
器
に
つ
い
て
は
継

続
実
施
し
，
信
頼
性
の
向
上
を
図
る
。

①
・
耐
震
健
全
性
検
査
（
原
子
炉
系
）

・
振
動
診
断
：
頻
度
は
回
転
機
械
振

動
診
断
手
順
書
に
よ
る
。

2
0
5
原
子
炉
補
機
室
送
風

機
，
原
子
炉
補
機
室

排
風
機

開
放
点
検

５
２
Ｍ

６
５
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し

た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
点
検
口
用
パ
ッ
キ
ン
）
は
，

現
在
５
２
ヶ
月
毎
に
点
検
を
実
施
し
て
い
る
が
，
原
子
炉
補
機
（
Ａ
）
室
送
風
機

（
Ａ
）
，
原
子
炉
補
機
（
Ｂ
）
室
送
風
機
（
Ｂ
）
，
原
子
炉
補
機
（
Ａ
）
室
排
風
機

（
Ａ
）
，
原
子
炉
補
機
（
Ｂ
）
室
排
風
機
（
Ｂ
）
，
原
子
炉
補
機
（
Ｈ
Ｐ
Ｃ
Ｓ
）
室
送
風
機

（
Ｂ
）
お
よ
び
原
子
炉
補
機
（
Ｈ
Ｐ
Ｃ
Ｓ
）
室
排
風
機
（
Ｂ
）
の
過
去
の
点
検
実
績
に

お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可

能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
ま
た
，
そ
の
他
の
機
器
に
つ
い
て
は
，
原
子
炉
補
機
（
Ａ
）
室
送
風
機
（
Ａ
）
等
と

型
式
が
同
じ
で
あ
り
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具

合
が
確
認
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
６
５
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
な
お
，
当
該
機
器
の
軸
受
等
の
部
品
に
起
因
す
る
異
常
の
早
期
検
知
を
目
的

に
，
運
転
中
の
状
態
監
視
（
振
動
診
断
）
を
実
施
し
て
い
る
機
器
に
つ
い
て
は
，

継
続
実
施
し
，
信
頼
性
の
向
上
を
図
る
。

①
・
耐
震
健
全
性
検
査
（
原
子
炉
系
）

・
振
動
診
断
：
頻
度
は
回
転
機
械
振

動
診
断
手
順
書
に
よ
る
。

2
0
6
原
子
炉
棟
・
タ
ー
ビ
ン

区
域
送
風
機

開
放
点
検

５
２
Ｍ

６
５
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し

た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
点
検
口
用
パ
ッ
キ
ン
）
は
，

現
在
５
２
ヶ
月
毎
に
点
検
を
実
施
し
て
い
る
が
，
原
子
炉
棟
・
タ
ー
ビ
ン
区
域
送

風
機
（
Ａ
）
（
Ｄ
）
の
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
は

確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
ま
た
，
原
子
炉
棟
・
タ
ー
ビ
ン
区
域
送
風
機
（
Ｂ
）
（
Ｃ
）
に
つ
い
て
は
，
原
子
炉

棟
・
タ
ー
ビ
ン
区
域
送
風
機
（
Ａ
）
（
Ｄ
）
と
同
じ
型
式
で
あ
り
，
過
去
の
点
検
実
績

に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
適
合
が
確
認
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し

た
。
　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
６
５
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

①
・
非
常
用
ガ
ス
処
理
系
機
能
検
査

・
換
気
空
調
系
機
能
検
査

※
イ
ン
プ
ッ
ト
項
目
は
添
付
－
１
の
定
期
的
な
評
価
の
イ
ン
プ
ッ
ト
分
類
２
と
対
応

　
　
　
　
　
　
　
　
　
添
付
－
２
（
4
7
／
6
4
）

イ
ン
プ
ッ
ト

情
報
の
項
目

※
事
象
の
概
要

N
o
.

系
統
・機
器
名

備
考

(関
連
す
る
定
期
事
業
者
検
査
等
)

点
検
計
画
の

保
全
方
式
ま
た
は
点
検
内
容
の
変
更

評
価
内
容

４
つ
の

評
価
項
目

※
※

保
全
の
有
効
性
評
価
の
結
果
等
よ
り
保
全
へ
反
映
し
た
事
項

※
※
点
検
頻
度
の
変
更
に
適
用
し
た
評
価
方
法

①
点
検
お
よ
び
取
替
結
果
の
評
価

②
劣
化
ト
レ
ン
ド
に
よ
る
評
価

③
研
究
成
果
に
よ
る
評
価

④
類
似
機
器
等
の
使
用
実
績
に
よ
る
評
価

保
全
へ
の
反
映
内
容

評
価

項
目

変
更
前

変
更
後

2
0
4
Ｃ
Ａ
Ｍ
Ｓ
室
空
調
機
，

Ｆ
Ｃ
Ｓ
室
空
調
機
，
Ｈ

Ｐ
Ｃ
Ｓ
ポ
ン
プ
室
空
調

機
，
Ｌ
Ｐ
Ｃ
Ｓ
ポ
ン
プ
室

空
調
機
，
Ｒ
Ｈ
Ｒ
ポ
ン

プ
室
空
調
機
，
Ｓ
Ｇ
Ｔ

Ｓ
室
空
調
機

開
放
点
検

５
２
Ｍ

６
５
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
羽
根
）
は
，
現
在
５
２
ヶ
月

毎
に
点
検
を
実
施
し
て
い
る
が
，
Ｒ
Ｈ
Ｒ
ポ
ン
プ
（
Ａ
）
室
空
調
機
の
過
去
の
点
検

実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使

用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
ま
た
，
そ
の
他
の
機
器
に
つ
い
て
は
，
Ｒ
Ｈ
Ｒ
ポ
ン
プ
（
Ａ
）
室
空
調
機
と
型
式

が
同
じ
で
あ
り
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
が

確
認
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
６
５
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
な
お
，
当
該
機
器
の
軸
受
等
の
部
品
に
起
因
す
る
異
常
の
早
期
検
知
を
目
的

に
，
運
転
中
の
状
態
監
視
（
振
動
診
断
）
を
実
施
し
て
い
る
機
器
に
つ
い
て
は
継

続
実
施
し
，
信
頼
性
の
向
上
を
図
る
。

①
・
耐
震
健
全
性
検
査
（
原
子
炉
系
）

・
振
動
診
断
：
頻
度
は
回
転
機
械
振

動
診
断
手
順
書
に
よ
る
。

2
0
5
原
子
炉
補
機
室
送
風

機
，
原
子
炉
補
機
室

排
風
機

開
放
点
検

５
２
Ｍ

６
５
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
点
検
口
用
パ
ッ
キ
ン
）
は
，

現
在
５
２
ヶ
月
毎
に
点
検
を
実
施
し
て
い
る
が
，
原
子
炉
補
機
（
Ａ
）
室
送
風
機

（
Ａ
）
，
原
子
炉
補
機
（
Ｂ
）
室
送
風
機
（
Ｂ
）
，
原
子
炉
補
機
（
Ａ
）
室
排
風
機

（
Ａ
）
，
原
子
炉
補
機
（
Ｂ
）
室
排
風
機
（
Ｂ
）
，
原
子
炉
補
機
（
Ｈ
Ｐ
Ｃ
Ｓ
）
室
送
風
機

（
Ｂ
）
お
よ
び
原
子
炉
補
機
（
Ｈ
Ｐ
Ｃ
Ｓ
）
室
排
風
機
（
Ｂ
）
の
過
去
の
点
検
実
績
に

お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可

能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
ま
た
，
そ
の
他
の
機
器
に
つ
い
て
は
，
原
子
炉
補
機
（
Ａ
）
室
送
風
機
（
Ａ
）
等
と

型
式
が
同
じ
で
あ
り
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具

合
が
確
認
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
６
５
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
な
お
，
当
該
機
器
の
軸
受
等
の
部
品
に
起
因
す
る
異
常
の
早
期
検
知
を
目
的

に
，
運
転
中
の
状
態
監
視
（
振
動
診
断
）
を
実
施
し
て
い
る
機
器
に
つ
い
て
は
，

継
続
実
施
し
，
信
頼
性
の
向
上
を
図
る
。

①
・
耐
震
健
全
性
検
査
（
原
子
炉
系
）

・
振
動
診
断
：
頻
度
は
回
転
機
械
振

動
診
断
手
順
書
に
よ
る
。

2
0
6
原
子
炉
棟
・
タ
ー
ビ
ン

区
域
送
風
機

開
放
点
検

５
２
Ｍ

６
５
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
点
検
口
用
パ
ッ
キ
ン
）
は
，

現
在
５
２
ヶ
月
毎
に
点
検
を
実
施
し
て
い
る
が
，
原
子
炉
棟
・
タ
ー
ビ
ン
区
域
送

風
機
（
Ａ
）
（
Ｄ
）
の
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
は

確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
ま
た
，
原
子
炉
棟
・
タ
ー
ビ
ン
区
域
送
風
機
（
Ｂ
）
（
Ｃ
）
に
つ
い
て
は
，
原
子
炉

棟
・
タ
ー
ビ
ン
区
域
送
風
機
（
Ａ
）
（
Ｄ
）
と
同
じ
型
式
で
あ
り
，
過
去
の
点
検
実
績

に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
適
合
が
確
認
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し

た
。
　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
６
５
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

①
・
非
常
用
ガ
ス
処
理
系
機
能
検
査

・
換
気
空
調
系
機
能
検
査

※
イ
ン
プ
ッ
ト
項
目
は
添
付
－
１
の
定
期
的
な
評
価
の
イ
ン
プ
ッ
ト
分
類
２
と
対
応

　
　
　
　
　
　
　
　
　
添
付
－
２
（
4
7
／
6
5
）

イ
ン
プ
ッ
ト

情
報
の
項
目

※
事
象
の
概
要

評
価
内
容

４
つ
の

評
価
項
目

※
※

保
全
の
有
効
性
評
価
の
結
果
等
よ
り
保
全
へ
反
映
し
た
事
項

N
o
.

系
統
・機
器
名

備
考

(関
連
す
る
定
期
事
業
者
検
査
等
)

点
検
計
画
の

保
全
方
式
ま
た
は
点
検
内
容
の
変
更

※
※
点
検
頻
度
の
変
更
に
適
用
し
た
評
価
方
法

①
点
検
お
よ
び
取
替
結
果
の
評
価

②
劣
化
ト
レ
ン
ド
に
よ
る
評
価

③
研
究
成
果
に
よ
る
評
価

④
類
似
機
器
等
の
使
用
実
績
に
よ
る
評
価
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頁追加による総頁の変更 

 

保
全
へ
の
反
映
内
容

評
価

項
目

変
更
前

変
更
後

2
0
7
原
子
炉
棟
・
タ
ー
ビ
ン

区
域
排
風
機

分
解
点
検

５
２
Ｍ

６
５
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し

た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
軸
受
お
よ
び
パ
ッ
キ
ン
（
点

検
口
用
，
軸
シ
ー
ル
用
，
軸
受
箱
用
，
ケ
ー
シ
ン
グ
分
割
用
，
ケ
ー
シ
ン
グ
軸

シ
ー
ル
用
）
）
は
，
現
在
５
２
ヶ
月
毎
に
点
検
を
実
施
し
て
い
る
が
，
原
子
炉
棟
・

タ
ー
ビ
ン
区
域
排
風
機
（
Ａ
）
（
Ｄ
）
の
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起

因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認

し
た
。

　
ま
た
，
原
子
炉
棟
・
タ
ー
ビ
ン
区
域
排
風
機
（
Ｂ
）
（
Ｃ
）
に
つ
い
て
は
，
原
子
炉

棟
・
タ
ー
ビ
ン
区
域
排
風
機
（
Ａ
）
（
Ｄ
）
と
同
じ
型
式
で
あ
り
，
過
去
の
点
検
実
績

に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
適
合
が
確
認
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し

た
。
　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
６
５
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
な
お
，
当
該
機
器
の
軸
受
等
の
部
品
に
起
因
す
る
異
常
の
早
期
検
知
を
目
的

に
，
運
転
中
の
状
態
監
視
（
振
動
診
断
，
潤
滑
油
診
断
）
を
継
続
実
施
し
，
信
頼

性
の
向
上
を
図
る
。

①
・
非
常
用
ガ
ス
処
理
系
機
能
検
査

・
換
気
空
調
系
機
能
検
査

・
振
動
診
断
：
頻
度
は
回
転
機
械
振

動
診
断
手
順
書
に
よ
る
。

・
潤
滑
油
診
断
：
頻
度
は
潤
滑
油
診

断
手
順
書
に
よ
る
。

2
0
8
活
性
炭
式
希
ガ
ス

ホ
ー
ル
ド
ア
ッ
プ
塔
室

空
調
機

開
放
点
検

２
６
Ｍ

３
９
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し

た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
送
風
機
（
羽
根
）
）
は
，
現

在
２
６
ヶ
月
毎
に
点
検
を
実
施
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣

化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と

を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
３
９
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

①
－

2
0
9
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ

系
の
主
要
弁
　
一
式
分
解
点
検

機
能
・
性
能
試

験

３
９
Ｍ
～

１
３
０
Ｍ

５
２
Ｍ
～

１
３
０
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し

た
。

　
当
該
機
器
の
う
ち
，
一
部
の
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
パ
ッ

キ
ン
お
よ
び
ガ
ス
ケ
ッ
ト
）
は
，
現
在
３
９
ヶ
月
毎
に
点
検
を
実
施
し
て
い
る
が
，
過

去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら

ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
５
２
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

①
－

2
1
0
油
補
給
タ
ン
ク

開
放
点
検

５
２
Ｍ

６
５
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し

た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
パ
ッ
キ
ン
）
は
，
現
在
５
２
ヶ

月
毎
に
点
検
を
実
施
し
て
い
る
が
，
油
補
給
タ
ン
ク
（
Ａ
）
の
過
去
の
点
検
実
績

に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が

可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
ま
た
，
油
補
給
タ
ン
ク
（
Ｂ
）
に
つ
い
て
は
，
油
補
給
タ
ン
ク
（
Ａ
）
と
型
式
が
同
じ

で
あ
り
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
が
確
認
さ

れ
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
６
５
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

①
－

2
1
1
Ｒ
Ｆ
Ｐ
－
Ｔ
油
タ
ン
ク

開
放
点
検

２
６
Ｍ

３
９
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し

た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
パ
ッ
キ
ン
）
は
，
現
在
２
６
ヶ

月
毎
に
点
検
を
実
施
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起

因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認

し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
３
９
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

①
－

※
イ
ン
プ
ッ
ト
項
目
は
添
付
－
１
の
定
期
的
な
評
価
の
イ
ン
プ
ッ
ト
分
類
２
と
対
応

　
　
　
　
　
　
　
　
　
添
付
－
２
（
4
8
／
6
4
）

イ
ン
プ
ッ
ト

情
報
の
項
目

※
事
象
の
概
要

N
o
.

系
統
・機
器
名

備
考

(関
連
す
る
定
期
事
業
者
検
査
等
)

点
検
計
画
の

保
全
方
式
ま
た
は
点
検
内
容
の
変
更

評
価
内
容

４
つ
の

評
価
項
目

※
※

保
全
の
有
効
性
評
価
の
結
果
等
よ
り
保
全
へ
反
映
し
た
事
項

※
※
点
検
頻
度
の
変
更
に
適
用
し
た
評
価
方
法

①
点
検
お
よ
び
取
替
結
果
の
評
価

②
劣
化
ト
レ
ン
ド
に
よ
る
評
価

③
研
究
成
果
に
よ
る
評
価

④
類
似
機
器
等
の
使
用
実
績
に
よ
る
評
価

保
全
へ
の
反
映
内
容

評
価

項
目

変
更
前

変
更
後

2
0
7
原
子
炉
棟
・
タ
ー
ビ
ン

区
域
排
風
機

分
解
点
検

５
２
Ｍ

６
５
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
軸
受
お
よ
び
パ
ッ
キ
ン
（
点

検
口
用
，
軸
シ
ー
ル
用
，
軸
受
箱
用
，
ケ
ー
シ
ン
グ
分
割
用
，
ケ
ー
シ
ン
グ
軸

シ
ー
ル
用
）
）
は
，
現
在
５
２
ヶ
月
毎
に
点
検
を
実
施
し
て
い
る
が
，
原
子
炉
棟
・

タ
ー
ビ
ン
区
域
排
風
機
（
Ａ
）
（
Ｄ
）
の
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起

因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認

し
た
。

　
ま
た
，
原
子
炉
棟
・
タ
ー
ビ
ン
区
域
排
風
機
（
Ｂ
）
（
Ｃ
）
に
つ
い
て
は
，
原
子
炉

棟
・
タ
ー
ビ
ン
区
域
排
風
機
（
Ａ
）
（
Ｄ
）
と
同
じ
型
式
で
あ
り
，
過
去
の
点
検
実
績

に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
適
合
が
確
認
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し

た
。
　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
６
５
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
な
お
，
当
該
機
器
の
軸
受
等
の
部
品
に
起
因
す
る
異
常
の
早
期
検
知
を
目
的

に
，
運
転
中
の
状
態
監
視
（
振
動
診
断
，
潤
滑
油
診
断
）
を
継
続
実
施
し
，
信
頼

性
の
向
上
を
図
る
。

①
・
非
常
用
ガ
ス
処
理
系
機
能
検
査

・
換
気
空
調
系
機
能
検
査

・
振
動
診
断
：
頻
度
は
回
転
機
械
振

動
診
断
手
順
書
に
よ
る
。

・
潤
滑
油
診
断
：
頻
度
は
潤
滑
油
診

断
手
順
書
に
よ
る
。

2
0
8
活
性
炭
式
希
ガ
ス

ホ
ー
ル
ド
ア
ッ
プ
塔
室

空
調
機

開
放
点
検

２
６
Ｍ

３
９
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
送
風
機
（
羽
根
）
）
は
，
現

在
２
６
ヶ
月
毎
に
点
検
を
実
施
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣

化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と

を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
３
９
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

①
－

2
0
9
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ

系
の
主
要
弁
　
一
式
分
解
点
検

機
能
・
性
能
試

験

３
９
Ｍ
～

１
３
０
Ｍ

５
２
Ｍ
～

１
３
０
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。
　
当
該
機
器
の
う
ち
，
一
部
の
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
パ
ッ

キ
ン
お
よ
び
ガ
ス
ケ
ッ
ト
）
は
，
現
在
３
９
ヶ
月
毎
に
点
検
を
実
施
し
て
い
る
が
，
過

去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら

ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
５
２
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

①
－

2
1
0
油
補
給
タ
ン
ク

開
放
点
検

５
２
Ｍ

６
５
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
パ
ッ
キ
ン
）
は
，
現
在
５
２
ヶ

月
毎
に
点
検
を
実
施
し
て
い
る
が
，
油
補
給
タ
ン
ク
（
Ａ
）
の
過
去
の
点
検
実
績

に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が

可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
ま
た
，
油
補
給
タ
ン
ク
（
Ｂ
）
に
つ
い
て
は
，
油
補
給
タ
ン
ク
（
Ａ
）
と
型
式
が
同
じ

で
あ
り
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
が
確
認
さ

れ
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
６
５
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

①
－

2
1
1
Ｒ
Ｆ
Ｐ
－
Ｔ
油
タ
ン
ク

開
放
点
検

２
６
Ｍ

３
９
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
パ
ッ
キ
ン
）
は
，
現
在
２
６
ヶ

月
毎
に
点
検
を
実
施
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起

因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認

し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
３
９
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

①
－

※
イ
ン
プ
ッ
ト
項
目
は
添
付
－
１
の
定
期
的
な
評
価
の
イ
ン
プ
ッ
ト
分
類
２
と
対
応

　
　
　
　
　
　
　
　
　
添
付
－
２
（
4
8
／
6
5
）

イ
ン
プ
ッ
ト

情
報
の
項
目

※
事
象
の
概
要

評
価
内
容

４
つ
の

評
価
項
目

※
※

保
全
の
有
効
性
評
価
の
結
果
等
よ
り
保
全
へ
反
映
し
た
事
項

N
o
.

系
統
・機
器
名

備
考

(関
連
す
る
定
期
事
業
者
検
査
等
)

点
検
計
画
の

保
全
方
式
ま
た
は
点
検
内
容
の
変
更

※
※
点
検
頻
度
の
変
更
に
適
用
し
た
評
価
方
法

①
点
検
お
よ
び
取
替
結
果
の
評
価

②
劣
化
ト
レ
ン
ド
に
よ
る
評
価

③
研
究
成
果
に
よ
る
評
価

④
類
似
機
器
等
の
使
用
実
績
に
よ
る
評
価
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頁追加による総頁の変更 

 

保
全
へ
の
反
映
内
容

評
価

項
目

変
更
前

変
更
後

2
1
2
換
気
空
調
補
機
非
常

用
冷
却
水
系
冷
水
ポ

ン
プ

分
解
点
検

３
９
Ｍ

５
２
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し

た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
ボ
ー
ル
ベ
ア
リ
ン
グ
，
メ
カ

ニ
カ
ル
シ
ー
ル
お
よ
び
Ｏ
リ
ン
グ
）
は
，
現
在
３
９
ヶ
月
毎
に
点
検
を
実
施
し
て
い

る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ

て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
５
２
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
な
お
，
当
該
機
器
の
軸
受
等
の
部
品
に
起
因
す
る
異
常
の
早
期
検
知
を
目
的

に
，
運
転
中
の
状
態
監
視
（
振
動
診
断
）
を
継
続
実
施
し
，
信
頼
性
の
向
上
を
図

る
。

①
・
耐
震
健
全
性
検
査
（
原
子
炉
系
）

・
振
動
診
断
：
頻
度
は
回
転
機
械
振

動
診
断
手
順
書
に
よ
る
。

2
1
3
原
子
炉
補
機
冷
却
海

水
系
の
弁
　
一
式

分
解
点
検

３
９
Ｍ
～

６
５
Ｍ

５
２
Ｍ
～

６
５
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し

た
。

　
当
該
機
器
の
う
ち
，
一
部
の
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
ガ
ス

ケ
ッ
ト
，
弁
体
付
弁
座
お
よ
び
ゴ
ム
シ
ー
ト
）
は
，
現
在
３
９
ヶ
月
毎
に
点
検
を
実

施
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
は

確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
５
２
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

①
－

2
1
4
中
央
制
御
室
再
循
環

送
風
機

開
放
点
検

５
２
Ｍ

６
５
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し

た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
点
検
口
用
パ
ッ
キ
ン
）
は
，

現
在
５
２
ヶ
月
毎
に
点
検
を
実
施
し
て
い
る
が
，
中
央
制
御
室
再
循
環
送
風
機

（
Ｂ
）
の
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ

て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
ま
た
，
中
央
制
御
室
再
循
環
送
風
機
（
Ａ
）
に
つ
い
て
は
，
中
央
制
御
室
再
循

環
送
風
機
（
Ｂ
）
と
型
式
が
同
じ
で
あ
り
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に

起
因
す
る
不
具
合
が
確
認
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
６
５
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
な
お
，
当
該
機
器
の
軸
受
等
の
部
品
に
起
因
す
る
異
常
の
早
期
検
知
を
目
的

に
，
運
転
中
の
状
態
監
視
（
振
動
診
断
）
を
継
続
実
施
し
，
信
頼
性
の
向
上
を
図

る
。

①
・
中
央
制
御
室
換
気
空
調
系
機
能

検
査
・
耐
震
健
全
性
検
査
（
原
子
炉
系
）

・
振
動
診
断
：
頻
度
は
回
転
機
械
振

動
診
断
手
順
書
に
よ
る
。

2
1
5
Ｈ
ｘ
／
Ｂ
海
水
ポ
ン
プ

室
排
風
機

開
放
点
検

５
２
Ｍ

６
５
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し

た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
点
検
口
用
パ
ッ
キ
ン
）
は
，

現
在
５
２
ヶ
月
毎
に
点
検
を
実
施
し
て
い
る
が
，
Ｈ
ｘ
／
Ｂ
海
水
ポ
ン
プ
室
排
風
機

（
Ｂ
）
の
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ

て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
ま
た
，
Ｈ
ｘ
／
Ｂ
海
水
ポ
ン
プ
室
排
風
機
（
Ａ
）
に
つ
い
て
は
，
Ｈ
ｘ
／
Ｂ
海
水
ポ

ン
プ
室
排
風
機
（
Ｂ
）
と
型
式
が
同
じ
で
あ
り
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣

化
に
起
因
す
る
不
具
合
が
確
認
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
６
５
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
な
お
，
当
該
機
器
の
軸
受
等
の
部
品
に
起
因
す
る
異
常
の
早
期
検
知
を
目
的

に
，
運
転
中
の
状
態
監
視
（
振
動
診
断
）
を
継
続
実
施
し
，
信
頼
性
の
向
上
を
図

る
。

①
・
耐
震
健
全
性
検
査
（
原
子
炉
系
）

・
振
動
診
断
：
頻
度
は
回
転
機
械
振

動
診
断
手
順
書
に
よ
る
。

※
イ
ン
プ
ッ
ト
項
目
は
添
付
－
１
の
定
期
的
な
評
価
の
イ
ン
プ
ッ
ト
分
類
２
と
対
応

　
　
　
　
　
　
　
　
　
添
付
－
２
（
4
9
／
6
4
）

イ
ン
プ
ッ
ト

情
報
の
項
目

※
事
象
の
概
要

N
o
.

系
統
・機
器
名

備
考

(関
連
す
る
定
期
事
業
者
検
査
等
)

点
検
計
画
の

保
全
方
式
ま
た
は
点
検
内
容
の
変
更

評
価
内
容

４
つ
の

評
価
項
目

※
※

保
全
の
有
効
性
評
価
の
結
果
等
よ
り
保
全
へ
反
映
し
た
事
項

※
※
点
検
頻
度
の
変
更
に
適
用
し
た
評
価
方
法

①
点
検
お
よ
び
取
替
結
果
の
評
価

②
劣
化
ト
レ
ン
ド
に
よ
る
評
価

③
研
究
成
果
に
よ
る
評
価

④
類
似
機
器
等
の
使
用
実
績
に
よ
る
評
価

保
全
へ
の
反
映
内
容

評
価

項
目

変
更
前

変
更
後

2
1
2
換
気
空
調
補
機
非
常

用
冷
却
水
系
冷
水
ポ

ン
プ

分
解
点
検

３
９
Ｍ

５
２
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
ボ
ー
ル
ベ
ア
リ
ン
グ
，
メ
カ

ニ
カ
ル
シ
ー
ル
お
よ
び
Ｏ
リ
ン
グ
）
は
，
現
在
３
９
ヶ
月
毎
に
点
検
を
実
施
し
て
い

る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ

て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
５
２
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
な
お
，
当
該
機
器
の
軸
受
等
の
部
品
に
起
因
す
る
異
常
の
早
期
検
知
を
目
的

に
，
運
転
中
の
状
態
監
視
（
振
動
診
断
）
を
継
続
実
施
し
，
信
頼
性
の
向
上
を
図

る
。

①
・
耐
震
健
全
性
検
査
（
原
子
炉
系
）

・
振
動
診
断
：
頻
度
は
回
転
機
械
振

動
診
断
手
順
書
に
よ
る
。

2
1
3
原
子
炉
補
機
冷
却
海

水
系
の
弁
　
一
式

分
解
点
検

３
９
Ｍ
～

６
５
Ｍ

５
２
Ｍ
～

６
５
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。
　
当
該
機
器
の
う
ち
，
一
部
の
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
ガ
ス

ケ
ッ
ト
，
弁
体
付
弁
座
お
よ
び
ゴ
ム
シ
ー
ト
）
は
，
現
在
３
９
ヶ
月
毎
に
点
検
を
実

施
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
は

確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
５
２
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

①
－

2
1
4
中
央
制
御
室
再
循
環

送
風
機

開
放
点
検

５
２
Ｍ

６
５
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
点
検
口
用
パ
ッ
キ
ン
）
は
，

現
在
５
２
ヶ
月
毎
に
点
検
を
実
施
し
て
い
る
が
，
中
央
制
御
室
再
循
環
送
風
機

（
Ｂ
）
の
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ

て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
ま
た
，
中
央
制
御
室
再
循
環
送
風
機
（
Ａ
）
に
つ
い
て
は
，
中
央
制
御
室
再
循

環
送
風
機
（
Ｂ
）
と
型
式
が
同
じ
で
あ
り
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に

起
因
す
る
不
具
合
が
確
認
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
６
５
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
な
お
，
当
該
機
器
の
軸
受
等
の
部
品
に
起
因
す
る
異
常
の
早
期
検
知
を
目
的

に
，
運
転
中
の
状
態
監
視
（
振
動
診
断
）
を
継
続
実
施
し
，
信
頼
性
の
向
上
を
図

る
。

①
・
中
央
制
御
室
換
気
空
調
系
機
能
検

査 ・
耐
震
健
全
性
検
査
（
原
子
炉
系
）

・
振
動
診
断
：
頻
度
は
回
転
機
械
振

動
診
断
手
順
書
に
よ
る
。

2
1
5
Ｈ
ｘ
／
Ｂ
海
水
ポ
ン
プ

室
排
風
機

開
放
点
検

５
２
Ｍ

６
５
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
点
検
口
用
パ
ッ
キ
ン
）
は
，

現
在
５
２
ヶ
月
毎
に
点
検
を
実
施
し
て
い
る
が
，
Ｈ
ｘ
／
Ｂ
海
水
ポ
ン
プ
室
排
風
機

（
Ｂ
）
の
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ

て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
ま
た
，
Ｈ
ｘ
／
Ｂ
海
水
ポ
ン
プ
室
排
風
機
（
Ａ
）
に
つ
い
て
は
，
Ｈ
ｘ
／
Ｂ
海
水
ポ

ン
プ
室
排
風
機
（
Ｂ
）
と
型
式
が
同
じ
で
あ
り
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣

化
に
起
因
す
る
不
具
合
が
確
認
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
６
５
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
な
お
，
当
該
機
器
の
軸
受
等
の
部
品
に
起
因
す
る
異
常
の
早
期
検
知
を
目
的

に
，
運
転
中
の
状
態
監
視
（
振
動
診
断
）
を
継
続
実
施
し
，
信
頼
性
の
向
上
を
図

る
。

①
・
耐
震
健
全
性
検
査
（
原
子
炉
系
）

・
振
動
診
断
：
頻
度
は
回
転
機
械
振

動
診
断
手
順
書
に
よ
る
。

※
イ
ン
プ
ッ
ト
項
目
は
添
付
－
１
の
定
期
的
な
評
価
の
イ
ン
プ
ッ
ト
分
類
２
と
対
応

　
　
　
　
　
　
　
　
　
添
付
－
２
（
4
9
／
6
5
）

イ
ン
プ
ッ
ト

情
報
の
項
目

※
事
象
の
概
要

評
価
内
容

４
つ
の

評
価
項
目

※
※

保
全
の
有
効
性
評
価
の
結
果
等
よ
り
保
全
へ
反
映
し
た
事
項

N
o
.

系
統
・機
器
名

備
考

(関
連
す
る
定
期
事
業
者
検
査
等
)

点
検
計
画
の

保
全
方
式
ま
た
は
点
検
内
容
の
変
更

※
※
点
検
頻
度
の
変
更
に
適
用
し
た
評
価
方
法

①
点
検
お
よ
び
取
替
結
果
の
評
価

②
劣
化
ト
レ
ン
ド
に
よ
る
評
価

③
研
究
成
果
に
よ
る
評
価

④
類
似
機
器
等
の
使
用
実
績
に
よ
る
評
価
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頁追加による総頁の変更 

 

保
全
へ
の
反
映
内
容

評
価

項
目

変
更
前

変
更
後

2
1
6
高
電
導
度
廃
液
系
収

集
ポ
ン
プ

分
解
点
検

３
９
Ｍ

５
２
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し

た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
ボ
ー
ル
ベ
ア
リ
ン
グ
，
メ
カ

ニ
カ
ル
シ
ー
ル
，
Ｏ
リ
ン
グ
お
よ
び
シ
ー
ト
パ
ッ
キ
ン
）
は
，
現
在
３
９
ヶ
月
毎
に
点

検
を
実
施
し
て
い
る
が
，
高
電
導
度
廃
液
系
収
集
ポ
ン
プ
（
Ａ
）
の
過
去
の
点
検

実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使

用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
ま
た
，
高
電
導
度
廃
液
系
収
集
ポ
ン
プ
（
Ｂ
）
，
（
Ｃ
）
に
つ
い
て
は
，
高
電
導
度

廃
液
系
収
集
ポ
ン
プ
（
Ａ
）
と
型
式
が
同
じ
で
あ
り
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い

て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
が
確
認
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
５
２
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

①
・
耐
震
健
全
性
検
査
（
タ
ー
ビ
ン
系
）

2
1
7
高
電
導
度
廃
液
系
濃

縮
装
置
加
熱
器

開
放
点
検

非
破
壊
試
験

（
Ｅ
Ｃ
Ｔ
）

２
６
Ｍ

３
９
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し

た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
ガ
ス
ケ
ッ
ト
）
は
，
現
在
２

６
ヶ
月
毎
に
点
検
を
実
施
し
て
い
る
が
，
高
電
導
度
廃
液
系
濃
縮
装
置
加
熱
器

（
Ｂ
）
の
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ

て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
ま
た
，
高
電
導
度
廃
液
系
濃
縮
装
置
加
熱
器
（
Ａ
）
に
つ
い
て
は
，
高
電
導
度

廃
液
系
濃
縮
装
置
加
熱
器
（
Ｂ
）
と
型
式
が
同
じ
で
あ
り
，
過
去
の
点
検
実
績
に

お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
が
確
認
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
３
９
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

①
・
耐
震
健
全
性
検
査
（
タ
ー
ビ
ン
系
）

・
液
体
廃
棄
物
処
理
系
容
器
検
査

・
液
体
廃
棄
物
処
理
系
機
能
検
査

2
1
8
高
電
導
度
廃
液
系
濃

縮
装
置
蒸
発
缶

開
放
点
検

２
６
Ｍ

３
９
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し

た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
ガ
ス
ケ
ッ
ト
）
は
，
現
在
２

６
ヶ
月
毎
に
点
検
を
実
施
し
て
い
る
が
，
高
電
導
度
廃
液
系
濃
縮
装
置
蒸
発
缶

（
Ｂ
）
の
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ

て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
ま
た
，
高
電
導
度
廃
液
系
濃
縮
装
置
蒸
発
缶
（
Ａ
）
に
つ
い
て
は
，
高
電
導
度

廃
液
系
濃
縮
装
置
蒸
発
缶
（
Ｂ
）
と
型
式
が
同
じ
で
あ
り
，
過
去
の
点
検
実
績
に

お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
が
確
認
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
３
９
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

①
・
耐
震
健
全
性
検
査
（
タ
ー
ビ
ン
系
）

・
液
体
廃
棄
物
処
理
系
機
能
検
査

2
1
9
可
燃
性
ガ
ス
濃
度
制

御
系
の
弁
　
一
式

分
解
点
検

１
９
５
Ｍ

６
５
Ｍ
～

１
９
５
Ｍ

⑦
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
他
社

プ
ラ
ン
ト
の
不
適
合
事
象
（
可
燃
性
ガ
ス
濃
度
制

御
系
の
再
循
環
流
量
調
整
弁
動
作
不
良
の
兆

候
に
伴
う
Ｌ
Ｃ
Ｏ
逸
脱
に
つ
い
て
）
を
踏
ま
え
，
当

社
先
行
プ
ラ
ン
ト
の
類
似
機
器
の
使
用
実
績
を

基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。

　
当
該
機
器
の
う
ち
，
一
部
の
機
器
に
つ
い
て
，
当
社
先
行
プ
ラ
ン
ト
で
約
７
０
ヶ

月
の
運
転
期
間
を
経
過
し
て
も
問
題
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
６
５
ヶ
月
へ
の
見
直

し
が
適
切
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

④
－

※
イ
ン
プ
ッ
ト
項
目
は
添
付
－
１
の
定
期
的
な
評
価
の
イ
ン
プ
ッ
ト
分
類
２
と
対
応

　
　
　
　
　
　
　
　
　
添
付
－
２
（
5
0
／
6
4
）

イ
ン
プ
ッ
ト

情
報
の
項
目

※
事
象
の
概
要

N
o
.

系
統
・機
器
名

備
考

(関
連
す
る
定
期
事
業
者
検
査
等
)

点
検
計
画
の

保
全
方
式
ま
た
は
点
検
内
容
の
変
更

評
価
内
容

４
つ
の

評
価
項
目

※
※

保
全
の
有
効
性
評
価
の
結
果
等
よ
り
保
全
へ
反
映
し
た
事
項

※
※
点
検
頻
度
の
変
更
に
適
用
し
た
評
価
方
法

①
点
検
お
よ
び
取
替
結
果
の
評
価

②
劣
化
ト
レ
ン
ド
に
よ
る
評
価

③
研
究
成
果
に
よ
る
評
価

④
類
似
機
器
等
の
使
用
実
績
に
よ
る
評
価

保
全
へ
の
反
映
内
容

評
価

項
目

変
更
前

変
更
後

2
1
6
高
電
導
度
廃
液
系
収

集
ポ
ン
プ

分
解
点
検

３
９
Ｍ

５
２
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
ボ
ー
ル
ベ
ア
リ
ン
グ
，
メ
カ

ニ
カ
ル
シ
ー
ル
，
Ｏ
リ
ン
グ
お
よ
び
シ
ー
ト
パ
ッ
キ
ン
）
は
，
現
在
３
９
ヶ
月
毎
に
点

検
を
実
施
し
て
い
る
が
，
高
電
導
度
廃
液
系
収
集
ポ
ン
プ
（
Ａ
）
の
過
去
の
点
検

実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使

用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
ま
た
，
高
電
導
度
廃
液
系
収
集
ポ
ン
プ
（
Ｂ
）
，
（
Ｃ
）
に
つ
い
て
は
，
高
電
導
度

廃
液
系
収
集
ポ
ン
プ
（
Ａ
）
と
型
式
が
同
じ
で
あ
り
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い

て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
が
確
認
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
５
２
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

①
・
耐
震
健
全
性
検
査
（
タ
ー
ビ
ン
系
）

2
1
7
高
電
導
度
廃
液
系
濃

縮
装
置
加
熱
器

開
放
点
検

非
破
壊
試
験

（
Ｅ
Ｃ
Ｔ
）

２
６
Ｍ

３
９
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
ガ
ス
ケ
ッ
ト
）
は
，
現
在
２

６
ヶ
月
毎
に
点
検
を
実
施
し
て
い
る
が
，
高
電
導
度
廃
液
系
濃
縮
装
置
加
熱
器

（
Ｂ
）
の
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ

て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
ま
た
，
高
電
導
度
廃
液
系
濃
縮
装
置
加
熱
器
（
Ａ
）
に
つ
い
て
は
，
高
電
導
度

廃
液
系
濃
縮
装
置
加
熱
器
（
Ｂ
）
と
型
式
が
同
じ
で
あ
り
，
過
去
の
点
検
実
績
に

お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
が
確
認
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
３
９
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

①
・
耐
震
健
全
性
検
査
（
タ
ー
ビ
ン
系
）

・
液
体
廃
棄
物
処
理
系
容
器
検
査

・
液
体
廃
棄
物
処
理
系
機
能
検
査

2
1
8
高
電
導
度
廃
液
系
濃

縮
装
置
蒸
発
缶

開
放
点
検

２
６
Ｍ

３
９
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
ガ
ス
ケ
ッ
ト
）
は
，
現
在
２

６
ヶ
月
毎
に
点
検
を
実
施
し
て
い
る
が
，
高
電
導
度
廃
液
系
濃
縮
装
置
蒸
発
缶

（
Ｂ
）
の
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ

て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
ま
た
，
高
電
導
度
廃
液
系
濃
縮
装
置
蒸
発
缶
（
Ａ
）
に
つ
い
て
は
，
高
電
導
度

廃
液
系
濃
縮
装
置
蒸
発
缶
（
Ｂ
）
と
型
式
が
同
じ
で
あ
り
，
過
去
の
点
検
実
績
に

お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
が
確
認
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
３
９
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

①
・
耐
震
健
全
性
検
査
（
タ
ー
ビ
ン
系
）

・
液
体
廃
棄
物
処
理
系
機
能
検
査

2
1
9
可
燃
性
ガ
ス
濃
度
制

御
系
の
弁
　
一
式

分
解
点
検

１
９
５
Ｍ

６
５
Ｍ
～

１
９
５
Ｍ

⑦
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
他
社

プ
ラ
ン
ト
の
不
適
合
事
象
（
可
燃
性
ガ
ス
濃
度
制

御
系
の
再
循
環
流
量
調
整
弁
動
作
不
良
の
兆
候

に
伴
う
Ｌ
Ｃ
Ｏ
逸
脱
に
つ
い
て
）
を
踏
ま
え
，
当
社

先
行
プ
ラ
ン
ト
の
類
似
機
器
の
使
用
実
績
を
基
に

詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。

　
当
該
機
器
の
う
ち
，
一
部
の
機
器
に
つ
い
て
，
当
社
先
行
プ
ラ
ン
ト
で
約
７
０
ヶ

月
の
運
転
期
間
を
経
過
し
て
も
問
題
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
６
５
ヶ
月
へ
の
見
直

し
が
適
切
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

④
－

※
イ
ン
プ
ッ
ト
項
目
は
添
付
－
１
の
定
期
的
な
評
価
の
イ
ン
プ
ッ
ト
分
類
２
と
対
応

　
　
　
　
　
　
　
　
　
添
付
－
２
（
5
0
／
6
5
）

イ
ン
プ
ッ
ト

情
報
の
項
目

※
事
象
の
概
要

評
価
内
容

４
つ
の

評
価
項
目

※
※

保
全
の
有
効
性
評
価
の
結
果
等
よ
り
保
全
へ
反
映
し
た
事
項

N
o
.

系
統
・機
器
名

備
考

(関
連
す
る
定
期
事
業
者
検
査
等
)

点
検
計
画
の

保
全
方
式
ま
た
は
点
検
内
容
の
変
更

※
※
点
検
頻
度
の
変
更
に
適
用
し
た
評
価
方
法

①
点
検
お
よ
び
取
替
結
果
の
評
価

②
劣
化
ト
レ
ン
ド
に
よ
る
評
価

③
研
究
成
果
に
よ
る
評
価

④
類
似
機
器
等
の
使
用
実
績
に
よ
る
評
価
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頁追加による総頁の変更 

 

保
全
へ
の
反
映
内
容

評
価

項
目

変
更
前

変
更
後

2
2
0
低
電
導
度
廃
液
系
移

送
ポ
ン
プ

分
解
点
検

５
２
Ｍ

６
５
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し

た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
ボ
ー
ル
ベ
ア
リ
ン
グ
，
メ
カ

ニ
カ
ル
シ
ー
ル
，
Ｏ
リ
ン
グ
お
よ
び
シ
ー
ト
パ
ッ
キ
ン
）
は
，
現
在
５
２
ヶ
月
毎
に
点

検
を
実
施
し
て
い
る
が
，
低
電
導
度
廃
液
系
移
送
ポ
ン
プ
（
Ｂ
）
の
過
去
の
点
検

実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使

用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
ま
た
，
低
電
導
度
廃
液
系
移
送
ポ
ン
プ
（
Ａ
）
に
つ
い
て
は
，
低
電
導
度
廃
液

系
移
送
ポ
ン
プ
（
Ｂ
）
と
型
式
が
同
じ
で
あ
り
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣

化
に
起
因
す
る
不
具
合
が
確
認
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
６
５
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

①
－

2
2
1
高
電
導
度
廃
液
系
濃

縮
装
置
復
水
器

開
放
点
検

非
破
壊
試
験

（
Ｅ
Ｃ
Ｔ
）

５
２
Ｍ

６
５
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し

た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
ガ
ス
ケ
ッ
ト
）
は
，
現
在
５

２
ヶ
月
毎
に
点
検
を
実
施
し
て
い
る
が
，
高
電
導
度
廃
液
系
濃
縮
装
置
復
水
器

（
Ａ
）
の
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ

て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
ま
た
，
高
電
導
度
廃
液
系
濃
縮
装
置
復
水
器
（
Ｂ
）
に
つ
い
て
は
，
高
電
導
度

廃
液
系
濃
縮
装
置
復
水
器
（
Ａ
）
と
型
式
が
同
じ
で
あ
り
，
過
去
の
点
検
実
績
に

お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
が
確
認
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
６
５
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

①
液
体
廃
棄
物
処
理
系
容
器
検
査

（
先
行
定
検
）

2
2
2
高
電
導
度
廃
液
系
濃

縮
装
置
デ
ミ
ス
タ

開
放
点
検

２
６
Ｍ

３
９
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し

た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
ガ
ス
ケ
ッ
ト
）
は
，
現
在
２

６
ヶ
月
毎
に
点
検
を
実
施
し
て
い
る
が
，
高
電
導
度
廃
液
系
濃
縮
装
置
デ
ミ
ス
タ

（
Ａ
）
の
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ

て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
ま
た
，
高
電
導
度
廃
液
系
濃
縮
装
置
デ
ミ
ス
タ
（
Ｂ
）
に
つ
い
て
は
，
高
電
導
度

廃
液
系
濃
縮
装
置
デ
ミ
ス
タ
（
Ａ
）
と
型
式
が
同
じ
で
あ
り
，
過
去
の
点
検
実
績
に

お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
が
確
認
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
３
９
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

①
－

2
2
3
高
電
導
度
廃
液
系
サ

ン
プ
ル
ポ
ン
プ

分
解
点
検

５
２
Ｍ

６
５
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し

た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
ボ
ー
ル
ベ
ア
リ
ン
グ
，
メ
カ

ニ
カ
ル
シ
ー
ル
，
Ｏ
リ
ン
グ
お
よ
び
シ
ー
ト
パ
ッ
キ
ン
）
は
，
現
在
５
２
ヶ
月
毎
に
点

検
を
実
施
し
て
い
る
が
，
高
電
導
度
廃
液
系
サ
ン
プ
ル
ポ
ン
プ
（
Ｂ
）
の
過
去
の

点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継

続
使
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
ま
た
，
高
電
導
度
廃
液
系
サ
ン
プ
ル
ポ
ン
プ
（
Ａ
）
に
つ
い
て
は
，
高
電
導
度
廃

液
系
サ
ン
プ
ル
ポ
ン
プ
（
Ｂ
）
と
型
式
が
同
じ
で
あ
り
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い

て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
が
確
認
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
６
５
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

①
－

※
イ
ン
プ
ッ
ト
項
目
は
添
付
－
１
の
定
期
的
な
評
価
の
イ
ン
プ
ッ
ト
分
類
２
と
対
応

　
　
　
　
　
　
　
　
　
添
付
－
２
（
5
1
／
6
4
）

イ
ン
プ
ッ
ト

情
報
の
項
目

※
事
象
の
概
要

N
o
.

系
統
・機
器
名

備
考

(関
連
す
る
定
期
事
業
者
検
査
等
)

点
検
計
画
の

保
全
方
式
ま
た
は
点
検
内
容
の
変
更

評
価
内
容

４
つ
の

評
価
項
目

※
※

保
全
の
有
効
性
評
価
の
結
果
等
よ
り
保
全
へ
反
映
し
た
事
項

※
※
点
検
頻
度
の
変
更
に
適
用
し
た
評
価
方
法

①
点
検
お
よ
び
取
替
結
果
の
評
価

②
劣
化
ト
レ
ン
ド
に
よ
る
評
価

③
研
究
成
果
に
よ
る
評
価

④
類
似
機
器
等
の
使
用
実
績
に
よ
る
評
価

保
全
へ
の
反
映
内
容

評
価

項
目

変
更
前

変
更
後

2
2
0
低
電
導
度
廃
液
系
移

送
ポ
ン
プ

分
解
点
検

５
２
Ｍ

６
５
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
ボ
ー
ル
ベ
ア
リ
ン
グ
，
メ
カ

ニ
カ
ル
シ
ー
ル
，
Ｏ
リ
ン
グ
お
よ
び
シ
ー
ト
パ
ッ
キ
ン
）
は
，
現
在
５
２
ヶ
月
毎
に
点

検
を
実
施
し
て
い
る
が
，
低
電
導
度
廃
液
系
移
送
ポ
ン
プ
（
Ｂ
）
の
過
去
の
点
検

実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使

用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
ま
た
，
低
電
導
度
廃
液
系
移
送
ポ
ン
プ
（
Ａ
）
に
つ
い
て
は
，
低
電
導
度
廃
液

系
移
送
ポ
ン
プ
（
Ｂ
）
と
型
式
が
同
じ
で
あ
り
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣

化
に
起
因
す
る
不
具
合
が
確
認
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
６
５
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

①
－

2
2
1
高
電
導
度
廃
液
系
濃

縮
装
置
復
水
器

開
放
点
検

非
破
壊
試
験

（
Ｅ
Ｃ
Ｔ
）

５
２
Ｍ

６
５
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
ガ
ス
ケ
ッ
ト
）
は
，
現
在
５

２
ヶ
月
毎
に
点
検
を
実
施
し
て
い
る
が
，
高
電
導
度
廃
液
系
濃
縮
装
置
復
水
器

（
Ａ
）
の
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ

て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
ま
た
，
高
電
導
度
廃
液
系
濃
縮
装
置
復
水
器
（
Ｂ
）
に
つ
い
て
は
，
高
電
導
度

廃
液
系
濃
縮
装
置
復
水
器
（
Ａ
）
と
型
式
が
同
じ
で
あ
り
，
過
去
の
点
検
実
績
に

お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
が
確
認
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
６
５
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

①
液
体
廃
棄
物
処
理
系
容
器
検
査
（
先

行
定
検
）

2
2
2
高
電
導
度
廃
液
系
濃

縮
装
置
デ
ミ
ス
タ

開
放
点
検

２
６
Ｍ

３
９
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
ガ
ス
ケ
ッ
ト
）
は
，
現
在
２

６
ヶ
月
毎
に
点
検
を
実
施
し
て
い
る
が
，
高
電
導
度
廃
液
系
濃
縮
装
置
デ
ミ
ス
タ

（
Ａ
）
の
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ

て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
ま
た
，
高
電
導
度
廃
液
系
濃
縮
装
置
デ
ミ
ス
タ
（
Ｂ
）
に
つ
い
て
は
，
高
電
導
度

廃
液
系
濃
縮
装
置
デ
ミ
ス
タ
（
Ａ
）
と
型
式
が
同
じ
で
あ
り
，
過
去
の
点
検
実
績
に

お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
が
確
認
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
３
９
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

①
－

2
2
3
高
電
導
度
廃
液
系
サ

ン
プ
ル
ポ
ン
プ

分
解
点
検

５
２
Ｍ

６
５
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
ボ
ー
ル
ベ
ア
リ
ン
グ
，
メ
カ

ニ
カ
ル
シ
ー
ル
，
Ｏ
リ
ン
グ
お
よ
び
シ
ー
ト
パ
ッ
キ
ン
）
は
，
現
在
５
２
ヶ
月
毎
に
点

検
を
実
施
し
て
い
る
が
，
高
電
導
度
廃
液
系
サ
ン
プ
ル
ポ
ン
プ
（
Ｂ
）
の
過
去
の

点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継

続
使
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
ま
た
，
高
電
導
度
廃
液
系
サ
ン
プ
ル
ポ
ン
プ
（
Ａ
）
に
つ
い
て
は
，
高
電
導
度
廃

液
系
サ
ン
プ
ル
ポ
ン
プ
（
Ｂ
）
と
型
式
が
同
じ
で
あ
り
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い

て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
が
確
認
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
６
５
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

①
－

※
イ
ン
プ
ッ
ト
項
目
は
添
付
－
１
の
定
期
的
な
評
価
の
イ
ン
プ
ッ
ト
分
類
２
と
対
応

　
　
　
　
　
　
　
　
　
添
付
－
２
（
5
1
／
6
5
）

イ
ン
プ
ッ
ト

情
報
の
項
目

※
事
象
の
概
要

評
価
内
容

４
つ
の

評
価
項
目

※
※

保
全
の
有
効
性
評
価
の
結
果
等
よ
り
保
全
へ
反
映
し
た
事
項

N
o
.

系
統
・機
器
名

備
考

(関
連
す
る
定
期
事
業
者
検
査
等
)

点
検
計
画
の

保
全
方
式
ま
た
は
点
検
内
容
の
変
更

※
※
点
検
頻
度
の
変
更
に
適
用
し
た
評
価
方
法

①
点
検
お
よ
び
取
替
結
果
の
評
価

②
劣
化
ト
レ
ン
ド
に
よ
る
評
価

③
研
究
成
果
に
よ
る
評
価

④
類
似
機
器
等
の
使
用
実
績
に
よ
る
評
価
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頁追加による総頁の変更 

 

保
全
へ
の
反
映
内
容

評
価

項
目

変
更
前

変
更
後

2
2
4
洗
濯
廃
液
系
サ
ン
プ

ル
ポ
ン
プ

分
解
点
検

５
２
Ｍ

６
５
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し

た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
ボ
ー
ル
ベ
ア
リ
ン
グ
，
メ
カ

ニ
カ
ル
シ
ー
ル
，
Ｏ
リ
ン
グ
お
よ
び
シ
ー
ト
パ
ッ
キ
ン
）
は
，
現
在
５
２
ヶ
月
毎
に
点

検
を
実
施
し
て
い
る
が
，
洗
濯
廃
液
系
サ
ン
プ
ル
ポ
ン
プ
（
Ｂ
）
の
過
去
の
点
検

実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使

用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
ま
た
，
洗
濯
廃
液
系
サ
ン
プ
ル
ポ
ン
プ
（
Ａ
）
に
つ
い
て
は
，
洗
濯
廃
液
系
サ
ン

プ
ル
ポ
ン
プ
（
Ｂ
）
と
型
式
が
同
じ
で
あ
り
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化

に
起
因
す
る
不
具
合
が
確
認
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
６
５
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

①
－

2
2
5
デ
カ
ン
ト
ポ
ン
プ

分
解
点
検

機
能
・
性
能
試

験

５
２
Ｍ

６
５
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し

た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
ボ
ー
ル
ベ
ア
リ
ン
グ
，
メ
カ

ニ
カ
ル
シ
ー
ル
お
よ
び
Ｏ
リ
ン
グ
）
は
，
現
在
５
２
ヶ
月
毎
に
点
検
を
実
施
し
て
い

る
が
，
デ
カ
ン
ト
ポ
ン
プ
（
Ｂ
）
の
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す

る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し

た
。
　
ま
た
，
デ
カ
ン
ト
ポ
ン
プ
（
Ａ
）
に
つ
い
て
は
，
デ
カ
ン
ト
ポ
ン
プ
（
Ｂ
）
と
型
式
が

同
じ
で
あ
り
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
が
確

認
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
６
５
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

①
固
体
廃
棄
物
処
理
系
設
備
検
査

2
2
6
濃
縮
廃
液
貯
蔵
タ
ン

ク
開
放
点
検

６
５
Ｍ

１
３
０
Ｍ

⑦
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
国
内

他
プ
ラ
ン
ト
に
お
け
る
類
似
機
器
の
点
検
実
績
を

基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
胴
板
お
よ
び
鏡
板
）
は
，
現

在
６
５
ヶ
月
毎
に
点
検
を
計
画
し
て
い
る
が
，
国
内
他
プ
ラ
ン
ト
に
お
い
て
，
当
該

機
器
と
材
質
，
使
用
状
況
が
類
似
で
あ
る
濃
縮
廃
液
貯
蔵
タ
ン
ク
に
つ
い
て
，
１

３
０
ヶ
月
の
周
期
で
点
検
を
実
施
し
て
お
り
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
認
め

ら
れ
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
１
３
０
ヶ
月
へ
の
延

長
が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

④
－

2
2
7
低
圧
第
１
給
水
加
熱

器
ド
レ
ン
冷
却
器

開
放
点
検

非
破
壊
試
験

（
Ｅ
Ｃ
Ｔ
）

５
２
Ｍ

６
５
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し

た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
ガ
ス
ケ
ッ
ト
）
は
，
現
在
５

２
ヶ
月
毎
に
点
検
を
実
施
し
て
い
る
が
，
低
圧
第
１
給
水
加
熱
器
ド
レ
ン
冷
却
器

（
Ｃ
）
の
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ

て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
ま
た
，
低
圧
第
１
給
水
加
熱
器
ド
レ
ン
冷
却
器
（
Ａ
）
，
（
Ｂ
）
に
つ
い
て
は
，
低
圧

第
１
給
水
加
熱
器
ド
レ
ン
冷
却
器
（
Ｃ
）
と
型
式
が
同
じ
で
あ
り
，
過
去
の
点
検
実

績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
が
確
認
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し

た
。
　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
６
５
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

①
給
水
加
熱
器
開
放
検
査

※
イ
ン
プ
ッ
ト
項
目
は
添
付
－
１
の
定
期
的
な
評
価
の
イ
ン
プ
ッ
ト
分
類
２
と
対
応

　
　
　
　
　
　
　
　
　
添
付
－
２
（
5
2
／
6
4
）

イ
ン
プ
ッ
ト

情
報
の
項
目

※
事
象
の
概
要

N
o
.

系
統
・機
器
名

備
考

(関
連
す
る
定
期
事
業
者
検
査
等
)

点
検
計
画
の

保
全
方
式
ま
た
は
点
検
内
容
の
変
更

評
価
内
容

４
つ
の

評
価
項
目

※
※

保
全
の
有
効
性
評
価
の
結
果
等
よ
り
保
全
へ
反
映
し
た
事
項

※
※
点
検
頻
度
の
変
更
に
適
用
し
た
評
価
方
法

①
点
検
お
よ
び
取
替
結
果
の
評
価

②
劣
化
ト
レ
ン
ド
に
よ
る
評
価

③
研
究
成
果
に
よ
る
評
価

④
類
似
機
器
等
の
使
用
実
績
に
よ
る
評
価

保
全
へ
の
反
映
内
容

評
価

項
目

変
更
前

変
更
後

2
2
4
洗
濯
廃
液
系
サ
ン
プ

ル
ポ
ン
プ

分
解
点
検

５
２
Ｍ

６
５
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
ボ
ー
ル
ベ
ア
リ
ン
グ
，
メ
カ

ニ
カ
ル
シ
ー
ル
，
Ｏ
リ
ン
グ
お
よ
び
シ
ー
ト
パ
ッ
キ
ン
）
は
，
現
在
５
２
ヶ
月
毎
に
点

検
を
実
施
し
て
い
る
が
，
洗
濯
廃
液
系
サ
ン
プ
ル
ポ
ン
プ
（
Ｂ
）
の
過
去
の
点
検

実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使

用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
ま
た
，
洗
濯
廃
液
系
サ
ン
プ
ル
ポ
ン
プ
（
Ａ
）
に
つ
い
て
は
，
洗
濯
廃
液
系
サ
ン

プ
ル
ポ
ン
プ
（
Ｂ
）
と
型
式
が
同
じ
で
あ
り
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化

に
起
因
す
る
不
具
合
が
確
認
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
６
５
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

①
－

2
2
5
デ
カ
ン
ト
ポ
ン
プ

分
解
点
検

機
能
・
性
能
試

験

５
２
Ｍ

６
５
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
ボ
ー
ル
ベ
ア
リ
ン
グ
，
メ
カ

ニ
カ
ル
シ
ー
ル
お
よ
び
Ｏ
リ
ン
グ
）
は
，
現
在
５
２
ヶ
月
毎
に
点
検
を
実
施
し
て
い

る
が
，
デ
カ
ン
ト
ポ
ン
プ
（
Ｂ
）
の
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す

る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し

た
。
　
ま
た
，
デ
カ
ン
ト
ポ
ン
プ
（
Ａ
）
に
つ
い
て
は
，
デ
カ
ン
ト
ポ
ン
プ
（
Ｂ
）
と
型
式
が

同
じ
で
あ
り
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
が
確

認
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
６
５
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

①
固
体
廃
棄
物
処
理
系
設
備
検
査

2
2
6
濃
縮
廃
液
貯
蔵
タ
ン

ク
開
放
点
検

６
５
Ｍ

１
３
０
Ｍ

⑦
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
国
内

他
プ
ラ
ン
ト
に
お
け
る
類
似
機
器
の
点
検
実
績
を

基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
胴
板
お
よ
び
鏡
板
）
は
，
現

在
６
５
ヶ
月
毎
に
点
検
を
計
画
し
て
い
る
が
，
国
内
他
プ
ラ
ン
ト
に
お
い
て
，
当
該

機
器
と
材
質
，
使
用
状
況
が
類
似
で
あ
る
濃
縮
廃
液
貯
蔵
タ
ン
ク
に
つ
い
て
，
１

３
０
ヶ
月
の
周
期
で
点
検
を
実
施
し
て
お
り
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
認
め

ら
れ
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
１
３
０
ヶ
月
へ
の
延

長
が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

④
－

2
2
7
低
圧
第
１
給
水
加
熱

器
ド
レ
ン
冷
却
器

開
放
点
検

非
破
壊
試
験

（
Ｅ
Ｃ
Ｔ
）

５
２
Ｍ

６
５
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
ガ
ス
ケ
ッ
ト
）
は
，
現
在
５

２
ヶ
月
毎
に
点
検
を
実
施
し
て
い
る
が
，
低
圧
第
１
給
水
加
熱
器
ド
レ
ン
冷
却
器

（
Ｃ
）
の
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ

て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
ま
た
，
低
圧
第
１
給
水
加
熱
器
ド
レ
ン
冷
却
器
（
Ａ
）
，
（
Ｂ
）
に
つ
い
て
は
，
低
圧

第
１
給
水
加
熱
器
ド
レ
ン
冷
却
器
（
Ｃ
）
と
型
式
が
同
じ
で
あ
り
，
過
去
の
点
検
実

績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
が
確
認
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し

た
。
　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
６
５
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

①
給
水
加
熱
器
開
放
検
査

※
イ
ン
プ
ッ
ト
項
目
は
添
付
－
１
の
定
期
的
な
評
価
の
イ
ン
プ
ッ
ト
分
類
２
と
対
応

　
　
　
　
　
　
　
　
　
添
付
－
２
（
5
2
／
6
5
）

イ
ン
プ
ッ
ト

情
報
の
項
目

※
事
象
の
概
要

評
価
内
容

４
つ
の

評
価
項
目

※
※

保
全
の
有
効
性
評
価
の
結
果
等
よ
り
保
全
へ
反
映
し
た
事
項

N
o
.

系
統
・機
器
名

備
考

(関
連
す
る
定
期
事
業
者
検
査
等
)

点
検
計
画
の

保
全
方
式
ま
た
は
点
検
内
容
の
変
更

※
※
点
検
頻
度
の
変
更
に
適
用
し
た
評
価
方
法

①
点
検
お
よ
び
取
替
結
果
の
評
価

②
劣
化
ト
レ
ン
ド
に
よ
る
評
価

③
研
究
成
果
に
よ
る
評
価

④
類
似
機
器
等
の
使
用
実
績
に
よ
る
評
価
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頁追加による総頁の変更 

 

保
全
へ
の
反
映
内
容

評
価

項
目

変
更
前

変
更
後

2
2
8
低
圧
第
１
給
水
加
熱

器
開
放
点
検

非
破
壊
試
験

（
Ｅ
Ｃ
Ｔ
）

５
２
Ｍ

６
５
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し

た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
ガ
ス
ケ
ッ
ト
）
は
，
現
在
５

２
ヶ
月
毎
に
点
検
を
実
施
し
て
い
る
が
，
低
圧
第
１
給
水
加
熱
器
（
Ｃ
）
の
過
去
の

点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継

続
使
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
ま
た
，
低
圧
第
１
給
水
加
熱
器
（
Ａ
）
，
（
Ｂ
）
に
つ
い
て
は
，
低
圧
第
１
給
水
加

熱
器
（
Ｃ
）
と
型
式
が
同
じ
で
あ
り
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因

す
る
不
具
合
が
確
認
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
６
５
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

①
給
水
加
熱
器
開
放
検
査

2
2
9
低
圧
第
２
給
水
加
熱

器
開
放
点
検

非
破
壊
試
験

（
Ｅ
Ｃ
Ｔ
）

５
２
Ｍ

６
５
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し

た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
ガ
ス
ケ
ッ
ト
）
は
，
現
在
５

２
ヶ
月
毎
に
点
検
を
実
施
し
て
い
る
が
，
低
圧
第
２
給
水
加
熱
器
（
Ｃ
）
の
過
去
の

点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継

続
使
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
ま
た
，
低
圧
第
２
給
水
加
熱
器
（
Ａ
）
，
（
Ｂ
）
に
つ
い
て
は
，
低
圧
第
２
給
水
加

熱
器
（
Ｃ
）
と
型
式
が
同
じ
で
あ
り
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因

す
る
不
具
合
が
確
認
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
６
５
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

①
給
水
加
熱
器
開
放
検
査

2
3
0
低
圧
第
３
給
水
加
熱

器
開
放
点
検

非
破
壊
試
験

（
Ｅ
Ｃ
Ｔ
）

５
２
Ｍ

６
５
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し

た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
ガ
ス
ケ
ッ
ト
）
は
，
現
在
５

２
ヶ
月
毎
に
点
検
を
実
施
し
て
い
る
が
，
低
圧
第
３
給
水
加
熱
器
（
Ａ
）
，
（
Ｃ
）
の

過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら

ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
ま
た
，
低
圧
第
３
給
水
加
熱
器
（
Ｂ
）
に
つ
い
て
は
，
低
圧
第
３
給
水
加
熱
器

（
Ａ
）
，
（
Ｃ
）
と
型
式
が
同
じ
で
あ
り
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起

因
す
る
不
具
合
が
確
認
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
６
５
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

①
給
水
加
熱
器
開
放
検
査

2
3
1
低
圧
第
４
給
水
加
熱

器
開
放
点
検

非
破
壊
試
験

（
Ｅ
Ｃ
Ｔ
）

５
２
Ｍ

６
５
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し

た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
ガ
ス
ケ
ッ
ト
）
は
，
現
在
５

２
ヶ
月
毎
に
点
検
を
実
施
し
て
い
る
が
，
低
圧
第
４
給
水
加
熱
器
（
Ａ
）
，
（
Ｃ
）
の

過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら

ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
ま
た
，
低
圧
第
４
給
水
加
熱
器
（
Ｂ
）
に
つ
い
て
は
，
低
圧
第
４
給
水
加
熱
器

（
Ａ
）
，
（
Ｃ
）
と
型
式
が
同
じ
で
あ
り
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起

因
す
る
不
具
合
が
確
認
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
６
５
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

①
給
水
加
熱
器
開
放
検
査

※
イ
ン
プ
ッ
ト
項
目
は
添
付
－
１
の
定
期
的
な
評
価
の
イ
ン
プ
ッ
ト
分
類
２
と
対
応

　
　
　
　
　
　
　
　
　
添
付
－
２
（
5
3
／
6
4
）

イ
ン
プ
ッ
ト

情
報
の
項
目

※
事
象
の
概
要

N
o
.

系
統
・機
器
名

備
考

(関
連
す
る
定
期
事
業
者
検
査
等
)

点
検
計
画
の

保
全
方
式
ま
た
は
点
検
内
容
の
変
更

評
価
内
容

４
つ
の

評
価
項
目

※
※

保
全
の
有
効
性
評
価
の
結
果
等
よ
り
保
全
へ
反
映
し
た
事
項

※
※
点
検
頻
度
の
変
更
に
適
用
し
た
評
価
方
法

①
点
検
お
よ
び
取
替
結
果
の
評
価

②
劣
化
ト
レ
ン
ド
に
よ
る
評
価

③
研
究
成
果
に
よ
る
評
価

④
類
似
機
器
等
の
使
用
実
績
に
よ
る
評
価

保
全
へ
の
反
映
内
容

評
価

項
目

変
更
前

変
更
後

2
2
8
低
圧
第
１
給
水
加
熱

器
開
放
点
検

非
破
壊
試
験

（
Ｅ
Ｃ
Ｔ
）

５
２
Ｍ

６
５
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
ガ
ス
ケ
ッ
ト
）
は
，
現
在
５

２
ヶ
月
毎
に
点
検
を
実
施
し
て
い
る
が
，
低
圧
第
１
給
水
加
熱
器
（
Ｃ
）
の
過
去
の

点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継

続
使
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
ま
た
，
低
圧
第
１
給
水
加
熱
器
（
Ａ
）
，
（
Ｂ
）
に
つ
い
て
は
，
低
圧
第
１
給
水
加

熱
器
（
Ｃ
）
と
型
式
が
同
じ
で
あ
り
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因

す
る
不
具
合
が
確
認
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
６
５
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

①
給
水
加
熱
器
開
放
検
査

2
2
9
低
圧
第
２
給
水
加
熱

器
開
放
点
検

非
破
壊
試
験

（
Ｅ
Ｃ
Ｔ
）

５
２
Ｍ

６
５
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
ガ
ス
ケ
ッ
ト
）
は
，
現
在
５

２
ヶ
月
毎
に
点
検
を
実
施
し
て
い
る
が
，
低
圧
第
２
給
水
加
熱
器
（
Ｃ
）
の
過
去
の

点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継

続
使
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
ま
た
，
低
圧
第
２
給
水
加
熱
器
（
Ａ
）
，
（
Ｂ
）
に
つ
い
て
は
，
低
圧
第
２
給
水
加

熱
器
（
Ｃ
）
と
型
式
が
同
じ
で
あ
り
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因

す
る
不
具
合
が
確
認
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
６
５
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

①
給
水
加
熱
器
開
放
検
査

2
3
0
低
圧
第
３
給
水
加
熱

器
開
放
点
検

非
破
壊
試
験

（
Ｅ
Ｃ
Ｔ
）

５
２
Ｍ

６
５
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
ガ
ス
ケ
ッ
ト
）
は
，
現
在
５

２
ヶ
月
毎
に
点
検
を
実
施
し
て
い
る
が
，
低
圧
第
３
給
水
加
熱
器
（
Ａ
）
，
（
Ｃ
）
の

過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら

ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
ま
た
，
低
圧
第
３
給
水
加
熱
器
（
Ｂ
）
に
つ
い
て
は
，
低
圧
第
３
給
水
加
熱
器

（
Ａ
）
，
（
Ｃ
）
と
型
式
が
同
じ
で
あ
り
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起

因
す
る
不
具
合
が
確
認
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
６
５
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

①
給
水
加
熱
器
開
放
検
査

2
3
1
低
圧
第
４
給
水
加
熱

器
開
放
点
検

非
破
壊
試
験

（
Ｅ
Ｃ
Ｔ
）

５
２
Ｍ

６
５
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
ガ
ス
ケ
ッ
ト
）
は
，
現
在
５

２
ヶ
月
毎
に
点
検
を
実
施
し
て
い
る
が
，
低
圧
第
４
給
水
加
熱
器
（
Ａ
）
，
（
Ｃ
）
の

過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら

ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
ま
た
，
低
圧
第
４
給
水
加
熱
器
（
Ｂ
）
に
つ
い
て
は
，
低
圧
第
４
給
水
加
熱
器

（
Ａ
）
，
（
Ｃ
）
と
型
式
が
同
じ
で
あ
り
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起

因
す
る
不
具
合
が
確
認
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
６
５
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

①
給
水
加
熱
器
開
放
検
査

※
イ
ン
プ
ッ
ト
項
目
は
添
付
－
１
の
定
期
的
な
評
価
の
イ
ン
プ
ッ
ト
分
類
２
と
対
応

　
　
　
　
　
　
　
　
　
添
付
－
２
（
5
3
／
6
5
）

イ
ン
プ
ッ
ト

情
報
の
項
目

※
事
象
の
概
要

評
価
内
容

４
つ
の

評
価
項
目

※
※

保
全
の
有
効
性
評
価
の
結
果
等
よ
り
保
全
へ
反
映
し
た
事
項

N
o
.

系
統
・機
器
名

備
考

(関
連
す
る
定
期
事
業
者
検
査
等
)

点
検
計
画
の

保
全
方
式
ま
た
は
点
検
内
容
の
変
更

※
※
点
検
頻
度
の
変
更
に
適
用
し
た
評
価
方
法

①
点
検
お
よ
び
取
替
結
果
の
評
価

②
劣
化
ト
レ
ン
ド
に
よ
る
評
価

③
研
究
成
果
に
よ
る
評
価

④
類
似
機
器
等
の
使
用
実
績
に
よ
る
評
価
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頁追加による総頁の変更 

 

保
全
へ
の
反
映
内
容

評
価

項
目

変
更
前

変
更
後

2
3
2
原
子
炉
補
機
冷
却
海

水
系
配
管
　
一
式
，

高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ

補
機
冷
却
海
水
系
配

管
　
一
式

開
放
点
検

６
５
Ｍ
～

１
３
０
Ｍ

７
８
Ｍ
～

１
３
０
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
当
社

先
行
プ
ラ
ン
ト
に
お
け
る
類
似
機
器
の
点
検
実
績

を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
ガ
ス
ケ
ッ
ト
お
よ
び
パ
ッ
キ

ン
）
は
，
現
在
６
５
ヶ
月
毎
に
点
検
を
計
画
し
て
い
る
が
，
当
社
先
行
プ
ラ
ン
ト
に

お
い
て
７
８
ヶ
月
の
周
期
で
点
検
を
実
施
し
て
お
り
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合

は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
７
８
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

④
-

2
3
3
タ
ー
ビ
ン
補
機
冷
却

海
水
系
配
管
　
一
式
開
放
点
検

６
５
Ｍ

７
８
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
当
社

先
行
プ
ラ
ン
ト
に
お
け
る
類
似
機
器
の
点
検
実
績

を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
ガ
ス
ケ
ッ
ト
）
は
，
現
在
６

５
ヶ
月
毎
に
点
検
を
計
画
し
て
い
る
が
，
当
社
先
行
プ
ラ
ン
ト
に
お
い
て
７
８
ヶ
月

の
周
期
で
点
検
を
実
施
し
て
お
り
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
認
め
ら
れ
て

い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
７
８
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

④
-

2
3
4
Ｒ
Ｆ
Ｐ
－
Ｔ
低
圧
蒸
気

止
め
弁

分
解
点
検

２
６
Ｍ

３
９
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し

た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
グ
ラ
ン
ド
パ
ッ
キ
ン
お
よ
び

ガ
ス
ケ
ッ
ト
）
は
，
現
在
２
６
ヶ
月
毎
に
点
検
を
実
施
し
て
い
る
が
，
Ｒ
Ｆ
Ｐ
－
Ｔ
低
圧

蒸
気
止
め
弁
（
Ａ
）
，
（
Ｂ
）
の
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る

不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
３
９
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

①
原
子
炉
給
水
ポ
ン
プ
分
解
検
査

2
3
5
中
央
制
御
室
外
気
取

入
ダ
ン
パ
操
作
器

（
前
）

分
解
点
検

－
２
６
Ｍ

④
　
中
央
制
御
室
外
気
取
入
ダ
ン
パ
操
作
器
（
後
）

の
不
適
合
事
象
を
踏
ま
え
，
当
社
の
類
似
機
器

の
使
用
実
績
を
基
に
点
検
項
目
を
追
加
し
た
。

　
中
央
制
御
室
外
気
取
入
ダ
ン
パ
操
作
器
（
後
）
の
不
適
合
事
象
を
踏
ま
え
，
当

該
機
器
の
点
検
項
目
に
分
解
点
検
を
追
加
し
た
。
頻
度
に
つ
い
て
は
類
似
機

器
を
参
考
に
，
２
６
ヶ
月
の
頻
度
が
適
切
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

④
－

2
3
6
中
央
制
御
室
外
気
取

入
ダ
ン
パ
操
作
器

（
後
）

分
解
点
検

－
２
６
Ｍ

④
　
当
該
機
器
の
不
適
合
事
象
を
踏
ま
え
，
当
社
の

類
似
機
器
の
使
用
実
績
を
基
に
点
検
項
目
を
追

加
し
た
。

　
当
該
機
器
に
つ
い
て
，
腐
食
に
よ
る
不
適
合
が
発
生
し
た
た
め
，
点
検
項
目
に

分
解
点
検
を
追
加
し
た
。
頻
度
に
つ
い
て
は
類
似
機
器
を
参
考
に
，
２
６
ヶ
月
の

頻
度
が
適
切
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

④
－

2
3
7
中
央
制
御
室
少
量
外

気
取
入
ダ
ン
パ
操
作

器
（
Ａ
）

分
解
点
検

－
５
２
Ｍ

④
　
中
央
制
御
室
外
気
取
入
ダ
ン
パ
操
作
器
（
後
）

の
不
適
合
事
象
を
踏
ま
え
，
当
社
の
類
似
機
器

の
使
用
実
績
を
基
に
点
検
項
目
を
追
加
し
た
。

　
中
央
制
御
室
外
気
取
入
ダ
ン
パ
操
作
器
（
後
）
の
不
適
合
事
象
を
踏
ま
え
，
当

該
機
器
の
点
検
項
目
に
分
解
点
検
を
追
加
し
た
。
頻
度
に
つ
い
て
は
類
似
機

器
を
参
考
に
，
５
２
ヶ
月
の
頻
度
が
適
切
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

④
－

2
3
8
中
央
制
御
室
少
量
外

気
取
入
ダ
ン
パ
操
作

器
（
Ｂ
）

分
解
点
検

－
５
２
Ｍ

④
　
中
央
制
御
室
外
気
取
入
ダ
ン
パ
操
作
器
（
後
）

の
不
適
合
事
象
を
踏
ま
え
，
当
社
の
類
似
機
器

の
使
用
実
績
を
基
に
点
検
項
目
を
追
加
し
た
。

　
中
央
制
御
室
外
気
取
入
ダ
ン
パ
操
作
器
（
後
）
の
不
適
合
事
象
を
踏
ま
え
，
当

該
機
器
の
点
検
項
目
に
分
解
点
検
を
追
加
し
た
。
頻
度
に
つ
い
て
は
類
似
機

器
を
参
考
に
，
５
２
ヶ
月
の
頻
度
が
適
切
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

④
－

2
3
9
そ
の
他
計
装
品
　
一

式
部
品
取
替

取
替

２
０
８
M

１
５
６
M

２
４
７
M

③
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
先
行

プ
ラ
ン
ト
の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実

施
し
た
。

　
一
般
的
に
，
電
気
式
変
換
器
等
の
計
装
品
の
主
要
劣
化
は
半
導
体
，
可
変
抵

抗
器
，
電
解
コ
ン
デ
ン
サ
等
の
電
子
部
品
の
特
性
変
化
が
挙
げ
ら
れ
，
主
要
因

は
環
境
要
因
と
い
え
る
。
ま
た
，
こ
れ
ら
の
電
気
式
変
換
器
等
の
計
装
品
は
シ
ビ

ア
な
設
置
環
境
に
な
く
，
プ
ラ
ン
ト
に
よ
っ
て
相
違
の
あ
る
も
の
で
は
な
い
。

　
当
社
先
行
プ
ラ
ン
ト
の
電
気
式
変
換
器
等
の
計
装
品
使
用
実
績
は
，
最
長
で

２
５
年
以
上
継
続
使
用
し
て
い
る
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て

は
，
２
４
７
ヶ
月
へ
の
延
長
が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

④
－

※
イ
ン
プ
ッ
ト
項
目
は
添
付
－
１
の
定
期
的
な
評
価
の
イ
ン
プ
ッ
ト
分
類
２
と
対
応

　
　
　
　
　
　
　
　
　
添
付
－
２
（
5
4
／
6
4
）

イ
ン
プ
ッ
ト

情
報
の
項
目

※
事
象
の
概
要

N
o
.

系
統
・機
器
名

備
考

(関
連
す
る
定
期
事
業
者
検
査
等
)

点
検
計
画
の

保
全
方
式
ま
た
は
点
検
内
容
の
変
更

評
価
内
容

４
つ
の

評
価
項
目

※
※

保
全
の
有
効
性
評
価
の
結
果
等
よ
り
保
全
へ
反
映
し
た
事
項

※
※
点
検
頻
度
の
変
更
に
適
用
し
た
評
価
方
法

①
点
検
お
よ
び
取
替
結
果
の
評
価

②
劣
化
ト
レ
ン
ド
に
よ
る
評
価

③
研
究
成
果
に
よ
る
評
価

④
類
似
機
器
等
の
使
用
実
績
に
よ
る
評
価

保
全
へ
の
反
映
内
容

評
価

項
目

変
更
前

変
更
後

2
3
2
原
子
炉
補
機
冷
却
海

水
系
配
管
　
一
式
，

高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ

補
機
冷
却
海
水
系
配

管
　
一
式

開
放
点
検

６
５
Ｍ
～

１
３
０
Ｍ

７
８
Ｍ
～

１
３
０
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
当
社

先
行
プ
ラ
ン
ト
に
お
け
る
類
似
機
器
の
点
検
実
績

を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
ガ
ス
ケ
ッ
ト
お
よ
び
パ
ッ
キ

ン
）
は
，
現
在
６
５
ヶ
月
毎
に
点
検
を
計
画
し
て
い
る
が
，
当
社
先
行
プ
ラ
ン
ト
に

お
い
て
７
８
ヶ
月
の
周
期
で
点
検
を
実
施
し
て
お
り
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合

は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
７
８
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

④
-

2
3
3
タ
ー
ビ
ン
補
機
冷
却

海
水
系
配
管
　
一
式
開
放
点
検

６
５
Ｍ

７
８
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
当
社

先
行
プ
ラ
ン
ト
に
お
け
る
類
似
機
器
の
点
検
実
績

を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
ガ
ス
ケ
ッ
ト
）
は
，
現
在
６

５
ヶ
月
毎
に
点
検
を
計
画
し
て
い
る
が
，
当
社
先
行
プ
ラ
ン
ト
に
お
い
て
７
８
ヶ
月

の
周
期
で
点
検
を
実
施
し
て
お
り
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
認
め
ら
れ
て

い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
７
８
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

④
-

2
3
4
Ｒ
Ｆ
Ｐ
－
Ｔ
低
圧
蒸
気

止
め
弁

分
解
点
検

２
６
Ｍ

３
９
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
グ
ラ
ン
ド
パ
ッ
キ
ン
お
よ
び

ガ
ス
ケ
ッ
ト
）
は
，
現
在
２
６
ヶ
月
毎
に
点
検
を
実
施
し
て
い
る
が
，
Ｒ
Ｆ
Ｐ
－
Ｔ
低
圧

蒸
気
止
め
弁
（
Ａ
）
，
（
Ｂ
）
の
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る

不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
３
９
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

①
原
子
炉
給
水
ポ
ン
プ
分
解
検
査

2
3
5
中
央
制
御
室
外
気
取

入
ダ
ン
パ
操
作
器

（
前
）

分
解
点
検

－
２
６
Ｍ

④
　
中
央
制
御
室
外
気
取
入
ダ
ン
パ
操
作
器
（
後
）

の
不
適
合
事
象
を
踏
ま
え
，
当
社
の
類
似
機
器

の
使
用
実
績
を
基
に
点
検
項
目
を
追
加
し
た
。

　
中
央
制
御
室
外
気
取
入
ダ
ン
パ
操
作
器
（
後
）
の
不
適
合
事
象
を
踏
ま
え
，
当

該
機
器
の
点
検
項
目
に
分
解
点
検
を
追
加
し
た
。
頻
度
に
つ
い
て
は
類
似
機

器
を
参
考
に
，
２
６
ヶ
月
の
頻
度
が
適
切
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

④
－

2
3
6
中
央
制
御
室
外
気
取

入
ダ
ン
パ
操
作
器

（
後
）

分
解
点
検

－
２
６
Ｍ

④
　
当
該
機
器
の
不
適
合
事
象
を
踏
ま
え
，
当
社
の

類
似
機
器
の
使
用
実
績
を
基
に
点
検
項
目
を
追

加
し
た
。

　
当
該
機
器
に
つ
い
て
，
腐
食
に
よ
る
不
適
合
が
発
生
し
た
た
め
，
点
検
項
目
に

分
解
点
検
を
追
加
し
た
。
頻
度
に
つ
い
て
は
類
似
機
器
を
参
考
に
，
２
６
ヶ
月
の

頻
度
が
適
切
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

④
－

2
3
7
中
央
制
御
室
少
量
外

気
取
入
ダ
ン
パ
操
作

器
（
Ａ
）

分
解
点
検

－
５
２
Ｍ

④
　
中
央
制
御
室
外
気
取
入
ダ
ン
パ
操
作
器
（
後
）

の
不
適
合
事
象
を
踏
ま
え
，
当
社
の
類
似
機
器

の
使
用
実
績
を
基
に
点
検
項
目
を
追
加
し
た
。

　
中
央
制
御
室
外
気
取
入
ダ
ン
パ
操
作
器
（
後
）
の
不
適
合
事
象
を
踏
ま
え
，
当

該
機
器
の
点
検
項
目
に
分
解
点
検
を
追
加
し
た
。
頻
度
に
つ
い
て
は
類
似
機

器
を
参
考
に
，
５
２
ヶ
月
の
頻
度
が
適
切
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

④
－

2
3
8
中
央
制
御
室
少
量
外

気
取
入
ダ
ン
パ
操
作

器
（
Ｂ
）

分
解
点
検

－
５
２
Ｍ

④
　
中
央
制
御
室
外
気
取
入
ダ
ン
パ
操
作
器
（
後
）

の
不
適
合
事
象
を
踏
ま
え
，
当
社
の
類
似
機
器

の
使
用
実
績
を
基
に
点
検
項
目
を
追
加
し
た
。

　
中
央
制
御
室
外
気
取
入
ダ
ン
パ
操
作
器
（
後
）
の
不
適
合
事
象
を
踏
ま
え
，
当

該
機
器
の
点
検
項
目
に
分
解
点
検
を
追
加
し
た
。
頻
度
に
つ
い
て
は
類
似
機

器
を
参
考
に
，
５
２
ヶ
月
の
頻
度
が
適
切
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

④
－

2
3
9
そ
の
他
計
装
品
　
一

式
部
品
取
替

取
替

２
０
８
M

１
５
６
M

２
４
７
M

③
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
先
行

プ
ラ
ン
ト
の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実

施
し
た
。

　
一
般
的
に
，
電
気
式
変
換
器
等
の
計
装
品
の
主
要
劣
化
は
半
導
体
，
可
変
抵

抗
器
，
電
解
コ
ン
デ
ン
サ
等
の
電
子
部
品
の
特
性
変
化
が
挙
げ
ら
れ
，
主
要
因

は
環
境
要
因
と
い
え
る
。
ま
た
，
こ
れ
ら
の
電
気
式
変
換
器
等
の
計
装
品
は
シ
ビ

ア
な
設
置
環
境
に
な
く
，
プ
ラ
ン
ト
に
よ
っ
て
相
違
の
あ
る
も
の
で
は
な
い
。

　
当
社
先
行
プ
ラ
ン
ト
の
電
気
式
変
換
器
等
の
計
装
品
使
用
実
績
は
，
最
長
で

２
５
年
以
上
継
続
使
用
し
て
い
る
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て

は
，
２
４
７
ヶ
月
へ
の
延
長
が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

④
－

※
イ
ン
プ
ッ
ト
項
目
は
添
付
－
１
の
定
期
的
な
評
価
の
イ
ン
プ
ッ
ト
分
類
２
と
対
応

　
　
　
　
　
　
　
　
　
添
付
－
２
（
5
4
／
6
5
）

イ
ン
プ
ッ
ト

情
報
の
項
目

※
事
象
の
概
要

評
価
内
容

４
つ
の

評
価
項
目

※
※

保
全
の
有
効
性
評
価
の
結
果
等
よ
り
保
全
へ
反
映
し
た
事
項

N
o
.

系
統
・機
器
名

備
考

(関
連
す
る
定
期
事
業
者
検
査
等
)

点
検
計
画
の

保
全
方
式
ま
た
は
点
検
内
容
の
変
更

※
※
点
検
頻
度
の
変
更
に
適
用
し
た
評
価
方
法

①
点
検
お
よ
び
取
替
結
果
の
評
価

②
劣
化
ト
レ
ン
ド
に
よ
る
評
価

③
研
究
成
果
に
よ
る
評
価

④
類
似
機
器
等
の
使
用
実
績
に
よ
る
評
価
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頁追加による総頁の変更 

 

保
全
へ
の
反
映
内
容

評
価

項
目

変
更
前

変
更
後

2
4
0
換
気
空
調
補
機
常
用

冷
却
水
系
の
弁
【
弁

駆
動
部
】
　
一
式

取
替

－
３
９
Ｍ

④
　
Ｈ
Ｅ
Ｃ
Ｗ
冷
凍
機
電
動
バ
イ
パ
ス
弁
の
不
適
合

事
象
を
踏
ま
え
，
不
適
合
事
象
発
生
機
器
の
至

近
取
替
か
ら
今
回
の
不
具
合
発
生
ま
で
の
使
用

実
績
（
累
積
月
数
）
等
を
基
に
類
似
機
器
で
あ
る

当
該
機
器
に
つ
い
て
点
検
項
目
を
追
加
し
た
。

　
Ｈ
Ｅ
Ｃ
Ｗ
冷
凍
機
電
動
バ
イ
パ
ス
弁
の
経
年
劣
化
に
よ
る
不
適
合
事
象
を
踏
ま

え
，
当
該
機
器
の
点
検
項
目
に
取
替
を
追
加
し
た
。
頻
度
に
つ
い
て
は
，
不
適

合
事
象
発
生
機
器
の
至
近
取
替
か
ら
今
回
不
適
合
発
生
ま
で
の
使
用
実
績

（
累
積
月
数
）
等
を
考
慮
し
，
３
９
Ｍ
の
頻
度
が
適
切
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

④
－

2
4
1
換
気
空
調
補
機
非
常

用
冷
却
水
系
の
弁

【
弁
駆
動
部
】
　
一
式

取
替

－
３
９
Ｍ

④
　
当
該
機
器
（
Ｈ
Ｅ
Ｃ
Ｗ
冷
凍
機
電
動
バ
イ
パ
ス

弁
）
の
不
適
合
事
象
を
踏
ま
え
，
当
該
機
器
の
至

近
取
替
か
ら
今
回
の
不
具
合
発
生
ま
で
の
使
用

実
績
（
累
積
月
数
）
等
を
基
に
点
検
項
目
を
追
加

し
た
。

　
当
該
機
器
に
つ
い
て
は
，
経
年
劣
化
に
よ
る
不
適
合
が
発
生
し
た
た
め
，
点
検

項
目
に
取
替
を
追
加
し
た
。
頻
度
に
つ
い
て
は
当
該
機
器
の
至
近
取
替
か
ら
今

回
不
適
合
発
生
ま
で
の
使
用
実
績
（
累
積
月
数
）
等
を
考
慮
し
，
３
９
Ｍ
の
頻
度

が
適
切
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

④
－

2
4
2
Ｒ
Ｈ
Ｒ
熱
交
換
器
バ
イ

パ
ス
弁

分
解
点
検

５
２
Ｍ

６
５
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し

た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
パ
ッ
キ
ン
，
ガ
ス
ケ
ッ
ト
）

は
，
現
在
５
２
ヶ
月
毎
に
点
検
を
実
施
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い

て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で

あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
６
５
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

①
・
非
常
用
炉
心
冷
却
系
主
要
弁
分

解
検
査
（
残
留
熱
除
去
系
）

2
4
3
Ｒ
Ｈ
Ｒ
試
験
用
調
整

弁
分
解
点
検

５
２
M

６
５
M

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し

た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
パ
ッ
キ
ン
，
ガ
ス
ケ
ッ
ト
）

は
，
現
在
５
２
ヶ
月
毎
に
点
検
を
実
施
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い

て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で

あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
６
５
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

①
・
非
常
用
炉
心
冷
却
系
主
要
弁
分

解
検
査
（
残
留
熱
除
去
系
）

・
主
要
弁
検
査
（
定
検
：
原
子
炉
系
）

2
4
4
Ｒ
Ｈ
Ｒ
停
止
時
冷
却

吸
込
第
二
隔
離
弁
，

Ｒ
Ｈ
Ｒ
停
止
時
冷
却

注
入
隔
離
弁
，
Ｒ
Ｈ
Ｒ

ヘ
ッ
ド
ス
プ
レ
イ
注
入

隔
離
弁

分
解
点
検

５
２
Ｍ

６
５
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
等
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し

た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
パ
ッ
キ
ン
，
ガ
ス
ケ
ッ
ト
）

は
，
現
在
５
２
ヶ
月
毎
に
点
検
を
実
施
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い

て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で

あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
ま
た
，
使
用
条
件
・
使
用
環
境
を
考
慮
し
た
東
通
原
子
力
発
電
所
第
１
号
機
の

類
似
機
器
に
お
い
て
，
６
５
ヶ
月
の
使
用
実
績
が
あ
り
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具

合
が
発
生
し
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
６
５
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

①
④

・
非
常
用
炉
心
冷
却
系
主
要
弁
分

解
検
査
（
残
留
熱
除
去
系
）

※
イ
ン
プ
ッ
ト
項
目
は
添
付
－
１
の
定
期
的
な
評
価
の
イ
ン
プ
ッ
ト
分
類
２
と
対
応

　
　
　
　
　
　
　
　
　
添
付
－
２
（
5
5
／
6
4
）

イ
ン
プ
ッ
ト

情
報
の
項
目

※
事
象
の
概
要

N
o
.

系
統
・機
器
名

備
考

(関
連
す
る
定
期
事
業
者
検
査
等
)

点
検
計
画
の

保
全
方
式
ま
た
は
点
検
内
容
の
変
更

評
価
内
容

４
つ
の

評
価
項
目

※
※

保
全
の
有
効
性
評
価
の
結
果
等
よ
り
保
全
へ
反
映
し
た
事
項

※
※
点
検
頻
度
の
変
更
に
適
用
し
た
評
価
方
法

①
点
検
お
よ
び
取
替
結
果
の
評
価

②
劣
化
ト
レ
ン
ド
に
よ
る
評
価

③
研
究
成
果
に
よ
る
評
価

④
類
似
機
器
等
の
使
用
実
績
に
よ
る
評
価

保
全
へ
の
反
映
内
容

評
価

項
目

変
更
前

変
更
後

2
4
0
換
気
空
調
補
機
常
用

冷
却
水
系
の
弁
【
弁

駆
動
部
】
　
一
式

取
替

－
３
９
Ｍ

④
　
Ｈ
Ｅ
Ｃ
Ｗ
冷
凍
機
電
動
バ
イ
パ
ス
弁
の
不
適
合

事
象
を
踏
ま
え
，
不
適
合
事
象
発
生
機
器
の
至

近
取
替
か
ら
今
回
の
不
具
合
発
生
ま
で
の
使
用

実
績
（
累
積
月
数
）
等
を
基
に
類
似
機
器
で
あ
る

当
該
機
器
に
つ
い
て
点
検
項
目
を
追
加
し
た
。

　
Ｈ
Ｅ
Ｃ
Ｗ
冷
凍
機
電
動
バ
イ
パ
ス
弁
の
経
年
劣
化
に
よ
る
不
適
合
事
象
を
踏
ま

え
，
当
該
機
器
の
点
検
項
目
に
取
替
を
追
加
し
た
。
頻
度
に
つ
い
て
は
，
不
適

合
事
象
発
生
機
器
の
至
近
取
替
か
ら
今
回
不
適
合
発
生
ま
で
の
使
用
実
績

（
累
積
月
数
）
等
を
考
慮
し
，
３
９
Ｍ
の
頻
度
が
適
切
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

④
－

2
4
1
換
気
空
調
補
機
非
常

用
冷
却
水
系
の
弁

【
弁
駆
動
部
】
　
一
式

取
替

－
３
９
Ｍ

④
　
当
該
機
器
（
Ｈ
Ｅ
Ｃ
Ｗ
冷
凍
機
電
動
バ
イ
パ
ス

弁
）
の
不
適
合
事
象
を
踏
ま
え
，
当
該
機
器
の
至

近
取
替
か
ら
今
回
の
不
具
合
発
生
ま
で
の
使
用

実
績
（
累
積
月
数
）
等
を
基
に
点
検
項
目
を
追
加

し
た
。

　
当
該
機
器
に
つ
い
て
は
，
経
年
劣
化
に
よ
る
不
適
合
が
発
生
し
た
た
め
，
点
検

項
目
に
取
替
を
追
加
し
た
。
頻
度
に
つ
い
て
は
当
該
機
器
の
至
近
取
替
か
ら
今

回
不
適
合
発
生
ま
で
の
使
用
実
績
（
累
積
月
数
）
等
を
考
慮
し
，
３
９
Ｍ
の
頻
度

が
適
切
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

④
－

2
4
2
Ｒ
Ｈ
Ｒ
熱
交
換
器
バ
イ

パ
ス
弁

分
解
点
検

５
２
Ｍ

６
５
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
パ
ッ
キ
ン
，
ガ
ス
ケ
ッ
ト
）

は
，
現
在
５
２
ヶ
月
毎
に
点
検
を
実
施
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い

て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で

あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
６
５
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

①
・
非
常
用
炉
心
冷
却
系
主
要
弁
分
解

検
査
（
残
留
熱
除
去
系
）

2
4
3
Ｒ
Ｈ
Ｒ
試
験
用
調
整

弁
分
解
点
検

５
２
M

６
５
M

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
パ
ッ
キ
ン
，
ガ
ス
ケ
ッ
ト
）

は
，
現
在
５
２
ヶ
月
毎
に
点
検
を
実
施
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い

て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で

あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
６
５
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

①
・
非
常
用
炉
心
冷
却
系
主
要
弁
分
解

検
査
（
残
留
熱
除
去
系
）

・
主
要
弁
検
査
（
定
検
：
原
子
炉
系
）

2
4
4
Ｒ
Ｈ
Ｒ
停
止
時
冷
却

吸
込
第
二
隔
離
弁
，

Ｒ
Ｈ
Ｒ
停
止
時
冷
却

注
入
隔
離
弁
，
Ｒ
Ｈ
Ｒ

ヘ
ッ
ド
ス
プ
レ
イ
注
入

隔
離
弁

分
解
点
検

５
２
Ｍ

６
５
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
等
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し

た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
パ
ッ
キ
ン
，
ガ
ス
ケ
ッ
ト
）

は
，
現
在
５
２
ヶ
月
毎
に
点
検
を
実
施
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い

て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で

あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
ま
た
，
使
用
条
件
・
使
用
環
境
を
考
慮
し
た
東
通
原
子
力
発
電
所
第
１
号
機
の

類
似
機
器
に
お
い
て
，
６
５
ヶ
月
の
使
用
実
績
が
あ
り
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具

合
が
発
生
し
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
６
５
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

①
④

・
非
常
用
炉
心
冷
却
系
主
要
弁
分
解

検
査
（
残
留
熱
除
去
系
）

※
イ
ン
プ
ッ
ト
項
目
は
添
付
－
１
の
定
期
的
な
評
価
の
イ
ン
プ
ッ
ト
分
類
２
と
対
応

　
　
　
　
　
　
　
　
　
添
付
－
２
（
5
5
／
6
5
）

イ
ン
プ
ッ
ト

情
報
の
項
目

※
事
象
の
概
要

評
価
内
容

４
つ
の

評
価
項
目

※
※

保
全
の
有
効
性
評
価
の
結
果
等
よ
り
保
全
へ
反
映
し
た
事
項

N
o
.

系
統
・機
器
名

備
考

(関
連
す
る
定
期
事
業
者
検
査
等
)

点
検
計
画
の

保
全
方
式
ま
た
は
点
検
内
容
の
変
更

※
※
点
検
頻
度
の
変
更
に
適
用
し
た
評
価
方
法

①
点
検
お
よ
び
取
替
結
果
の
評
価

②
劣
化
ト
レ
ン
ド
に
よ
る
評
価

③
研
究
成
果
に
よ
る
評
価

④
類
似
機
器
等
の
使
用
実
績
に
よ
る
評
価



（57/66） 

別添－２ 

添付書類五 保全の有効性評価の結果に関する説明書 

変更前 変更後 変更理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

頁追加による総頁の変更 

 

保
全
へ
の
反
映
内
容

評
価

項
目

変
更
前

変
更
後

2
4
5
濃
縮
廃
液
貯
蔵
タ
ン

ク
開
放
点
検

１
３
０
Ｍ

１
４
３
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
当
社

先
行
プ
ラ
ン
ト
に
お
け
る
類
似
機
器
の
点
検
実
績

を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。

　
当
該
機
器
の
接
液
部
と
な
る
部
位
（
鏡
板
，
胴
板
）
に
つ
い
て
，
点
検
実
績
は

な
い
が
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
。

　
ま
た
，
使
用
条
件
・
使
用
環
境
を
考
慮
し
た
当
社
先
行
プ
ラ
ン
ト
に
お
け
る
類

似
機
器
に
お
い
て
，
１
４
３
ヶ
月
の
使
用
実
績
が
あ
り
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具

合
が
発
生
し
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
１
４
３
ヶ
月
へ
の
延

長
が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

④
-

2
4
6
復
水
脱
塩
装
置
の
弁

【
弁
駆
動
部
】
一
式

分
解
点
検

１
０
４
Ｍ
～

１
１
７
Ｍ

６
５
Ｍ
～

１
１
７
Ｍ

④
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
類
似

機
器
の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施

し
た
。

　
当
該
機
器
の
類
似
機
器
に
つ
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
が
発
生
し
た

た
め
，
至
近
の
点
検
か
ら
不
適
合
発
生
ま
で
の
使
用
実
績
等
を
考
慮
し
，
点
検

頻
度
を
６
５
ヶ
月
と
評
価
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
類
似
機
器
と
同
様

に
６
５
ヶ
月
と
す
る
こ
と
が
適
切
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

④
-

2
4
7
純
水
移
送
ポ
ン
プ

（
Ａ
）

分
解
点
検

５
２
Ｍ

６
５
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し

た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
ボ
ー
ル
ベ
ア
リ
ン
グ
，
Ｏ
リ

ン
グ
，
メ
カ
ニ
カ
ル
シ
ー
ル
）
は
，
現
在
５
２
ヶ
月
毎
に
点
検
を
実
施
し
て
い
る
が
，

過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら

ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
６
５
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
な
お
，
当
該
機
器
の
軸
受
等
の
部
品
に
起
因
す
る
異
常
の
早
期
検
知
を
目
的

に
，
運
転
中
の
状
態
監
視
（
振
動
診
断
）
を
継
続
実
施
し
，
信
頼
性
の
向
上
を
図

る
。

①
・
振
動
診
断
：
頻
度
は
回
転
機
械
振

動
診
断
手
順
書
に
よ
る
。

2
4
8
純
水
移
送
ポ
ン
プ

（
Ｂ
）

分
解
点
検

５
２
Ｍ

（
Ｔ
Ｂ
Ｍ
）

Ｃ
Ｂ
Ｍ

そ
の
他

　
当
該
機
器
の
状
態
基
準
保
全
へ
の
移
行
に
あ

た
り
，
劣
化
の
検
知
性
お
よ
び
修
復
性
に
つ
い
て

詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。

　
当
該
機
器
の
主
要
部
位
（
軸
受
，
パ
ッ
キ
ン
）
に
対
す
る
劣
化
の
検
知
は
，
振

動
診
断
等
で
検
知
可
能
で
あ
る
。

　
ま
た
，
当
該
機
器
に
異
常
が
確
認
さ
れ
た
場
合
は
，
待
機
号
機
へ
の
切
替
え

が
可
能
で
あ
り
，
他
の
系
統
お
よ
び
機
器
の
運
転
に
影
響
を
与
え
ず
隔
離
，
点

検
を
実
施
で
き
る
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
保
全
方
式
に
つ
い
て
，
状
態
基
準
保
全
の
へ

移
行
が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

－
・
振
動
診
断
：
頻
度
は
回
転
機
械
振

動
診
断
手
順
書
に
よ
る
。

2
4
9
純
水
移
送
ポ
ン
プ

（
Ｂ
）
【
電
動
機
】

分
解
点
検

７
８
Ｍ

（
Ｔ
Ｂ
Ｍ
）

Ｃ
Ｂ
Ｍ

そ
の
他

　
当
該
機
器
の
状
態
基
準
保
全
へ
の
移
行
に
あ

た
り
，
劣
化
の
検
知
性
お
よ
び
修
復
性
に
つ
い
て

詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。

　
当
該
機
器
の
主
要
部
位
（
軸
受
）
に
対
す
る
劣
化
の
検
知
は
，
振
動
診
断
等

で
検
知
可
能
で
あ
る
。

　
ま
た
，
当
該
機
器
に
異
常
が
確
認
さ
れ
た
場
合
は
，
待
機
号
機
へ
の
切
替
え

が
可
能
で
あ
り
，
他
の
系
統
お
よ
び
機
器
の
運
転
に
影
響
を
与
え
ず
隔
離
，
点

検
を
実
施
で
き
る
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
保
全
方
式
に
つ
い
て
，
状
態
基
準
保
全
の
へ

移
行
が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

－
・
振
動
診
断
：
頻
度
は
回
転
機
械
振

動
診
断
手
順
書
に
よ
る
。

※
イ
ン
プ
ッ
ト
項
目
は
添
付
－
１
の
定
期
的
な
評
価
の
イ
ン
プ
ッ
ト
分
類
２
と
対
応

　
　
　
　
　
　
　
　
　
添
付
－
２
（
5
6
／
6
4
）

イ
ン
プ
ッ
ト

情
報
の
項
目

※
事
象
の
概
要

N
o
.

系
統
・機
器
名

備
考

(関
連
す
る
定
期
事
業
者
検
査
等
)

点
検
計
画
の

保
全
方
式
ま
た
は
点
検
内
容
の
変
更

評
価
内
容

４
つ
の

評
価
項
目

※
※

保
全
の
有
効
性
評
価
の
結
果
等
よ
り
保
全
へ
反
映
し
た
事
項

※
※
点
検
頻
度
の
変
更
に
適
用
し
た
評
価
方
法

①
点
検
お
よ
び
取
替
結
果
の
評
価

②
劣
化
ト
レ
ン
ド
に
よ
る
評
価

③
研
究
成
果
に
よ
る
評
価

④
類
似
機
器
等
の
使
用
実
績
に
よ
る
評
価

保
全
へ
の
反
映
内
容

評
価

項
目

変
更
前

変
更
後

2
4
5
濃
縮
廃
液
貯
蔵
タ
ン

ク
開
放
点
検

１
３
０
Ｍ

１
４
３
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
当
社

先
行
プ
ラ
ン
ト
に
お
け
る
類
似
機
器
の
点
検
実
績

を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。

　
当
該
機
器
の
接
液
部
と
な
る
部
位
（
鏡
板
，
胴
板
）
に
つ
い
て
，
点
検
実
績
は

な
い
が
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
。

　
ま
た
，
使
用
条
件
・
使
用
環
境
を
考
慮
し
た
当
社
先
行
プ
ラ
ン
ト
に
お
け
る
類

似
機
器
に
お
い
て
，
１
４
３
ヶ
月
の
使
用
実
績
が
あ
り
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具

合
が
発
生
し
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
１
４
３
ヶ
月
へ
の
延

長
が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

④
-

2
4
6
復
水
脱
塩
装
置
の
弁

【
弁
駆
動
部
】
一
式

分
解
点
検

１
０
４
Ｍ
～

１
１
７
Ｍ

６
５
Ｍ
～

１
１
７
Ｍ

④
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
類
似

機
器
の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施

し
た
。

　
当
該
機
器
の
類
似
機
器
に
つ
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
が
発
生
し
た

た
め
，
至
近
の
点
検
か
ら
不
適
合
発
生
ま
で
の
使
用
実
績
等
を
考
慮
し
，
点
検

頻
度
を
６
５
ヶ
月
と
評
価
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
類
似
機
器
と
同
様

に
６
５
ヶ
月
と
す
る
こ
と
が
適
切
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

④
-

2
4
7
純
水
移
送
ポ
ン
プ

（
Ａ
）

分
解
点
検

５
２
Ｍ

６
５
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
ボ
ー
ル
ベ
ア
リ
ン
グ
，
Ｏ
リ

ン
グ
，
メ
カ
ニ
カ
ル
シ
ー
ル
）
は
，
現
在
５
２
ヶ
月
毎
に
点
検
を
実
施
し
て
い
る
が
，

過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら

ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
６
５
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
な
お
，
当
該
機
器
の
軸
受
等
の
部
品
に
起
因
す
る
異
常
の
早
期
検
知
を
目
的

に
，
運
転
中
の
状
態
監
視
（
振
動
診
断
）
を
継
続
実
施
し
，
信
頼
性
の
向
上
を
図

る
。

①
・
振
動
診
断
：
頻
度
は
回
転
機
械
振

動
診
断
手
順
書
に
よ
る
。

2
4
8
純
水
移
送
ポ
ン
プ

（
Ｂ
）

分
解
点
検

５
２
Ｍ

（
Ｔ
Ｂ
Ｍ
）

Ｃ
Ｂ
Ｍ

そ
の
他

　
当
該
機
器
の
状
態
基
準
保
全
へ
の
移
行
に
あ

た
り
，
劣
化
の
検
知
性
お
よ
び
修
復
性
に
つ
い
て

詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。

　
当
該
機
器
の
主
要
部
位
（
軸
受
，
パ
ッ
キ
ン
）
に
対
す
る
劣
化
の
検
知
は
，
振

動
診
断
等
で
検
知
可
能
で
あ
る
。

　
ま
た
，
当
該
機
器
に
異
常
が
確
認
さ
れ
た
場
合
は
，
待
機
号
機
へ
の
切
替
え

が
可
能
で
あ
り
，
他
の
系
統
お
よ
び
機
器
の
運
転
に
影
響
を
与
え
ず
隔
離
，
点

検
を
実
施
で
き
る
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
保
全
方
式
に
つ
い
て
，
状
態
基
準
保
全
の
へ

移
行
が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

－
・
振
動
診
断
：
頻
度
は
回
転
機
械
振

動
診
断
手
順
書
に
よ
る
。

2
4
9
純
水
移
送
ポ
ン
プ

（
Ｂ
）
【
電
動
機
】

分
解
点
検

７
８
Ｍ

（
Ｔ
Ｂ
Ｍ
）

Ｃ
Ｂ
Ｍ

そ
の
他

　
当
該
機
器
の
状
態
基
準
保
全
へ
の
移
行
に
あ

た
り
，
劣
化
の
検
知
性
お
よ
び
修
復
性
に
つ
い
て

詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。

　
当
該
機
器
の
主
要
部
位
（
軸
受
）
に
対
す
る
劣
化
の
検
知
は
，
振
動
診
断
等

で
検
知
可
能
で
あ
る
。

　
ま
た
，
当
該
機
器
に
異
常
が
確
認
さ
れ
た
場
合
は
，
待
機
号
機
へ
の
切
替
え

が
可
能
で
あ
り
，
他
の
系
統
お
よ
び
機
器
の
運
転
に
影
響
を
与
え
ず
隔
離
，
点

検
を
実
施
で
き
る
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
保
全
方
式
に
つ
い
て
，
状
態
基
準
保
全
の
へ

移
行
が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

－
・
振
動
診
断
：
頻
度
は
回
転
機
械
振

動
診
断
手
順
書
に
よ
る
。

※
イ
ン
プ
ッ
ト
項
目
は
添
付
－
１
の
定
期
的
な
評
価
の
イ
ン
プ
ッ
ト
分
類
２
と
対
応

　
　
　
　
　
　
　
　
　
添
付
－
２
（
5
6
／
6
5
）

イ
ン
プ
ッ
ト

情
報
の
項
目

※
事
象
の
概
要

評
価
内
容

４
つ
の

評
価
項
目

※
※

保
全
の
有
効
性
評
価
の
結
果
等
よ
り
保
全
へ
反
映
し
た
事
項

N
o
.

系
統
・機
器
名

備
考

(関
連
す
る
定
期
事
業
者
検
査
等
)

点
検
計
画
の

保
全
方
式
ま
た
は
点
検
内
容
の
変
更

※
※
点
検
頻
度
の
変
更
に
適
用
し
た
評
価
方
法

①
点
検
お
よ
び
取
替
結
果
の
評
価

②
劣
化
ト
レ
ン
ド
に
よ
る
評
価

③
研
究
成
果
に
よ
る
評
価

④
類
似
機
器
等
の
使
用
実
績
に
よ
る
評
価
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頁追加による総頁の変更 

 

保
全
へ
の
反
映
内
容

評
価

項
目

変
更
前

変
更
後

2
5
0
復
水
移
送
ポ
ン
プ

分
解
点
検

機
能
・
性
能
試

験

５
２
Ｍ

６
５
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し

た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
ボ
ー
ル
ベ
ア
リ
ン
グ
，
メ
カ

ニ
カ
ル
シ
ー
ル
，
Ｏ
リ
ン
グ
）
は
，
現
在
５
２
ヶ
月
毎
に
点
検
を
実
施
し
て
い
る
が
，

過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら

ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
，
６
５
ヶ
月
へ
の
延
長
が

可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
な
お
，
当
該
機
器
の
軸
受
等
の
部
品
に
起
因
す
る
異
常
の
早
期
検
知
を
目
的

に
，
運
転
中
の
状
態
監
視
（
振
動
診
断
）
を
継
続
実
施
し
，
信
頼
性
の
向
上
を
図

る
。

①
・
燃
料
プ
ー
ル
補
給
水
系
設
備
検

査 ・
振
動
診
断
：
頻
度
は
回
転
機
械
振

動
診
断
手
順
書
に
よ
る
。

2
5
1
換
気
空
調
補
機
非
常

用
冷
却
水
系
冷
水
ポ

ン
プ

分
解
点
検

５
２
Ｍ

６
５
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
等
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し

た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
ボ
ー
ル
ベ
ア
リ
ン
グ
，
メ
カ

ニ
カ
ル
シ
ー
ル
，
Ｏ
リ
ン
グ
）
は
，
現
在
５
２
ヶ
月
毎
に
点
検
を
実
施
し
て
い
る
が
，

過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら

ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
ま
た
，
ボ
ー
ル
ベ
ア
リ
ン
グ
に
対
す
る
振
動
診
断
結
果
に
有
意
な
劣
化
進
展
は

確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
基
準
値
に
対
し
十
分
な
余
裕
が
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
６
５
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
な
お
，
当
該
機
器
の
軸
受
等
の
部
品
に
起
因
す
る
異
常
の
早
期
検
知
を
目
的

に
，
運
転
中
の
状
態
監
視
（
振
動
診
断
）
を
継
続
実
施
し
，
信
頼
性
の
向
上
を
図

る
。

①
②

・
振
動
診
断
：
頻
度
は
回
転
機
械
振

動
診
断
手
順
書
に
よ
る
。

2
5
2
換
気
空
調
補
機
非
常

用
冷
却
水
系
の
弁

一
式

分
解
点
検

３
９
Ｍ
～

６
５
Ｍ

３
９
Ｍ
～

７
８
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し

た
。

　
当
該
機
器
の
う
ち
，
一
部
の
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
ガ
ス

ケ
ッ
ト
，
パ
ッ
キ
ン
）
は
，
現
在
６
５
ヶ
月
毎
に
点
検
を
実
施
し
て
い
る
が
，
過
去
の

点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継

続
使
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
７
８
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

①
-

2
5
3
原
子
炉
補
機
冷
却
水

ポ
ン
プ

簡
易
点
検

分
解
点
検

簡
易
点
検
：
２

６
Ｍ
分
解
点
検
：
５

２
Ｍ

簡
易
点
検
：
３

９
Ｍ
分
解
点
検
：
７

８
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
等
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し

た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
メ
カ
ニ
カ
ル
シ
ー
ル
，
ガ
ス

ケ
ッ
ト
，
玉
軸
受
）
は
，
現
在
２
６
ヶ
月
毎
お
よ
び
５
２
ヶ
月
毎
に
点
検
を
実
施
し
て

い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ

れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
ま
た
，
簡
易
点
検
に
お
い
て
は
，
使
用
条
件
・
使
用
環
境
を
考
慮
し
た
東
通
原

子
力
発
電
所
第
１
号
機
の
類
似
機
器
に
お
い
て
，
３
９
ヶ
月
以
上
の
使
用
実
績

が
あ
り
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
が
発
生
し
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
，
３
９
ヶ
月
お
よ
び
７
８
ヶ

月
へ
の
延
長
が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
な
お
，
当
該
機
器
の
軸
受
等
の
部
品
に
起
因
す
る
異
常
の
早
期
検
知
を
目
的

に
，
運
転
中
の
状
態
監
視
（
振
動
診
断
）
を
継
続
実
施
し
，
信
頼
性
の
向
上
を
図

る
。

①
④

・
原
子
炉
補
機
冷
却
水
系
ポ
ン
プ
検

査 ・
振
動
診
断
：
頻
度
は
回
転
機
械
振

動
診
断
手
順
書
に
よ
る
。

※
イ
ン
プ
ッ
ト
項
目
は
添
付
－
１
の
定
期
的
な
評
価
の
イ
ン
プ
ッ
ト
分
類
２
と
対
応

　
　
　
　
　
　
　
　
　
添
付
－
２
（
5
7
／
6
4
）

イ
ン
プ
ッ
ト

情
報
の
項
目

※
事
象
の
概
要

N
o
.

系
統
・機
器
名

備
考

(関
連
す
る
定
期
事
業
者
検
査
等
)

点
検
計
画
の

保
全
方
式
ま
た
は
点
検
内
容
の
変
更

評
価
内
容

４
つ
の

評
価
項
目

※
※

保
全
の
有
効
性
評
価
の
結
果
等
よ
り
保
全
へ
反
映
し
た
事
項

※
※
点
検
頻
度
の
変
更
に
適
用
し
た
評
価
方
法

①
点
検
お
よ
び
取
替
結
果
の
評
価

②
劣
化
ト
レ
ン
ド
に
よ
る
評
価

③
研
究
成
果
に
よ
る
評
価

④
類
似
機
器
等
の
使
用
実
績
に
よ
る
評
価

保
全
へ
の
反
映
内
容

評
価

項
目

変
更
前

変
更
後

2
5
0
復
水
移
送
ポ
ン
プ

分
解
点
検

機
能
・
性
能
試

験

５
２
Ｍ

６
５
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
ボ
ー
ル
ベ
ア
リ
ン
グ
，
メ
カ

ニ
カ
ル
シ
ー
ル
，
Ｏ
リ
ン
グ
）
は
，
現
在
５
２
ヶ
月
毎
に
点
検
を
実
施
し
て
い
る
が
，

過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら

ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
，
６
５
ヶ
月
へ
の
延
長
が

可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
な
お
，
当
該
機
器
の
軸
受
等
の
部
品
に
起
因
す
る
異
常
の
早
期
検
知
を
目
的

に
，
運
転
中
の
状
態
監
視
（
振
動
診
断
）
を
継
続
実
施
し
，
信
頼
性
の
向
上
を
図

る
。

①
・
燃
料
プ
ー
ル
補
給
水
系
設
備
検
査

・
振
動
診
断
：
頻
度
は
回
転
機
械
振

動
診
断
手
順
書
に
よ
る
。

2
5
1
換
気
空
調
補
機
非
常

用
冷
却
水
系
冷
水
ポ

ン
プ

分
解
点
検

５
２
Ｍ

６
５
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
等
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し

た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
ボ
ー
ル
ベ
ア
リ
ン
グ
，
メ
カ

ニ
カ
ル
シ
ー
ル
，
Ｏ
リ
ン
グ
）
は
，
現
在
５
２
ヶ
月
毎
に
点
検
を
実
施
し
て
い
る
が
，

過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら

ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
ま
た
，
ボ
ー
ル
ベ
ア
リ
ン
グ
に
対
す
る
振
動
診
断
結
果
に
有
意
な
劣
化
進
展
は

確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
基
準
値
に
対
し
十
分
な
余
裕
が
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
６
５
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
な
お
，
当
該
機
器
の
軸
受
等
の
部
品
に
起
因
す
る
異
常
の
早
期
検
知
を
目
的

に
，
運
転
中
の
状
態
監
視
（
振
動
診
断
）
を
継
続
実
施
し
，
信
頼
性
の
向
上
を
図

る
。

①
②

・
振
動
診
断
：
頻
度
は
回
転
機
械
振

動
診
断
手
順
書
に
よ
る
。

2
5
2
換
気
空
調
補
機
非
常

用
冷
却
水
系
の
弁

一
式

分
解
点
検

３
９
Ｍ
～

６
５
Ｍ

３
９
Ｍ
～

７
８
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。
　
当
該
機
器
の
う
ち
，
一
部
の
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
ガ
ス

ケ
ッ
ト
，
パ
ッ
キ
ン
）
は
，
現
在
６
５
ヶ
月
毎
に
点
検
を
実
施
し
て
い
る
が
，
過
去
の

点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継

続
使
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
７
８
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

①
-

2
5
3
原
子
炉
補
機
冷
却
水

ポ
ン
プ

簡
易
点
検

分
解
点
検

簡
易
点
検
：
２

６
Ｍ
分
解
点
検
：
５

２
Ｍ

簡
易
点
検
：
３

９
Ｍ
分
解
点
検
：
７

８
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
等
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し

た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
メ
カ
ニ
カ
ル
シ
ー
ル
，
ガ
ス

ケ
ッ
ト
，
玉
軸
受
）
は
，
現
在
２
６
ヶ
月
毎
お
よ
び
５
２
ヶ
月
毎
に
点
検
を
実
施
し
て

い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ

れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
ま
た
，
簡
易
点
検
に
お
い
て
は
，
使
用
条
件
・
使
用
環
境
を
考
慮
し
た
東
通
原

子
力
発
電
所
第
１
号
機
の
類
似
機
器
に
お
い
て
，
３
９
ヶ
月
以
上
の
使
用
実
績

が
あ
り
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
が
発
生
し
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
，
３
９
ヶ
月
お
よ
び
７
８
ヶ

月
へ
の
延
長
が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
な
お
，
当
該
機
器
の
軸
受
等
の
部
品
に
起
因
す
る
異
常
の
早
期
検
知
を
目
的

に
，
運
転
中
の
状
態
監
視
（
振
動
診
断
）
を
継
続
実
施
し
，
信
頼
性
の
向
上
を
図

る
。

①
④

・
原
子
炉
補
機
冷
却
水
系
ポ
ン
プ
検

査 ・
振
動
診
断
：
頻
度
は
回
転
機
械
振

動
診
断
手
順
書
に
よ
る
。

※
イ
ン
プ
ッ
ト
項
目
は
添
付
－
１
の
定
期
的
な
評
価
の
イ
ン
プ
ッ
ト
分
類
２
と
対
応

　
　
　
　
　
　
　
　
　
添
付
－
２
（
5
7
／
6
5
）

イ
ン
プ
ッ
ト

情
報
の
項
目

※
事
象
の
概
要

評
価
内
容

４
つ
の

評
価
項
目

※
※

保
全
の
有
効
性
評
価
の
結
果
等
よ
り
保
全
へ
反
映
し
た
事
項

N
o
.

系
統
・機
器
名

備
考

(関
連
す
る
定
期
事
業
者
検
査
等
)

点
検
計
画
の

保
全
方
式
ま
た
は
点
検
内
容
の
変
更

※
※
点
検
頻
度
の
変
更
に
適
用
し
た
評
価
方
法

①
点
検
お
よ
び
取
替
結
果
の
評
価

②
劣
化
ト
レ
ン
ド
に
よ
る
評
価

③
研
究
成
果
に
よ
る
評
価

④
類
似
機
器
等
の
使
用
実
績
に
よ
る
評
価
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頁追加による総頁の変更 

 

保
全
へ
の
反
映
内
容

評
価

項
目

変
更
前

変
更
後

2
5
4
原
子
炉
補
機
冷
却
水

系
の
主
要
弁
　
一
式

分
解
点
検

６
５
Ｍ
～

１
９
５
Ｍ

７
８
Ｍ
～

１
９
５
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。
　
当
該
機
器
の
う
ち
，
一
部
の
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
パ
ッ

キ
ン
，
ガ
ス
ケ
ッ
ト
）
は
，
現
在
６
５
ヶ
月
毎
に
点
検
を
実
施
し
て
い
る
が
，
過
去
の

点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継

続
使
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
７
８
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

①
・
主
要
弁
検
査
（
定
検
：
原
子
炉
系
）

2
5
5
Ｒ
Ｓ
Ｗ
ス
ト
レ
ー
ナ
ド
レ

ン
弁
・
ベ
ン
ト
弁
，
Ｒ
Ｃ

Ｗ
熱
交
換
器
管
側
ド

レ
ン
弁
・
ベ
ン
ト
弁
，
Ｒ

Ｓ
Ｗ
ポ
ン
プ
吐
出
側
ド

レ
ン
弁
・
ベ
ン
ト
弁
，
Ｒ

Ｃ
Ｗ
熱
交
換
器
海
水

出
口
管
ベ
ン
ト
弁
，
Ｒ

Ｓ
Ｗ
放
水
流
量
調
整

オ
リ
フ
ィ
ス
出
口
管
ド

レ
ン
弁
，
Ｒ
Ｓ
Ｗ
ス
ト

レ
ー
ナ
ブ
ロ
ー
ラ
イ
ン

ベ
ン
ト
弁
，
Ｈ
Ｐ
Ｓ
Ｗ
ス

ト
レ
ー
ナ
ド
レ
ン
弁
・

ベ
ン
ト
弁
，
Ｈ
Ｐ
Ｃ
Ｗ

熱
交
換
器
管
側
ド
レ

ン
弁
・
ベ
ン
ト
弁
，
Ｈ
Ｐ

Ｓ
Ｗ
ポ
ン
プ
吐
出
管
ド

レ
ン
弁
，
Ｈ
Ｐ
Ｃ
Ｗ
熱

交
換
器
海
水
入
口
・

出
口
管
ド
レ
ン
弁

分
解
点
検

２
４
Ｍ

６
５
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
グ
ラ
ン
ド
パ
ッ
キ
ン
，
フ
レ

ア
ー
パ
ッ
キ
ン
，
バ
ル
ブ
シ
ー
ト
，
ス
ラ
ス
ト
シ
ー
ト
）
は
，
現
在
２
４
ヶ
月
毎
に
点
検

を
実
施
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合

は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
ま
た
，
使
用
条
件
・
使
用
環
境
を
考
慮
し
た
東
通
原
子
力
発
電
所
第
１
号
機
の

類
似
機
器
に
お
い
て
，
６
５
ヶ
月
の
使
用
実
績
が
あ
り
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具

合
が
発
生
し
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
６
５
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

①
④

-

2
5
6
原
子
炉
補
機
冷
却
海

水
系
の
主
要
弁
　
一

式

分
解
点
検

機
能
・
性
能
試

験

６
５
Ｍ

７
８
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。
　
当
該
機
器
の
う
ち
，
一
部
の
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
パ
ッ

キ
ン
，
O
リ
ン
グ
，
弁
座
）
は
，
現
在
６
５
ヶ
月
毎
に
点
検
を
実
施
し
て
い
る
が
，
過

去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら

ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
７
８
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

①
主
要
弁
検
査
（
定
検
：
原
子
炉
系
）

2
5
7
原
子
炉
補
機
冷
却
海

水
系
の
弁
　
一
式

分
解
点
検

５
２
Ｍ
～

６
５
Ｍ

６
５
Ｍ
～

７
８
Ｍ

③
　
当
該
機
器
（
Ｒ
Ｓ
Ｗ
ポ
ン
プ
吐
出
逆
止
弁
）
の
点

検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去
の
点
検
実
績
を
基

に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
ガ
ス
ケ
ッ
ト
）
は
，
現
在
５
２
ヶ

月
毎
に
点
検
を
実
施
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起

因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認

し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
６
５
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

①
-

※
イ
ン
プ
ッ
ト
項
目
は
添
付
－
１
の
定
期
的
な
評
価
の
イ
ン
プ
ッ
ト
分
類
２
と
対
応

　
　
　
　
　
　
　
　
　
添
付
－
２
（
5
8
／
6
4
）

イ
ン
プ
ッ
ト

情
報
の
項
目

※
事
象
の
概
要

N
o
.

系
統
・
機
器
名

備
考

(関
連
す
る
定
期
事
業
者
検
査
等
)

点
検
計
画
の

保
全
方
式
ま
た
は
点
検
内
容
の
変
更

評
価
内
容

４
つ
の

評
価
項
目

※
※

保
全
の
有
効
性
評
価
の
結
果
等
よ
り
保
全
へ
反
映
し
た
事
項

※
※
点
検
頻
度
の
変
更
に
適
用
し
た
評
価
方
法

①
点
検
お
よ
び
取
替
結
果
の
評
価

②
劣
化
ト
レ
ン
ド
に
よ
る
評
価

③
研
究
成
果
に
よ
る
評
価

④
類
似
機
器
等
の
使
用
実
績
に
よ
る
評
価

保
全
へ
の
反
映
内
容

評
価

項
目

変
更
前

変
更
後

2
5
4
原
子
炉
補
機
冷
却
水

系
の
主
要
弁
　
一
式

分
解
点
検

６
５
Ｍ
～

１
９
５
Ｍ

７
８
Ｍ
～

１
９
５
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。
　
当
該
機
器
の
う
ち
，
一
部
の
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
パ
ッ

キ
ン
，
ガ
ス
ケ
ッ
ト
）
は
，
現
在
６
５
ヶ
月
毎
に
点
検
を
実
施
し
て
い
る
が
，
過
去
の

点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継

続
使
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
７
８
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

①
・
主
要
弁
検
査
（
定
検
：
原
子
炉
系
）

2
5
5
Ｒ
Ｓ
Ｗ
ス
ト
レ
ー
ナ
ド
レ

ン
弁
・
ベ
ン
ト
弁
，
Ｒ
Ｃ

Ｗ
熱
交
換
器
管
側
ド

レ
ン
弁
・
ベ
ン
ト
弁
，
Ｒ

Ｓ
Ｗ
ポ
ン
プ
吐
出
側
ド

レ
ン
弁
・
ベ
ン
ト
弁
，
Ｒ

Ｃ
Ｗ
熱
交
換
器
海
水

出
口
管
ベ
ン
ト
弁
，
Ｒ

Ｓ
Ｗ
放
水
流
量
調
整

オ
リ
フ
ィ
ス
出
口
管
ド

レ
ン
弁
，
Ｒ
Ｓ
Ｗ
ス
ト

レ
ー
ナ
ブ
ロ
ー
ラ
イ
ン

ベ
ン
ト
弁
，
Ｈ
Ｐ
Ｓ
Ｗ
ス

ト
レ
ー
ナ
ド
レ
ン
弁
・

ベ
ン
ト
弁
，
Ｈ
Ｐ
Ｃ
Ｗ

熱
交
換
器
管
側
ド
レ

ン
弁
・
ベ
ン
ト
弁
，
Ｈ
Ｐ

Ｓ
Ｗ
ポ
ン
プ
吐
出
管
ド

レ
ン
弁
，
Ｈ
Ｐ
Ｃ
Ｗ
熱

交
換
器
海
水
入
口
・

出
口
管
ド
レ
ン
弁

分
解
点
検

２
４
Ｍ

６
５
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
グ
ラ
ン
ド
パ
ッ
キ
ン
，
フ
レ

ア
ー
パ
ッ
キ
ン
，
バ
ル
ブ
シ
ー
ト
，
ス
ラ
ス
ト
シ
ー
ト
）
は
，
現
在
２
４
ヶ
月
毎
に
点
検

を
実
施
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合

は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
ま
た
，
使
用
条
件
・
使
用
環
境
を
考
慮
し
た
東
通
原
子
力
発
電
所
第
１
号
機
の

類
似
機
器
に
お
い
て
，
６
５
ヶ
月
の
使
用
実
績
が
あ
り
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具

合
が
発
生
し
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
６
５
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

①
④

-

2
5
6
原
子
炉
補
機
冷
却
海

水
系
の
主
要
弁
　
一

式

分
解
点
検

機
能
・
性
能
試

験

６
５
Ｍ

７
８
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。
　
当
該
機
器
の
う
ち
，
一
部
の
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
パ
ッ

キ
ン
，
O
リ
ン
グ
，
弁
座
）
は
，
現
在
６
５
ヶ
月
毎
に
点
検
を
実
施
し
て
い
る
が
，
過

去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら

ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
７
８
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

①
主
要
弁
検
査
（
定
検
：
原
子
炉
系
）

2
5
7
原
子
炉
補
機
冷
却
海

水
系
の
弁
　
一
式

分
解
点
検

５
２
Ｍ
～

６
５
Ｍ

６
５
Ｍ
～

７
８
Ｍ

③
　
当
該
機
器
（
Ｒ
Ｓ
Ｗ
ポ
ン
プ
吐
出
逆
止
弁
）
の
点

検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去
の
点
検
実
績
を
基

に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
ガ
ス
ケ
ッ
ト
）
は
，
現
在
５
２
ヶ

月
毎
に
点
検
を
実
施
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起

因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認

し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
６
５
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

①
-

※
イ
ン
プ
ッ
ト
項
目
は
添
付
－
１
の
定
期
的
な
評
価
の
イ
ン
プ
ッ
ト
分
類
２
と
対
応

　
　
　
　
　
　
　
　
　
添
付
－
２
（
5
8
／
6
5
）

イ
ン
プ
ッ
ト

情
報
の
項
目

※
事
象
の
概
要

評
価
内
容

４
つ
の

評
価
項
目

※
※

保
全
の
有
効
性
評
価
の
結
果
等
よ
り
保
全
へ
反
映
し
た
事
項

N
o
.

系
統
・
機
器
名

備
考

(関
連
す
る
定
期
事
業
者
検
査
等
)

点
検
計
画
の

保
全
方
式
ま
た
は
点
検
内
容
の
変
更

※
※
点
検
頻
度
の
変
更
に
適
用
し
た
評
価
方
法

①
点
検
お
よ
び
取
替
結
果
の
評
価

②
劣
化
ト
レ
ン
ド
に
よ
る
評
価

③
研
究
成
果
に
よ
る
評
価

④
類
似
機
器
等
の
使
用
実
績
に
よ
る
評
価
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頁追加による総頁の変更 

 

保
全
へ
の
反
映
内
容

評
価

項
目

変
更
前

変
更
後

2
5
8
原
子
炉
補
機
冷
却
海

水
系
の
弁
　
一
式

分
解
点
検

５
２
Ｍ
～

６
５
Ｍ

６
５
Ｍ
～

７
８
Ｍ

③
　
当
該
機
器
（
R
S
W
ポ
ン
プ
吐
出
弁
）
の
点
検
頻

度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去
の
点
検
実
績
を
基
に
詳

細
な
評
価
を
実
施
し
た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
パ
ッ
キ
ン
，
O
リ
ン
グ
，
弁

座
）
は
，
現
在
６
５
ヶ
月
毎
に
点
検
を
実
施
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お

い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能

で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
７
８
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

①
-

2
5
9
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ

補
機
冷
却
水
ポ
ン
プ
簡
易
点
検

分
解
点
検

簡
易
点
検
：
５

２
Ｍ
分
解
点
検
：
１

０
４
Ｍ

簡
易
点
検
：
６

５
Ｍ
分
解
点
検
：
１

３
０
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
メ
カ
ニ
カ
ル
シ
ー
ル
，
ガ
ス

ケ
ッ
ト
，
玉
軸
受
）
は
，
現
在
５
２
ヶ
月
毎
お
よ
び
１
０
４
ヶ
月
毎
に
点
検
を
実
施
し
て

い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ

れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
６
５
ヶ
月
お
よ
び
１
３

０
ヶ
月
へ
の
延
長
が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
な
お
，
当
該
機
器
の
軸
受
等
の
部
品
に
起
因
す
る
異
常
の
早
期
検
知
を
目
的

に
，
運
転
中
の
状
態
監
視
（
振
動
診
断
）
を
継
続
実
施
し
，
信
頼
性
の
向
上
を
図

る
。

①
・
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
補
機
冷
却
水

系
ポ
ン
プ
検
査

・
振
動
診
断
：
頻
度
は
回
転
機
械
振

動
診
断
手
順
書
に
よ
る
。

2
6
0
ＩＡ
空
気
貯
槽
安
全
弁
分
解
点
検

６
５
Ｍ

７
８
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
ガ
ス
ケ
ッ
ト
，
パ
ッ
キ
ン
）
は
，

現
在
６
５
ヶ
月
毎
に
点
検
を
実
施
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，

劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る

こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
７
８
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

①
-

2
6
1
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル

機
関
燃
料
移
送
ポ
ン

プ

分
解
点
検

５
２
Ｍ

６
５
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
Ｏ
リ
ン
グ
，
メ
カ
ニ
カ
ル
シ
ー

ル
）
は
，
現
在
５
２
ヶ
月
毎
に
点
検
を
実
施
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お

い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能

で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
ま
た
，
使
用
条
件
・
使
用
環
境
を
考
慮
し
た
東
通
原
子
力
発
電
所
第
１
号
機
の

類
似
機
器
に
お
い
て
，
６
５
ヶ
月
の
使
用
実
績
が
あ
り
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具

合
が
発
生
し
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
６
５
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

①
④

-

2
6
2
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル

発
電
設
備
の
弁
　
一

式

分
解
点
検

３
９
Ｍ
～

１
３
０
Ｍ

５
２
Ｍ
～

１
３
０
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。
　
当
該
機
器
の
う
ち
，
一
部
の
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
ガ
ス

ケ
ッ
ト
）
は
，
現
在
３
９
ヶ
月
毎
に
点
検
を
実
施
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績

に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が

可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
５
２
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

①
-

※
イ
ン
プ
ッ
ト
項
目
は
添
付
－
１
の
定
期
的
な
評
価
の
イ
ン
プ
ッ
ト
分
類
２
と
対
応

　
　
　
　
　
　
　
　
　
添
付
－
２
（
5
9
／
6
4
）

イ
ン
プ
ッ
ト

情
報
の
項
目

※
事
象
の
概
要

N
o
.

系
統
・
機
器
名

備
考

(関
連
す
る
定
期
事
業
者
検
査
等
)

点
検
計
画
の

保
全
方
式
ま
た
は
点
検
内
容
の
変
更

評
価
内
容

４
つ
の

評
価
項
目

※
※

保
全
の
有
効
性
評
価
の
結
果
等
よ
り
保
全
へ
反
映
し
た
事
項

※
※
点
検
頻
度
の
変
更
に
適
用
し
た
評
価
方
法

①
点
検
お
よ
び
取
替
結
果
の
評
価

②
劣
化
ト
レ
ン
ド
に
よ
る
評
価

③
研
究
成
果
に
よ
る
評
価

④
類
似
機
器
等
の
使
用
実
績
に
よ
る
評
価

保
全
へ
の
反
映
内
容

評
価

項
目

変
更
前

変
更
後

2
5
8
原
子
炉
補
機
冷
却
海

水
系
の
弁
　
一
式

分
解
点
検

５
２
Ｍ
～

６
５
Ｍ

６
５
Ｍ
～

７
８
Ｍ

③
　
当
該
機
器
（
R
S
W
ポ
ン
プ
吐
出
弁
）
の
点
検
頻

度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去
の
点
検
実
績
を
基
に
詳

細
な
評
価
を
実
施
し
た
。

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
パ
ッ
キ
ン
，
O
リ
ン
グ
，
弁

座
）
は
，
現
在
６
５
ヶ
月
毎
に
点
検
を
実
施
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お

い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能

で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
７
８
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

①
-

2
5
9
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ

補
機
冷
却
水
ポ
ン
プ
簡
易
点
検

分
解
点
検

簡
易
点
検
：
５

２
Ｍ
分
解
点
検
：
１

０
４
Ｍ

簡
易
点
検
：
６

５
Ｍ
分
解
点
検
：
１

３
０
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
メ
カ
ニ
カ
ル
シ
ー
ル
，
ガ
ス

ケ
ッ
ト
，
玉
軸
受
）
は
，
現
在
５
２
ヶ
月
毎
お
よ
び
１
０
４
ヶ
月
毎
に
点
検
を
実
施
し
て

い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ

れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
６
５
ヶ
月
お
よ
び
１
３

０
ヶ
月
へ
の
延
長
が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
な
お
，
当
該
機
器
の
軸
受
等
の
部
品
に
起
因
す
る
異
常
の
早
期
検
知
を
目
的

に
，
運
転
中
の
状
態
監
視
（
振
動
診
断
）
を
継
続
実
施
し
，
信
頼
性
の
向
上
を
図

る
。

①
・
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
補
機
冷
却
水

系
ポ
ン
プ
検
査

・
振
動
診
断
：
頻
度
は
回
転
機
械
振

動
診
断
手
順
書
に
よ
る
。

2
6
0
ＩＡ
空
気
貯
槽
安
全
弁
分
解
点
検

６
５
Ｍ

７
８
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
ガ
ス
ケ
ッ
ト
，
パ
ッ
キ
ン
）
は
，

現
在
６
５
ヶ
月
毎
に
点
検
を
実
施
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，

劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る

こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
７
８
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

①
-

2
6
1
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル

機
関
燃
料
移
送
ポ
ン

プ

分
解
点
検

５
２
Ｍ

６
５
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
Ｏ
リ
ン
グ
，
メ
カ
ニ
カ
ル
シ
ー

ル
）
は
，
現
在
５
２
ヶ
月
毎
に
点
検
を
実
施
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お

い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能

で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
ま
た
，
使
用
条
件
・
使
用
環
境
を
考
慮
し
た
東
通
原
子
力
発
電
所
第
１
号
機
の

類
似
機
器
に
お
い
て
，
６
５
ヶ
月
の
使
用
実
績
が
あ
り
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具

合
が
発
生
し
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
６
５
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

①
④

-

2
6
2
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル

発
電
設
備
の
弁
　
一

式

分
解
点
検

３
９
Ｍ
～

１
３
０
Ｍ

５
２
Ｍ
～

１
３
０
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。
　
当
該
機
器
の
う
ち
，
一
部
の
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
ガ
ス

ケ
ッ
ト
）
は
，
現
在
３
９
ヶ
月
毎
に
点
検
を
実
施
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績

に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が

可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
５
２
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

①
-

※
イ
ン
プ
ッ
ト
項
目
は
添
付
－
１
の
定
期
的
な
評
価
の
イ
ン
プ
ッ
ト
分
類
２
と
対
応

　
　
　
　
　
　
　
　
　
添
付
－
２
（
5
9
／
6
5
）

イ
ン
プ
ッ
ト

情
報
の
項
目

※
事
象
の
概
要

評
価
内
容

４
つ
の

評
価
項
目

※
※

保
全
の
有
効
性
評
価
の
結
果
等
よ
り
保
全
へ
反
映
し
た
事
項

N
o
.

系
統
・
機
器
名

備
考

(関
連
す
る
定
期
事
業
者
検
査
等
)

点
検
計
画
の

保
全
方
式
ま
た
は
点
検
内
容
の
変
更

※
※
点
検
頻
度
の
変
更
に
適
用
し
た
評
価
方
法

①
点
検
お
よ
び
取
替
結
果
の
評
価

②
劣
化
ト
レ
ン
ド
に
よ
る
評
価

③
研
究
成
果
に
よ
る
評
価

④
類
似
機
器
等
の
使
用
実
績
に
よ
る
評
価
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頁追加による総頁の変更 

 

保
全
へ
の
反
映
内
容

評
価

項
目

変
更
前

変
更
後

2
6
3
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ

系
デ
ィ
ー
ゼ
ル
機
関

燃
料
移
送
ポ
ン
プ

分
解
点
検

３
９
Ｍ

５
２
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
Ｏ
リ
ン
グ
，
メ
カ
ニ
カ
ル
シ
ー

ル
）
は
，
現
在
３
９
ヶ
月
毎
に
点
検
を
実
施
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お

い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能

で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
ま
た
，
使
用
条
件
・
使
用
環
境
を
考
慮
し
た
東
通
原
子
力
発
電
所
第
１
号
機
の

類
似
機
器
に
お
い
て
，
５
２
ヶ
月
の
使
用
実
績
が
あ
り
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具

合
が
発
生
し
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
５
２
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

①
④

-

2
6
4
高
起
動
変
圧
器
付
帯

設
備
　
一
式

分
解
点
検

７
８
M
～

１
１
７
M

７
８
M
～

１
３
０
M

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
ベ
ア
リ
ン
グ
）
は
，
現
在
１
１

７
ヶ
月
毎
に
点
検
を
実
施
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に

起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確

認
し
た
。

　
ま
た
，
使
用
条
件
・
使
用
環
境
を
考
慮
し
た
当
社
先
行
プ
ラ
ン
ト
に
お
け
る
類
似

機
器
に
お
い
て
，
１
３
０
ヶ
月
の
使
用
実
績
が
あ
り
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
が

発
生
し
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
１
３
０
ヶ
月
へ
の
延

長
が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

①
④

-

2
6
5
非
常
用
ガ
ス
処
理
系

排
風
機

簡
易
点
検

分
解
点
検

簡
易
点
検
：
５

２
Ｍ
分
解
点
検
：
１

０
４
Ｍ

簡
易
点
検
：
６

５
Ｍ
分
解
点
検
：
１

３
０
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
軸
受
，
パ
ッ
キ
ン
，
ゴ
ム
ブ
ッ

シ
ュ
）
は
，
現
在
５
２
ヶ
月
毎
お
よ
び
１
０
４
ヶ
月
毎
に
点
検
を
実
施
し
て
い
る
が
，

過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら

ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
ま
た
，
軸
受
に
対
す
る
振
動
診
断
結
果
に
有
意
な
劣
化
進
展
は
確
認
さ
れ
て

お
ら
ず
，
基
準
値
に
対
し
十
分
な
余
裕
が
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
さ
ら
に
，
使
用
条
件
・
使
用
環
境
を
考
慮
し
た
東
通
原
子
力
発
電
所
第
１
号
機

の
類
似
機
器
に
お
い
て
，
１
３
０
ヶ
月
の
使
用
実
績
が
あ
り
，
劣
化
に
起
因
す
る
不

具
合
が
発
生
し
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
６
５
ヶ
月
お
よ
び
１
３

０
ヶ
月
へ
の
延
長
が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
な
お
，
当
該
機
器
の
軸
受
等
の
部
品
に
起
因
す
る
異
常
の
早
期
検
知
を
目
的

に
，
運
転
中
の
状
態
監
視
（
振
動
診
断
）
を
継
続
実
施
し
，
信
頼
性
の
向
上
を
図

る
。

①
②
④

・
振
動
診
断
：
頻
度
は
回
転
機
械
振

動
診
断
手
順
書
に
よ
る
。

2
6
6
格
納
容
器
外
真
空
逃

が
し
逆
止
隔
離
弁

分
解
点
検

２
６
Ｍ

３
９
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
パ
ッ
キ
ン
，
ゴ
ム
シ
ー
ト
，
ガ

ス
ケ
ッ
ト
）
は
，
現
在
２
６
ヶ
月
毎
に
点
検
を
実
施
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績

に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が

可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
。

　
ま
た
，
使
用
条
件
・
使
用
環
境
を
考
慮
し
た
東
通
原
子
力
発
電
所
第
１
号
機
の

類
似
機
器
に
お
い
て
，
３
９
ヶ
月
以
上
の
使
用
実
績
が
あ
り
，
劣
化
に
起
因
す
る

不
具
合
が
発
生
し
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
３
９
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

①
④

・
原
子
炉
格
納
容
器
隔
離
弁
分
解

検
査

※
イ
ン
プ
ッ
ト
項
目
は
添
付
－
１
の
定
期
的
な
評
価
の
イ
ン
プ
ッ
ト
分
類
２
と
対
応

　
　
　
　
　
　
　
　
　
添
付
－
２
（
6
0
／
6
4
）

イ
ン
プ
ッ
ト

情
報
の
項
目

※
事
象
の
概
要

N
o
.

系
統
・
機
器
名

備
考

(関
連
す
る
定
期
事
業
者
検
査
等
)

点
検
計
画
の

保
全
方
式
ま
た
は
点
検
内
容
の
変
更

評
価
内
容

４
つ
の

評
価
項
目

※
※

保
全
の
有
効
性
評
価
の
結
果
等
よ
り
保
全
へ
反
映
し
た
事
項

※
※
点
検
頻
度
の
変
更
に
適
用
し
た
評
価
方
法

①
点
検
お
よ
び
取
替
結
果
の
評
価

②
劣
化
ト
レ
ン
ド
に
よ
る
評
価

③
研
究
成
果
に
よ
る
評
価

④
類
似
機
器
等
の
使
用
実
績
に
よ
る
評
価

保
全
へ
の
反
映
内
容

評
価

項
目

変
更
前

変
更
後

2
6
3
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ

系
デ
ィ
ー
ゼ
ル
機
関

燃
料
移
送
ポ
ン
プ

分
解
点
検

３
９
Ｍ

５
２
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
Ｏ
リ
ン
グ
，
メ
カ
ニ
カ
ル
シ
ー

ル
）
は
，
現
在
３
９
ヶ
月
毎
に
点
検
を
実
施
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お

い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能

で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
ま
た
，
使
用
条
件
・
使
用
環
境
を
考
慮
し
た
東
通
原
子
力
発
電
所
第
１
号
機
の

類
似
機
器
に
お
い
て
，
５
２
ヶ
月
の
使
用
実
績
が
あ
り
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具

合
が
発
生
し
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
５
２
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

①
④

-

2
6
4
高
起
動
変
圧
器
付
帯

設
備
　
一
式

分
解
点
検

７
８
M
～

１
１
７
M

７
８
M
～

１
３
０
M

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
ベ
ア
リ
ン
グ
）
は
，
現
在
１
１

７
ヶ
月
毎
に
点
検
を
実
施
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に

起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確

認
し
た
。

　
ま
た
，
使
用
条
件
・
使
用
環
境
を
考
慮
し
た
当
社
先
行
プ
ラ
ン
ト
に
お
け
る
類
似

機
器
に
お
い
て
，
１
３
０
ヶ
月
の
使
用
実
績
が
あ
り
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
が

発
生
し
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
１
３
０
ヶ
月
へ
の
延

長
が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

①
④

-

2
6
5
非
常
用
ガ
ス
処
理
系

排
風
機

簡
易
点
検

分
解
点
検

簡
易
点
検
：
５

２
Ｍ
分
解
点
検
：
１

０
４
Ｍ

簡
易
点
検
：
６

５
Ｍ
分
解
点
検
：
１

３
０
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
軸
受
，
パ
ッ
キ
ン
，
ゴ
ム
ブ
ッ

シ
ュ
）
は
，
現
在
５
２
ヶ
月
毎
お
よ
び
１
０
４
ヶ
月
毎
に
点
検
を
実
施
し
て
い
る
が
，

過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら

ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
ま
た
，
軸
受
に
対
す
る
振
動
診
断
結
果
に
有
意
な
劣
化
進
展
は
確
認
さ
れ
て

お
ら
ず
，
基
準
値
に
対
し
十
分
な
余
裕
が
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
さ
ら
に
，
使
用
条
件
・
使
用
環
境
を
考
慮
し
た
東
通
原
子
力
発
電
所
第
１
号
機

の
類
似
機
器
に
お
い
て
，
１
３
０
ヶ
月
の
使
用
実
績
が
あ
り
，
劣
化
に
起
因
す
る
不

具
合
が
発
生
し
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
６
５
ヶ
月
お
よ
び
１
３

０
ヶ
月
へ
の
延
長
が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
な
お
，
当
該
機
器
の
軸
受
等
の
部
品
に
起
因
す
る
異
常
の
早
期
検
知
を
目
的

に
，
運
転
中
の
状
態
監
視
（
振
動
診
断
）
を
継
続
実
施
し
，
信
頼
性
の
向
上
を
図

る
。

①
②
④

・
振
動
診
断
：
頻
度
は
回
転
機
械
振

動
診
断
手
順
書
に
よ
る
。

2
6
6
格
納
容
器
外
真
空
逃

が
し
逆
止
隔
離
弁

分
解
点
検

２
６
Ｍ

３
９
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
パ
ッ
キ
ン
，
ゴ
ム
シ
ー
ト
，
ガ

ス
ケ
ッ
ト
）
は
，
現
在
２
６
ヶ
月
毎
に
点
検
を
実
施
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績

に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が

可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
。

　
ま
た
，
使
用
条
件
・
使
用
環
境
を
考
慮
し
た
東
通
原
子
力
発
電
所
第
１
号
機
の

類
似
機
器
に
お
い
て
，
３
９
ヶ
月
以
上
の
使
用
実
績
が
あ
り
，
劣
化
に
起
因
す
る

不
具
合
が
発
生
し
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
３
９
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

①
④

・
原
子
炉
格
納
容
器
隔
離
弁
分
解
検

査

※
イ
ン
プ
ッ
ト
項
目
は
添
付
－
１
の
定
期
的
な
評
価
の
イ
ン
プ
ッ
ト
分
類
２
と
対
応

　
　
　
　
　
　
　
　
　
添
付
－
２
（
6
0
／
6
5
）

イ
ン
プ
ッ
ト

情
報
の
項
目

※
事
象
の
概
要

評
価
内
容

４
つ
の

評
価
項
目

※
※

保
全
の
有
効
性
評
価
の
結
果
等
よ
り
保
全
へ
反
映
し
た
事
項

N
o
.

系
統
・
機
器
名

備
考

(関
連
す
る
定
期
事
業
者
検
査
等
)

点
検
計
画
の

保
全
方
式
ま
た
は
点
検
内
容
の
変
更

※
※
点
検
頻
度
の
変
更
に
適
用
し
た
評
価
方
法

①
点
検
お
よ
び
取
替
結
果
の
評
価

②
劣
化
ト
レ
ン
ド
に
よ
る
評
価

③
研
究
成
果
に
よ
る
評
価

④
類
似
機
器
等
の
使
用
実
績
に
よ
る
評
価
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頁追加による総頁の変更 

 

保
全
へ
の
反
映
内
容

評
価

項
目

変
更
前

変
更
後

2
6
7
Ｃ
Ｒ
Ｄ
ポ
ン
プ
室
空
調

機
，
原
子
炉
棟
Ｍ
Ｓ
ト

ン
ネ
ル
室
空
調
機

開
放
点
検

３
９
Ｍ

６
５
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
羽
根
）
は
，
現
在
３
９
ヶ
月
毎

に
点
検
を
実
施
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る

不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
ま
た
，
使
用
条
件
・
使
用
環
境
を
考
慮
し
た
東
通
原
子
力
発
電
所
第
１
号
機
の

類
似
機
器
に
お
い
て
，
６
５
ヶ
月
の
使
用
実
績
が
あ
り
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具

合
が
発
生
し
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
６
５
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
な
お
，
当
該
機
器
の
軸
受
等
の
部
品
に
起
因
す
る
異
常
の
早
期
検
知
を
目
的

に
，
運
転
中
の
状
態
監
視
（
振
動
診
断
）
を
継
続
実
施
し
，
信
頼
性
の
向
上
を
図

る
。

①
④

・
振
動
診
断
：
頻
度
は
回
転
機
械
振

動
診
断
手
順
書
に
よ
る
。

2
6
8
Ｃ
Ａ
Ｍ
Ｓ
室
空
調
機

開
放
点
検

６
５
Ｍ

７
８
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
羽
根
）
は
，
現
在
６
５
ヶ
月
毎

に
点
検
を
実
施
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る

不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
７
８
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

①
-

2
6
9
Ｆ
Ｃ
Ｓ
室
空
調
機
，
Ｈ

Ｐ
Ｃ
Ｓ
ポ
ン
プ
室
空
調

機
，
Ｌ
Ｐ
Ｃ
Ｓ
ポ
ン
プ
室

空
調
機
，
Ｒ
Ｈ
Ｒ
ポ
ン

プ
室
空
調
機
，
Ｓ
Ｇ
Ｔ

Ｓ
室
空
調
機

開
放
点
検

６
５
Ｍ

７
８
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
羽
根
）
は
，
現
在
６
５
ヶ
月
毎

に
点
検
を
実
施
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る

不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
７
８
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
な
お
，
当
該
機
器
の
軸
受
等
の
部
品
に
起
因
す
る
異
常
の
早
期
検
知
を
目
的

に
，
運
転
中
の
状
態
監
視
（
振
動
診
断
）
を
継
続
実
施
し
，
信
頼
性
の
向
上
を
図

る
。

①
・
振
動
診
断
：
頻
度
は
回
転
機
械
振

動
診
断
手
順
書
に
よ
る
。

2
7
0
原
子
炉
補
機
室
送
風

機
，
原
子
炉
補
機
室

排
風
機
，
中
央
制
御

室
送
風
機
，
中
央
制

御
室
排
風
機
，
中
央

制
御
室
再
循
環
送
風

機

開
放
点
検

６
５
Ｍ

７
８
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
パ
ッ
キ
ン
）
は
，
現
在
６
５
ヶ

月
毎
に
点
検
を
実
施
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起

因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認

し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
７
８
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
な
お
，
当
該
機
器
の
軸
受
等
の
部
品
に
起
因
す
る
異
常
の
早
期
検
知
を
目
的

に
，
運
転
中
の
状
態
監
視
（
振
動
診
断
）
を
継
続
実
施
し
，
信
頼
性
の
向
上
を
図

る
。

①
・
振
動
診
断
：
頻
度
は
回
転
機
械
振

動
診
断
手
順
書
に
よ
る
。

※
イ
ン
プ
ッ
ト
項
目
は
添
付
－
１
の
定
期
的
な
評
価
の
イ
ン
プ
ッ
ト
分
類
２
と
対
応

　
　
　
　
　
　
　
　
　
添
付
－
２
（
6
1
／
6
4
）

イ
ン
プ
ッ
ト

情
報
の
項
目

※
事
象
の
概
要

N
o
.

系
統
・
機
器
名

備
考

(関
連
す
る
定
期
事
業
者
検
査
等
)

点
検
計
画
の

保
全
方
式
ま
た
は
点
検
内
容
の
変
更

評
価
内
容

４
つ
の

評
価
項
目

※
※

保
全
の
有
効
性
評
価
の
結
果
等
よ
り
保
全
へ
反
映
し
た
事
項

※
※
点
検
頻
度
の
変
更
に
適
用
し
た
評
価
方
法

①
点
検
お
よ
び
取
替
結
果
の
評
価

②
劣
化
ト
レ
ン
ド
に
よ
る
評
価

③
研
究
成
果
に
よ
る
評
価

④
類
似
機
器
等
の
使
用
実
績
に
よ
る
評
価

保
全
へ
の
反
映
内
容

評
価

項
目

変
更
前

変
更
後

2
6
7
Ｃ
Ｒ
Ｄ
ポ
ン
プ
室
空
調

機
，
原
子
炉
棟
Ｍ
Ｓ
ト

ン
ネ
ル
室
空
調
機

開
放
点
検

３
９
Ｍ

６
５
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
羽
根
）
は
，
現
在
３
９
ヶ
月
毎

に
点
検
を
実
施
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る

不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
ま
た
，
使
用
条
件
・
使
用
環
境
を
考
慮
し
た
東
通
原
子
力
発
電
所
第
１
号
機
の

類
似
機
器
に
お
い
て
，
６
５
ヶ
月
の
使
用
実
績
が
あ
り
，
劣
化
に
起
因
す
る
不
具

合
が
発
生
し
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
６
５
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
な
お
，
当
該
機
器
の
軸
受
等
の
部
品
に
起
因
す
る
異
常
の
早
期
検
知
を
目
的

に
，
運
転
中
の
状
態
監
視
（
振
動
診
断
）
を
継
続
実
施
し
，
信
頼
性
の
向
上
を
図

る
。

①
④

・
振
動
診
断
：
頻
度
は
回
転
機
械
振

動
診
断
手
順
書
に
よ
る
。

2
6
8
Ｃ
Ａ
Ｍ
Ｓ
室
空
調
機

開
放
点
検

６
５
Ｍ

７
８
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
羽
根
）
は
，
現
在
６
５
ヶ
月
毎

に
点
検
を
実
施
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る

不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
７
８
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

①
-

2
6
9
Ｆ
Ｃ
Ｓ
室
空
調
機
，
Ｈ

Ｐ
Ｃ
Ｓ
ポ
ン
プ
室
空
調

機
，
Ｌ
Ｐ
Ｃ
Ｓ
ポ
ン
プ
室

空
調
機
，
Ｒ
Ｈ
Ｒ
ポ
ン

プ
室
空
調
機
，
Ｓ
Ｇ
Ｔ

Ｓ
室
空
調
機

開
放
点
検

６
５
Ｍ

７
８
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
羽
根
）
は
，
現
在
６
５
ヶ
月
毎

に
点
検
を
実
施
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起
因
す
る

不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
７
８
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
な
お
，
当
該
機
器
の
軸
受
等
の
部
品
に
起
因
す
る
異
常
の
早
期
検
知
を
目
的

に
，
運
転
中
の
状
態
監
視
（
振
動
診
断
）
を
継
続
実
施
し
，
信
頼
性
の
向
上
を
図

る
。

①
・
振
動
診
断
：
頻
度
は
回
転
機
械
振

動
診
断
手
順
書
に
よ
る
。

2
7
0
原
子
炉
補
機
室
送
風

機
，
原
子
炉
補
機
室

排
風
機
，
中
央
制
御

室
送
風
機
，
中
央
制

御
室
排
風
機
，
中
央

制
御
室
再
循
環
送
風

機

開
放
点
検

６
５
Ｍ

７
８
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
パ
ッ
キ
ン
）
は
，
現
在
６
５
ヶ

月
毎
に
点
検
を
実
施
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起

因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認

し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
７
８
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
な
お
，
当
該
機
器
の
軸
受
等
の
部
品
に
起
因
す
る
異
常
の
早
期
検
知
を
目
的

に
，
運
転
中
の
状
態
監
視
（
振
動
診
断
）
を
継
続
実
施
し
，
信
頼
性
の
向
上
を
図

る
。

①
・
振
動
診
断
：
頻
度
は
回
転
機
械
振

動
診
断
手
順
書
に
よ
る
。

※
イ
ン
プ
ッ
ト
項
目
は
添
付
－
１
の
定
期
的
な
評
価
の
イ
ン
プ
ッ
ト
分
類
２
と
対
応

　
　
　
　
　
　
　
　
　
添
付
－
２
（
6
1
／
6
5
）

イ
ン
プ
ッ
ト

情
報
の
項
目

※
事
象
の
概
要

評
価
内
容

４
つ
の

評
価
項
目

※
※

保
全
の
有
効
性
評
価
の
結
果
等
よ
り
保
全
へ
反
映
し
た
事
項

N
o
.

系
統
・
機
器
名

備
考

(関
連
す
る
定
期
事
業
者
検
査
等
)

点
検
計
画
の

保
全
方
式
ま
た
は
点
検
内
容
の
変
更

※
※
点
検
頻
度
の
変
更
に
適
用
し
た
評
価
方
法

①
点
検
お
よ
び
取
替
結
果
の
評
価

②
劣
化
ト
レ
ン
ド
に
よ
る
評
価

③
研
究
成
果
に
よ
る
評
価

④
類
似
機
器
等
の
使
用
実
績
に
よ
る
評
価
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頁追加による総頁の変更 

 

保
全
へ
の
反
映
内
容

評
価

項
目

変
更
前

変
更
後

漏
え
い
試
験

１
０
Ｃ

５
２
Ｍ
，

１
３
０
Ｍ

外
観
点
検

－
５
２
Ｍ
，

１
３
０
Ｍ

2
7
2
原
子
炉
棟
・
タ
ー
ビ
ン

区
域
送
風
機

開
放
点
検

６
５
Ｍ

７
８
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
パ
ッ
キ
ン
）
は
，
現
在
６
５
ヶ

月
毎
に
点
検
を
実
施
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起

因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認

し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
７
８
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

①
・
換
気
空
調
系
機
能
検
査

・
非
常
用
ガ
ス
処
理
系
機
能
検
査

2
7
3
原
子
炉
棟
・
タ
ー
ビ
ン

区
域
排
風
機

分
解
点
検

６
５
Ｍ

７
８
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
パ
ッ
キ
ン
，
軸
受
）
は
，
現
在

６
５
ヶ
月
毎
に
点
検
を
実
施
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化

に
起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
い
な
い
。

　
ま
た
，
軸
受
に
対
す
る
振
動
診
断
結
果
に
有
意
な
劣
化
進
展
は
確
認
さ
れ
て

お
ら
ず
，
基
準
値
に
対
し
十
分
な
余
裕
が
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
７
８
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
な
お
，
当
該
機
器
の
軸
受
等
の
部
品
に
起
因
す
る
異
常
の
早
期
検
知
を
目
的

に
，
運
転
中
の
状
態
監
視
（
振
動
診
断
）
を
継
続
実
施
し
，
信
頼
性
の
向
上
を
図

る
。

①
②

・
振
動
診
断
：
頻
度
は
回
転
機
械
振

動
診
断
手
順
書
に
よ
る
。

2
7
4
サ
ー
ビ
ス
建
屋
送
風

機
【
電
動
機
】

分
解
点
検

７
８
Ｍ

（
Ｔ
Ｂ
Ｍ
）

Ｃ
Ｂ
Ｍ

そ
の
他

　
当
該
機
器
の
状
態
基
準
保
全
へ
の
移
行
に
あ

た
り
，
劣
化
の
検
知
性
お
よ
び
修
復
性
に
つ
い
て

詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。

　
当
該
機
器
の
主
要
部
位
（
軸
受
）
に
対
す
る
劣
化
の
検
知
は
，
振
動
診
断
等
で

検
知
可
能
で
あ
る
。

　
ま
た
，
当
該
機
器
に
異
常
が
確
認
さ
れ
た
場
合
は
，
待
機
号
機
へ
の
切
替
え
が

可
能
で
あ
り
，
他
の
系
統
お
よ
び
機
器
の
運
転
に
影
響
を
与
え
ず
隔
離
，
点
検
を

実
施
で
き
る
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
保
全
方
式
に
つ
い
て
，
状
態
基
準
保
全
の
へ

移
行
が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

－
・
換
気
空
調
系
機
能
検
査

・
振
動
診
断
：
頻
度
は
回
転
機
械
振

動
診
断
手
順
書
に
よ
る
。

2
7
5
サ
ー
ビ
ス
建
屋
排
風

機
分
解
点
検

５
２
Ｍ

（
Ｔ
Ｂ
Ｍ
）

Ｃ
Ｂ
Ｍ

そ
の
他

　
当
該
機
器
の
状
態
基
準
保
全
へ
の
移
行
に
あ

た
り
，
劣
化
の
検
知
性
お
よ
び
修
復
性
に
つ
い
て

詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。

　
当
該
機
器
の
主
要
部
位
（
軸
受
，
パ
ッ
キ
ン
）
に
対
す
る
劣
化
の
検
知
は
，
振

動
診
断
，
巡
視
点
検
で
検
知
可
能
で
あ
る
。

　
ま
た
，
当
該
機
器
に
異
常
が
確
認
さ
れ
た
場
合
は
，
待
機
号
機
へ
の
切
替
え
が

可
能
で
あ
り
，
他
の
系
統
お
よ
び
機
器
の
運
転
に
影
響
を
与
え
ず
隔
離
・
点
検
で

き
る
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
保
全
方
式
に
つ
い
て
，
状
態
基
準
保
全
へ
の

移
行
が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

－
・
換
気
空
調
系
機
能
検
査

・
振
動
診
断
：
頻
度
は
回
転
機
械
振

動
診
断
手
順
書
に
よ
る
。

※
イ
ン
プ
ッ
ト
項
目
は
添
付
－
１
の
定
期
的
な
評
価
の
イ
ン
プ
ッ
ト
分
類
２
と
対
応

　
　
　
　
　
　
　
　
　
添
付
－
２
（
6
2
／
6
4
）　
国
内
他
プ
ラ
ン
ト
の
不
適
合
情
報
（
中
央
制
御
室
空
調
換
気
系
ダ
ク
ト
腐
食
に

つ
い
て
）
を
踏
ま
え
，
東
通
原
子
力
発
電
所
第
１
号
機
の
中
央
制
御
室
換
気
空

調
系
ダ
ク
ト
の
外
観
点
検
を
実
施
し
た
結
果
，
外
気
取
入
ダ
ク
ト
に
腐
食
孔
に
至

ら
な
い
発
錆
が
確
認
さ
れ
た
た
め
，
断
面
調
査
を
実
施
し
た
結
果
，
約
７
３
ヶ
月
で

腐
食
孔
に
至
る
可
能
性
が
確
認
さ
れ
た
。

　
ま
た
，
外
気
取
入
ダ
ク
ト
以
外
の
ダ
ク
ト
に
つ
い
て
は
，
運
転
年
数
が
１
３
年
を
経

過
し
て
も
発
錆
は
確
認
さ
れ
な
か
っ
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
項
目
に
外
観
点
検
を
追
加
す
る
と
と
も

に
，
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
５
２
ヶ
月
（
外
気
取
入
ダ
ク
ト
）
お
よ
び
１
３
０
ヶ
月

（
外
気
取
入
ダ
ク
ト
以
外
）
と
す
る
こ
と
が
適
切
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

①
-

イ
ン
プ
ッ
ト

情
報
の
項
目

※
事
象
の
概
要

2
7
1
中
央
制
御
室
換
気
空

調
系
ダ
ク
ト

⑦
　
当
該
機
器
の
国
内
他
プ
ラ
ン
ト
の
不
適
合
情
報

を
踏
ま
え
た
，
当
社
の
類
似
機
器
の
点
検
実
績
を

基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。

N
o
.

系
統
・
機
器
名

備
考

(関
連
す
る
定
期
事
業
者
検
査
等
)

点
検
計
画
の

保
全
方
式
ま
た
は
点
検
内
容
の
変
更

評
価
内
容

４
つ
の

評
価
項
目

※
※

保
全
の
有
効
性
評
価
の
結
果
等
よ
り
保
全
へ
反
映
し
た
事
項

※
※
点
検
頻
度
の
変
更
に
適
用
し
た
評
価
方
法

①
点
検
お
よ
び
取
替
結
果
の
評
価

②
劣
化
ト
レ
ン
ド
に
よ
る
評
価

③
研
究
成
果
に
よ
る
評
価

④
類
似
機
器
等
の
使
用
実
績
に
よ
る
評
価

保
全
へ
の
反
映
内
容

評
価

項
目

変
更
前

変
更
後

漏
え
い
試
験

１
０
Ｃ

５
２
Ｍ
，

１
３
０
Ｍ

外
観
点
検

－
５
２
Ｍ
，

１
３
０
Ｍ

2
7
2
原
子
炉
棟
・
タ
ー
ビ
ン

区
域
送
風
機

開
放
点
検

６
５
Ｍ

７
８
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
パ
ッ
キ
ン
）
は
，
現
在
６
５
ヶ

月
毎
に
点
検
を
実
施
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化
に
起

因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
，
継
続
使
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認

し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
７
８
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

①
・
換
気
空
調
系
機
能
検
査

・
非
常
用
ガ
ス
処
理
系
機
能
検
査

2
7
3
原
子
炉
棟
・
タ
ー
ビ
ン

区
域
排
風
機

分
解
点
検

６
５
Ｍ

７
８
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
を
決
定
す
る
主
要
部
位
（
パ
ッ
キ
ン
，
軸
受
）
は
，
現
在

６
５
ヶ
月
毎
に
点
検
を
実
施
し
て
い
る
が
，
過
去
の
点
検
実
績
に
お
い
て
，
劣
化

に
起
因
す
る
不
具
合
は
確
認
さ
れ
て
い
な
い
。

　
ま
た
，
軸
受
に
対
す
る
振
動
診
断
結
果
に
有
意
な
劣
化
進
展
は
確
認
さ
れ
て

お
ら
ず
，
基
準
値
に
対
し
十
分
な
余
裕
が
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
７
８
ヶ
月
へ
の
延
長

が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
な
お
，
当
該
機
器
の
軸
受
等
の
部
品
に
起
因
す
る
異
常
の
早
期
検
知
を
目
的

に
，
運
転
中
の
状
態
監
視
（
振
動
診
断
）
を
継
続
実
施
し
，
信
頼
性
の
向
上
を
図

る
。

①
②

・
振
動
診
断
：
頻
度
は
回
転
機
械
振

動
診
断
手
順
書
に
よ
る
。

2
7
4
サ
ー
ビ
ス
建
屋
送
風

機
【
電
動
機
】

分
解
点
検

７
８
Ｍ

（
Ｔ
Ｂ
Ｍ
）

Ｃ
Ｂ
Ｍ

そ
の
他

　
当
該
機
器
の
状
態
基
準
保
全
へ
の
移
行
に
あ

た
り
，
劣
化
の
検
知
性
お
よ
び
修
復
性
に
つ
い
て

詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。

　
当
該
機
器
の
主
要
部
位
（
軸
受
）
に
対
す
る
劣
化
の
検
知
は
，
振
動
診
断
等
で

検
知
可
能
で
あ
る
。

　
ま
た
，
当
該
機
器
に
異
常
が
確
認
さ
れ
た
場
合
は
，
待
機
号
機
へ
の
切
替
え
が

可
能
で
あ
り
，
他
の
系
統
お
よ
び
機
器
の
運
転
に
影
響
を
与
え
ず
隔
離
，
点
検
を

実
施
で
き
る
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
保
全
方
式
に
つ
い
て
，
状
態
基
準
保
全
の
へ

移
行
が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

－
・
換
気
空
調
系
機
能
検
査

・
振
動
診
断
：
頻
度
は
回
転
機
械
振

動
診
断
手
順
書
に
よ
る
。

2
7
5
サ
ー
ビ
ス
建
屋
排
風

機
分
解
点
検

５
２
Ｍ

（
Ｔ
Ｂ
Ｍ
）

Ｃ
Ｂ
Ｍ

そ
の
他

　
当
該
機
器
の
状
態
基
準
保
全
へ
の
移
行
に
あ

た
り
，
劣
化
の
検
知
性
お
よ
び
修
復
性
に
つ
い
て

詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。

　
当
該
機
器
の
主
要
部
位
（
軸
受
，
パ
ッ
キ
ン
）
に
対
す
る
劣
化
の
検
知
は
，
振

動
診
断
，
巡
視
点
検
で
検
知
可
能
で
あ
る
。

　
ま
た
，
当
該
機
器
に
異
常
が
確
認
さ
れ
た
場
合
は
，
待
機
号
機
へ
の
切
替
え
が

可
能
で
あ
り
，
他
の
系
統
お
よ
び
機
器
の
運
転
に
影
響
を
与
え
ず
隔
離
・
点
検
で

き
る
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
保
全
方
式
に
つ
い
て
，
状
態
基
準
保
全
へ
の

移
行
が
可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

－
・
換
気
空
調
系
機
能
検
査

・
振
動
診
断
：
頻
度
は
回
転
機
械
振

動
診
断
手
順
書
に
よ
る
。

※
イ
ン
プ
ッ
ト
項
目
は
添
付
－
１
の
定
期
的
な
評
価
の
イ
ン
プ
ッ
ト
分
類
２
と
対
応

　
　
　
　
　
　
　
　
　
添
付
－
２
（
6
2
／
6
5
）

　
当
該
機
器
の
国
内
他
プ
ラ
ン
ト
の
不
適
合
情
報

を
踏
ま
え
た
，
当
社
の
類
似
機
器
の
点
検
実
績
を

基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。

　
国
内
他
プ
ラ
ン
ト
の
不
適
合
情
報
（
中
央
制
御
室
空
調
換
気
系
ダ
ク
ト
腐
食
に

つ
い
て
）
を
踏
ま
え
，
東
通
原
子
力
発
電
所
第
１
号
機
の
中
央
制
御
室
換
気
空

調
系
ダ
ク
ト
の
外
観
点
検
を
実
施
し
た
結
果
，
外
気
取
入
ダ
ク
ト
に
腐
食
孔
に
至

ら
な
い
発
錆
が
確
認
さ
れ
た
た
め
，
断
面
調
査
を
実
施
し
た
結
果
，
約
７
３
ヶ
月
で

腐
食
孔
に
至
る
可
能
性
が
確
認
さ
れ
た
。

　
ま
た
，
外
気
取
入
ダ
ク
ト
以
外
の
ダ
ク
ト
に
つ
い
て
は
，
運
転
年
数
が
１
３
年
を
経

過
し
て
も
発
錆
は
確
認
さ
れ
な
か
っ
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
項
目
に
外
観
点
検
を
追
加
す
る
と
と
も

に
，
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
５
２
ヶ
月
（
外
気
取
入
ダ
ク
ト
）
お
よ
び
１
３
０
ヶ
月

（
外
気
取
入
ダ
ク
ト
以
外
）
と
す
る
こ
と
が
適
切
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

①
-

2
7
1
中
央
制
御
室
換
気
空

調
系
ダ
ク
ト

⑦

イ
ン
プ
ッ
ト

情
報
の
項
目

※
事
象
の
概
要

評
価
内
容

４
つ
の

評
価
項
目

※
※

保
全
の
有
効
性
評
価
の
結
果
等
よ
り
保
全
へ
反
映
し
た
事
項

N
o
.

系
統
・
機
器
名

備
考

(関
連
す
る
定
期
事
業
者
検
査
等
)

点
検
計
画
の

保
全
方
式
ま
た
は
点
検
内
容
の
変
更

※
※
点
検
頻
度
の
変
更
に
適
用
し
た
評
価
方
法

①
点
検
お
よ
び
取
替
結
果
の
評
価

②
劣
化
ト
レ
ン
ド
に
よ
る
評
価

③
研
究
成
果
に
よ
る
評
価

④
類
似
機
器
等
の
使
用
実
績
に
よ
る
評
価



（64/66） 

別添－２ 

添付書類五 保全の有効性評価の結果に関する説明書 

変更前 変更後 変更理由 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
保全の有効性評価の結果を反映 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
頁追加による総頁の変更 

 

保
全
へ
の
反
映
内
容

評
価

項
目

変
更
前

変
更
後

2
7
6
サ
ー
ビ
ス
建
屋
排
風

機
【
電
動
機
】

分
解
点
検

７
８
Ｍ

（
Ｔ
Ｂ
Ｍ
）

Ｃ
Ｂ
Ｍ

そ
の
他

　
当
該
機
器
の
状
態
基
準
保
全
へ
の
移
行
に
あ

た
り
，
劣
化
の
検
知
性
お
よ
び
修
復
性
に
つ
い
て

詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。

　
当
該
機
器
の
主
要
部
位
（
軸
受
）
に
対
す
る
劣
化
の
検
知
は
，
振
動
診
断
等
で

検
知
可
能
で
あ
る
。

　
ま
た
，
当
該
機
器
に
異
常
が
確
認
さ
れ
た
場
合
は
，
待
機
号
機
へ
の
切
替
え
が

可
能
で
あ
り
，
他
の
系
統
お
よ
び
機
器
の
運
転
に
影
響
を
与
え
ず
隔
離
，
点
検
を

実
施
で
き
る
。

－
・
換
気
空
調
系
機
能
検
査

・
振
動
診
断
：
頻
度
は
回
転
機
械
振

動
診
断
手
順
書
に
よ
る
。

2
7
7
そ
の
他
の
電
気
品

一
式

外
観
点
検

１
Ｃ
～

１
２
Ｃ
，

１
Ｙ

１
Ｃ
～

１
２
Ｃ
，

１
Ｙ
，

Ｂ
Ｄ
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
当
社

規
程
基
準
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。

当
該
機
器
の
デ
ジ
タ
ル
保
護
継
電
装
置
に
関
す
る
点
検
は
現
在
６
サ
イ
ク
ル

毎
に
点
検
を
実
施
し
て
い
る
が
，
当
該
機
器
に
は
自
動
監
視
点
検
機
能
が
搭
載

さ
れ
て
お
り
，
常
時
監
視
お
よ
び
自
動
点
検
を
実
施
し
て
い
る
。

ま
た
，
当
社
管
内
の
変
電
所
に
お
け
る
当
該
機
器
の
点
検
は
，
当
社
規
程
基

準
に
基
づ
き
，
異
常
が
確
認
さ
れ
た
場
合
に
点
検
を
実
施
す
る
と
し
て
い
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
B
D
M
へ
の
変
更
が

可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

－
-

2
7
8
そ
の
他
の
電
気
品

一
式

特
性
試
験

１
Ｃ
～

６
Ｃ
，

１
Ｙ

１
Ｃ
～

６
Ｃ
，

１
Ｙ
，

Ｂ
Ｄ
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
当
社

規
程
基
準
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。

当
該
機
器
の
デ
ジ
タ
ル
保
護
継
電
装
置
に
関
す
る
点
検
は
現
在
６
サ
イ
ク
ル

毎
に
点
検
を
実
施
し
て
い
る
が
，
当
該
機
器
に
は
自
動
監
視
点
検
機
能
が
搭
載

さ
れ
て
お
り
，
常
時
監
視
お
よ
び
自
動
点
検
を
実
施
し
て
い
る
。

ま
た
，
当
社
管
内
の
変
電
所
に
お
け
る
当
該
機
器
の
点
検
は
，
当
社
規
程
基

準
に
基
づ
き
，
異
常
が
確
認
さ
れ
た
場
合
に
点
検
を
実
施
す
る
と
し
て
い
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
B
D
M
へ
の
変
更
が

可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

－
-

2
7
9
大
容
量
電
源
装
置

一
式

分
解
点
検

開
放
点
検

１
０
Ｙ

－
③

　
当
該
機
器
の
点
検
項
目
削
除
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。
　
当
該
機
器
の
分
解
点
検
，
開
放
点
検
は
現
時
点
で
実
施
し
て
い
な
い
が
，
こ
れ

ま
で
の
外
観
点
検
，
機
能
・
性
能
試
験
を
実
施
す
る
こ
と
で
想
定
さ
れ
る
劣
化
を

検
知
で
き
る
こ
と
か
ら
，
分
解
点
検
，
開
放
点
検
は
実
施
す
る
必
要
は
な
い
と
評

価
し
た
。

①
-

2
8
0
大
容
量
電
源
装
置

一
式

機
能
・
性
能
試

験
１
Ｍ
，

１
０
Ｙ

１
Ｍ
，

８
Ｙ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。
　
当
該
機
器
の
機
能
・
性
能
試
験
の
点
検
実
績
お
よ
び
メ
ー
カ
ー
見
解
を
考
慮

し
，
頻
度
を
８
年
に
変
更
す
る
こ
と
が
妥
当
と
評
価
し
た
。

①
-

※
イ
ン
プ
ッ
ト
項
目
は
添
付
－
１
の
定
期
的
な
評
価
の
イ
ン
プ
ッ
ト
分
類
２
と
対
応

　
　
　
　
　
　
　
　
　
添
付
－
２
（
63
／
6
4
）

イ
ン
プ
ッ
ト

情
報
の
項
目

※
事
象
の
概
要

N
o
.

系
統
・機
器
名

備
考

(関
連
す
る
定
期
事
業
者
検
査
等
)

点
検
計
画
の

保
全
方
式
ま
た
は
点
検
内
容
の
変
更

評
価
内
容

４
つ
の

評
価
項
目

※
※

保
全
の
有
効
性
評
価
の
結
果
等
よ
り
保
全
へ
反
映
し
た
事
項

※
※
点
検
頻
度
の
変
更
に
適
用
し
た
評
価
方
法

①
点
検
お
よ
び
取
替
結
果
の
評
価

②
劣
化
ト
レ
ン
ド
に
よ
る
評
価

③
研
究
成
果
に
よ
る
評
価

④
類
似
機
器
等
の
使
用
実
績
に
よ
る
評
価

保
全
へ
の
反
映
内
容

評
価

項
目

変
更
前

変
更
後

2
7
6
サ
ー
ビ
ス
建
屋
排
風

機
【
電
動
機
】

分
解
点
検

７
８
Ｍ

（
Ｔ
Ｂ
Ｍ
）

Ｃ
Ｂ
Ｍ

そ
の
他

　
当
該
機
器
の
状
態
基
準
保
全
へ
の
移
行
に
あ

た
り
，
劣
化
の
検
知
性
お
よ
び
修
復
性
に
つ
い
て

詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。

　
当
該
機
器
の
主
要
部
位
（
軸
受
）
に
対
す
る
劣
化
の
検
知
は
，
振
動
診
断
等
で

検
知
可
能
で
あ
る
。

　
ま
た
，
当
該
機
器
に
異
常
が
確
認
さ
れ
た
場
合
は
，
待
機
号
機
へ
の
切
替
え
が

可
能
で
あ
り
，
他
の
系
統
お
よ
び
機
器
の
運
転
に
影
響
を
与
え
ず
隔
離
，
点
検
を

実
施
で
き
る
。

－
・
換
気
空
調
系
機
能
検
査

・
振
動
診
断
：
頻
度
は
回
転
機
械
振

動
診
断
手
順
書
に
よ
る
。

2
7
7
そ
の
他
の
電
気
品

一
式

外
観
点
検

１
Ｃ
～

１
２
Ｃ
，

１
Ｙ

１
Ｃ
～

１
２
Ｃ
，

１
Ｙ
，

Ｂ
Ｄ
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
当
社

規
程
基
準
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。

当
該
機
器
の
デ
ジ
タ
ル
保
護
継
電
装
置
に
関
す
る
点
検
は
現
在
６
サ
イ
ク
ル

毎
に
点
検
を
実
施
し
て
い
る
が
，
当
該
機
器
に
は
自
動
監
視
点
検
機
能
が
搭
載

さ
れ
て
お
り
，
常
時
監
視
お
よ
び
自
動
点
検
を
実
施
し
て
い
る
。

ま
た
，
当
社
管
内
の
変
電
所
に
お
け
る
当
該
機
器
の
点
検
は
，
当
社
規
程
基

準
に
基
づ
き
，
異
常
が
確
認
さ
れ
た
場
合
に
点
検
を
実
施
す
る
と
し
て
い
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
B
D
M
へ
の
変
更
が

可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

－
-

2
7
8
そ
の
他
の
電
気
品

一
式

特
性
試
験

１
Ｃ
～

６
Ｃ
，

１
Ｙ

１
Ｃ
～

６
Ｃ
，

１
Ｙ
，

Ｂ
Ｄ
Ｍ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
当
社

規
程
基
準
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。

当
該
機
器
の
デ
ジ
タ
ル
保
護
継
電
装
置
に
関
す
る
点
検
は
現
在
６
サ
イ
ク
ル

毎
に
点
検
を
実
施
し
て
い
る
が
，
当
該
機
器
に
は
自
動
監
視
点
検
機
能
が
搭
載

さ
れ
て
お
り
，
常
時
監
視
お
よ
び
自
動
点
検
を
実
施
し
て
い
る
。

ま
た
，
当
社
管
内
の
変
電
所
に
お
け
る
当
該
機
器
の
点
検
は
，
当
社
規
程
基

準
に
基
づ
き
，
異
常
が
確
認
さ
れ
た
場
合
に
点
検
を
実
施
す
る
と
し
て
い
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
に
つ
い
て
は
，
B
D
M
へ
の
変
更
が

可
能
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

－
-

2
7
9
大
容
量
電
源
装
置

一
式

分
解
点
検

開
放
点
検

１
０
Ｙ

－
③

　
当
該
機
器
の
点
検
項
目
削
除
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。
　
当
該
機
器
の
分
解
点
検
，
開
放
点
検
は
現
時
点
で
実
施
し
て
い
な
い
が
，
こ
れ

ま
で
の
外
観
点
検
，
機
能
・
性
能
試
験
を
実
施
す
る
こ
と
で
想
定
さ
れ
る
劣
化
を

検
知
で
き
る
こ
と
か
ら
，
分
解
点
検
，
開
放
点
検
は
実
施
す
る
必
要
は
な
い
と
評

価
し
た
。

①
-

2
8
0
大
容
量
電
源
装
置

一
式

機
能
・
性
能
試

験
１
Ｍ
，

１
０
Ｙ

１
Ｍ
，

８
Ｙ

③
　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
過
去

の
点
検
実
績
を
基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。
　
当
該
機
器
の
機
能
・
性
能
試
験
の
点
検
実
績
お
よ
び
メ
ー
カ
ー
見
解
を
考
慮

し
，
頻
度
を
８
年
に
変
更
す
る
こ
と
が
妥
当
と
評
価
し
た
。

①
-

2
8
1
濃
縮
廃
液
貯
蔵
タ
ン

ク
開
放
点
検

非
破
壊
試
験

（
P
Ｔ
）

開
放
点
検

非
破
壊
試
験

（
P
Ｔ
）

外
観
点
検

非
破
壊
試
験

（
U
Ｔ
）

⑦
　
当
該
機
器
の
点
検
内
容
変
更
に
あ
た
り
，
弊
社

他
プ
ラ
ン
ト
に
お
け
る
類
似
機
器
の
ト
ラ
ブ
ル
お
よ

び
経
年
劣
化
傾
向
に
係
る
デ
ー
タ
を
基
に
詳
細

な
評
価
を
実
施
し
た
。

　
弊
社
他
プ
ラ
ン
ト
に
お
け
る
同
タ
ン
ク
に
お
い
て
不
具
合
・
ト
ラ
ブ
ル
が
顕
在
化

し
て
い
な
い
こ
と
に
加
え
，
当
該
機
器
の
主
要
部
材
は
対
S
C
C
材
で
あ
る
。
ま
た
，

当
該
機
器
の
各
部
位
に
対
し
変
更
後
の
点
検
内
容
で
経
年
劣
化
事
象
を
検
知

可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
点
検
内
容
を
変
更
可
能

で
あ
る
と
評
価
し
た
。

④
－

※
イ
ン
プ
ッ
ト
項
目
は
添
付
－
１
の
定
期
的
な
評
価
の
イ
ン
プ
ッ
ト
分
類
２
と
対
応

　
　
　
　
　
　
　
　
　
添
付
－
２
（
6
3
／
6
5
）

イ
ン
プ
ッ
ト

情
報
の
項
目

※
事
象
の
概
要

評
価
内
容

４
つ
の

評
価
項
目

※
※

保
全
の
有
効
性
評
価
の
結
果
等
よ
り
保
全
へ
反
映
し
た
事
項

N
o
.

系
統
・機
器
名

備
考

(関
連
す
る
定
期
事
業
者
検
査
等
)

点
検
計
画
の

保
全
方
式
ま
た
は
点
検
内
容
の
変
更

※
※
点
検
頻
度
の
変
更
に
適
用
し
た
評
価
方
法

①
点
検
お
よ
び
取
替
結
果
の
評
価

②
劣
化
ト
レ
ン
ド
に
よ
る
評
価

③
研
究
成
果
に
よ
る
評
価

④
類
似
機
器
等
の
使
用
実
績
に
よ
る
評
価



（65/66） 

別添－２ 

添付書類五 保全の有効性評価の結果に関する説明書 

変更前 変更後 変更理由 

なし 

 

 

 
保全の有効性評価の結果を反映
のため追加 

 

保
全
へ
の
反
映
内
容

評
価

項
目

変
更
前

変
更
後

2
8
2
非
常
用
ガ
ス
処
理
系

の
主
要
弁
　
一
式

分
解
点
検

1
9
5
M

7
8
M

③
④

　
当
該
機
器
の
点
検
頻
度
変
更
に
あ
た
り
，
点
検

実
績
お
よ
び
他
社
の
類
似
機
器
の
使
用
実
績
を

基
に
詳
細
な
評
価
を
実
施
し
た
。

　
当
該
機
器
の
状
態
報
告
書
を
受
け
，
臨
時
で
当
該
弁
を
開
放
し
た
結
果
，
機

能
性
能
に
影
響
は
な
い
も
の
の
，
主
要
部
位
（
弁
座
）
に
お
い
て
経
年
使
用
に
よ

る
硬
化
が
確
認
さ
れ
た
。

　
上
記
を
踏
ま
え
，
分
解
点
検
に
お
け
る
現
状
点
検
間
隔
（
1
9
5
Ｍ
）
の
短
縮
を
検

討
し
た
。

　
類
似
機
器
の
ベ
ン
チ
マ
ー
ク
実
績
等
か
ら
，
現
状
の
点
検
間
隔
を
短
縮
し
再

設
定
す
る
事
は
妥
当
で
あ
る
と
評
価
し
た
。
特
に
島
根
2
号
機
の
点
検
実
績
は
当

該
弁
と
同
様
の
使
用
・
環
境
条
件
で
あ
る
こ
と
か
ら
，
ベ
ン
チ
マ
ー
ク
情
報
と
し
て

活
用
し
，
同
等
の
7
8
M
以
下
の
点
検
間
隔
で
は
設
備
の
健
全
性
を
担
保
で
き
る

と
評
価
す
る
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
当
該
機
器
の
分
解
点
検
間
隔
に
つ
い
て
は
，
7
8
ヶ
月
へ
の

短
縮
が
妥
当
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

①
④

主
要
弁
検
査
（
定
検
：
原
子
炉
系
）

※
イ
ン
プ
ッ
ト
項
目
は
添
付
－
１
の
定
期
的
な
評
価
の
イ
ン
プ
ッ
ト
分
類
２
と
対
応

　
　
　
　
　
　
　
　
　
添
付
－
２
（
64
／
6
5
）

イ
ン
プ
ッ
ト

情
報
の
項
目

※
事
象
の
概
要

評
価
内
容

４
つ
の

評
価
項
目

※
※

保
全
の
有
効
性
評
価
の
結
果
等
よ
り
保
全
へ
反
映
し
た
事
項

N
o
.

系
統
・
機
器
名

備
考

(関
連
す
る
定
期
事
業
者
検
査
等
)

点
検
計
画
の

保
全
方
式
ま
た
は
点
検
内
容
の
変
更

※
※
点
検
頻
度
の
変
更
に
適
用
し
た
評
価
方
法

①
点
検
お
よ
び
取
替
結
果
の
評
価

②
劣
化
ト
レ
ン
ド
に
よ
る
評
価

③
研
究
成
果
に
よ
る
評
価

④
類
似
機
器
等
の
使
用
実
績
に
よ
る
評
価
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別添－２ 
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変更前 変更後 変更理由 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
頁追加による頁の変更 

 

３
．
補
修
，
取
替
お
よ
び
改
造
計
画
へ
の
反
映

保
全
へ
の
反
映
内
容

評
価

項
目

変
更
前

変
更
後

－
な
し

－
－

－
－

－
－

－

　
　
　
　
　
添
付
－
２
（
6
4
／
6
4
）

評
価
内
容

保
全
の
有
効
性
評
価
の
結
果
等
よ
り
保
全
へ
反
映
し
た
事
項

N
o.

系
統
・
機
器
名

備
考

(関
連
す
る
定
期
事
業
者
検
査
等
)

補
修
，
取
替
，
改
造
工
事
の
計
画

（
工
事
計
画
書
届
出
認
可
対
象
工
事

　
ま
た
は
そ
の
他
主
要
工
事
）

イ
ン
プ
ッ
ト

情
報
の
項
目

※
事
象
の
概
要

３
．
補
修
，
取
替
お
よ
び
改
造
計
画
へ
の
反
映

保
全
へ
の
反
映
内
容

評
価

項
目

変
更
前

変
更
後

－
な
し

－
－

－
－

－
－

－

　
　
　
　
　
添
付
－
２
（
6
5
／
6
5
）

保
全
の
有
効
性
評
価
の
結
果
等
よ
り
保
全
へ
反
映
し
た
事
項

N
o
.

系
統
・機
器
名

備
考

(関
連
す
る
定
期
事
業
者
検
査
等
)

補
修
，
取
替
，
改
造
工
事
の
計
画

（工
事
計
画
書
届
出
認
可
対
象
工
事

　
ま
た
は
そ
の
他
主
要
工
事
）

イ
ン
プ
ッ
ト

情
報
の
項
目

※
事
象
の
概
要

評
価
内
容


